
別紙-2-1「有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表」の整理⽅法について

「大気（作業環境）の汚染事象」に対する既許可の対応について，以下の方法

で別紙 2-2 に整理表（4段表）としてまとめる。 

1. 事業指定申請書（既許可） （左から 1列目）

別紙-1 で抽出した条文毎に整理表を作成し，抽出した項目「〇：関係あり（整

理表を作成する）」を記載する。各条文の整理表内で，本文-添付間の構成単位で

まとめ，影響評価ガイドの「６．有毒ガス防護に係る妥当性の判断」の項目（発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策）で色塗りする。 

・発生源

・防護対象者

・検知手段

・防護対策

2. 既許可の対応 （左から 2列目）

1.で色塗りした発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策の項目毎に既許可

の対応を整理する。必要に応じ，他の条文の情報を含めて記載する。 

また，既許可の各条文の整理資料を確認し，発生源，防護対象者，検知手段及

び防護対策の観点で整理資料に更に具体的に記載されている場合は，これを含

めて整理する。従って，左から 1 列目（1.の色塗り）と 2.の既許可の対応が一

致しないことがある。 

3. 影響評価ガイドに基づく確認 （左から 3列目）

2．で整理した既許可の対応（整理資料の内容を含む）について，発生源，防

護対象者，検知手段，防護対策毎に，影響評価ガイドに示される有毒ガス防護の

ための対応と比較し，「大気（作業環境）の汚染事象」に対する既許可の対応に

ついて，新たに考慮すべき事項の有無を整理する。 

3.1. 発生源 

「大気（作業環境）の汚染事象」について，影響評価ガイドに示される有毒

ガス発生源と比較して，新たに対象とすべき発生源があるか。 

＜影響評価ガイドの有毒ガス発生源＞ 

以下の有毒化学物質の揮発等（気体の漏えい及び液体の漏えいによる揮発）

により発生するもの及び他の化学物質等との反応によって発生するもの。 

 敷地内に保管されている有毒化学物質

 敷地外（制御室から半径 10km 以内）に保管されている有毒化学物
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質 

 敷地内で輸送される有毒化学物質

3.2. 防護対象者 

「大気（作業環境）の汚染事象」から防護する者について設計基準では①

及び②，重大事故では①～③を対象としているか。 

＜影響評価ガイドの防護対象者＞ 

① 制御室にとどまる運転員（設計基準）/実施組織要員（重大事故） 

② 緊急時対策所内にとどまる要員

③ 屋外で重大事故等対処を実施する要員

3.3. 検知手段 

「大気（作業環境）の汚染事象」に対し防護措置を講じるために，影響評価

ガイドに示される何れかの検知手段と比較して，新たに対応すべき検知手段が

あるか。 

＜影響評価ガイドの対応＞ 

以下の検知手段及びその手順と体制の整備。 

（敷地内の固定施設） 

 有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出する装置及び有毒ガスの到達

を検出するための装置

（敷地内の可動施設） 

 可動源に対する立会人による認知

（敷地外の固定施設） 

 敷地外からの連絡

－消防，警察，海上保安庁，自衛隊 

－地方公共団体（例えば，防災有線放送，防災行政無線，防災メール，

防災ラジオ等） 

－報道（例えば，ニュース速報等） 

－その他有毒ガスの発生事故に係る情報源 

（共通） 

 異臭がする等の異常の確認

 通信連絡設備による伝達

3.4. 防護対策 

「大気（作業環境）の汚染事象」から防護対象者を防護するための対策につ

いて，影響評価ガイドに示される①～③の何れかの防護対策と比較して，新た
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に対応すべき防護対策があるか。また，化学物質の漏えいに対して④の終息活

動の措置が取られているか。 

＜影響評価ガイドの防護対策＞ 

以下の防護対策及びその手順と体制の整備。 

① 換気空調設備の隔離（外気連絡の遮断及び酸欠防止等のための外気

取入れの再開）

② 制御室等の正圧化

③ 空気呼吸具等（酸素呼吸器，防毒マスクを含む）の配備

④ 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置（終息活動）

4. 既許可への反映事項 （左から 4列目）

3.の確認結果から，影響評価ガイドの項目（発生源，防護対象者，検知手段及

び防護対策）で既許可の対応を確認した結果に基づき，「大気（作業環境）の汚

染事象」に対して新たに対応すべき事項を記載する。 

以上 
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別紙 2-2 

別紙 2-2 第５条 目次 

 第５条 概要(p5-1)

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) 安全機能を有する施設の火災及び爆発の防止】(p5-1)

【添付書類六 1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針】(p5-1) 

 火災防護計画(p5-3)

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ)(a) (ヘ)火災防護計画】(p5-3)

【添付書類六 1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針】(p5-3) 

【添付書類六 1.5.1.7 手順】(p5-4) 

 火災防護設備(p5-5)

【本文 四、A.リ.(4)(ⅲ) 火災防護設備】(p5-5)

【添付書類六 9.10 火災防護設備】(p5-5) 

 火災感知設備(p5-7)

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)1）火災感知設備】(p5-7)

【添付書類六 1.5.1.3.1 火災感知設備】(p5-7) 

 消火設備(p5-8)

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)2）消火設備】(p5-8)

【添付書類六 1.5.1.3.2 消火設備】(p5-8) 

【添付書類六 9.10.1.4 主要設備】(p5-9) 

【添付書類六 第 9.10－2表 消火設備の主要設備の仕様】(p5-10) 

 火災及び爆発の影響軽減(p5-11)

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｄ) 火災及び爆発の影響軽減】(p5-11)

【添付書類六 1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減】(p5-11) 

 その他の設計(p5-13)

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (f) その他】(p5-13)

【添付書類六 1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項】(p5-13) 
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別紙 2-2
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌））

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策
5-1

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項

第５条 概要 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) 安全機能を有する施設の火災

及び爆発の防止】（P14） 

(ｉ)安全機能を有する施設の火災及び爆発の防止 

 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施

設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防

止し，早期に火災発生を感知し消火を行い，かつ，火災及

び爆発の影響を軽減するために，以下の火災防護対策を講

ずる設計とする。 

（略） 

第５条では，「火災防護計画」，「火災防護設備」，「火災

感知設備」，「消火設備」，「火災及び爆発の影響軽減」，「そ

の他の設計」ごとに既許可の対応を整理する。第５条全体

で整理した概要は以下のとおり。 

・発生源

 火災及び爆発発生時の煙（中央制御室又は使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）

 消火剤

 消火時に発生する有毒ガス（フッ化水素等）

・防護対象者

 運転員

 従事者等

 自衛消防隊の消火班

・検知手段

 煙感知器，熱感知器，炎感知器

 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室において火災の発生を監視できる火災受

信器盤

 消火設備作動前の警報

 消火後の制御室等への入室時におけるガス濃度の確

認

第５条では，「火災防護計画」，「火災防護設備」，「火災

感知設備」，「消火設備」，「火災及び爆発の影響軽減」，「そ

の他の設計」ごとに影響評価ガイドの対応と比較した結果

を整理する。第５条全体で整理した概要は以下のとおり。 

・発生源

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。

 既許可の申請書では，火災及び爆発により発生する

煙，消火剤，消火時に発生する有毒ガスを記載してお

り，影響評価ガイド以上のものを対象としている。

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。

・防護対象者

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義しており，第５条では制

御室の運転員が該当する。

 既許可の申請書では，制御室の運転員に加え，各場所

における従事者及び消火活動にあたる自衛消防隊の

消火班を防護対象者としている。

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。

・検知手段

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。

 既許可の申請書では，有毒ガスの起因となる火災に対

し，火災感知設備により検知可能である。

 既許可の申請書では，有毒ガスが発生する可能性があ

る消火設備を使用する場合は事前の警報の発報によ

り検知可能である。

 既許可の申請書では，有毒ガスが発生している可能性

がある場合はガス濃度の確認により検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。

火災及び爆発により発生する有毒ガスに対する既許可

の有毒ガス防護において，発生源，防護対象者，検知手段

及び防護対策について影響評価ガイドの対応と比較した

結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 

【添付書類六 1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設

計方針】（P6-1-126） 

1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施

設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防

止し，早期に火災発生を感知し消火を行い，かつ，火災及

び爆発の影響を軽減するために，火災防護対策を講ずる設

計とする。 

（略） 
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別紙 2-2
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌））

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策
5-2

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項

・防護対策

 火災防護計画を遂行するための体制（自衛消防隊）

 火災防護対策を実施するために必要な手順

 排煙設備

 防火ダンパ

 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とな

る場合に固定式消火設備を設置して消火を行う設計

 防火服，空気呼吸器の資機材の配備

 消火後の制御室等への入室時における防護服の着用

 人体に影響を与えない消火剤又は消火方法を使用す

る設計

 20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設計

・防護対策

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。

 既許可の申請書では，火災防護計画を策定し，必要な

体制及び手順を策定することとしている。

 既許可の申請書では，火災発生時の煙に対し，排煙設

備や防火ダンパにより制御室の居住性を確保すると

ともに，煙の充満等により消火活動が困難となる場合

には固定式消火設備を設置する。

 既許可の申請書では，消火活動時の防火服及び空気呼

吸器を配備するとともに，消火後の制御室等への入室

時には防護服を着用する。

 既許可の申請書では，人体に影響を与えない消火剤の

使用や，20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設

計とし，人が消火剤や消火後に発生する有毒ガスと接

触しない設計及び運用としている。

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。
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別紙 2-2
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌））

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策
5-3

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項

火災防護計画 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ)(a) (ヘ)火災防護計画】（P17） 

(ヘ) 火災防護計画

再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施する

ため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画

を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制

の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練，火災防護対策

を実施するために必要な手順等について定めるとともに，

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防

止，火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽

減の３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行う

ことについて定める。 

（略） 

・発生源

 火災及び爆発発生時の煙（中央制御室又は使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）

・防護対象者

 運転員

 自衛消防隊の消火班

 直接的な記載はないが，中央制御室又は使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における

火災及び爆発発生時の煙を想定しているため，防

護対象者は運転員である。また，消火活動時の防

火服及び空気呼吸器を配備するため，自衛消防隊

の消火班も防護対象者である。

・検知手段

 当該項目は火災防護計画に係る記載であるため，検知

手段の記載はない。

・防護対策

 火災防護計画を遂行するための体制（自衛消防隊）

 消火活動を行うための体制は，既許可の申請書

【添付書類六 1.5.1.6 体制】に定めている。ま

た，外部火災発生時の消火体制は，既許可の申請

書【添付書類六 1.7.11.8 消火体制】に定めてい

る。

 火災防護対策を実施するために必要な手順

 排煙設備

 防火服，空気呼吸器の資機材の配備

・発生源

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。

 既許可の申請書では，火災及び爆発発生時の煙を記載

しており，影響評価ガイド以上のものを対象としてい

る。

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。

・防護対象者

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義しており，第５条では制

御室の運転員が該当する。

 既許可の申請書では，制御室の運転員に加え，消火活

動にあたる自衛消防隊の消火班を防護対象者として

いる。

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。

・検知手段

 検知手段については，「火災感知設備」等にて影響評

価ガイドの対応と比較して新たに設置すべき検知手

段はないことを確認した。

・防護対策

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。

 既許可の申請書では，火災防護計画を策定し，必要な

体制及び手順を策定することとしている。

 既許可の申請書では，火災発生時の煙の充満に対し，

排煙設備を起動することで防護している。

 既許可の申請書では，消火活動時の防火服及び空気呼

吸器を配備する。

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。

火災防護対策に対する既許可の火災防護計画において，

発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響

評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

【添付書類六 1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設

計方針】（P6-1-131） 

(６) 火災防護計画

再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施する

ため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画

を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制

の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練，火災防護対策

を実施するために必要な手順等について定めるとともに，

安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

については，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及

び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深層防護

の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて

定める。 

重大事故等対処施設については，火災及び爆発の発生防

止，火災の早期感知及び消火を行うことについて定める。 

その他の再処理施設については，消防法，建築基準法，

都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき

設備に応じた火災防護対策を行うことについて定める。 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事

象による火災及び爆発（以下「外部火災」という。）につ

いては，安全機能を有する施設を外部火災から防護するた

めの運用等について定める。 

火災防護計画の策定に当たっては，火災防護審査基準の

要求事項を踏まえ，以下の考えに基づき策定する。 

ａ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-4 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

等の防護を目的として実施する火災防護対策を適切に実

施するために，火災防護対策全般を網羅した火災防護計画

を策定する。 

ｂ．安重機器を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器

等の防護を目的として実施する火災防護対策及び火災防

護計画を実施するために必要な手順，機器，組織体制を定

める。具体的には，火災防護対策の内容，その対策を実施

するための組織の明確化（各責任者と権限），火災防護計

画を遂行するための組織の明確化（各責任者と権限），そ

の運営管理及び必要な要員の確保と教育・訓練の実施につ

いて定める。 

（略） 

【添付書類六 1.5.1.7 手順】（P6-1-194） 

1.5.1.7 手順 

再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，

火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行

するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営

管理，必要な要員の確保，教育訓練及び火災防護対策を実

施するために必要な手順について定めるとともに，再処理

施設の安全機能を有する施設を火災及び爆発から防護す

るため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消

火並びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深層防護の概

念に基づく火災防護対策について定める。 

（略） 

(４) 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室における火災及び爆発発生時の対応において

は，以下の手順を整備し，操作を行う。 

ａ．火災感知器及び高感度煙感知器により火災を感知し，

火災を確認した場合は，常駐する当直（運転員）により制

御盤内では二酸化炭素消火器，それ以外では粉末消火器を

用いた消火活動，運転状況の確認等を行う。 

ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災及

び爆発発生時の煙を排気するため，排煙設備を起動する。 

（略） 

(14) 火災時の消火活動に必要となる防火服，空気呼吸器

の資機材の点検及び配備に係る手順をあらかじめ整備し，

的確に実施する。 

（略） 
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別紙 2-2
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌））

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策
5-5

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項

火災防護設備 

【本文 四、A.リ.(4)(ⅲ) 火災防護設備】（P420） 

(ⅲ) 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備と重大事故等対処施設に対する火災防護設備で構

成する。 

安全機能を有する施設を火災から防護するための火災

防護設備は，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備

及び火災影響軽減設備で構成する。 

（略） 

詳細は「火災感知設備」，「消火設備」，「火災及び爆発の

影響軽減」，「その他の設計」にて整理する。 

詳細は「火災感知設備」，「消火設備」，「火災及び爆発の

影響軽減」，「その他の設計」にて整理する。 

詳細は「火災感知設備」，「消火設備」，「火災及び爆発の

影響軽減」，「その他の設計」にて整理する。 

【添付書類六 9.10 火災防護設備】（P6-9-587） 

9.10 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備及び重大事故等対処施設に対する火災防護設備で

構成する。 

9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 

9.10.1.1 概 要 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置する安全

機能を有する施設を火災及び爆発から防護することを目

的として，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火

並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火

災防護対策を講ずる。 

（略） 

9.10.1.2 設計方針 

(２) 火災の感知及び消火

火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有する施設に

対して，早期の火災感知及び消火を行うよう設置する設計

とする。 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画に，固

有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機

能を有する機器を組み合わせて設ける設計とする。 

消火設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙

又は放射線の影響により消火困難となる箇所については，

自動又は制御室等からの手動操作による固定式消火設備

を設置する設計とする。 
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別紙 2-2
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌））

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策
5-6

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項

また，消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，安

全上重要な施設の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉

じ込め機能を損なわない設計とする。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-7 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

火災感知設備 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)1）火災感知設備】（P21） 

１）火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災の性質を考慮して型式を

選定し，固有の信号を発する異なる種類を組み合わせて設

置する設計とする。 

火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知

が可能なように電源を確保し，中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にて常時監視でき

る設計とする。 

・発生源 

 当該項目は火災に対する火災感知設備に係る記載で

あるため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は火災に対する火災感知設備に係る記載で

あるため，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 煙感知器，熱感知器，炎感知器 

 火災感知設備については，既許可の整理資料「第

５条：火災等による損傷の防止 補足説明資料 2-

3 火災防護審査基準「2.2 火災の感知消火」のう

ち，火災の感知に係る補足説明資料」において，

種類や機能について詳述している。 

 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室において火災の発生を監視できる火災受

信器盤 

 

・防護対策 

 当該項目は火災に対する火災感知設備に係る記載で

あるため，防護対策の記載はない。 

 

 

・発生源 

 発生源については，「消火設備」等にて影響評価ガイ

ドの対応と比較して新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「消火設備」等にて影響評価

ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護対象

者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，有毒ガスの起因となる火災に対

し，火災感知設備により検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

 

 

・防護対策 

 防護対象者については，「消火設備」等にて影響評価

ガイドの対応と比較して新たに定めるべき防護対策

はないことを確認した。 

 

火災感知設備に対する既許可の設計において，発生源，

防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイ

ドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないこ

とを確認した。 

【添付書類六 1.5.1.3.1 火災感知設備】（P6-1-159） 

1.5.1.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に

感知するために設置する設計とする。 

(１) 火災感知器の環境条件等の考慮及び多様化 

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設

置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線， 

取付面高さ， 温度， 湿度， 空気流等の環境条件及び予想され

る火災の性質を考慮して選定する。 

また，火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所を特定

するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は

同等の機能を有する機器を組み合わせて設置する設計とする。 

火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類

の火災感知器は， 原則， 煙感知器（アナログ式） 及び熱感知

器（アナログ式）を組み合わせて設置し，炎感知器（非アナログ

式の熱感知カメラ（サーモカメラ）含む）のようにその原理から

アナログ式にできない場合を除き，誤作動を防止するため平常

時の状況を監視し，急激な温度や煙の濃度の上昇を把握するこ

とができるアナログ式を選定する。炎感知器はアナログ式では

ないが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生

じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性があ

る。 

（略） 

(４) 火災受信器盤 

中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室に設置する火災受信器盤に火災信号を表示するとと

もに警報を発することで，適切に監視できる設計とする。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-8 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

消火設備 
【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)2）消火設備】（P21） 

2）消火設備 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画で，火災

発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となるところには，固定式消火設備を設置して消火を行

う設計とする。固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等

の退出ができるよう警報を発する設計とする。 

（略） 

・発生源 

 火災発生時の煙 

 消火剤 

 消火剤による人体への影響については，「第５条：

火災等による損傷の防止 補足説明資料 2-4 添

付資料１ 再処理施設の消火に用いる固定式消火

設備について」において，考慮している。また，

「第５条：火災等による損傷の防止 補足説明資

料 2-4 添付資料３ 別紙１ 再処理施設における

制御室床下の消火について」において，ハロン

1301 が人体に影響を与えることがないことを記

載している。 

 消火時に発生するフッ化水素 

 

・防護対象者 

 運転員 

 従事者等 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 作動前の警報 

 作動前の退避警報を吹鳴する設計とする消火設

備は，既許可の整理資料「第５条：火災等による

損傷の防止 補足説明資料 2-4 添付資料５ 非常

用ディーゼル発電機室の二酸化炭素消火設備の

作動について」において，二酸化炭素消火設備及

びハロゲン化物消火設備としている。また，当該

整理資料では，人による感知に係る運用（二酸化

炭素消火設備の概略起動フロー）を記載してい

る。 

 

・防護対策 

 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とな

る場合に固定式消火設備を設置して消火を行う設計 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火災により発生する煙，消火剤，

消火時に発生するフッ化水素を記載しており，影響評

価ガイド以上のものを対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

 

 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義しており，第５条では制

御室の運転員が該当する。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員に加え，各場所

における従事者を防護対象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，有毒ガスが発生する可能性があ

る消火設備を使用する場合は事前の警報の発報によ

り検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

消火設備に対する既許可の設計において，発生源，防護

対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの

対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを

確認した。 

【添付書類六 1.5.1.3.2 消火設備】（P6-1-165） 

1.5.1.3.2 消火設備 

消火設備は，以下に示すとおり，安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又

は火災区画の火災を早期に消火できるように設置する設

計とする。 

（略） 

ｂ．可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域

又は火災区画 

(ａ) 制御室床下 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室（以下「制御室」という。）の床下は，制御室

内の火災感知器及び人による感知並びに消火が困難とな

るおそれを考慮し，火災感知器に加え，床下に固定式消火

設備（全域）を設置する。消火に当たっては，固有の信号

を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知

器）により火災を感知した後，制御室からの手動起動によ

り早期に消火ができる設計とする。 

制御室には常時当直（運転員）が駐在することを考慮し，

人体に影響を与えない消火剤を使用する設計とする。 

(ｂ) 一般共同溝 

一般共同溝内は，万一，ケーブル火災が発生した場合，

煙の排出が可能なよう排気口を設ける構造としているが，

自然換気であること及び一般共同溝の面積が広く消火活

動まで時間を有することを考慮し，固定式消火設備（局所）

を設置することにより，早期消火が可能となる設計とす

る。 

一般共同溝の可燃性物質はケーブルと有機溶媒配管内

の有機溶媒であるが，有機溶媒配管は二重管とすること及
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-9 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

び基準地震動Ｓｓにより損傷しない構造とすることから

火災に至るおそれはないことを踏まえ，ケーブルトレイに

対し，局所消火を行う設計とする。 

消火剤の選定に当たっては，人体に影響を与えない消火

剤又は消火方法を選択することとする。 

（略） 

(15) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者

等の退出ができるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計

とする。 

また，二酸化炭素消火設備（全域）及びハロゲン化物消

火設備（全域）は，作動に当たっては 20 秒以上の時間遅

れをもって消火ガスを放出する設計とする。 

ハロゲン化物消火設備（局所）は，従事者が酸欠になる

ことはないが，消火時に生成するフッ化水素が周囲に拡散

することを踏まえ，作動前に退避警報を発する設計とす

る。 

なお，固定式ガス消火設備のうち，防火シート，金属製

の筐体等による被覆内に局所的に放出する場合において

は，消火剤が内部に留まり，外部に有意な影響を及ぼさな

いため，消火設備作動前に退避警報を発しない設計とす

る。 

（略） 

 人体に影響を与えない消火剤又は消火方法を使用す

る設計 

 人体に影響を与えない消火剤を使用する設計に

ついては，「第５条：火災等による損傷の防止 補

足説明資料 2-4 添付資料３ 再処理施設の消火

困難区域に係る消火について」において，人体に

影響を与えないことを評価している。 

 20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設計 

 二酸化炭素消火設備に対し，時間差で消火ガスを

放出する設計及び手動起動により人体への影響

を防止する運用については，既許可の整理資料

「第５条：火災等による損傷の防止 補足説明資

料 2-4 添付資料５非常用ディーゼル発電機室の

二酸化炭素消火設備の作動について」に記載して

いる。 

 

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，火災発生時の煙の充満に対し，

固定式消火設備を設置し，人による消火活動を不要と

することで防護している。 

 既許可の申請書では，人体に影響を与えない消火剤の

使用や，20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設

計とし，人が消火剤や消火後に発生する有毒ガスと接

触しない設計及び運用とすることにより，人への影響

を防止している。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

 

【添付書類六 9.10.1.4 主要設備】（P6-9-593） 

(３) 消火設備 

消火設備は，消火水供給設備，消火栓設備，固定式消火

設備及び消火器で構成する。 

（略） 

(ｂ) 可燃性物質を取扱い構造上消火困難となる火災区域

又は火災区画 

ⅰ．制御室床下 

再処理施設における制御室の床下は，多量のケーブルが

存在するが，フリーアクセス構造としており消火が困難と

なるおそれを考慮し，固定式消火設備を設置する。 

制御室には常時当直（運転員）が駐在することを考慮し，

人体に影響を与えない消火剤を選択する。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-10 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

【添付書類六 第 9.10－2 表 消火設備の主要設備の仕

様】（P6-9-618） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-11 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

火災及び爆発の影響軽減 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｄ) 火災及び爆発の影響軽

減】（P22） 

(ｄ) 火災及び爆発の影響軽減 

火災及び爆発の影響軽減については，安全機能を有する

施設の重要度に応じ，それらを設置する火災区域又は火災

区画及び隣接する火災区域又は火災区画における火災及

び爆発による影響を軽減するため，以下の対策を講ずる設

計とする。 

（略） 

ただし，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる

設計と同等の設計として，中央制御室等の制御盤に関して

は，不燃性筐体による系統別の分離対策，高感度煙感知器

の設置，常駐する当直（運転員）による消火活動等により，

上記設計と同等な設計とする。中央制御室の制御室床下コ

ンクリートピットに関しては，１時間の耐火能力を有する

コンクリートピット構造による分離，火災感知設備並びに

中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハ

ロゲン化物自動消火設備を設置する設計とする。 

・発生源 

 消火後に発生する有毒ガス 

 消火後に発生する有毒ガスについては，既許可の

整理資料「第５条：火災等による損傷の防止 補

足説明資料 2-4 添付資料３ 別紙１ 再処理施設

における制御室床下の消火について」において，

ハロン 1301（一臭化フッ化メタン：CF3Bｒ）によ

る消火時にフッ化水素等の有毒ガスが発生する

ことを記載している。 

 火災及び爆発の発生時の煙 

 

・防護対象者 

 制御室の運転員 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 作動前の警報 

 作動前の退避警報を吹鳴する設計とする消火設

備は，既許可の整理資料「第５条：火災等による

損傷の防止 補足説明資料 2-4 添付資料５ 非常

用ディーゼル発電機室の二酸化炭素消火設備の

作動について」において，二酸化炭素消火設備及

びハロゲン化物消火設備としている。 

 消火後の制御室等への入室時におけるガス濃度の確

認 

 消火後に発生する有毒ガスについては，既許可の

整理資料「第５条：火災等による損傷の防止 補

足説明資料 2-4 添付資料３ 別紙１ 再処理施設

における制御室床下の消火について」において，

ハロン 1301（一臭化フッ化メタン：CF3Bｒ）によ

る消火時にフッ化水素等の有毒ガスが発生する

ことを考慮しており，消火後の制御室等への入室

時は，ガス濃度の確認を行うことを記載してい

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，消火後に発生する有毒ガス及び

火災及び爆発の発生時の煙を記載しており，影響評価

ガイド以上のものを対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義しており，第５条では制

御室の運転員が該当する。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員を防護対象者と

している。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，有毒ガスが発生する可能性があ

る場合は事前の警報の発報，ガス濃度の確認，煙感知

器の設置により検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の影響軽減に対する既許可の設計におい

て，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について

影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき

事項はないことを確認した。 

【添付書類六 1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減】

（P6-1-181） 

1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画内の火

災及び爆発並びに隣接する火災区域又は火災区画の火災

及び爆発による影響に対し，以下に記す火災及び爆発の影

響軽減のための対策を講ずる設計とする。 

（略） 

(３) 中央制御室に対する火災及び爆発の影響軽減 

ｄ．制御室床下の系統分離対策 

(ｃ) 制御室床下フリーアクセスフロアは，制御室からの

手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備

を設置する設計とする。この消火設備は，故障警報及び作

動前の警報を各制御室に発する設計とする。 

制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設

備は，消火後に発生する有毒ガスを考慮するものとする。

制御室は空間容積が大きいため拡散による濃度低下が想

定されることから，制御室に常駐する当直（運転員）に影

響を与えるおそれはないが，消火の迅速性と人体への影響
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-12 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

を考慮して，手動操作による起動とする。 

（略） 

(６) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

当直（運転員）が駐在する中央制御室並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の火災及び爆発の発

生時の煙を排気するために，建築基準法に基づく容量の排

煙設備を設置する設計とする。 

排煙設備は非管理区域である制御室等を対象としてい

るため，放射性物質の環境への放出を考慮する必要はな

い。 

また，電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域に

該当する制御室床下，引火性液体が密集する非常用ディー

ゼル発電機室及び危険物の規制に関する政令に規定され

る著しく消火困難な製造所等に該当する場所については，

固定式消火設備により，早期に消火する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 高感度煙感知器 

 

・防護対策 

 消火後の制御室等への入室時における防護服の着用 

 消火後に発生する有毒ガスについては，既許可の

整理資料「第５条：火災等による損傷の防止 補

足説明資料 2-4 添付資料３ 別紙１ 再処理施設

における制御室床下の消火について」において，

ハロン 1301（一臭化フッ化メタン：CF3Bｒ）によ

る消火時にフッ化水素等の有毒ガスが発生する

ことを考慮しており，消火後の制御室等への入室

時は，防護服を着用することを記載している。 

 建築基準法に基づく容量の排煙設備を設置する設計 

 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室における火災発生時の煙に対しては，

既許可の整理資料「第５条：火災等による損傷の

防止 補足説明資料 2-5 添付資料４再処理施設

における制御室等の排煙設備について」におい

て，建築基準法で要求される排煙容量を有する排

煙設備を設置する設計としている。 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，消火後の制御室等への入室時に

は防護服を着用する運用としている。また，建築基準

法に基づく容量の排煙設備を設置することにより，運

転員が煙の影響を受けることを防止している。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第５条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
5-13 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

その他の設計 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (f) その他】（P24） 

(ｆ) その他 

「(ｂ) 火災及び爆発の発生防止」～「(ｅ) 火災影響評

価」のほか，安全機能を有する施設のそれぞれの特徴を考

慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

・発生源 

 当該項目は火災に対するその他の設計に係る記載で

あるため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は火災に対するその他の設計に係る記載で

あるため，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 当該項目は火災に対するその他の設計に係る記載で

あるため，検知手段の記載はない。 

 

 

・防護対策 

 防火ダンパ 

 防火ダンパを設ける設計については，既許可の整

理資料「第５条：火災等による損傷の防止 補足

説明資料 2-1 添付資料３ 再処理施設における

火災区域， 区画の設定について」に記載してい

る。 

・発生源 

 発生源については，「消火設備」等にて影響評価ガイ

ドの対応と比較して新たに設定すべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「消火設備」等にて影響評価

ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護対象

者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 検知手段については，「火災感知設備」等にて影響評

価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，火災の伝搬を防止するため，防

火ダンパを設置することにより，運転員を火災発生時

の煙から防護することとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

火災に対するその他の設計に対する既許可の内容にお

いて，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策につい

て影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべ

き事項はないことを確認した。 

【添付書類六 1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画に

おける留意事項】（P6-1-191） 

1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項

(５) 中央制御室等 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は，以下のとおりの設計とする。 

ａ．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室と他の火災区域の換気設備の貫通部には，防火

ダンパを設置する設計とする。 

（略） 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 第９条 目次 

 

 第９条 概要，自然現象及び人為事象の抽出(p9-1) 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防止】(p9-1) 

【添付書類六 1.7.9.1自然現象の抽出】(p9-1) 

【添付書類六 1.7.9.4人為事象の抽出】(p9-2) 

【添付書類六 第 1.7.9－1表 事象（自然現象）の抽出及び検討結果】(p9-3) 

【添付書類六 第 1.7.9－2表 事象（人為による事象）の抽出及び検討結果】(p9-6) 

 外部火災(p9-8) 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防止(ロ) 外部火災】(p9-8) 

【添付書類六 1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方針】(p9-9) 

【添付書類六 1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 1.7.11.4.1 概要】(p9-9) 

【添付書類六 1.7.11.7二次的影響評価 1.7.11.7.1 概要】(p9-10) 

【添付書類六 1.7.11.7.2 ばい煙の影響】(p9-10) 

【添付書類六 1.7.11.7.3 有毒ガスの影響】(p9-11) 

【添付書類六 1.7.11.9 火災防護計画を策定するための方針】(p9-11) 

【添付書類六 1.7.11.10 手順等】(p9-11) 

【添付書類六 第 1.7.11－1表 外部火災にて想定する火災及び爆発】(p9-12) 

【添付書類六 第 1.7.11－2表 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等】(p9-13) 

【添付書類六 第 1.7.11－5 表 火災源及び爆発源として考慮する危険物貯蔵施設等】

(p9-13) 

【添付書類六 第 1.7.11－１図 防火帯，設計対処施設，危険物貯蔵施設等の配置図】

(p9-14) 

【添付書類六 第 1.7.11－３図 石油コンビナート等特別防災区域内の配置概要図】

(p9-14) 

【添付書類六 第 1.7.11－４図 石油備蓄基地以外の産業施設の配置概要図】(p9-15) 

【添付書類六 第 1.7.11－５図 高圧ガス貯蔵施設の配置概要図】(p9-15) 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適合のための設計方針 第

１項及び第２項について (10) 森林火災】(p9-16) 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適合のための設計方針 第

３項について (3) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災】(p9-16) 

 火山の影響(p9-17) 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防止 (ホ) 火山の影響】

(p9-17) 

【添付書類六 1.7.13.3.1  降下火砕物の設計条件及び特徴】(p9-18) 

【添付書類六 1.7.13.3.2  降下火砕物で考慮する影響】(p9-18) 
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【添付書類六 1.7.13.4.1 直接的影響因子】(p9-18) 

【添付書類六 1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針】(p9-18) 

【添付書類六 1.7.13.7 実施する主な手順】(p9-19) 

【添付書類六 1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針】(p9-20) 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適合のための設計方針 第

１項及び第２項について (８) 火山の影響】(p9-20) 

 有毒ガス(p9-22) 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防止 (チ) 航空機落下，爆

発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象 １）有毒ガス】(p9-22) 

【添付書類六 1.7.9.5航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象

に対する設計方針 (１)有毒ガス】(p9-22) 

【添付書類六 1.7.9.6手順等】(p9-23) 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適合のための設計方針 第

３項について (４) 有毒ガス】(p9-23) 

 再処理事業所内における化学物質の漏えい(p9-25) 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防止 (チ) 航空機落下，爆

発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象 ３） 再処理事業所内における化学物

質の漏えい】(p9-25) 

【添付書類六 1.7.9.5航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象

に対する設計方針 (３) 再処理事業所内における化学物質の漏えい】(p9-25) 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適合のための設計方針 第

３項について (６) 再処理事業所内における化学物質の漏えい】(p9-26) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第９条 概要 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防

止】（P42） 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境を

基に想定される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の自然

現象（地震及び津波を除く。）又は地震及び津波を含む組合せ

に遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条

件及びその結果として再処理施設で生じ得る環境条件におい

ても，安全機能を損なわない設計とする。 

上記に加え，安全上重要な施設は， 新の科学的技術的知見

を踏まえ，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれ

があると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に

作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を，それぞれの

因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた条件

においても，安全機能を損なわない設計とする。 

また，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状況

を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のう

ち再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある

事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下

「人為事象」という。）に対して安全機能を損なわない設計と

する。 

（略） 

第９条では，事象（外部火災，火山の影響，有毒ガス，

再処理事業所内における化学物質の漏えい）ごとに既許

可の対応を整理する。第９条全体で整理した概要は以下

のとおり。 

 

・発生源 

 外部火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス 

 降下火砕物による大気汚染（降下火砕物自体の侵入

又はそれに付着した毒性のあるガス（亜硫酸ガス，

硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食性のある火

山ガス成分）の侵入） 

 有毒ガスの漏えい 

 漏えいした化学物質の反応等によって発生する有

毒ガス 

 以下の事象は大気汚染に関連するが，既許可におい

て設計上の考慮の要否の検討の結果，除外した事象 

 毒性ガス 

 船舶事故による油流出 

 船舶事故（爆発，化学物質の漏えい） 

 鉄道事故（爆発，化学物質の漏えい） 

 鉱山事故（爆発，化学物質の漏えい） 

 土木・建築現場の事故（爆発，化学物質の漏え

い） 

 軍事基地の事故（爆発，化学物質の漏えい） 

 パイプライン事故（爆発，化学物質の漏えい） 

 

・防護対象者 

 運転員 

 既許可の整理資料「第 26 条：緊急時対策所 補

足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等による緊

急時対策所内雰囲気の悪化」では，外部火災に

より発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，降

下火砕物による緊急時対策所内の居住性の悪

化に対して緊急時対策所内にとどまる要員を

防護できるとしている。 

 

 

 

第９条では，事象（外部火災，火山の影響，有毒ガ

ス，再処理事業所内における化学物質の漏えい）ごと

に影響評価ガイドの対応と比較した結果を整理する。

第９条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有

毒化学物質の揮発等により発生するもの及び他

の化学物質等との反応によって発生するものを

対象としている。 

 第９条では，影響評価ガイドに示される敷地内外

で貯蔵又は輸送されている有毒化学物質から発

生する有毒ガスのみならず，外部火災に伴い発生

するばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による大気

汚染に対する人体影響を考慮しており，影響評価

ガイド以上のものを対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時

対策所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，運転員を防護対象者として

おり，また，既許可の整理資料「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等に

よる緊急時対策所内雰囲気の悪化」では，緊急時

対策所内にとどまる要員を防護できるとしてい

る。 

 従って，運転員及び緊急時対策所の要員を防護対

象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者は

自然現象及び人為事象により発生する有毒ガスに対す

る既許可の対応について，発生源,防護対象者，検知手段

及び防護対策について影響評価ガイドの対応と比較した

結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 

 

【添付書類六 1.7.9.1 自然現象の抽出】（P6-1-537） 

再処理施設の設計に当たっては，国内外の基準や文献等に

基づき自然現象の知見，情報を収集した上で，自然現象（地

震及び津波を除く。）を抽出し，さらに事業指定基準規則の解

釈第９条に示される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等

の自然現象を含め，それぞれの事象について再処理施設の設

計上の考慮の要否を検討する。設計上の考慮の要否の検討に

当たっては，再処理施設の立地，周辺環境及び海外の文献に

おける選定基準を踏まえ，発生頻度が極低頻度と判断される

事象，敷地周辺では起こり得ない事象，事象の進展が緩慢で

対策を講ずることができる事象，再処理施設に影響を及ぼさ

ない事象及び影響が他の事象に包絡される事象を除外し，い

ずれにも該当しない事象を再処理施設の安全性に影響を与え

る可能性のある事象として選定する。 

20



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする事象は，第 1.7.9

－１表に示す風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害といった

自然現象とし，敷地及び周辺地域の過去の記録並びに現地調

査を参考にして，予想される も過酷と考えられる条件を適

切に考慮する。また，これらの自然現象ごとに，関連して発

生する可能性がある自然現象も含めて考慮する。 

 

 

・検知手段（外部火災，降下火砕物） 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能

を有する監視カメラ 

 

・検知手段（外部火災） 

 ―（申請書に記載なし） 

 既許可の整理資料「第９条：外部からの衝撃に

よる損傷の防止（外部火災） 補足説明資料 4-4 

別紙 1 防火帯外側のモニタリングポストへの

消火活動訓練」において，森林火災において，

当社敷地への影響がある場合，公設消防より当

社へ連絡が入るよう取り決めすることとして

いる。 

 

・検知手段（降下火砕物） 

 降灰予報 

 降灰の確認 

 

・検知手段（有毒ガスの漏えい及び漏えいした化学物質

の反応等によって発生する有毒ガス） 

 既許可の申請書「添付書類六 1.7.9.6 手順等」

において，必要に応じて制御室の換気設備の外

気連絡を遮断し運転員への影響を防止する手

順を整備することとしており，有毒ガスの発生

の認知及び制御室への連絡について当該手順

に含めて整備する。 

 

・防護対策（外気連絡の遮断） 

 外気との連絡口の遮断及び再循環運転が可能な設

計 

 中央制御室換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 補足

説明資料 8-2 二次的影響の評価（ばい煙及び

有毒ガス）について」及び「第 20 条：制御室等 

補足説明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの制御

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた

検出装置及び人による認知や異常の確認を挙げ

ている。 

 既許可では，再処理施設の外の状況を把握するた

めの暗視機能を有する監視カメラや公的機関か

らの連絡，気象情報等の入手により，上記の人体

影響を考慮する事象を検知可能である。 

 また，影響評価ガイドを参考にした有毒ガス濃度

評価においても，有毒ガスの発生源となる敷地内

の固定施設はないことから，検出装置は不要であ

ることを確認している。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（外気連絡の遮断及び手順の整備） 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可の申請書では，上記の大気汚染事象に対す

る防護対策として中央制御室，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所において外気との連絡口の遮断及び再循環運

【添付書類六 1.7.9.4 人為事象の抽出】（P6-1-545） 

再処理施設の設計において考慮する人為事象の抽出及び抽

出した人為事象に対する安全設計について以下に示す。 

再処理施設の設計に当たっては，国内外の基準や文献等に

基づき人為事象の知見，情報を収集した上で人為事象を抽出

し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示される飛来物

（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒

ガス，船舶の衝突，電磁的障害等の人為事象を含め，それぞ

れの事象について再処理施設の設計上の考慮の要否を検討す

る。設計上の考慮の要否の検討に当たっては，再処理施設の

立地，周辺環境及び海外の文献における選定基準を踏まえ，

発生頻度が極低頻度と判断される事象，敷地周辺では起こり

得ない事象，事象の進展が緩慢で対策を講ずることができる

事象，再処理施設に影響を及ぼさない事象及び影響が他の事

象に包絡される事象を除外し，いずれにも該当しない事象を

再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある事象として

選定する。 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする人為事象は，第

1.7.9－２表に示す飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等

の火災，有毒ガス，電磁的障害及び再処理事業所内における

化学物質の漏えいといった事象とし，敷地及び周辺地域の過

去の記録並びに現地調査を参考にして，予想される も過酷

と考えられる条件を適切に考慮する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類六 第 1.7.9－1 表 事象（自然現象）の抽出及び

検討結果】（P6-1-550） 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の中央制御室への影響」で二酸化炭素濃度

の作業環境への影響を評価している。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

再循環運転時の居住性については，既許可の整

理資料「第 20 条：制御室等 補足説明資料 2-6 

ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室への影響」で二酸化炭

素濃度の作業環境への影響を評価している。 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

毒ガス及び降下火砕物による緊急時対策所内

の居住性の悪化に対しては，既許可の整理資料

「第 26 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-2 

1.2.3 (5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲

気の悪化」において，外気との連絡口を遮断し，

緊急時対策建屋フィルタユニットを通して緊

急時対策所の空気を循環させる再循環運転す

ることで，緊急時対策所内にとどまる要員を防

護できるとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住

性については，既許可の整理資料「第９条：外

部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補

足説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及

び有毒ガス）について」及び「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 

(9) 緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃

度）」で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を

評価している。 

 

・防護対策（侵入防止） 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に高性

能粒子フィルタを設置し，一定以上の粒径のばい煙

粒子を捕獲する設計 

 制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及

び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内への

降下火砕物の侵入を防止する設計 

 

・防護対策（手順等の整備） 

（外部火災） 

 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並び

転を行う。また，外気との連絡口の遮断及び再循

環運転の手順を整備することとしている。 

 再循環運転では，中央制御室で約 27 時間，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で約 163

時間，緊急時対策所で約 30 時間，居住性を確保す

ることが可能である。なお，想定される有毒ガス

の発生継続時間は，過去事例の調査結果から長く

ても１日未満としており，再循環運転により居住

性を確保できる。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

にばい煙及び有毒ガス発生時の対応に係る手順 

 必要に応じてフィルタ交換の対策を実施する手順

及び対策に必要な資機材 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止する手順 

 

（火山影響） 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を

遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する

措置又は風量を低減する措置に係る手順 

 制御建屋中央制御室換気設備の給気フィルタの差

圧が交換差圧に達した場合は，状況に応じ外気の取

り込みを停止又はフィルタの清掃や交換を実施す

る手順 

 

（有毒ガスの漏えい及び漏えいした化学物質の反応等

によって発生する有毒ガス） 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気の連絡を遮断

し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置

を講ずることにより，運転員への影響を防止するた

めの手順の整備 

 

・防護対策（化学薬品の漏えいに係る事項） 

 【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学

薬品取扱いの基本方針】において，化学薬品取扱い

の基本方針として漏えい発生時の作業員の対応を

定め，必要な資機材の配備，対応に係る教育訓練等

を実施するとしている。 

 【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】において，化学

薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順を定め

るとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（化学物質の漏えいに対する措置） 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可では，【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設

における化学薬品取扱いの基本方針】において，

化学薬品取扱いの基本方針として漏えい発生時

の作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対

応に係る教育訓練等を実施するとしている。ま

た，【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】において，

化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

を定めるとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類六 第 1.7.9－2 表 事象（人為による事象）の抽

出及び検討結果】（P6-1-553） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

外部火災 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防

止 (ロ) 外部火災】（P45） 

（ロ）外部火災 

安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，

も厳しい火災が発生した場合においても，その安全機能を

損なわない設計とする。 

外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイ

ド」を参考として，森林火災，近隣の工場，石油コンビナー

ト等特別防災区域，危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以

下「近隣の産業施設」という。）の火災及び爆発並びに航空機

墜落による火災を対象とする。 

自然現象として想定される森林火災については，敷地への

延焼防止を目的として，再処理施設の敷地周辺の植生を確認

し，作成した植生データ及び敷地の気象条件等を基に解析に

よって求めた 大火線強度（9,128ｋＷ／ｍ）から算出される

防火帯（幅 25ｍ以上）を敷地内に設ける。 

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内に

は原則として可燃物となるものは設置しない。防火帯に可燃

物を含む機器等を設置する場合には，延焼防止機能を損なわ

ないよう必要 小限とするとともに，不燃性シートで覆う等

の対策を実施する。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合にお

いても，離隔距離の確保等により，安全機能を有する施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

人為事象として想定される近隣の産業施設の火災及び爆

発，敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガス

ボンベの火災及び爆発の影響については，離隔距離の確保等

により，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

航空機墜落による火災については，対象航空機が安全機能

を有する施設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定

し，火炎からの輻射強度の影響により，建屋外壁等の温度上

昇を考慮した場合においても，安全機能を有する施設の安全

機能を損なわない設計とすること，若しくはその火災による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設

計とする。また，熱影響により安全機能を有する施設の安全

・発生源 

 外部火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス 

 森林火災（草原火災を包絡） 

 敷地周辺 10km 範囲内に存在する近隣の産業施

設の火災及び爆発（石油備蓄基地）（漂流船舶の

影響を包絡） 

 航空機墜落による火災 

 危険物貯蔵施設等（燃料輸送車両の火災を包

絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員 

 既許可の整理資料「第 26 条：緊急時対策所 補

足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等による緊

急時対策所内雰囲気の悪化」では，外部火災に

より発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，降

下火砕物による緊急時対策所内の居住性の悪

化に対して緊急時対策所内にとどまる要員を

防護できるとしている。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 ―（申請書に記載なし） 

 外部火災に対しては，既許可の申請書【本文 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)制御室等】，【添付書類六 

6.1.4 制御室 6.1.4.1 概要】で設置する屋

外監視カメラによる検知が可能である。整理資

料「第 20 条：制御室等 補足説明資料 2-1 再

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有

毒化学物質の揮発等により発生するもの及び他

の化学物質等との反応によって発生するものを

対象としている。 

 第９条（外部火災）では火災に伴い発生するばい

煙及び有毒ガスを対象としており，影響評価ガイ

ド以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドでは，制御室から半径 10km 以内

に保管されている敷地外の有毒化学物質を対象

としているのに対し，既許可では敷地周辺 10ｋｍ

範囲内に存在する近隣の産業施設及び敷地内の

危険物貯蔵施設等を網羅的に調査し影響を評価

している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時

対策所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，運転員を防護対象者として

おり，また，既許可の整理資料「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等に

よる緊急時対策所内雰囲気の悪化」では，緊急時

対策所内にとどまる要員を防護できるとしてい

る。 

 従って，運転員及び緊急時対策所の要員を防護対

象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，検知手段として人による認

知や異常の確認を挙げているのに対し，既許可で

は火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガスにつ

いて，屋外監視カメラにより異常を確認すること

としており，検知することが可能である。 

 影響評価ガイドでは，検知手段として敷地外から

火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガスに対する既許

可の対応において，発生源,防護対象者，検知手段及び防

護対策について影響評価ガイドの対応と比較して新たに

考慮すべき事項はない。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

機能を損なうおそれがある場合には，耐火被覆又は遮熱板等

の対策を講ずることにより安全機能を損なわない設計とす

る。 

外部火災の二次的影響であるばい煙による影響について

は，建屋換気設備等に適切な防護対策を講じることで，安全

機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。ま

た，有毒ガスによる影響については，運転員の作業環境を確

保するため制御建屋の中央制御室内空気を再循環する設計と

し，居住性に影響を及ぼさない設計とする。 

処理施設の外の状況を把握するための設備 第

２表 屋外監視カメラにより把握可能な自然現

象等」において，屋外監視カメラにより近隣工

場等の火災（爆発）の発生方角及び状況，ばい

煙の方向を把握できるとしている。 

 ―（申請書に記載なし） 

 外部火災に対しては，既許可の整理資料「第９

条：外部からの衝撃による損傷の防止（外部火

災） 補足説明資料 4-4 別紙 1 防火帯外側の

モニタリングポストへの消火活動訓練」におい

て，森林火災において，当社敷地への影響があ

る場合，公設消防より当社へ連絡が入るよう取

り決めすることとしている。 

 

・防護対策（中央制御室） 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に高性

能粒子フィルタを設置し，一定以上の粒径のばい煙

粒子を捕獲する設計 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を

遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環す

る措置を講ずる設計 

 中央制御室換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 補足

説明資料 8-2 二次的影響の評価（ばい煙及び

有毒ガス）について」及び「第２０条：制御室

等 補足説明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの

制御建屋の中央制御室への影響」で二酸化炭素

濃度の作業環境への影響を評価している。 

 火災防護計画の策定 

 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理

並びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応に係

る手順 

 必要に応じてフィルタ交換の対策を実施する

手順及び対策に必要な資機材 

 必要に応じ制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室

内空気を再循環することにより，中央制御室内

へのばい煙及び有毒ガスの侵入を防止する手

の連絡を挙げているのに対し，既許可では森林火

災において，当社敷地への影響がある場合，公設

消防より当社へ連絡が入ることとしている。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可では，火災に伴い発生するばい煙及び有毒

ガスに対する防護対策として，中央制御室，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び

に緊急時対策所において換気設備の外気連絡の

遮断により運転員等を防護できる。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 

 

【添付書類六 1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方針】

（P6-1-597） 

（略） 

ここでの外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響

評価ガイド」（平成 25 年６月 19 日 原規技発第 13061912 号 

原子力規制委員会決定）（以下「外部火災ガイド」という。）

を参考として，森林火災，近隣の産業施設の火災及び爆発並

びに航空機墜落による火災を対象とする。また，外部火災防

護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋

外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯

蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及

び外部火災による影響を考慮する。ただし，地下に設置する

第１非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備，第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料貯蔵設備，重油貯槽，第１軽油貯槽，

第２軽油貯槽，硝酸ヒドラジン受入れ貯槽，ＴＢＰ受入れ貯

槽及びｎ－ドデカン受入れ貯槽については，熱影響を受けな

いことから危険物貯蔵施設等の対象から除外する。 

さらに，近隣の産業施設の火災においては，外部火災ガイ

ドを参考として，近隣の産業施設周辺の森林へ飛び火するこ

とにより再処理施設へ迫る場合を想定し，近隣の産業施設の

火災と森林火災の重畳を考慮する。また，敷地内への航空機

墜落による火災を想定することから，航空機墜落による火災

と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮する。 

外部火災の影響評価は，外部火災ガイドを参考として実施

する。外部火災にて想定する火災及び爆発を第 1.7.11－１表

に示す。また，危険物貯蔵施設等を第 1.7.11－２表に，危険

物貯蔵施設等の配置を第 1.7.11－１図に示す。 

 

【添付書類六 1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 

1.7.11.4.1 概要】（P6-1-614） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

近隣の産業施設の火災及び爆発については，外部火災ガイ

ドを参考として，敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産

業施設及び敷地内の危険物貯蔵施設等を網羅的に調査し，石

油備蓄基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）の火災，敷地内の危険

物貯蔵施設等の火災及び爆発を対象とする。 

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設及び敷地

内の危険物貯蔵施設等の配置を第 1.7.11－１図及び第 1.7.11

－３図～第 1.7.11－５図に示す。 

また，敷地周辺に国道 338 号線及び県道 180 号線があるこ

とから，燃料輸送車両の火災による影響が想定される。燃料

輸送車両は，消防法令において移動タンク貯蔵所の上限が定

められており，公道を通行可能な上限のガソリンが積載され

た状況を想定した場合でも，貯蔵量が多く設計対処施設まで

の距離が近い敷地内に存在する危険物貯蔵施設（重油タン

ク）火災の評価に包絡されることから，燃料輸送車両の火災

による影響は評価の対象外とする。 

漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５

ｋｍ離れており，敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡

されることから，評価の対象外とする。 

（略） 

順 

 

・防護対策（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室） 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

ついては，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，

運転員への影響を防止する設計 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

再循環運転時の居住性については，既許可の整

理資料「第 20 条：制御室等 補足説明資料 2-6 

ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室への影響」で二酸化炭

素濃度の作業環境への影響を評価している。 

 火災防護計画の策定 

 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理

並びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応に係

る手順 

 必要に応じてフィルタ交換の対策を実施する

手順及び対策に必要な資機材 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員

への影響を防止する手順 

 

・防護対策（緊急時対策所） 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

毒ガス及び降下火砕物による緊急時対策所内

の居住性の悪化に対しては，既許可の整理資料

「第 26 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-2 

1.2.3 (5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲

気の悪化」において，外気との連絡口を遮断し，

緊急時対策建屋フィルタユニットを通して緊

急時対策所の空気を循環させる再循環運転す

ることで，緊急時対策所内にとどまる要員を防

護できるとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住

性については，既許可の整理資料「第９条：外

部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補

足説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及

び有毒ガス）について」及び「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 

【添付書類六 1.7.11.7 二次的影響評価 1.7.11.7.1 概要】

（P6-1-637） 

ばい煙及び有毒ガスによる影響については，外部火災ガイ

ドを参考として第 1.7.11－８表の設備を対象とし，ばい煙及

び有毒ガスの侵入を防止するため，適切な対策を講ずること

で外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。ただし，他に二次的影響が想定される爆風については，

「1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発」で示す。 

【添付書類六 1.7.11.7.2 ばい煙の影響】（P6-1-638） 

(１) 換気空調系統 

設計対処施設の各建屋の換気設備の給気系は，粒子フィル

タ又は中性能フィルタにより，ばい煙の侵入を防止すること

で，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確保するた

め，制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に高性能粒子

フィルタを設置し，一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲する

とともに，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を

遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措置を
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

講ずる設計とする。再循環については，制御建屋の中央制御

室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。これ

により，再処理事業所内においてばい煙が発生した場合にお

いても，再循環する措置を講ずることで制御建屋の中央制御

室の居住性を損なわない設計とする。また，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外

気との連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設計とす

る。 

(２) ディーゼル発電機 

（略） 

(9) 緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃

度）」で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を

評価している。 

 

【添付書類六 1.7.11.7.3 有毒ガスの影響】（P6-1-640） 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確保するた

め，有毒ガスの侵入を防止できるよう，制御建屋中央制御室

換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室

内の空気を再循環する措置を講ずる設計とする。再循環につ

いては，制御建屋の中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の影響を考慮する。これにより，再処理事業所内におい

て有毒ガスが発生した場合においても，再循環する措置を講

ずることで制御建屋の中央制御室の居住性を損なわない設計

とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転

員への影響を防止する設計とする。 

【添付書類六 1.7.11.9 火災防護計画を策定するための方

針】（P6-1-642） 

外部火災に対する対策を実施するため，以下の内容を含め

た火災防護計画を定める。 

(略)  

(７) 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並びにば

い煙及び有毒ガス発生時の対応に係る手順 

(８) 外部火災発生時における再処理施設の保全のための活動

を行う体制の整備 

【添付書類六 1.7.11.10 手順等】（P6-1-643） 

外部火災に対しては，火災発生時の対応，防火帯の維持及

び管理並びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応を適切に実施

するための対策を火災防護計画に定める。火災防護計画に

は，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権

限，体制の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練及び外部

火災発生時の対策を実施するために必要な手順を定める。 

以下に外部火災に対する必要な手順等を示す。 

30



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

（略） 

(６) 外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には，必要

に応じ制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断

し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環することにより，

中央制御室内へのばい煙及び有毒ガスの侵入を防止する手順

を整備する。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，

運転員への影響を防止する手順を整備する。 

（略） 

 

【添付書類六 第 1.7.11－1 表 外部火災にて想定する火災及

び爆発】（P6-1-645） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類六 第 1.7.11－2 表 敷地内に存在する危険物貯蔵

施設等】（P6-1-646） 

 

 

【添付書類六 第 1.7.11－5 表 火災源及び爆発源として

考慮する危険物貯蔵施設等】（P6-1-650） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類六 第 1.7.11－１図 防火帯，設計対処施設，危

険物貯蔵施設等の配置図】（P6-1-654） 

 

【添付書類六 第 1.7.11－３図 石油コンビナート等特別防

災区域内の配置概要図】（P6-1-656） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類六 第 1.7.11－４図 石油備蓄基地以外の産業施

設の配置概要図】（P6-1-657） 

 

【添付書類六 第 1.7.11－５図 高圧ガス貯蔵施設の配置概

要図】（P6-1-657） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適

合のための設計方針 第１項及び第２項について (10) 森林

火災】（P6-1-908） 

(10) 森林火災 

安全機能を有する施設は，森林火災の影響が発生した場合に

おいても安全機能を損なわない設計とすること，若しくは森林

火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又はそれら

を適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない

設計とする。 

（略） 

制御建屋の中央制御室については，制御建屋中央制御室換気

設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気

を再循環する措置を講じ，運転員の居住性を確保する設計とす

る。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室につ

いては，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止する設計とする。 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適

合のための設計方針 第３項について (3) 近隣の産業施設の

火災及び航空機墜落による火災】（P6-1-911） 

(3) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災 

ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス） 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想

定される近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災に

より発生する二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対して安

全機能を損なわない設計とする。 

近隣の産業施設の火災及び航空機墜落による火災により発

生するばい煙の影響に対しては，外部火災防護対象施設を収

納する建屋の換気設備，外気を直接設備内に取り込む外部火

災防護対象施設は，フィルタによりばい煙の侵入を防止する

設計とするか，ばい煙が侵入しても閉塞を防止する構造と

し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

制御建屋の中央制御室については，制御建屋中央制御室換

気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内

空気を再循環する措置を講じ，運転員の居住性を確保する設

計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運

転員への影響を防止する設計とする。 

35



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

火山の影響 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防

止 (ホ) 火山の影響】（P48） 

安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中におい

て再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として

設定した層厚55ｃｍ，密度1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）の降下

火砕物に対し，以下のような設計とすることにより降下火砕

物による直接的影響に対して機能を維持すること若しくは降

下火砕物による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を

損なわない設計とする。 

１） 構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とす

ること 

２） 構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とす

ること 

３） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し

難い設計とすること 

４） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とす

ること 

５） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生

しない設計とすること 

６） 敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換気設

備は降下火砕物が侵入し難く，さらに外気を遮断できる設計

とすること 

７） 電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気設備は

降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

８） 降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下

火砕物の除去や換気設備外気取入口のフィルタの交換又は清

掃並びに換気設備の停止又は循環運転の実施により安全機能

を損なわない設計とすること 

さらに，降下火砕物による間接的影響である７日間の外部

電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，再処理施設の安全性を維持するために必要となる

電源の供給が継続できるようにすることにより安全機能を損

なわない設計とする。 

・発生源 

 降下火砕物による大気汚染（降下火砕物自体の侵入

又はそれに付着した毒性のあるガス（亜硫酸ガス，

硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食性のある火

山ガス成分）の侵入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員 

 既許可の整理資料「第 26 条：緊急時対策所 補

足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等による緊

急時対策所内雰囲気の悪化」では，外部火災に

より発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，降

下火砕物による緊急時対策所内の居住性の悪

化に対して緊急時対策所内にとどまる要員を

防護できるとしている。 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 降灰予報 

 降灰の確認 

 降灰に対しては，既許可の整理資料「第 20 条：

制御室等 補足説明資料 2-1 再処理施設の外

の状況を把握するための設備 第２表 屋外監

視カメラにより把握可能な自然現象等」におい

て，屋外監視カメラにより降灰の状況を把握で

きるとしている。 

 火山活動のモニタリングは，巨大噴火の可能性

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有

毒化学物質の揮発等により発生するもの及び他

の化学物質等との反応によって発生するものを

対象としている。 

 第９条（火山の影響）では，降下火砕物による大

気汚染（降下火砕物自体の侵入又はそれに付着し

た毒性のあるガス（亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ

化水素等の毒性及び腐食性のある火山ガス成分）

の侵入）を対象としており，影響評価ガイド以上

のものを対象としている 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時

対策所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，運転員を防護対象者として

おり，また，既許可の整理資料「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等に

よる緊急時対策所内雰囲気の悪化」では，緊急時

対策所内にとどまる要員を防護できるとしてい

る。 

 従って，運転員及び緊急時対策所の要員を防護対

象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，検知手段として敷地外から

の連絡や人による異常の確認を挙げているのに

対し，既許可では降灰の状況について，降灰予報

や屋外監視カメラにより把握することとしてい

る。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

 

 

降下火砕物による大気汚染に対する既許可の対応にお

いて，発生源,防護対象者，検知手段及び防護対策につい

て影響評価ガイドの対応と比較して新たに考慮すべき事

項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌））

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策
9-18

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項

【添付書類六 1.7.13.3.1  降下火砕物の設計条件及び特

徴】（P6-1-678） 

（略） 

(２) 降下火砕物の特徴

各種文献の調査結果により，一般的な降下火砕物の特徴は

以下のとおりである。 

(ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。ただし，砂よ

りもろく硬度は小さい。 

(ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食

性のある火山ガス成分が付着している。ただし，直ちに金属

腐食を生じさせることはない。 

(ⅲ) 水に濡れると導電性を生じる。 

(ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する。 

(ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一般的な砂と比べ約

1,000℃と低い。 

が十分小さいことの評価について，評価時から

の状態の変化の検知により評価の根拠が維持

されていることの確認であるため，検知手段と

して抽出しない 

・防護対策（中央制御室）

 制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に防雪

フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする

設計 

 制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及

び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内への

降下火砕物の侵入を防止する設計

 制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を

遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環す

る措置を講ずる設計

 中央制御室換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（火山） 参考資料

10-1-1 制御建屋中央制御室換気設備の再循

環運転時の居住性について」で二酸化炭素濃度

の作業環境への影響を評価している。 

 手順等の整備

 制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡

口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再

循環する措置又は風量を低減する措置に係る

手順

 制御建屋中央制御室換気設備の給気フィルタ

の差圧が交換差圧に達した場合は，状況に応じ

外気の取り込みを停止又はフィルタの清掃や

交換を実施する手順

・防護対策（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室） 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止する設計

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

再循環運転時の居住性については，既許可の整

理資料「第 20 条：制御室等 補足説明資料 2-6

ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入れ施

・防護対策

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。

 既許可では降下火砕物による大気汚染に対する

防護対策として，中央制御室，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所において換気設備の外気連絡の遮断により運

転員等を防護できる。

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。

【添付書類六 1.7.13.3.2  降下火砕物で考慮する影響】

（P6-1-679） 

火山影響評価ガイドを参考に，降下火砕物の特性による影

響は，直接的響として降下火砕物の堆積による荷重，粒子の

衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚染，水質汚染及び絶縁低下

並びに間接的影響として外部電源喪失及びアクセス制限を想

定し，これらに対する影響評価を行う。 

【添付書類六 1.7.13.4.1 直接的影響因子】（P6-1-681） 

（略） 

(６) 大気汚染

「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，設計対処施

設のうち，制御建屋の中央制御室において，降下火砕物自体

の侵入又はそれに付着した毒性のあるガスの侵入により居住

性を劣化させる「中央制御室の大気汚染」である。 

 （略） 

【添付書類六 1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針】

（P6-1-688） 

(６) 中央制御室の大気汚染

設計対処施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下火砕

物による大気汚染により，運転員の居住性を損なわない設計

とする。 

制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フード

を設け，降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中

央制御室の大気汚染を防止する。降下火砕物が取り込まれた
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-19 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

としても，制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及

び高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内への降下火砕

物の侵入を防止することで，運転員の居住性を損なわない設

計とする。 

また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合は，制御建屋中

央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中

央制御室内の空気を再循環する措置を講ずる設計とする。再

循環については，制御建屋の中央制御室内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度の影響を考慮する。これにより，敷地周辺で大

気汚染が発生した場合においても，再循環する措置を講ずる

ことで制御建屋の中央制御室内の居住性を損なわない設計と

する。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室につい

ては，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止する設計とする。 

設及び貯蔵施設の制御室への影響」で二酸化炭

素濃度の作業環境への影響を評価している。 

 

・防護対策（緊急時対策所） 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

毒ガス，降下火砕物による緊急時対策所内の居

住性の悪化に対しては，既許可の整理資料「第

26 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-2 1.2.3 

(5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲気の悪

化」において，外気との連絡口を遮断し，緊急

時対策建屋フィルタユニットを通して緊急時

対策所の空気を循環させる再循環運転するこ

とで，緊急時対策所内にとどまる要員を防護で

きるとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住

性については，既許可の整理資料「第９条：外

部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補

足説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及

び有毒ガス）について」及び「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 

(9) 緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃

度）」で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を

評価している。 

 

【添付書類六 1.7.13.7 実施する主な手順】（P6-1-692） 

火山に対する防護については，降下火砕物による影響評価

を行い，設計対処施設に長期にわたり荷重がかかることや化

学的影響（腐食）を発生させることを避け，安全機能を維持

するための手順を定める。実施する主な手順を以下に示す。 

(１) 大規模な火山の噴火があり降灰予報が発表され，再処理

施設の処理運転に影響を及ぼすと予見される場合には，使用

済燃料の受入れの停止や新たなせん断処理の停止など，再処

理施設の運転を停止する。 

(２) 降灰が確認された場合には，状況に応じて降下火砕物防

護対象施設を収納する建屋の換気設備の風量を低減する措置

を講ずる。降下火砕物の影響により建屋の換気設備の給気フ

ィルタの差圧が交換差圧に達した場合は，状況に応じ外気の

取り込みの停止又はフィルタの清掃や交換を実施する。 

(３) 降灰が確認された場合には，状況に応じて制御建屋中央

制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央

制御室内空気を再循環する措置又は風量を低減する措置を講

ずる。降下火砕物の影響により制御建屋中央制御室換気設備

の給気フィルタの差圧が交換差圧に達した場合は，状況に応

じ外気の取り込みを停止又はフィルタの清掃や交換を実施す

る。 

(４) 第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーセル

発電機の運転時には，フィルタの状況を確認し，状況に応じ

てフィルタの清掃や交換，降下火砕物用フィルタ，除灰用ろ

布等の設置を実施する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-20 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

(５) 降灰後は設計対処施設への影響を確認するための点検を

実施し，降下火砕物の堆積が確認された箇所については降下

火砕物の除去を行い，長期にわたり積載荷重がかかること及

び化学的影響（腐食）が発生することを防止する。 

【添付書類六 1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針】

（P6-1-693） 

十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中における

巨大噴火の可能性が十分小さいと評価しているが，火山活動

のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知によ

り評価の根拠が維持されていることを確認する。火山活動の

モニタリングの結果，火山の状態に応じた判断基準に基づ

き，観測データに有意な変化があった場合は，火山専門家の

助言を踏まえ，当社が総合判断を行い対処内容を決定する。 

対処に当たっては，火山影響等発生時において，保全のた

めの活動を行うため，必要な資機材の準備，体制の整備等を

実施するとともに，その時点の 新の科学的知見に基づき可

能な限りの対処を行う。 

主な対処例を以下に示す。 

(１) 換気設備の風量の低減措置，制御建屋の中央制御室内空

気を再循環する措置及び外気の取り込みの停止 

(２) 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置

する降下火砕物防護対象施設に堆積した降下火砕物等の除去 

(３) 使用済燃料の受入れの停止及び新たなせん断処理の停止 

(４) 工程内の核燃料物質はＵＯ３粉末及びＭＯＸ粉末とし貯

蔵並びに高レベル廃液はガラス固化体とし貯蔵 

 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適

合のための設計方針 第１項及び第２項について (８) 火山

の影響】（P6-1-906） 

(８) 火山の影響 

安全機能を有する施設は，設計基準において想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）に対して再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。また，安全上重要な施設は，想定

される自然現象により作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を適切に考慮する。 

安全機能を有する施設は，火山の影響が発生した場合にお

いても安全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設は，再処理施設の運用期間中において再

処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌））

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策
9-21

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項

した層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）の降下火

砕物に対し，以下のような設計とすることにより安全機能を

損なわない設計とする。 

ａ．構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計とす

ること 

ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計とす

ること 

ｃ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し

難い設計とすること 

ｄ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とす

ること 

ｅ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐食が発生

しない設計とすること 

ｆ．敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換気設

備は降下火砕物が侵入し難く，さらに外気を遮断できる設計

とすること 

ｇ．電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気設備は

降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

ｈ．降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して降下

火砕物の除去や換気設備外気取入口のフィルタの交換又は清

掃並びに換気設備の停止又は循環運転の実施により安全機能

を損なわない設計とすること 

その他の安全機能を有する施設については，降下火砕物に

対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を

考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

さらに，降下火砕物による間接的影響である７日間の外部

電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，再処理施設の安全性を維持するために必要となる

電源の供給が継続できるようにすることにより安全機能を損

なわない設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-22 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

有毒ガス 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防

止 (チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為

による事象 １）有毒ガス】（P52） 

１）有毒ガス 

安全機能を有する施設は，再処理事業所内及びその周辺で発

生する有毒ガスに対して安全機能を損なわない設計とする。 

再処理施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，制御建屋

中央制御室換気設備により，中央制御室の居住性を損なわない

設計とする。 

・発生源 

 再処理事業所内及びその周辺で発生する有毒ガス 

 固定施設（六ヶ所ウラン濃縮工場） 

 可動施設（陸上輸送，海上輸送） 

 再処理事業所内において化学物質を貯蔵する

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員 

 既許可の整理資料「第 26 条：緊急時対策所 補

足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等による緊

急時対策所内雰囲気の悪化」では，外部火災に

より発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，降

下火砕物による緊急時対策所内の居住性の悪

化に対して緊急時対策所内にとどまる要員を

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒化学物質の揮発等によ

り発生するもの及び他の化学物質等との反応に

よって発生するものを対象としている。 

 既許可では，再処理事業所内において化学物質を

貯蔵する施設については，化学物質が漏えいし難

い設計としている。影響評価ガイドを参考とした

評価では，再処理事業所内で発生する有毒ガスの

うち，再処理事業所内の化学物質を貯蔵する施設

からの有毒化学物質の全量漏えい及び屋外への

放出を想定し，制御室の運転員や緊急時対策所の

要員への影響を評価した結果，要員の対処能力が

損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源はな

いことを確認している。 

 影響評価ガイドを参考とした評価では，再処理事

業所内で発生する有毒ガスのうち，可動施設につ

いては，硝酸，液化 NOx，アンモニア，メタノー

ルが想定されること，再処理事業所外の固定施設

に対しては，石油備蓄基地の原油が想定されるこ

とを確認しているが，既許可では，万一有毒ガス

が到達するおそれがある場合に防護対策を講ず

ることとしており，既許可の対応に包絡される。 

 影響評価ガイドでは，再処理施設の敷地内で輸送

する有毒化学物質を対象としているのに対し，第

９条（有毒ガス）では再処理施設周辺の可動施設

から発生する有毒ガスを対象にしており，影響評

価ガイド以上のものを対象としている 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時

対策所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，運転員を防護対象者として

おり，また，既許可の整理資料「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等に

よる緊急時対策所内雰囲気の悪化」では，緊急時

対策所内にとどまる要員を防護できるとしてい

有毒ガスに対する既許可の対応において，発生源,防護

対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイド

の対応と比較して新たに考慮すべき事項はない。 

 

【添付書類六 1.7.9.5 航空機落下，爆発及び近隣工場等の

火災以外の人為による事象に対する設計方針 (１)有毒ガ

ス】（P6-1-546） 

(１)有毒ガス 

有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウラン濃

縮工場）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が考

えられる。六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスに

ついては，再処理施設の安全機能に直接影響を及ぼすことは

考えられないため，再処理施設の運転員に対する影響を想定

する。六ヶ所ウラン濃縮工場は，それらが発生した場合の周

辺監視区域境界の公衆に対する影響が小さくなるよう設計さ

れており，中央制御室の居住性を損なうことはない。再処理

施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスについては，敷地

周辺には鉄道路線がないこと， も近接する幹線道路につい

ては中央制御室が設置される制御建屋までは約 700ｍ離れて

いること及び海岸から再処理施設までは約５ｋｍ離れている

ことから，幹線道路及び船舶航路にて運搬される有毒ガスが

漏えいしたとしても，再処理施設の安全機能及び中央制御室

の居住性を損なうことはない。 

再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施設について

は，化学物質が漏えいし難い設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，近隣工場等の火災及び航

空機墜落火災による有毒ガスの発生と同様に，外気の連絡を

遮断し制御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行うこと

ができる設計とする。再循環運転については，中央制御室内

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。これによ

り，再処理事業所内において有毒ガスが発生した場合におい

ても，再循環運転を行うことで中央制御室の居住性を損なわ

ない設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-23 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機能

を損なわない設計とする。上記以外の建屋については，安全

機能維持の観点から運転員の居住性を考慮する必要はない。 

（略） 

防護できるとしている。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 ― 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.9.6 手順等】

において，必要に応じて制御室の換気設備の外

気連絡を遮断し運転員への影響を防止する手

順を整備することとしており，有毒ガスの発生

の認知及び制御室への連絡について当該手順

に含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（中央制御室） 

 外気の連絡を遮断し制御建屋の中央制御室内空気

の再循環運転を行うことができる設計 

 中央制御室換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（その他外部衝

撃） 補足説明資料 5-8 有毒ガスに対する制御

建屋中央制御室の居住性について」において，

車両事故等による有毒ガス又は化学物質流出

の過去事例の調査結果から，周辺へ影響が及ぶ

時間は長くても 1日未満であり，中央制御室換

気設備の外気との連絡を遮断した場合でも約

る。 

 従って，運転員及び緊急時対策所の要員を防護対

象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた

検出装置及び人による認知や異常の確認を挙げ

ている。 

 既許可では，敷地内の可動施設及び敷地外の固定

施設からの有毒ガス，化学薬品の漏えいは，通信

連絡設備を用いた有毒ガスの発生（敷地内での異

臭等の異常を含む）を認知した者（敷地内の可動

施設の立会人や外部機関等）からの連絡により検

知可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の固定施設は有毒化

学物質が漏えいし難い構造としていることから，

想定していない。また，影響評価ガイドを参考に

した有毒ガス濃度評価においても，有毒ガスの発

生源となる敷地内の固定施設はないことから，検

出装置は不要であることを確認している。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可では，有毒ガスに対する防護対策として，

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所において換気設

備の外気連絡の遮断により運転員等を防護でき

る。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 

 

【添付書類六 1.7.9.6 手順等】（P6-1-549） 

有毒ガスが発生した場合，必要に応じて制御建屋中央制御

室換気設備の外気の連絡を遮断し，制御建屋の中央制御室内

空気を再循環する措置を講ずることにより，運転員への影響

を防止するよう手順を整備する。 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適

合のための設計方針 第３項について (４) 有毒ガス】（P6-1-

913） 

(４)有毒ガス 

安全機能を有する施設は，敷地内及び敷地周辺で発生する有

毒ガスに対して安全機能を損なわない設計とする。また，再処

理施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，制御建屋中央制

御室換気設備により，中央制御室の居住性を損なわない設計と

する。 

再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有毒ガ

スとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウ

ランが加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素

を想定する。これらの有毒ガスが，再処理施設の安全機能に直

接影響を及ぼすことは考えられない。また，六ヶ所ウラン濃縮

工場において六ふっ化ウランを正圧で扱う工程における漏え

い事故が発生したと仮定しても，六ふっ化ウランが加水分解し

て発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素の濃度は公衆に対

する影響が十分に小さい値となることから，六ヶ所ウラン濃縮

工場の敷地外に立地する再処理施設の運転員に対しても影響

を及ぼすことはない。 

再処理施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスについて

は，敷地周辺には鉄道路線がないこと， も近接する幹線道路

については中央制御室が設置される制御建屋までは約 700ｍ

離れていること及び海岸から再処理施設までは約５ｋｍ離れ

ていることから，幹線道路及び船舶航路にて運搬される有毒ガ

スが漏えいしたとしても，再処理施設の安全機能及び運転員に

影響を及ぼすことは考え難い。 

万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設から発生した有毒

ガスが中央制御室に到達するおそれがある場合には，必要に応
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-24 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

じて制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，

制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置を講ずること

により，運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機

能を損なわない設計とする。使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室においても，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

27 時間は運転員の操作環境に影響を与えるこ

とはないことから，中央制御室の居住性は確保

されると評価している。 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気の連絡を遮断

し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置

を講ずることにより，運転員への影響を防止するた

めの手順の整備 

 

・防護対策（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室） 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止する設計 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

再循環運転時の居住性については，既許可の整

理資料「第 20 条：制御室等 補足説明資料 2-6 

ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室への影響」で二酸化炭

素濃度の作業環境への影響を評価し，約 163 時

間は滞在する運転員の操作環境に影響を与え

ないとしている。 

 

・防護対策（緊急時対策所） 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

毒ガス及び降下火砕物による緊急時対策所内

の居住性の悪化に対しては，既許可の整理資料

「第 26 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-2 

1.2.3 (5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲

気の悪化」において，外気との連絡口を遮断し，

緊急時対策建屋フィルタユニットを通して緊

急時対策所の空気を循環させる再循環運転す

ることで，緊急時対策所内にとどまる要員を防

護できるとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住

性については，既許可の整理資料「第９条：外

部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補

足説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及

び有毒ガス）について」及び「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 

(9) 緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-25 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

度）」で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を

評価し，約 30 時間は緊急時対策所内に滞在可

能としている。 

 

再処理事業所内における化学物質の漏えい 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷の防

止 (チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為

による事象 ３） 再処理事業所内における化学物質の漏えい】

（P52） 

３）再処理事業所内における化学物質の漏えい 

安全機能を有する施設は,想定される再処理事業所内におけ

る化学物質の漏えいに対し,安全機能を損なわない設計とす

る。 

安全機能を有する施設は,想定される再処理事業所内におけ

る化学物質の漏えいに対し,制御建屋中央制御室換気設備によ

り,中央制御室の居住性を損なわない設計とする。 

・発生源 

 再処理事業所内における，漏えいした化学物質の反

応等によって発生する有毒ガス 

 試薬建屋の機器に内包される化学薬品 

 各建屋の機器に内包される化学薬品 

 試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物

質 

 交通事故及び工場事故の化学物質漏えいを包

絡（【添付書類六 第 1.7.9－2 表 事象（人為に

よる事象）の抽出及び検討結果】を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員 

 既許可の整理資料「第 26 条：緊急時対策所 補

足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等による緊

急時対策所内雰囲気の悪化」では，外部火災に

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒化学物質の揮発等によ

り発生するもの及び他の化学物質等との反応に

よって発生するものを対象としている。 

 既許可の第９条（再処理事業所内における化学物

質の漏えい）では，試薬建屋及び各建屋の機器に

内包される化学薬品並びに試薬建屋への受入れ

の際に運搬される化学物質の漏えいによる，化学

物質の反応等によって発生する有毒ガスを想定

している。 

 既許可では，再処理事業所内において化学物質を

貯蔵する施設については化学物質が漏えいし難

い設計としている。影響評価ガイドを参考とした

有毒ガス濃度評価においては，再処理事業所内の

化学物質を貯蔵する施設からの有毒化学物質の

全量漏えい及び屋外への放出を想定し，制御室の

運転員や緊急時対策所の要員への影響を評価し

た結果，要員の対処能力が損なわれるおそれのあ

る有毒ガスの発生源はないことを確認している。 

 再処理事業所内の可動施設から発生する有毒ガ

スは，硝酸，液化 NOx，アンモニア，メタノール

が想定されることを確認しているが，既許可で

は，試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物

質の漏えいにより発生する有毒ガスに対して防

護対策を講ずることとしており，既許可の対応に

包絡される。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時

対策所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，運転員を防護対象者として

おり，また，既許可の整理資料「第 26 条：緊急時

漏えいした化学物質の反応等によって発生する有毒ガ

スに対する既許可の対応において，発生源,防護対象者，

検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と

比較して新たに考慮すべき事項はない。 

 
 

【添付書類六 1.7.9.5 航空機落下，爆発及び近隣工場等の

火災以外の人為による事象に対する設計方針 (３) 再処理事

業所内における化学物質の漏えい】（P6-1-547） 

(３) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質

としては，試薬建屋の機器に内包される化学薬品，各建屋の

機器に内包される化学薬品並びに試薬建屋への受入れの際に

運搬される化学物質がある。再処理事業所内において化学物

質を貯蔵する施設については化学物質が漏えいし難い設計と

するため，人為事象として試薬建屋への受入れの際に運搬さ

れる化学物質の漏えいを想定する。 

これらの化学物質の漏えいによる影響としては再処理施設

に直接被水すること等による安全機能への影響及び漏えいし

た化学物質の反応等によって発生する有毒ガスによる人体へ

の影響が考えられる。 

屋外で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生した場

合については，12 条「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」

で整理する。 

一方，人体への影響の観点から，再処理施設の運転員に対

する影響を想定し，制御建屋中央制御室換気設備は，外気の

連絡を遮断し制御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行

うことができる設計とする。再循環運転については，中央制

御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。こ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-26 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

れにより，再処理事業所内において化学物質の漏えいが発生

した場合においても，再循環運転を行うことで中央制御室の

居住性を損なわない設計とする。また，使用済燃料受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防止することで再処理施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

上記以外の建屋については，安全機能維持の観点から運転

員の居住性を考慮する必要はない。 

より発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，降

下火砕物による緊急時対策所内の居住性の悪

化に対して緊急時対策所内にとどまる要員を

防護できるとしている。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 ― 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.9.6 手順等】

において，必要に応じて制御室の換気設備の外

気連絡を遮断し運転員への影響を防止する手

順を整備することとしており，有毒ガスの発生

の認知について当該手順に含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（中央制御室） 

 制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を遮断

し制御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行

うことができる設計 

 中央制御室換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 補足

説明資料 8-2 二次的影響の評価（ばい煙及び

有毒ガス）について」及び「第 20 条：制御室等 

補足説明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの制御

建屋の中央制御室への影響」で二酸化炭素濃度

の作業環境への影響を評価している。 

 

・防護対策（使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室） 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への

対策所 補足説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等に

よる緊急時対策所内雰囲気の悪化」では，緊急時

対策所内にとどまる要員を防護できるとしてい

る。 

 従って，運転員及び緊急時対策所の要員を防護対

象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた

検出装置及び人による認知や異常の確認を挙げ

ている。 

 既許可では，敷地内の可動施設及び敷地外の固定

施設からの有毒ガスの発生を認知した者からの

連絡により検知可能である。また，影響評価ガイ

ドを参考にした有毒ガス濃度評価においても，有

毒ガスの発生源となる敷地内の固定施設はない

ことから，検出装置は不要であることを確認して

いる。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

 

・防護対策（外気連絡の遮断及び手順の整備） 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可では，漏えいした化学物質の反応等によっ

て発生する有毒ガスに対する防護対策として，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室並びに緊急時対策所において換気設備

の外気連絡の遮断により運転員等を防護できる。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 

 

 

 

 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 適

合のための設計方針 第３項について (６) 再処理事業所内に

おける化学物質の漏えい】（P6-1-915） 

(６) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

安全機能を有する施設は，想定される再処理事業所内におけ

る化学物質の漏えいに対し，安全機能を損なわない設計とす

る。 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物質

としては，試薬建屋の機器に内包される化学薬品，各建屋の機

器に内包される化学薬品並びに試薬建屋への受入れの際に運

搬される化学物質がある。 

このうち，人為事象として試薬建屋への受入れの際に運搬さ

れる化学物質の漏えいを想定する。 

これらの化学物質の漏えいによる影響としては，安全機能を

有する施設に直接被水すること等による安全機能への影響及

び漏えいした化学物質の反応等によって発生する有毒ガスに

よる人体への影響が考えられる。このうち，屋外で運搬又は受

入れ時に化学物質の漏えいが発生した場合については，12 条

「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」にて整理する。 

人体への影響の観点から，再処理施設の運転員に対する影響

を想定し，制御建屋中央制御室換気設備は外気の連絡口を遮断

し，制御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行うことがで

きる設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室についても，必要に応じて外気との連絡口を遮断し制

御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とする。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-27 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

影響を防止することで再処理施設の安全機能を損

なわない設計 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

再循環運転時の居住性については，既許可の整

理資料「第 20 条：制御室等 補足説明資料 2-6 

ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室への影響」で二酸化炭

素濃度の作業環境への影響を評価している。 

 

・防護対策（緊急時対策所） 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

毒ガス，降下火砕物による緊急時対策所内の居

住性の悪化に対しては，既許可の整理資料「第

26 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-2 1.2.3 

(5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲気の悪

化」において，外気との連絡口を遮断し，緊急

時対策建屋フィルタユニットを通して緊急時

対策所の空気を循環させる再循環運転するこ

とで，緊急時対策所内にとどまる要員を防護で

きるとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住

性については，既許可の整理資料「第９条：外

部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補

足説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及

び有毒ガス）について」及び「第 26 条：緊急時

対策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 

(9) 緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃

度）」で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を

評価している。 

 

・防護対策（化学薬品の漏えいに係る事項） 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.16.2 再処理施

設における化学薬品取扱いの基本方針】において，

化学薬品取扱いの基本方針として漏えい発生時の

作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応に

係る教育訓練等を実施するとしている。 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】

において，化学薬品の漏えい発生後の回収等に関す

る手順を定めるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（化学物質の漏えいに係る措置） 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可では，【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設

における化学薬品取扱いの基本方針】において，

化学薬品取扱いの基本方針として漏えい発生時

の作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第９条（外部からの衝撃による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
9-28 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 応に係る教育訓練等を実施するとしている。ま

た，【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】において，

化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順

を定めるとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 第 12条 目次 

 

 第 12 条 概要(p12-1) 

【本文 四、A.ロ.(７) (ⅰ) (ｄ)化学薬品の漏えいによる損傷の防止】(p12-1) 

【本文 四、A.リ.(４)(ⅵ)化学薬品防護設備】（p12-2） 

【添付書類六 9.13 化学薬品防護設備】(p12-2) 

 化学薬品取扱いの基本方針(p12-3) 

【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針】(p12-3) 

【添付書類六 第 1.7.16－１表 再処理プロセスで使用する化学薬品】(p12-4) 

【添付書類六 1.7.19 準拠規格及び基準】(p12-5) 

 考慮すべき化学薬品の漏えい事象(p12-8) 

【添付書類六 1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象】(p12-8) 

【添付書類六 1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい】(p12-8) 

【添付書類六 1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定するた

めの方針】(p12-8) 

【添付書類六 1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針】(p12-9) 

【添付書類六 1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方針】(p12-9) 

【添付書類六 1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方針】(p12-10) 

【添付書類六 1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設計方針】(p12-11) 

【添付書類六 1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに対する設計方針】(p12-12) 

【添付書類六 1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建屋外からの流入防止に関す

る設計方針】(p12-12) 

 手順等(p12-14) 

【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】(p12-14) 

 化学薬品貯蔵供給設備(p12-15) 

【本文 四、A.リ.(４) (ⅱ) 化学薬品貯蔵供給設備】(p12-15) 

【添付書類六 9.9 化学薬品貯蔵供給設備】(p12-15) 

【添付書類六 第 9.9－１表 化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様】(p12-16) 

【添付書類六 第 9.9－１図 主要な化学薬品貯蔵供給系系統概要図】(p12-17) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 12 条 概要 

【本文 四、A.ロ.(７) (ⅰ) (ｄ)化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止】(P55) 

安全機能を有する施設は，再処理施設内が化学薬品の漏

えいの影響を受ける場合においても，その安全機能を確保

するために，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわ

ない方針とする。 

ここで，安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部

で想定される化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，

火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するた

めに必要な設備（以下「化学薬品防護対象設備」という。）

として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有

する構築物，系統及び機器を抽出し，これらの設備が，没

水，被水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏えいした

化学薬品の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計

（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能

を損なわない設計）とする。そのために，化学薬品の漏え

い防護に係る設計時に再処理施設内において発生が想定

される化学薬品の漏えいの影響評価（以下「化学薬品の漏

えい評価」という。）を実施する。 

また，これらの設計に当たり，化学薬品防護対象設備の

安全機能を短時間で損なうおそれのある化学薬品を設定

する。 

化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として

発生要因別に分類した以下の化学薬品の漏えいを主とし

て想定する。また，化学薬品の漏えい評価に当たっては，

化学薬品防護対象設備を設置する区画（以下「化学薬品防

護区画」という。）を設定し，化学薬品の漏えい評価がよ

り厳しい結果を与えるように化学薬品の漏えい経路を設

定する。 

１) 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい 

２) 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために

設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏

えい 

３) 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品

の漏えい 

 

化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象

第 12 条では，「化学薬品取扱いの基本方針」，「考慮すべ

き化学薬品の漏えい事象」，「手順等」，「化学薬品貯蔵供給

設備」ごとに既許可の対応を整理する。第 12 条全体で整

理した概要は以下のとおり。 

 

・発生源（化学物質の種類） 

 硝酸，水酸化ナトリウム，TBP，n-ドデカン，硝酸ヒ

ドラジン，HAN，硝酸ガドリニウム，硝酸ナトリウム，

炭酸ナトリウム，亜硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラジ

ン，りん酸ナトリウム，模擬廃液 

 NOx ガス，水素ガス，窒素ガス，酸素ガス 等 

 第 12 条の対象とする化学薬品は，既許可の整理

資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 補足説明資料 4-11 漏えいによる損傷の防

止を検討する化学薬品の選定の詳細」で，再処理

施設において用いられる上記の化学薬品を抽出

している。 

 分析作業や保守及び補修の非定常作業で使用す

る化学薬品，その他再処理設備の附属施設で使用

する化学薬品は，取扱作業及び範囲が限定されて

いること，作業安全管理を実施すること等により

化学薬品の漏えいによる影響を及ぼすおそれが

ないことから，漏えいによる損傷の防止を検討す

る化学薬品としていない（既許可の整理資料「第

12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の防止 補足

説明資料 4-11 漏えいによる損傷の防止を検討

する化学薬品の選定の詳細」，既許可の申請書添

付書類六 1.7.16.3.2.1 より）。 

 漏えいにより生じる腐食性ガス（NOx） 

 腐食性ガスの発生量については，既許可の整理資

料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の防

止 補足説明資料 4-5 壁，防水扉，堰等による

化学薬品への漏えい経路への対策について」で，

腐食速度等をもとに試算している。 

 

・発生源（漏えい源） 

 想定破損による化学薬品の漏えい 

 消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

第 12 条では，「化学薬品取扱いの基本方針」，「考慮すべ

き化学薬品の漏えい事象」，「手順等」，「化学薬品貯蔵供給

設備」ごとに影響評価ガイドの対応と比較した結果を整理

する。第 12 条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

・発生源（化学物質の種類） 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，液体の有毒化学物質，気体の有

毒化学物質及び漏えいにより発生する腐食性ガスを

記載している。 

 有毒化学物質の性状，貯蔵量，貯蔵状態等をもとに，

影響評価ガイドを参考にして評価した結果，再処理プ

ロセスにおいて考慮すべき有毒化学物質は，硝酸（硝

酸ヒドラジン，HAN，硝酸ガドリニウム，模擬廃液中

の硝酸を含む）及び NOx ガスである（詳細は第９条の

整理表及び今回申請の整理資料「第９条：外部からの

衝撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 補足説明

資料 5-9 有毒ガス発生源について」参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。なお，再処理施設以外で考慮すべき有

毒化学物質として敷地内の固定施設（ガラス固化技術

開発建屋）のアンモニア，敷地内の可動施設（タンク

ローリ）のアンモニア及びメタノール，敷地外の固定

施設（石油備蓄基地）の原油を挙げているが，これら

の漏えいにより化学薬品防護対象設備の安全機能を

損なうおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

・発生源（漏えい源） 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として固定施

設（機器及び配管）及び可動施設からの有毒化学物質

化学薬品の漏えいにより発生する有毒ガスに対する既

許可の有毒ガス防護において，発生源，防護対象者，検知

手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と比較

した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

設備の機能喪失高さ（化学薬品の漏えいの影響を受けて，

化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある

高さ）及び化学薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，床段

差等の設置状況を踏まえ，評価の条件を設定する。 

化学薬品の漏えい評価において，化学薬品の漏えいの影

響を軽減するための壁，扉，堰等の化学薬品防護設備につ

いては，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減

する機能が損なわれない設計にするとともに，必要により

保守点検等の運用を適切に実施することにより，化学薬品

防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 消火剤の放出による化学薬品の漏えいについて

は，既許可の整理資料「第５条：火災等による損

傷の防止 補足説明資料 2-4 添付資料３別紙１ 

再処理施設における制御室床下の消火について」

で，人体への影響はないことを評価している。 

 地震起因による化学薬品の漏えい 

 その他の化学薬品の漏えい（飛来物等による，屋外タ

ンク及び化学薬品の運搬及び補給のために一時的に

再処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破壊のよ

うな間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），

人的過誤及び誤作動による漏えい） 

 事業所内で化学薬品を受け入れる際の漏えい（タ

ンクローリ受入れ時）については，既許可の整理

資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 補足説明資料 5-3 その他の漏えい事象に

対する確認について」で，試薬建屋へ受け入れる

硝酸，水酸化ナトリウム，炭酸ナトリウム及び硝

酸ヒドロキシルアミン，試薬建屋東側に隣接する

地下の貯槽に受け入れる硝酸ヒドラジン，TBP 及

び n-ドデカンを挙げており，漏えい時において

も化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうお

それはないことを確認している。 

 事業所内で化学薬品を受け入れる際の漏えいに

よる人体への影響は，第９条（その他外部衝撃）

の「化学物質の漏えい」にて整理している（詳細

は第９条の整理表参照）。 

 

・防護対象者 

 運転員（アクセス通路部を通行する運転員を含む） 

 従事者 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 漏えい検知器（想定破損による漏えいに対する検知手

段） 

の漏えいを対象としている。 

 既許可の申請書では，想定破損や地震起因での機器及

び配管からの漏えい，タンクローリ等の破壊による漏

えいの他，誤操作・誤作動による漏えい等を対象とし

ており，影響評価ガイドの対応と比較して妥当であ

る。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者としている。 

 既許可の申請書では，化学薬品のあるアクセス通路を

通行する要員を含め，化学薬品を取り扱う従事者全般

を防護対象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

【本文 四、A.リ.(４)(ⅵ)化学薬品防護設備】（P423） 

【添付書類六 9.13 化学薬品防護設備】(P6-9-642) 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬

品の漏えいが発生した場合においても，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の

破損（地震起因を含む。）による化学薬品の漏えい，再処

理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置され

る系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏えいが発

生した場合においても，再処理施設内における扉，堰，遮

断弁等により化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減

する機能が損なわれない扉，堰，遮断弁等の溢水防護設備

については，化学薬品防護設備として兼用する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 想定破損に対しては，補強工事等の実施により発

生応力を低減し，化学薬品の漏えい源としない措

置を講じるため，漏えい検知器の設置は必要に応

じ実施する。 

 現場等を確認する手順，地震の早期検知（地震起因に

よる漏えいに対する検知手段） 

 中央制御室には，地震等による再処理事業所内の

状況の把握に有効なパラメータを確認するため

の気象観測設備や，公的機関から地震等の気象情

報を入手できる設備を備える設計としている（既

許可の申請書【添付書類六 1.9.20】より）。 

 消火設備作動前の警報（消火剤の放出による漏えいに

対する検知手段） 

 消火剤による人体への影響を防止するため，消火

設備の作動前には退避警報を吹鳴する設計とし

ている（詳細は第５条の整理表参照）。 

 作業員の常時立会（敷地内の可動施設からの漏えいに

対する検知手段） 

 タンクローリによる受入れ時の化学物質の漏え

いについては，既許可の整理資料「第 12 条：化

学薬品の漏えいによる損傷の防止 補足説明資料

5-3 その他の漏えい事象に対する確認について」

で，作業員が常時立会することにより，漏えいに

対し即座に対応可能であることを記載している。 

 

・防護対策 

 「消防法」，「労働安全衛生法」，「毒物及び劇物取締

法」，「高圧ガス保安法」の要求を満足する 

 各法令では，化学薬品の性状に応じた保管管理方

法や漏えい及び漏えいの拡大防止措置，漏えい時

の警報設備や除害に必要な設備の設置，防護具の

配備，定期的な保守点検等が求められており，そ

れらは社内規定に反映されている。 

 飛散防止措置 

 機器の継ぎ手部からの化学薬品の漏えいについ

ては，既許可の整理資料「第 12 条：化学薬品の

漏えいによる損傷の防止 補足説明資料 5-3 そ

の他の漏えい事象に対する確認について」で飛散

防止カバー等の設置と管理により，漏えいの拡

 既許可の申請書では，化学薬品の漏えいの形態に応じ

た検知手段を定めており，影響評価ガイドの対応と比

較して妥当である。 

 敷地内の固定施設に対しては，全量が漏えいしたとし

ても有毒ガスの発生源とはならないため，基準規則第

20条及び第26条で求められる有毒ガスの検出装置が

不要であることを確認している（詳細は第９条，第 20

条，第 26 条の整理表及び今回申請の整理資料「第９

条：外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部衝

撃） 補足説明資料 5-9 有毒ガス発生源について」参

照）が，万が一，地震により敷地内の固定施設からの

漏えいにより有毒ガスが発生した場合でも，現場等の

確認により検知が可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，適用法規を踏まえ，作業リスク

に応じた適切な保護具の配備・装着に加え，飛散した

化学薬品からの防護，腐食性ガスの発生低減措置，化

学薬品の漏えい量の低減措置，漏えい拡大防止措置を

定めている。 

 既許可の申請書では，化学薬品の漏えい時の回収に係

る手順を定めている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

大・飛散防止を図ることとしている。 

 腐食性ガスの発生等の副次的な影響を低減する設計 

 腐食性ガスの発生量低減については，既許可の整

理資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷

の防止 補足説明資料 4-5 壁，防水扉，堰等に

よる化学薬品への漏えい経路への対策について」

で，硝酸配管近傍のダクト等に耐薬品性を有する

エポキシ樹脂系の塗装を施す措置を講じること

としている。 

 化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保 

 作業リスクに応じた保護具を装着する 

 漏えい発生時の作業員の対応（回収手順等）を定

める 

 必要な資機材の配備 

 対応に係る教育訓練等を行う 

 化学薬品を取り扱う従事者，運転員の安全確保に

ついては，既許可の整理資料「第 12 条：化学薬

品の漏えいによる損傷の防止 補足説明資料 3-1 

作業員の安全確保に係る対応について」で，化学

薬品の取扱いに係る法令及びこれまでの経験に

基づき，設備対応と運用管理を行うこととしてい

る。 

 漏えい量の低減・漏えい拡大の防止 

 壁，防水扉（又は水密扉），堰及び床ドレン逆止

弁による漏えいした化学薬品の流入防止 

 漏えい検知器を用いた化学薬品の漏えいの早期

検知及び隔離による漏えい量の低減 

 緊急遮断弁を用いた他建屋から流入する系統の

早期隔離による漏えい量の低減 

 漏えい経路にある開口部への気密処理による化

学薬品の移行の防止 

 飛散防止カバーの設置等の流出防止措置 

 貫通部等の隙間への耐薬品性を有する流入防止

措置 

 防水扉及び水密扉開放後の確実な閉止操作，閉止

状態の確認及び閉止されていない状態が確認さ

れた場合の閉止操作の手順等を定める 

 建屋外部への漏えいの拡大防止については，既許

可の整理資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

る損傷の防止 補足説明資料 5-3 その他の漏え

い事象に対する確認について」で，適用法規に基

づいた堰の設置，フランジ接続部等への飛散防止

カバー等の設置により，漏えいの拡大を防止でき

ることを記載している。 

 

化学薬品取扱いの基本方針 

【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取

扱いの基本方針】（P6-1-725） 

再処理施設においては，液体として硝酸，水酸化ナトリ

ウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒド

ロキシルアミン（以下「ＨＡＮ」という。），硝酸ガドリニ

ウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナトリウム，亜硝酸ナトリウ

ム，硫酸，ヒドラジン，りん酸ナトリウム及び模擬廃液並

びに気体として窒素酸化物（以下「ＮＯｘ」という。）ガ

ス，水素ガス，窒素ガス，酸素ガス等の化学薬品を使用す

る。これらの化学薬品のうち，再処理におけるプロセス工

程（以下「再処理プロセス」という。）において大量に取

り扱う硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，

硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋

の化学薬品貯蔵供給設備に貯蔵し，必要な量を各施設の化

学薬品貯蔵供給系に移送する設計とする。 

再処理施設における化学薬品の取扱いは，「消防法」，「労

働安全衛生法」及び「毒物及び劇物取締法」の要求を満足

するものとする。 

化学薬品の取扱いの基本方針として，再処理施設及び従

事者の安全性を確保するために，以下の安全設計及び対策

を行う。 

(1)化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性状に応じた

材料を選定し，腐食し難い設計とする。 

(2)化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機器の継ぎ手

部は，化学薬品の性状に応じて適切な材料を選定するとと

もに，化学薬品が継ぎ手部から漏えいした際に従事者に飛

散する可能性がある場合には，飛散防止措置を講ずる。 

(3)化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区画及び漏え

いが伝播するおそれのある経路並びにそれらに設置する

機器等については，耐薬品性を有する塗装材の塗布等によ

り，漏えいにより生じる腐食性ガスの発生等の副次的な影

響を低減する設計とする。 

・発生源（化学物質の種類） 

 硝酸，水酸化ナトリウム，TBP，n-ドデカン，硝酸ヒ

ドラジン，HAN，硝酸ガドリニウム，硝酸ナトリウム，

炭酸ナトリウム，亜硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラジ

ン，りん酸ナトリウム，模擬廃液 

 NOx ガス，水素ガス，窒素ガス，酸素ガス 

 第 12 条の対象とする化学薬品は，既許可の整理

資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 補足説明資料 4-11 漏えいによる損傷の防

止を検討する化学薬品の選定の詳細」で，再処理

プロセスにおいて用いられる上記の化学薬品を

抽出している。 

 分析作業や保守及び補修の非定常作業で使用す

る化学薬品，その他再処理設備の附属施設で使用

する化学薬品は，取扱作業及び範囲が限定されて

いること，作業安全管理を実施すること等により

化学薬品の漏えいによる影響を及ぼすおそれが

ないことから，漏えいによる損傷の防止を検討す

る化学薬品としていない（既許可の整理資料「第

12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の防止 補足

説明資料 4-11 漏えいによる損傷の防止を検討

する化学薬品の選定の詳細」，既許可の申請書添

付書類六 1.7.16.3.2.1 より）。 

 漏えいにより生じる腐食性ガス（NOx） 

 腐食性ガスの発生量については，既許可の整理資

料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の防

止 補足説明資料 4-5 壁，防水扉，堰等による

化学薬品への漏えい経路への対策について」で，

腐食速度等をもとに試算している。 

 

・防護対象者 

 運転員 

・発生源（化学物質の種類） 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，液体の有毒化学物質，気体の有

毒化学物質及び漏えいにより発生する腐食性ガスを

記載している。 

 有毒化学物質の性状，貯蔵量，貯蔵状態等をもとに，

影響評価ガイドを参考にして評価した結果，再処理プ

ロセスにおいて考慮すべき有毒化学物質は，硝酸（硝

酸ヒドラジン，HAN，硝酸ガドリニウム，模擬廃液中

の硝酸を含む）及び NOx ガスである（詳細は第９条の

整理表及び今回申請の整理資料「第９条：外部からの

衝撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 補足説明

資料 5-9 有毒ガス発生源について」参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。なお，再処理施設以外で考慮すべき有

毒化学物質として敷地内の固定施設（ガラス固化技術

開発建屋）のアンモニア，敷地内の可動施設（タンク

ローリ）のアンモニア及びメタノール，敷地外の固定

施設（石油備蓄基地）の原油を挙げているが，これら

の漏えいにより化学薬品防護対象設備の安全機能を

損なうおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

化学薬品取扱いの基本方針に対する内容において，発生

源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価

ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はな

いことを確認した。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

また，化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係

る対応として，作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい

発生時の作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応

に係る教育訓練等を実施している。 

 

 

 従事者 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 当該項目は化学薬品取扱いの基本方針に係る記載で

あるため，検知手段の記載はない。 

 

 

・防護対策 

 「消防法」，「労働安全衛生法」，「毒物及び劇物取締

法」，「高圧ガス保安法」の要求を満足する 

 各法令では，化学薬品の性状に応じた保管管理方

法や漏えい及び漏えいの拡大防止措置，漏えい時

の警報設備や除害に必要な設備の設置，防護具の

配備，定期的な保守点検等が求められており，そ

れらは社内規定に反映されている。 

 飛散防止措置 

 機器の継ぎ手部からの化学薬品の漏えいについ

ては，既許可の整理資料「第 12 条：化学薬品の

漏えいによる損傷の防止 補足説明資料 5-3 そ

の他の漏えい事象に対する確認について」で飛散

防止カバー等の設置と管理により，漏えいの拡

大・飛散防止を図ることとしている。 

 腐食性ガスの発生等の副次的な影響を低減する設計 

 腐食性ガスの発生量低減については，既許可の整

理資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷

の防止 補足説明資料 4-5 壁，防水扉，堰等に

よる化学薬品への漏えい経路への対策について」

で，硝酸配管近傍のダクト等に耐薬品性を有する

エポキシ樹脂系の塗装を施す措置を講じること

としている。 

 化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保 

 作業リスクに応じた保護具を装着する 

 漏えい発生時の作業員の対応を定める 

 必要な資機材を配備する 

 対応に係る教育訓練等を行う 

所の要員を防護対象者としている。 

 既許可の申請書では，化学薬品を取り扱う従事者全般

を防護対象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 検知手段については，「考慮すべき化学薬品の漏えい

事象」，「手順等」にて影響評価ガイドの対応と比較し

て新たに設定すべき検知手段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業リスクに応じた適切な保護

具の配備・装着に加え，飛散した化学薬品からの防護

や腐食性ガスの発生低減措置を定めている。 

 既許可の申請書では，化学薬品の漏えい時の対応を定

めている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

 

【添付書類六 第 1.7.16－１表 再処理プロセスで使用

する化学薬品】（P6-1-749） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 化学薬品を取り扱う従事者，運転員の安全確保に

ついては，既許可の整理資料「第 12 条：化学薬

品の漏えいによる損傷の防止 補足説明資料 3-1 

作業員の安全確保に係る対応について」で，化学

薬品の取扱いに係る法令及びこれまでの経験に

基づき，設備対応と運用管理を行うこととしてい

る。 

 

【添付書類六 1.7.19 準拠規格及び基準】（P6-1-875） 

再処理施設は，下記に示す国内法令を満足するととも

に，下記に示す規格，基準等に準拠して設計する。 

安全上重要な施設については，その施設の設計，材料の

選定，製作及び検査は，下記の適切な規格及び基準による。 

(１) 国内法令 

ａ．原子力基本法 

ｂ．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律 

ｃ．放射性同位元素等の規制に関する法律 

ｄ．放射線障害防止の技術的基準に関する法律 

ｅ．労働安全衛生法 

ｆ．労働基準法 

ｇ．高圧ガス保安法 

ｈ．消防法 

ｉ．毒物及び劇物取締法 

ｊ．電気事業法 

ｋ．建築基準法 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

考慮すべき化学薬品の漏えい事象 

【添付書類六 1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事

象】（P6-1-732） 

化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量としては，

発生要因別に分類した以下の化学薬品の漏えいを想定し

て評価することとし，評価の条件については内部溢水ガイ

ドを参考とする。 

(１) 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい（以下「想定

破損による化学薬品の漏えい」という。） 

(２) 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために

設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏

えい（以下「消火剤の放出による化学薬品の漏えい」とい

う。） 

(３) 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品

の漏えい（以下「地震起因による化学薬品の漏えい」とい

う。） 

(４) その他の要因（地震以外の自然現象，誤操作等）に

より生じる化学薬品の漏えい（以下「その他の化学薬品の

漏えい」という。） 

（略） 

・発生源（漏えい源） 

 想定破損による化学薬品の漏えい 

 消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

 消火剤の放出による化学薬品の漏えいについて

は，既許可の整理資料「第５条：火災等による損

傷の防止 補足説明資料 2-4 添付資料３ 別紙１ 

再処理施設における制御室床下の消火について」

で，人体への影響はないことを評価している。 

 地震起因による化学薬品の漏えい 

 その他の化学薬品の漏えい（飛来物等による，屋外タ

ンク及び化学薬品の運搬及び補給のために一時的に

再処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破壊のよ

うな間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），

人的過誤及び誤作動による漏えい） 

 事業所内で化学薬品を受け入れる際の漏えい（タ

ンクローリ受入れ時）については，既許可の整理

資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 補足説明資料 5-3 その他の漏えい事象に

対する確認について」で，試薬建屋へ受け入れる

硝酸，水酸化ナトリウム，炭酸ナトリウム及び硝

酸ヒドロキシルアミン，試薬建屋東側に隣接する

地下の貯槽に受け入れる硝酸ヒドラジン，TBP 及

び n-ドデカンを挙げており，漏えい時において

も化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうお

それはないことを確認している。 

 事業所内で化学薬品を受け入れる際の漏えいに

よる人体への影響は，第９条（その他外部衝撃）

の「化学物質の漏えい」にて整理している（詳細

は第９条の整理表参照）。 

 

・防護対象者 

 運転員（中央制御室の運転員，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の運転員，アクセス通路部を

通行する運転員） 

 

 

 

 

・発生源（漏えい源） 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として固定施

設（機器及び配管）及び可動施設からの有毒化学物質

の漏えいを対象としている。 

 既許可の申請書では，想定破損や地震起因での機器及

び配管からの漏えい，タンクローリ等の破壊による漏

えいの他，誤操作・誤作動による漏えい等を対象とし

ており，影響評価ガイドの対応と比較して妥当であ

る。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員を防護対象者と

定義している。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員の他，化学薬品

のあるアクセス通路を通行する要員を防護対象者と

しており，影響評価ガイド以上のものを対象としてい

る。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

考慮すべき化学薬品の漏えい事象に対する内容におい

て，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について

影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき

事項はないことを確認した。 

 

【添付書類六 1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい】

（P6-1-734） 

その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然

現象やその波及的影響に伴う化学薬品の漏えい，化学薬品

防護対象設備を設置する区画（以下「化学薬品防護区画」

という。）内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を

想定する。 

具体的には，飛来物等による，屋外タンク及び化学薬品

の運搬及び補給のために一時的に再処理事業所に立ち入

るタンクローリ等の破壊のような間接的な影響，機器ドレ

ン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤作動による漏

えいを想定する。 

【添付書類六 1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品

の漏えい経路を設定するための方針】（P6-1-736） 

(１) 化学薬品防護区画の設定 

化学薬品の漏えい防護に対する評価対象区画を化学薬品

防護区画として，以下のとおり設定する。 

ａ．化学薬品防護対象設備が設置されている全ての区画 

56



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室 

ｃ．アクセス通路部 

 

 

・検知手段 

 漏えい検知器（想定破損による漏えいに対する検知手

段） 

 想定破損に対しては，補強工事等の実施により発

生応力を低減し，化学薬品の漏えい源としない措

置を講じるため，漏えい検知器の設置は必要に応

じ実施する。 

 地震の早期検知（地震起因による漏えいに対する検知

手段） 

 中央制御室には，地震等による再処理事業所内の

状況の把握に有効なパラメータを確認するため

の気象観測設備や，公的機関から地震等の気象情

報を入手できる設備を備える設計としている（既

許可の申請書添付書類六 1.9.20 より）。 

 消火設備作動前の警報（消火剤の放出による漏えいに

対する検知手段） 

 消火剤による人体への影響を防止するため，消火

設備の作動前には退避警報を吹鳴する設計とし

ている（詳細は第５条の整理表参照）。 

 作業員の常時立会（敷地内の可動施設からの漏えいに

対する検知手段） 

 タンクローリによる受入れ時の化学物質の漏え

いについては，既許可の整理資料「第 12 条：化

学薬品の漏えいによる損傷の防止 補足説明資料

5-3 その他の漏えい事象に対する確認について」

で，作業員が常時立会することにより，漏えいに

対し即座に対応可能であることを記載している。 

 

・防護対策 

 適切な安全装備の着装 

 壁，防水扉（又は水密扉），堰及び床ドレン逆止弁に

よる漏えいした化学薬品の流入防止 

 漏えい検知器を用いた化学薬品の漏えいの早期検知

及び隔離による漏えい量の低減 

 緊急遮断弁を用いた他建屋から流入する系統の早期

隔離による漏えい量の低減 

 漏えい経路にある開口部への気密処理による化学薬

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，化学薬品の漏えいの形態に応じ

た検知手段を定めており，影響評価ガイドの対応と比

較して妥当である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，適切な安全装備の装着に加え，

化学薬品の漏えい量の低減措置や漏えい拡大防止措

置を定めていることから，影響評価ガイド対応と比較

して妥当である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

【添付書類六 1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を防護す

るための設計方針】（P6-1-737） 

想定破損による化学薬品の漏えい，地震起因による化学

薬品の漏えい及びその他の化学薬品の漏えいに対して，内

部溢水ガイドに示されている没水，被水及び蒸気影響に係

る影響評価手法並びに硝酸，有機溶媒等の腐食作用等を有

する流体を取り扱う再処理施設の特徴を踏まえ，化学薬品

防護対象設備が漏えいした液体状の化学薬品による没水

（以下「没液」という。）及び被液並びに腐食性ガスの放

出の影響を受けて安全機能を損なわない設計とする。 

また，化学薬品の漏えいが発生した場合のアクセス通路

部の滞留液位については，「1.7.15.6 溢水防護対象設備を

防護するための設計方針」と同様であるが，漏えいした化

学薬品から運転員を防護する観点から，適切な安全装備を

着装するものとする。 

【添付書類六 1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方

針】（P6-1-737） 

(2)没液の影響に対する防護設計方針 

没液の影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことに

より，化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損な

わない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する

対策 

(a)化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，

扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は

水密扉），堰及び床ドレン逆止弁による流入防止対策を図

り漏えいした化学薬品の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），

堰，床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生す

る液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影

響に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事象

に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可能

な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシー

ル材を堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機能
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

が維持できるものとする。 

(b)想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通

クラックとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確

認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の実施によ

り発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより化学薬品の漏えい量を低減する。 

又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管

等を設置することにより，化学薬品が区画内に漏えいする

ことを防止する設計とする。 

あるいは，漏えい検知器を設置することにより，化学薬

品の漏えいの発生を可能な限り早期に検知し，隔離を行う

ことで発生する化学薬品の漏えい量を低減する設計とす

る。化学薬品の漏えい量低減対策として設置する漏えい検

知器は，想定破損に伴う化学薬品の漏えい源からの被液に

より当該機能が損なわれない設計とする。 

(c)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設

計とし，化学薬品の漏えい源から除外することにより化学

薬品の漏えい量を低減する。 

(d)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，建屋内

又は建屋間（建屋外の洞道含む。）に設置する緊急遮断弁

により，地震の発生を早期に検知し，自動又は中央制御室

からの手動遠隔操作により他建屋から流入する系統を早

期に隔離できる設計とすることにより，化学薬品防護区画

で発生する化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。 

（略） 

品の移行の防止 

 飛散防止カバーの設置等の流出防止措置 

 貫通部等の隙間への耐薬品性を有する流入防止措置 

 

とを確認した。 

 

【添付書類六 1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方

針】（P6-1-740～743） 

(2)被液の影響に対する防護設計方針 

被液による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うこ

とにより，化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を

損なわない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対す

る対策 

(a)化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，

壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又

は水密扉），堰及び床ドレン逆止弁による流入防止対策を
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

図り漏えいした化学薬品の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），

堰及び床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生

する液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の

影響に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地

震動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事

象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可

能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシ

ール材を堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機

能が維持できるものとする。 

(b)想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通

クラックとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確

認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の実施によ

り発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより被液の影響が発生しない設計とする。又は，破損

を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を設置す

ることより，化学薬品が漏えいすることを防止する設計と

する。 

(c)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設

計とし，化学薬品の漏えい源から除外することにより被液

の影響が発生しない設計とする。 

（略） 

【添付書類六 1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設

計方針】（P6-1-743） 

(2)腐食性ガスの影響に対する防護設計方針 

腐食性ガスによる影響評価を踏まえ，以下に示す対策

を行うことにより，化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの

影響により安全機能を損なわない設計とする。 

a．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する

対策 

(a)想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通

クラックとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確

認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の実施によ

り発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除外するこ
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

とにより腐食性ガスによる影響が発生しない設計とする。

又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等

を設置することにより，化学薬品が漏えいすることを防止

する設計とする。 

(b)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設

計とし，化学薬品の漏えい源から除外することにより腐食

性ガスによる影響が発生しない設計とする。 

(c)化学薬品の漏えい経路にある開口部に気密処理を実施

することにより，化学薬品防護対象設備の設置区画への化

学薬品の移行を防止し，腐食性ガスの影響から防護する設

計とする。気密処理は，機器の破損により生じる腐食性ガ

スに対して当該気密機能が損なわれない設計とする。 

【添付書類六 1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに

対する設計方針】（P6-1-745） 

機器の誤操作による漏えい，配管以外の機器損傷（配管

フランジや弁グランドからのにじみを含む。）による漏え

いについては，基本的に漏えい量が少ないと想定される

が，これらに対しても化学薬品防護対象設備の安全機能が

損なわれないよう，機器の開放部又は損傷部（配管以外）

からの漏えいに対しては，当該機器の開放部又は損傷部の

周辺には化学薬品防護対象設備を設置しない設計とし，必

要に応じ飛散防止カバーの設置等の流出防止措置を講ず

ることにより，安全機能が損なわれない設計とする。 

試薬建屋への受入れの際に運搬する化学物質の漏えい

による影響としては，タンクローリによる屋外での運搬又

は受入れ時に化学物質の漏えいが発生する場合を想定す

る。当該タンクローリの破損等によって漏えいした化学薬

品が化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，

化学薬品の影響を受けない壁，扉，堰等により化学薬品防

護区画を有する建屋及び洞道内への流入を防止する設計

とする。 

【添付書類六 1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建

屋外からの流入防止に関する設計方針】（P6-1-746） 

化学薬品防護区画を有する化学薬品防護建屋外で発生

を想定する化学薬品の漏えいが，化学薬品防護区画に流入

するおそれがある場合には，壁（貫通部の止水処置を含

む。），扉，堰等により化学薬品防護区画を有する化学薬品
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

防護建屋内への流入を防止する設計とし，化学薬品防護対

象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，漏えいした化学薬品の化学薬品防護区画への浸入

経路としては，洞道において漏えいした化学薬品に対する

配管等の貫通部の隙間及び建屋間の接合部等が考えられ

るため，これら浸入経路に対しては，貫通部等の隙間には

耐薬品性を有する流入防止措置を実施することにより，漏

えいした化学薬品が化学薬品防護区画内へ流入すること

を防止する設計とし，化学薬品防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防⽌），化学薬品貯蔵供給設備） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

手順等 

【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】（P6-1-747～748） 

化学薬品の漏えい影響評価に関して，以下の内容を含む

手順を定め，適切な管理を行う。 

(1)配管の想定破損評価において，応力評価の結果により

破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような

減肉がないことを継続的な肉厚管理で確認する。 

(2)配管の想定破損評価による化学薬品の漏えいが発生す

る場合及び基準地震動による地震力により，耐震Ｂ，Ｃク

ラスの機器が破損し，化学薬品の漏えいが発生する場合に

おいては，現場等を確認する手順を定める。 

(3)化学薬品防護区画において，各種対策設備の追加，資

機材の持込み等により評価の条件としている床面積に見

直しがある場合は，あらかじめ定めた手順により化学薬品

の漏えい影響評価への影響確認を行う。 

(4)防水扉及び水密扉については，開放後の確実な閉止操

作，閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認され

た場合の閉止操作の手順等を定める。 

(5)化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順を定め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 当該項目は化学薬品取扱いの手順等に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は化学薬品取扱いの手順等に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

 

・検知手段 

 現場等を確認する手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 防水扉及び水密扉開放後の確実な閉止操作，閉止状態

の確認及び閉止されていない状態が確認された場合

の閉止操作の手順等を定める 

 化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順を定

める 

・発生源 

 発生源については，「化学薬品取扱いの基本方針」，「考

慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて影響評価ガイド

の対応と比較して新たに設定すべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「化学薬品取扱いの基本方

針」，「考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて影響評

価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護対

象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，地震時の化学薬品の漏えいにつ

いて現場等の確認を行うこととしている。 

 敷地内の固定施設に対しては，全量が漏えいしたとし

ても有毒ガスの発生源とはならないため，第 20 条及

び第 26 条で求められる有毒ガスの検出装置が不要で

あることを確認している（詳細は今回申請の整理資料

「第９条：外部からの衝撃による損傷の防止（その他

外部衝撃） 補足説明資料 5-9 有毒ガス発生源につい

て」参照）が，万が一，地震により敷地内の固定施設

からの漏えいにより有毒ガスが発生した場合でも，現

場等の確認により検知が可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，化学薬品の漏えい時の回収に係

る手順を定めていることから，影響評価ガイド対応と

比較して妥当である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

化学薬品の漏えいに係る手順等に対する内容において，

発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響

評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

化学薬品貯蔵供給設備 

【本文 四、A.リ.(４) (ⅱ) 化学薬品貯蔵供給設備】

（P420） 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガ

ス製造供給系及び酸素ガス製造供給系で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品

の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行う設備である。 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系は，再処理

施設で使用する窒素ガス及び酸素ガスの製造及び供給を

行う設備である。 

・発生源 

 硝酸，水酸化ナトリウム，TBP，n-ドデカン，硝酸ヒ

ドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，炭酸ナトリウム，

NOx 

 窒素ガス，酸素ガス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は化学薬品貯蔵供給設備に係る記載である

ため，防護対象者の記載はない。 

 

 

 

・検知手段 

 当該項目は化学薬品貯蔵供給設備に係る記載である

ため，検知手段の記載はない。 

 

 

・防護対策 

 適用法規に基づいた設計及び適切な安全対策 

 化学薬品貯蔵供給設備の適用法規では，化学薬品

の性状に応じた保管管理方法や漏えい及び漏え

いの拡大防止措置，漏えい時の警報設備や除害に

必要な設備の設置，防護具の配備，定期的な保守

点検等が求められており，それらは社内規定に反

映されている。 

 建屋外部への漏えいの拡大を防止できる設計 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，液体の有毒化学物質，気体の有

毒化学物質を記載している。 

 有毒化学物質の性状，貯蔵量，貯蔵状態等をもとに，

影響評価ガイドを参考にして評価した結果，再処理プ

ロセスにおいて考慮すべき有毒化学物質は，硝酸（硝

酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン中の硝酸を含

む）及び NOx ガスである（詳細は第 9条の整理表及び

今回申請の整理資料「第９条：外部からの衝撃による

損傷の防止（その他外部衝撃） 補足説明資料 5-9 有

毒ガス発生源について」参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「化学薬品取扱いの基本方

針」，「考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて影響評

価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護対

象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 検知手段については，「考慮すべき化学薬品の漏えい

事象」，「手順等」にて影響評価ガイドの対応と比較し

て新たに設定すべき検知手段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，適用法規に基づいた設計及び適

切な安全対策として，防護具を装備することとしてい

る（詳細は「化学薬品取扱いの基本方針」で整理して

いる）。また，適用法規に基づいた堰の設置，フラン

ジ接続部等への飛散防止カバー等の設置により，漏え

化学薬品貯蔵供給設備に対する内容において，発生源，

防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイ

ドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないこ

とを確認した。 

 

【添付書類六 9.9 化学薬品貯蔵供給設備】（P6-9-579～

586） 

9.9.1 概 要 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガ

ス製造供給系及び酸素ガス製造供給系で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品

の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行う設備である。 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系は，再処理

施設で使用する窒素ガス及び酸素ガスの製造及び供給を

行う設備である。 

主要な化学薬品貯蔵供給系系統概要図を第 9.9－１図に

示す。 

 

9.9.2 設計方針 

(1)化学薬品貯蔵供給設備は，再処理施設で使用する化学

薬品を安全に受け入れ，貯蔵，調整及び供給できる設計と

する。 

(2)試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が漏えい

したとしても，建屋外部への漏えいの拡大を防止できる設

計とする。 

 

（略） 

 

9.9.4 主要設備 

化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵あるいは移送す

る貯槽，機器及び配管並びにそれに付随する計器で構成す

る。 

化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，硝酸，水酸

化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

硝酸ヒドロキシルアミン，炭酸ナトリウム，ＮＯｘであり，

これらは受入れ貯槽及び移送設備から使用する各施設に

移送する。 

なお，ＮＯｘについては放射性廃棄物の廃棄施設の気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備のウラン脱硝

建屋塔槽類廃ガス処理設備において廃ガスから回収し，移

送する。 

窒素ガス製造供給系は，窒素ガス製造設備で構成する。 

酸素ガス製造供給系は，酸素ガス製造設備で構成する。 

なお，化学薬品貯蔵供給設備は，火災・爆発の防止を図

るため，適用法規に基づき，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン及び硝

酸ヒドラジンを取り扱う設備は，着火源の排除，火災の拡

大防止を考慮した設計とする。 

 

9.9.5 評価 

(1)化学薬品貯蔵供給設備は，適用法規に基づいて設計す

るとともに，適切な安全対策を講じており，化学薬品を安

全に受け入れ，貯蔵，調整及び供給することができる。 

(2)試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が区画外

へ漏えいしたとしても，化学薬品は全て建屋の地下階に留

まるため，建屋外部への漏えいの拡大を防止することがで

きる。 

なお，試薬建屋の地下階における漏えい薬品の主な混

触反応は硝酸及び水酸化ナトリウムによる中和反応であ

り，出火又は爆発することはない。 

 建屋外部への漏えいの拡大防止については，既許可の

整理資料「第 12 条：化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 補足説明資料 5-3 その他の漏えい事象に対す

る確認について」で，適用法規に基づいた堰の設置，

フランジ接続部等への飛散防止カバー等の設置によ

り，漏えいの拡大を防止できることを記載している。 

 

いの拡大を講じるとしていることから，影響評価ガイ

ド対応と比較して妥当である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

 

 

【添付書類六 第 9.9－１表 化学薬品貯蔵供給設備の主

要設備の仕様】（P6-9-584） 

 (１) 化学薬品貯蔵供給系 

ａ．硝酸受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 40ｍ３ 

ｂ．水酸化ナトリウム受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 55ｍ３ 

ｃ．ＴＢＰ受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｄ．ｎ－ドデカン受入れ貯槽 

基 数 １ 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
12-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

容 量 約 18ｍ３ 

ｅ．硝酸ヒドラジン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

ｆ．硝酸ヒドロキシルアミン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｇ．炭酸ナトリウム貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 50ｍ３ 

ｈ．ＮＯｘ製造設備 １式 

 窒素ガス製造供給系 

ａ．窒素ガス製造設備 １式 

 酸素ガス製造供給系 

ａ．酸素ガス製造設備 １式 

 

【添付書類六 第 9.9－１図 主要な化学薬品貯蔵供給系

系統概要図】（P6-9-586） 
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 第 20 条 概要(p20-1) 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)制御室等】(p20-1) 

【添付書類六 1.9.20 制御室等】(p20-2) 

 制御室等の設計方針(p20-5) 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等】(p20-5) 

【添付書類六 6.1.4 制御室 6.1.4.1 概要】(p20-6) 

【添付書類六 6.1.4.2 設計方針】(p20-7) 

【添付書類六 第 6.1.4－１表 制御室の主要設備の仕様】(p20-8) 

【添付書類六 6.1.4.6 評価】(p20-9) 

 中央制御室(p20-11) 

【添付書類六 6.1.4.4 主要設備 6.1.4.4.1 中央制御室】(p20-11) 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室(p20-15) 

【添付書類六 6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室】(p20-15) 

 制御建屋換気設備(p20-19) 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等(b)制御室換気設備】(p20-19) 

【添付書類六 6.1.5 制御室換気設備】(p20-20) 

【添付書類六 6.1.5.2 設計方針】(p20-20) 

【添付書類六 6.1.5.4 主要設備】(p20-20) 

【添付書類六 6.1.5.6 評価】(p20-22) 

【添付書類六 第 6.1.5-１表 制御建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様】(p20-

22) 

【添付書類六 第 6.1.5-２表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備

の仕様】(p20-23) 

【添付書類六 第 6.1.5-１図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図】(p20-23) 

【添付書類六 第 6.1.5－2 図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要

図】(p20-24) 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

第 20 条 概要 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)制御室等】（P62） 

(ｌ)制御室等 

再処理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御するた

め，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を

設ける。 

制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要な

パラメータを監視及び制御し，再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うことができるよう，主

要な警報装置及び計測制御系統設備を備える設計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（森林

火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び

人為事象については，再処理施設の外の状況を把握するため

の暗視機能を有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機関

から気象情報を入手できる設備等を設置し，昼夜にわたり制

御室において把握できる設計とする。 

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の

健全性を確保するために計測制御系統施設で監視が要求され

るパラメータを連続的に監視するための設備及び再処理施設

の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うこと

ができる設備を設ける設計とする。 

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事

者が制御室に出入りするための区域は，設計基準事故が発生

した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置をとれ

るよう，運転員その他の従事者が支障なく入ることができる

設計とする。また，運転員その他の従事者が，制御室に一定

期間とどまり，必要な操作を行う際に過度の被ばくを受けな

いよう，適切な遮蔽を設ける設計とする。 

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとどまれるよ

う，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する有

毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するため

の措置に必要な設備を設ける設計とする。 

（略） 

第 20 条では，「制御室等の設計方針」，「中央制御室」，

「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」，「制

御建屋換気設備」ごとに既許可の対応を整理する。第 20

条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

 

・発生源 

 自然現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び

近隣工場等の火災等）及び人為事象（故意によるも

のを除く。） 

 有毒ガス 

 火災又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス

（燃焼ガス） 

 降下火砕物 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への地震及び

火災等の影響」では，自然現象である火山の影

響による降下火砕物，火災・爆発（航空機落下

及び森林火災を含む）の二次的影響であるばい

煙及び有毒ガス，人為事象である有毒ガスが制

御室内雰囲気の悪化をもたらす事象として記

載されている。 

 化学薬品の漏えい 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員その他の従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 条では，「制御室等の設計方針」，「中央制御室」，

「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」，「制

御建屋換気設備」ごとに影響評価ガイドの対応と比較し

た結果を整理する。第 20 条全体で整理した概要は以下

のとおり。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化

学物質等との反応によって発生するものを対象と

している。 

 既許可の申請書では，自然現象等（森林火災，草原

火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人

為事象（故意によるものを除く。），有毒ガス，火災

又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼

ガス），降下火砕物を記載しており，影響評価ガイド

以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設からの有毒ガスは，硝酸，液化 NOx，アン

モニア，メタノールが想定されること，敷地外の固

定施設に対しては，石油備蓄基地の原油が想定され

ることを確認しているが，これらは「有毒ガス」に

包絡される（詳細は第９条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対

策所の要員を防護対象者と定義しており，第 20 条

では制御室の運転員が該当する。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員その他の従事

者を防護対象者としており，影響評価ガイド以上の

要員を対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

 

制御室等に対する既許可の内容において，発生源，防

護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイ

ドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はない

ことを確認した。 

なお，既許可の申請書では，第 20 条第３項第２号を

踏まえ，「火災又は爆発により発生する有毒ガス」と記

載している箇所があるが，新規要求である第 20 条第３

項第１号の要求を反映し，当該箇所は「有毒ガス」と記

載を変更する。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 1.9.20 制御室等】（P6-1-944） 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲げるところにより、制御

室（安全機能を有する施設に属するものに限る。以下この条

において同じ。）を設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメー

タを監視できるものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するものと

すること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するものと

すること。 

２ 分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施設

の健全性を確保するために必要なパラメータを監視するた

めの設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要な

操作を手動により行うことができる設備を設けなければな

らない。 

３ 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が制御室に出入りするための区域には、設計基準事故

が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措

置をとるため、従事者が支障なく制御室に入り、又は一定期

間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことが

できるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の

放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有

毒ガスに対する換気設備の隔離その他の当該従事者を適切

に防護するための設備を設けなければならない。 

 

第１項第３号について 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然

現象等に加え，昼夜にわたり再処理事業所内の状況を，暗視機

能等を持った屋外の監視カメラを遠隔操作することにより制

御室にて把握することができる設計とする。なお，監視カメラ

の操作は，中央制御室が主として行い，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室でも操作が可能な設計とする。 

 また，地震，竜巻等による再処理事業所内の状況の把握に有

効なパラメータは，気象観測設備等で測定し中央制御室にて確

認できる設計とする。これらの気象情報等は，中央制御室内の

ファクシミリ等により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室でも把握できる設計とする。 

 さらに，制御室に公的機関から気象情報を入手できる設備を

・検知手段 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能

を有する監視カメラ及び手順 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然

現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び

近隣工場等の火災等）及び人為事象のうち，屋

外監視カメラにより把握できる再処理施設の

外の状況については，既許可の整理資料「第 20

条 制御室等 補足説明資料 2-1 再処理施設の

外の状況を把握するための設備」において，火

山の影響による降灰の状況や森林（草原）火災

及び近隣工場等の火災（爆発）の発生方角及び

状況，ばい煙の方向等を把握できるとしてい

る。 

 公的機関から気象情報を入手できる設備（中央制御

室に設置）及び手順 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-1 再処理施設の外の状況を把握する

ための設備」において，公的機関から気象情報

を入手できる設備の社内ネットワークに接続

されたパソコンを使用することで，公的機関の

情報を入手することが可能な設計とすること

としている。 

 既許可の整理資料「第９条 外部からの衝撃に

よる損傷の防止（火山） 参考資料 10-1-2 噴火

速報及び降灰予報について」では，公的機関で

ある気象庁が発表する噴火速報，降灰予報につ

いて記載している。 

 通信連絡設備を用いた再処理施設内外の必要箇所

との通信連絡 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.9.6 手順等】

において，有毒ガスが発生した場合には，制御

建屋中央制御室換気設備の再循環運転により

運転員への影響を防止する手順を定めるとし

ており，敷地内の可動施設の立会い及び有毒ガ

ス発生時の連絡，敷地外の固定施設での有毒ガ

ス発生時の外部機関からの連絡，その他再処理

施設内での有毒ガスの発生を認知した場合の

連絡も，当該手順に含んでいる。また，有毒ガ

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，再処理施設の外の状況を把握

するための暗視機能を有する監視カメラ及び公的

機関から気象情報を入手できる設備により，自然現

象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工

場等の火災等）及び人為事象（故意によるものを除

く。），火災又は爆発により発生するばい煙及び有毒

ガス（燃焼ガス），降下火砕物を検知可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地外

の固定施設からの有毒ガスの発生は，通信連絡設備

を用いた有毒ガスの発生（敷地内での異臭等の異常

を含む）を認知した者（敷地内の可動施設の立会人

や外部機関等）からの連絡により検知可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の固定施設は有毒化学

物質が漏えいし難い構造としていることから，想定

していない。また，影響評価ガイドを参考にした有

毒ガス濃度評価においても，有毒ガスの発生源とな

る敷地内の固定施設はないことから，検出装置は不

要であることを確認している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，

通信連絡設備により中央制御室から必要な情報を

入手することが可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

設置し，地震，竜巻情報等を入手できる設計とする。 

（略） 

第３項について 

制御室及びこれに連絡する通路及びに運転員その他の従事

者が制御室に出入りするための区域には，設計基準事故が発生

した場合に運転員その他の従事者が一定期間とどまり，再処理

施設の安全性を確保するための措置がとれるよう，以下の設計

及び措置を講ずる。 

（略） 

(３) 中央制御室の換気は，設計基準事故時，屋外での火災又

は爆発時，その他の異常状態が発生した時に，外気との連絡口

を遮断し，運転員その他の従事者を放射線被ばく及び火災又は

爆発によって発生した有毒ガスから防護できる設計とする。 

 

(４) 通常運転時及び設計基準事故時の放射線防護及び化学

薬品防護に必要な，防護衣，呼吸器及び防護マスクを含む防護

具類，サーベイメータを備える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス発生時に，中央制御室から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室への伝達及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再

循環運転への切替も，同様に手順を策定する

（詳細は第９条整理表の「有毒ガス」の項目を

参照）。 

 公的機関から気象情報を入手できる設備では，

外部火災の発生時に公設消防より当社へ連絡

を受けることを「第９条：外部からの衝撃によ

る損傷の防止（外部火災） 補足説明資料 4-4 別

紙１防火帯外側のモニタリングポストへの消

火活動訓練」に記載している。 

 

・防護対策 

 外気との連絡口の遮断及び再循環運転が可能な設

計 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への地震及び

火災等の影響」では，自然現象である火山の影

響による降下火砕物，人為事象火災・爆発（航

空機落下及び森林火災を含む）の二次的影響で

あるばい煙及び有毒ガス火災，有毒ガスが制御

室内雰囲気の悪化をもたらす事象に対し，再循

環運転により制御室の居住性を確保するとし

て記載されている。 

 再循環運転時の中央制御室の居住性について

は，既許可の整理資料「第９条：外部からの衝

撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 補足説

明資料 5-8 有毒ガスに対する制御建屋中央制

御室の居住性について」，「第９条 外部からの

衝撃による損傷の防止（外部火災） 補足説明資

料 8-2 二次的影響の評価（ばい煙及び有毒ガ

ス）について」及び「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの制御建屋の

中央制御室への影響」で評価しており，再循環

運転時において中央制御室の居住性が維持さ

れる時間（二酸化炭素濃度が基準値を超えない

時間）を約 27 時間と算出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等であ

る。 

 既許可の申請書では，発生源に対する防護対策とし

て中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室において外気との連絡口の遮断及び再

循環運転を行う。 

 再循環運転では，中央制御室で約 27 時間，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で約163時

間，居住性を確保することが可能であり，これは想

定される有毒ガスの発生継続時間よりも長い。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再循環運転時の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の居住性については，既許可

の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説明資料

2-6 ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室への影響」で評価

しており，再循環運転時において使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住性が

維持される時間（二酸化炭素濃度が基準値を超

えない時間）を約 163 時間と算出している。 

 再処理事業所内の従事者への必要な操作，作業又は

退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこ

とができる設計 

 再処理事業所内の安全機能を維持するための

運転操作に係らない従事者に対しては，通信連

絡設備による有毒ガス発生の連絡及び退避の

指示を行う。 

 化学薬品の漏えいにより制御室での運転操作に影

響を与えない設計 

 化学薬品防護に必要な，防護衣，呼吸器及び防護マ

スクを含む防護具類を備える設計 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

制御室等の設計方針 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等】（P214） 

(i)制御室等 

再処理施設には，運転時において，運転員その他の従事者が

施設の運転又は工程等の管理を行い，事故時において，適切な

事故対策を構ずる場所として，制御建屋に中央制御室を設ける

ほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

制御建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

で，地上３階，地下２階，建築面積約2，900ｍ２の建物である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構造は，「ハ．（１）構

造」に示す主要構造と同じである。 

制御建屋機器配置概要図を第166図～第171図に示す。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図は，「ハ．（１）

構造」に示す機器配置概要図と同じである。 

制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要な

パラメータを監視及び制御し，再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うことができるよう，主

要な警報装置及び計測制御系統設備を設ける。また，必要な

施設のパラメータを監視するための表示及び操作装置は，誤

操作及び誤判断を防止でき，操作が容易に行える設計とする。 

再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有する

監視カメラ，気象観測設備及び公的機関から地震，津波，竜巻，

落雷情報等の気象情報を入手できる電話，ファクシミリ，社内

ネットワークに接続されたパソコン等を設置し，昼夜にわたり

制御室において再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然

現象等を把握できる設計とする。 

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事

者が制御室に出入りするための区域は，設計基準事故が発生し

た場合において，運転員その他の従事者が再処理施設の安全性

を確保するための措置をとれるよう，適切な遮蔽を設けるとと

もに，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する有

毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するため

の措置に必要な設備を設ける設計とする。 

中央制御室は，環境モニタリング設備であるモニタリングポ

スト及びダストモニタから，設計基準事故時における迅速な対

応のために必要な情報を表示できる設計とする。 

制御室等は，設計基準事故が発生した場合において，設置又

は保管した所内通信連絡設備により，再処理事業所内の各所の

・発生源 

 自然現象，航空機落下及び森林火災 

 火災又は爆発により発生する有毒ガス 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への地震及び

火災等の影響」では，自然現象である火山の影

響による降下火砕物，火災・爆発（航空機落下

及び森林火災を含む）の二次的影響であるばい

煙及び有毒ガス，人為事象である有毒ガスが制

御室内雰囲気の悪化をもたらす事象として記

載されている。 

 化学薬品の漏えい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員その他の従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能

を有する監視カメラ 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化

学物質等との反応によって発生するものを対象と

している。 

 既許可の申請書では，自然現象，航空機落下及び森

林火災，火災又は爆発により発生する有毒ガスを記

載している。 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説明資

料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室への地震及び火災等の影響」

では，上記以外にも人為事象である有毒ガスを記載

しており，影響評価ガイド以上のものを対象として

いる。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設からの有毒ガスは，硝酸，液化 NOx，アン

モニア，メタノールが想定されること，敷地外の固

定施設に対しては，石油備蓄基地の原油が想定され

ることを確認しているが，これらは「有毒ガス」に

包絡される（詳細は第９条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対

策所の要員を防護対象者と定義しており，第 20 条

では制御室の運転員が該当する。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員その他の従事

者を防護対象者としており，影響評価ガイド以上の

要員を対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

制御室等に対する既許可の設計方針において，発生

源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

なお，既許可の申請書では，第 20 条第３項第２号を

踏まえ，「火災又は爆発により発生する有毒ガス」と記載

している箇所があるが，新規要求である第 20 条第３項

第１号の要求を反映し，当該箇所は「有毒ガス」と記載

を変更する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動

等により行うことができる設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．(2)屋外管理

用の主要な設備の種類」に記載する。 

所内通信連絡設備は，「リ．（４）（ⅹ）通信連絡設備」に記載

する。 

（略） 

現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び

近隣工場等の火災等）及び人為事象のうち，屋

外監視カメラにより把握できる再処理施設の

外の状況については，既許可の整理資料「第 20

条 制御室等 補足説明資料 2-1 再処理施設の

外の状況を把握するための設備」において，火

山の影響による降灰の状況や森林（草原）火災

及び近隣工場等の火災（爆発）の発生方角及び

状況，ばい煙の方向等を把握できるとしてい

る。 

 公的機関から気象情報を入手できる設備（中央制御

室に設置） 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-1 再処理施設の外の状況を把握する

ための設備」において，公的機関から気象情報

を入手できる設備の社内ネットワークに接続

されたパソコンを使用することで，公的機関の

情報を入手することが可能な設計とするとし

ている。 

 既許可の整理資料「第９条 外部からの衝撃に

よる損傷の防止（火山） 参考資料 10-1-2 噴火

速報及び降灰予報について」では，公的機関で

ある気象庁が発表する噴火速報，降灰予報につ

いて記載している。 

 通信連絡設備を用いた再処理施設内外の必要箇所

との通信連絡 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.9.6 手順等】

において，有毒ガスが発生した場合には，制御

建屋中央制御室換気設備の再循環運転により

運転員への影響を防止する手順を定めるとし

ており，敷地内の可動施設の立会い及び有毒ガ

ス発生時の連絡，敷地外の固定施設での有毒ガ

ス発生時の外部機関からの連絡，その他再処理

施設内での有毒ガスの発生を認知した場合の

連絡も，当該手順に含んでいる。また，有毒ガ

ス発生時に，中央制御室から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室への伝達及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再

循環運転への切替も，同様に手順を策定する

 既許可の申請書では，再処理施設の外の状況を把握

するための暗視機能を有する監視カメラ，気象観測

関係の表示装置及び公的機関から気象情報を入手

できる設備により，自然現象，航空機落下及び森林

火災及び火災又は爆発により発生する有毒ガスを

検知可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地外

の固定施設からの有毒ガス，化学薬品の漏えいは，

通信連絡設備を用いた有毒ガスの発生（敷地内での

異臭等の異常を含む）を認知した者（敷地内の可動

施設の立会人や外部機関等）からの連絡により検知

可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の固定施設は有毒化学

物質が漏えいし難い構造としていることから，想定

していない。また，影響評価ガイドを参考にした有

毒ガス濃度評価においても，有毒ガスの発生源とな

る敷地内の固定施設はないことから，検出装置は不

要であることを確認している。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類六 6.1.4 制御室 6.1.4.1 概要】（P6-6-107） 

6.1.4.1 概要 

再処理施設の運転の状態を集中的に監視，制御及び操作を行

うため，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

を設ける。 

再処理施設の運転の監視，制御及び操作を行うための表示及

び操作装置である監視制御盤並びに再処理施設の安全性を確

保するために必要な操作を行うための表示及び操作装置であ

る安全系監視制御盤は，集中的に監視，制御及び操作が行える

よう中央制御室に設置する。 

ただし，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の運転の監視，制御及び操作を

行うための表示及び操作装置である監視制御盤並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の安全性を確保するために必

要な操作を行うための表示及び操作装置である安全系監視制

御盤は，集中的に監視，制御及び操作が行えるよう使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置する。 

再処理施設の外の状況を昼夜にわたり把握するため，暗視機

能を有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機関から気象情

報を入手できる設備等は，制御室に設置する。 

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の

健全性を確保するために計測制御系統施設で監視が要求され

るパラメータを連続的に監視するための設備及び再処理施設

の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うこと

ができる設備を設ける設計とする。 

制御室には，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発

生する有毒ガスに対して運転員その他の従事者を適切に防護

するために，外気を遮断できる換気設備及び遮蔽を設け，設計

基準事故が発生した場合においても運転員その他の従事者が

制御室にとどまり再処理施設の安全性を確保するために必要
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

な操作及び措置が行える設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理設

備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

（詳細は第９条の整理表「有毒ガス」参照）。 

 公的機関から気象情報を入手できる設備では，

外部火災の発生時に公設消防より当社へ連絡

を受けることを「第９条：外部からの衝撃によ

る損傷の防止（外部火災） 補足説明資料 4-4 別

紙1防火帯外側のモニタリングポストへの消火

活動訓練」に記載している。 

 

・防護対策 

 外気との連絡口の遮断及び再循環運転が可能な設

計 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への地震及び

火災等の影響」では，自然現象である火山の影

響による降下火砕物，人為事象火災・爆発（航

空機落下及び森林火災を含む）の二次的影響で

あるばい煙及び有毒ガス火災，有毒ガスが制御

室内雰囲気の悪化をもたらす事象に対し，再循

環運転により制御室の居住性を確保するとし

て記載されている。 

 中央制御室の再循環運転時の居住性について

は，既許可の整理資料「第９条：外部からの衝

撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 補足説

明資料 5-8 有毒ガスに対する制御建屋中央制

御室の居住性について」，「第９条 外部からの

衝撃による損傷の防止（外部火災） 補足説明資

料 8-2 二次的影響の評価（ばい煙及び有毒ガ

ス）について」及び「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの制御建屋の

中央制御室への影響」で評価している。また，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の再循環運転時の居住性については，既許可

の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説明資料

2-6 ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室への影響」で評価

している。 

 再処理事業所内の従事者への必要な操作，作業又は

退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこ

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等であ

る。 

 既許可の申請書では，発生源に対する防護対策とし

て中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室において外気との連絡口の遮断及び再

循環運転を行う。 

 再循環運転では，中央制御室で約 27 時間，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で約163時

間，居住性を確保することが可能であり，これは想

定される有毒ガスの発生継続時間よりも長い。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類六 6.1.4.2 設計方針】（P6-6-109） 

6.1.4.2 設計方針 

(１) 再処理施設の運転の状態を集中的に監視，制御及び操作

を行うため，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室を設ける。 

(２) 制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要

な施設の計測制御設備のパラメータのうち，連続的に監視する

必要があるものを監視できる表示及び操作装置を配置するこ

とにより，連続的に監視及び制御ができる設計とする。また，

必要なパラメータを監視するための表示及び操作装置は，誤操

作及び誤判断を防止でき，操作が容易に行える設計とする。 

(３) 制御室には，主要な警報装置及び計測制御設備を設ける

設計とする。 

(４) 再処理施設の外の状況を昼夜にわたり把握するため，暗

視機能を有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機関から気

象情報を入手できる設備等を設置し，制御室から再処理施設に

影響を及ぼす可能性のある自然現象等（森林火災，草原火災，

航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為事象（故意によ

るものを除く。）を把握できる設計とする。 

(５) 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設

の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できる設

計とする。 

(６) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，せん断処理

施設関係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設関係，脱硝

施設関係，酸及び溶媒の回収施設関係，製品貯蔵施設関係，放

射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処理設備の附属施設関

係，安全保護系関係，電気設備関係，放射線管理関係，火災防

護関係及び気象観測関係の監視及び操作を手動で行える設計

とする。 

(７) 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が制御室に出入りするための区域には，設計基準事故

が発生した場合にも運転員その他の従事者が制御室内にとど

まり再処理施設の安全性を確保するための措置がとれるよ

う，アクセス通路を確保するとともに，適切な遮蔽を設ける

設計とする。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

(８) 制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は爆

発により発生する有毒ガスに対して運転員その他の従事者を

適切に防護するために，外気を遮断して換気系統の再循環運転

が可能な設計とする。 

(９) 中央制御室は，再処理事業所内の運転員その他の従事者

に対して操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計とする

とともに，緊急時対策所及び再処理施設外の必要箇所との通信

連絡ができる設計とする。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レベ

ル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の運転員

その他の従事者に対して操作，作業又は退避の指示の連絡がで

きる設計とするとともに中央制御室及び緊急時対策所との通

信連絡ができる設計とする。 

(10) 制御室には，設計基準事故が発生した場合においても，

運転員その他の従事者が操作，作業及び監視を適切に実施でき

るよう照明を設ける設計とする。 

(11) 制御室は，想定される地震，内部火災，溢水及び化学薬

品の漏えいを考慮しても制御室での運転操作に影響を与えな

い設計とする。 

(12) 制御室に設置する必要なパラメータを監視するための表

示及び操作装置は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用す

る設計とする。 

(13) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の安全確保及び運転操作上

必要となる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並

びに同室内に設置する表示及び操作装置は，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

とができる設計 

 再処理事業所内の安全機能を維持するための

運転操作に係らない従事者に対しては，通信連

絡設備による有毒ガス発生の連絡及び退避の

指示を行う。 

 化学薬品の漏えいにより制御室での運転操作に影

響を与えない設計 

【添付書類六 第6.1.4－１表 制御室の主要設備の仕様】（P6

-6-130） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 6.1.4.6 評価】（P6-6-127） 

6.1.4.6 評価 

(１) 制御建屋に中央制御室を設ける設計とすることで，再処

理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御することができ

るほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室を設けることで，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の状態を集中的に監視及び制御することが

できる。 

(２) 中央制御室には，再処理施設の健全性を確保するために

必要な施設の計測制御設備のパラメータのうち，連続的に監視

する必要があるものを監視できる表示及び操作装置を配置し，

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の健全性を確保するため

に必要な施設の計測制御設備のパラメータのうち，連続的に監

視する必要があるものを監視できる表示及び操作装置を配置

することにより，連続的に監視及び制御ができる。また，必要

なパラメータを監視するための表示及び操作装置は，誤操作及

び誤判断を防止でき，操作を容易に行うことができる。 

(３) 制御室に主要な警報装置及び計測制御設備を設けるこ

とで，再処理施設内の運転の状態を集中的に監視及び制御する

ことができる。 

(４) 制御室は，再処理施設の外の状況を把握するための暗視

機能を有する監視カメラ，気象観測関係の表示装置及び公的機

関から気象情報を入手できる設備によって，昼夜にわたり，再

処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象，航空機落下及

び森林火災を把握することができる。また，再処理施設の外の

状況を把握するための暗視機能を有する監視カメラは，基準地

震動Ｓｓに対する耐震性の確保等により，地震を要因として発

生する近隣工場等の火災，その他自然現象等が発生した場合に

おいても，再処理施設の周辺状況を把握することができる設計

とする。 

(５) 制御室は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，

せん断処理施設関係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設

関係，脱硝施設関係，酸及び溶媒の回収施設関係，製品貯蔵施

設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処理設備の附

属施設関係，安全保護系関係，電気設備関係，放射線管理関係，

火災防護関係及び気象観測関係の監視並びに操作を手動で行

うことができる。 

(６) 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

従事者が制御室に出入りするための区域には，運転員その他

の従事者が過度の放射線被ばくを受けないような遮蔽設計及

びアクセス通路を確保する設計としているので，設計基準事

故が発生した場合にも運転員その他の従事者が制御室内にと

どまり，再処理施設の安全性を確保するための措置がとれる。 

(７) 制御室は，外気との連絡口を遮断して換気系統の再循環

運転が可能な設計とすることにより，気体状の放射性物質及び

火災又は爆発により発生する有毒ガスから運転員その他の従

事者を防護することができるため，設計基準事故が発生した場

合にも運転員その他の従事者が制御室にとどまり，必要な操作

及び措置ができる。 

(８) 制御室は，通信連絡設備を設けるため，再処理事業所内

の運転員その他の従事者に対し必要な操作，作業又は退避の指

示等の連絡が行えるとともに再処理施設外の必要箇所との通

信連絡ができる。 

(９) 制御室は，外部電源喪失時においても第１非常用ディー

ゼル発電機又は第２非常用ディーゼル発電機から給電され，第

１非常用蓄電池又は第２非常用蓄電池からの給電により点灯

する直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を備え，機能が喪失しな

い設計とする。 

(10) 制御室は，溢水源及び化学薬品の漏えい源となる機器が

なく，他の区画からの流入を防止する設計とするとともに，制

御室にて火災が発生した場合は運転員が火災状況を確認でき

る設計とし，万一，火災が発生したとしても，初期消火活動を

行うことができるように，消火器等を設置しており，かつ，制

御室外で発生した溢水及び火災に対しても，制御室の機能に影

響を与えることがない設計としているため，想定される地震，

内部火災及び溢水を考慮しても制御室での運転操作に影響を

与えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

中央制御室 

【添付書類六 6.1.4.4 主要設備 6.1.4.4.1 中央制御室】

（P6-6-113） 

6.1.4.4 主要設備 

6.1.4.4.1 中央制御室 

中央制御室は，制御建屋内に設置し，設計基準事故等が発生

した場合に，運転員その他の従事者が支障なく中央制御室に入

ることができるよう，これに連絡する通路及び出入りするため

の区域を設ける設計とする。また，中央制御室にとどまり再処

理施設の安全性確保に必要な操作，措置を行う運転員その他の

従事者が過度の被ばくを受けないよう，制御建屋中央制御室換

気設備の機能とあいまって，設計基準事故等の対処が収束する

までの期間滞在できるよう遮蔽を設ける設計とする。 

中央制御室の換気設備は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備

と独立して設け，設計基準事故時には外気との連絡口を遮断

し，高性能粒子フィルタを内蔵した中央制御室フィルタユニッ

トを通る再循環運転とし，運転員その他の従事者を過度の被ば

くから防護する設計とする。外部との遮断が長期にわたり，室

内の雰囲気が悪化した場合には，外気を中央制御室フィルタユ

ニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のあると想定される自然

現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火

災等）及び人為事象（故意によるものを除く。）や再処理施設の

外の状況を把握するため暗視機能を有する監視カメラを設置

し，昼夜にわたり制御室で監視できる設計とする。 

中央制御室は，再処理施設の安全性を確保するための操作が

必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時に

もたらされる環境条件及び再処理施設で有意な可能性をもっ

て同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，溢水，化学

薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕

物による操作雰囲気の悪化並びに凍結）を想定しても，適切な

措置を講ずることにより運転員その他の従事者が運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易

に操作ができる設計とする。 

中央制御室で想定される環境条件とその措置は以下のとお

り。 

・地震 

中央制御室，監視制御盤及び安全系監視制御盤は，耐震性を

有する制御建屋内に設置し，基準地震動による地震力に対し必

・発生源 

 自然現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び

近隣工場等の火災等）及び人為事象（故意によるも

のを除く。） 

 有毒ガス 

 火災又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス

（燃焼ガス） 

 降下火砕物 

 化学薬品の漏えい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員その他の従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能

を有する監視カメラ及び手順 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然

現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び

近隣工場等の火災等）及び人為事象のうち，屋

外監視カメラにより把握できる再処理施設の

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化

学物質等との反応によって発生するものを対象と

している。 

 既許可の申請書では，自然現象等（森林火災，草原

火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人

為事象（故意によるものを除く。），有毒ガス，火災

又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼

ガス），降下火砕物を記載しており，影響評価ガイド

以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設からの有毒ガスは，硝酸，液化 NOx，アン

モニア，メタノールが想定されること，敷地外の固

定施設に対しては，石油備蓄基地の原油が想定され

ることを確認しているが，これらは「有毒ガス」に

包絡される（詳細は第９条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対

策所の要員を防護対象者と定義しており，第 20 条

では制御室の運転員が該当する。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員その他の従事

者を防護対象者としており，影響評価ガイド以上の

要員を対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，再処理施設の外の状況を把握

するための暗視機能を有する監視カメラ，気象観測

関係の表示装置及び公的機関から気象情報を入手

中央制御室に対する既許可の設計において，発生源，

防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガ

イドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はな

いことを確認した。 

なお，既許可の申請書では，第 20 条第３項第２号を

踏まえ，「火災又は爆発により発生する有毒ガス」と記載

している箇所があるが，新規要求である第 20 条第３項

第１号の要求を反映し，当該箇所は「有毒ガス」と記載

を変更する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

要となる機能が喪失しない設計とする。また，監視制御盤及び

安全系監視制御盤は床等に固定することにより，地震発生時に

おいても運転操作に影響を与えない設計とする。 

・内部火災 

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器等を設置す

るとともに，常駐する運転員その他の従事者によって火災感知

器による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合の運

転員その他の事者の対応を社内規定に定め，運転員その他の従

事者による速やかな消火活動を行うことで運転操作に重大な

影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

・溢水 

中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とする。

また，他の区画からの流入を防止する設計とする。 

万一，火災が発生したとしても，粉末消火器又は二酸化炭素

消火器等にて初期消火活動を行うため，溢水源とならないこと

から，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とす

る。 

・化学薬品の漏えい 

中央制御室内には化学薬品の漏えい源となる機器を設けな

い設計とする。また，他の区画からの流入を防止する設計とす

る。 

・外部電源喪失 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，外部電源が喪

失した場合には，第２非常用ディーゼル発電機が起動すること

により，操作に必要な照明用の電源を確保し，運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とする。また，直流非常灯及

び蓄電池内蔵型照明により中央制御室における運転操作に必

要な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

・ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作環境の悪化 

火災又は爆発により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及

び降下火砕物による中央制御室内の操作環境の悪化に対して

は，手動で制御建屋中央制御室換気設備の制御建屋中央制御室

空調系のダンパを閉止し，再循環運転を行うことで外気を遮断

することにより，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる

設計とする。 

・凍結による操作環境への影響 

凍結による操作環境への影響に対しては，制御建屋中央制御

室換気設備により中央制御室内の環境温度を制御することに

より，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とす

外の状況については，既許可の整理資料「第 20

条 制御室等 補足説明資料 2-1 再処理施設の

外の状況を把握するための設備」において，火

山の影響による降灰の状況や森林（草原）火災

及び近隣工場等の火災（爆発）の発生方角及び

状況，ばい煙の方向等を把握できるとしてい

る。 

 公的機関から気象情報を入手できる設備及び手順 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-1 再処理施設の外の状況を把握する

ための設備」において，公的機関から気象情報

を入手できる設備の社内ネットワークに接続

されたパソコンを使用することで，公的機関の

情報を入手することが可能な設計とすること

としている。 

 既許可の整理資料「第９条 外部からの衝撃に

よる損傷の防止（火山） 参考資料 10-1-2 噴火

速報及び降灰予報について」では，公的機関で

ある気象庁が発表する噴火速報，降灰予報につ

いて記載している。 

 通信連絡設備を用いた再処理施設内外の必要箇所

との通信連絡 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.9.6 手順等】

において，有毒ガスが発生した場合には，制御

建屋中央制御室換気設備の再循環運転により

運転員への影響を防止する手順を定めるとし

ており，敷地内の可動施設の立会い及び有毒ガ

ス発生時の連絡，敷地外の固定施設での有毒ガ

ス発生時の外部機関からの連絡，その他再処理

施設内での有毒ガスの発生を認知した場合の

連絡も，当該手順に含んでいる。 

 公的機関から気象情報を入手できる設備では，

外部火災の発生時に公設消防より当社へ連絡

を受けることを「第９条：外部からの衝撃によ

る損傷の防止（外部火災） 補足説明資料 4-4 別

紙1防火帯外側のモニタリングポストへの消火

活動訓練」に記載している。 

 

 

できる設備により，自然現象等（森林火災，草原火

災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為

事象（故意によるものを除く。），火災又は爆発によ

り発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼ガス），降下火

砕物を検知可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地外

の固定施設からの有毒ガス，化学薬品の漏えいは，

通信連絡設備を用いた有毒ガスの発生（敷地内での

異臭等の異常を含む）を認知した者（敷地内の可動

施設の立会人や外部機関等）からの連絡により検知

可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の固定施設は有毒化学

物質が漏えいし難い構造としていることから，想定

していない。また，影響評価ガイドを参考にした有

毒ガス濃度評価においても，有毒ガスの発生源とな

る敷地内の固定施設はないことから，検出装置は不

要であることを確認している。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

る。 

（１）再処理施設の外の状況を把握するための設備 

中央制御室において再処理施設の外の状況を把握するため

の設備については，「1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考

慮」で選定した再処理施設の敷地で想定される自然現象，再処

理施設敷地又はその周辺において想定される再処理施設の安

全性を損なわせる原因となるおそれがあって人為によるもの

（故意によるものを除く。）のうち，再処理施設に影響を及ぼす

可能性がある事象や再処理施設の外の状況を把握できるよう

に，以下の設備を設置する設計とする。 

また，手順に基づき，監視カメラ及び気象観測設備等により

再処理施設の外の状況を把握するとともに，公的機関から気象

情報を入手できる設備により必要な情報を入手できる設計と

する。 

ａ．再処理施設の外の状況を把握するための監視カメラ 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有する

監視カメラは，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能

性のある自然現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び近

隣工場等の火災等）及び人為事象（故意によるものを除く。）の

状況を把握することができる設計とする。 

近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生する可

能性も考慮し，監視カメラは，基準地震動に対して機能を損な

わないよう耐震設計を有する設計とする。 

b.気象観測設備等の表示装置 

風（台風），竜巻，凍結，降水等による再処理事業所の状況を

把握するため，敷地内の風向，風速，気温，降水量等の計測値

を表示する気象盤及び地震計を設置する設計とする。 

ｃ．公的機関から気象情報を入手できる設備 

 地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施設に影響を及ぼす可能

性がある事象に関する情報を入手するため，中央制御室に電

話，ファクシミリ，社内ネットワークに接続されたパソコン等

の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する設計と

する。 

(２) 計測制御装置 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設ける運

転の監視，制御及び操作をするための主要な表示及び操作装置

（記録計及び警報を含む。）は，以下のとおりである。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係 

燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，燃

・防護対策 

 外気との連絡口の遮断及び再循環運転が可能な設

計 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への地震及び

火災等の影響」では，自然現象である火山の影

響による降下火砕物，人為事象火災・爆発（航

空機落下及び森林火災を含む）の二次的影響で

あるばい煙及び有毒ガス火災，有毒ガスが制御

室内雰囲気の悪化をもたらす事象に対し，再循

環運転により制御室の居住性を確保するとし

て記載されている。 

 再循環運転時の中央制御室の居住性について

は，既許可の整理資料「第９条：外部からの衝

撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 補足説

明資料 5-8 有毒ガスに対する制御建屋中央制

御室の居住性について」，「第９条 外部からの

衝撃による損傷の防止（外部火災） 補足説明資

料 8-2 二次的影響の評価（ばい煙及び有毒ガ

ス）について」及び「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの制御建屋の

中央制御室への影響」で評価しており，再循環

運転時において中央制御室の居住性が維持さ

れる時間（二酸化炭素濃度が基準値を超えない

時間）を約 27 時間と算出している。 

 再処理事業所内の従事者への必要な操作，作業又は

退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこ

とができる設計 

 再処理事業所内の安全機能を維持するための

運転操作に係らない従事者に対しては，通信連

絡設備による有毒ガス発生の連絡及び退避の

指示を行う。 

 化学薬品が他の区画からの流入を防止する設計 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等であ

る。 

 既許可の申請書では，発生源に対する防護対策とし

て中央制御室において外気との連絡口の遮断及び

再循環運転を行う。 

 再循環運転では，約 27 時間，居住性を確保するこ

とが可能であり，これは想定される有毒ガスの発生

継続時間よりも長い。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

料送出しピット等の運転の監視及び制御をするための表示及

び操作装置 

ｂ．電気設備関係 

電源系統の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

ｃ．放射線管理関係 

放射線監視のための表示装置 

ｄ．火災防護関係 

火災報知のための表示装置 

(３)制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室の換気系統は，気体状の放射性物質及び火災又は

爆発により発生する有毒ガスに対して，運転員その他の従事者

を防護し，必要な操作及び措置が行えるようにするため，気体

廃棄物の廃棄施設の換気設備とは独立とし，外気を中央制御室

フィルタユニットへ通して取り入れるか，又は外気との連絡口

を遮断し，中央制御室フィルタユニットを通して再循環できる

ように設計するとともに，基準地震動による地震力に対し必要

となる機能が喪失しない設計とする（「6.1.5 制御室換気設備」

参照）｡ 

(４) 制御室遮蔽 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，従事者

が過度な被ばくを受けないように遮蔽を設ける設計とする｡ 

(５)通信連絡設備及び照明設備 

中央制御室には，通信連絡設備を設け，再処理事業所内の従

事者に対し，操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計と

するとともに再処理施設外の必要箇所との通信連絡ができる

設計とする（「9.17 通信連絡設備」参照）。 

また，中央制御室には，避難用とは別に作業用の照明設備を

設け，設計基準事故が発生した場合においても，従事者が操作，

作業及び監視を適切に実施できる設計とする（「9.2 電気設備」

参照）。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

【添付書類六 6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室】（P6-6-121） 

6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に設置する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理設

備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理施

設の安全性を確保するための操作が必要となる理由となった

事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及

び再処理施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環

境条件（地震，内部火災，溢水，化学薬品の漏えい，外部電源

喪失，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪

化並びに凍結）を想定しても，適切な措置を講じることにより

運転員その他の従事者が運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故に対応するための設備を容易に操作ができる設計とす

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で想定され

る環境条件とその措置は以下のとおり。 

・地震 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，耐震性を有する使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置し，基準地震動による地震力に

対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また，安全上重

要な設備の制御盤は床等に固定することにより，地震発生時に

おいても運転操作に影響を与えない設計とする。 

・内部火災 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に粉末消火

器又は二酸化炭素消火器等を設置するとともに，常駐する運転

員その他の従事者によって火災感知器による早期の火災感知

を可能とし，火災が発生した場合の運転員その他の従事者の対

応を社内規定に定め，運転員その他の従事者による速やかな消

火活動を行うことで運転操作に重大な影響を与えず容易に操

作ができる設計とする。 

・溢水 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内には溢水

源がなく，他の区画からの溢水の流入を防止する設計とすると

ともに，万一，火災が発生したとしても，粉末消火器又は二酸

化炭素消火器等にて初期消火活動を行うため，溢水源とならな

・発生源 

 自然現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び

近隣工場等の火災等）及び人為事象（故意によるも

のを除く。） 

 有毒ガス 

 火災又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス

（燃焼ガス） 

 降下火砕物 

 化学薬品の漏えい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員その他の従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能

を有する監視カメラ及び手順 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然

現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び

近隣工場等の火災等）及び人為事象のうち，屋

外監視カメラにより把握できる再処理施設の

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化

学物質等との反応によって発生するものを対象と

している。 

 既許可の申請書では，自然現象等（森林火災，草原

火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人

為事象（故意によるものを除く。），有毒ガス，火災

又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼

ガス），降下火砕物を記載しており，影響評価ガイド

以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設からの有毒ガスは，硝酸，液化 NOx，アン

モニア，メタノールが想定されること，敷地外の固

定施設に対しては，石油備蓄基地の原油が想定され

ることを確認しているが，これらは「有毒ガス」に

包絡される（詳細は第９条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対

策所の要員を防護対象者と定義しており，第 20 条

では制御室の運転員が該当する。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員その他の従事

者を防護対象者としており，影響評価ガイド以上の

要員を対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，再処理施設の外の状況を把握

するための暗視機能を有する監視カメラ，気象観測

関係の表示装置及び公的機関から気象情報を入手

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に対

する既許可の設計において，発生源，防護対象者，検知

手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と比

較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認し

た。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

いことから，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計

とする。 

・化学薬品の漏えい 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，化学薬

品の漏えい源となる機器を設けない設計とする。また，他の区

画からの流入を防止する設計とする。 

・外部電源喪失 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，外部電源が喪

失した場合には，第２非常用ディーゼル発電機が起動すること

により，操作に必要な照明用の電源を確保し，運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とする。また，直流非常灯及

び蓄電池内蔵型照明により中央制御室における運転操作に必

要な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

・ばい煙及び有毒ガス，降下火災物による制御室内雰囲気の悪

化 

火災又は爆発により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及

び降下火砕物による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては，手動で使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室空調系のダンパを閉止し，再循環運転を行うことで外気

を遮断することにより，運転操作に影響を与えず容易に操作が

できる設計とする。 

・凍結による操作環境への影響 

凍結による操作環境への影響に対しては，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備により使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の環境温度を制御することにより，運転

操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

（１）再処理施設の外の状況を把握するための設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において再

処理施設の外の状況を把握するための設備については，「1.7.9

 その他外部からの衝撃に対する考慮」で選定した再処理施設

の敷地で想定される自然現象，再処理施設敷地又はその周辺に

おいて想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがあって人為によるもの（故意によるものを除く。）の

うち，再処理施設に影響を及ぼす可能性がある事象や再処理施

設の外の状況を把握できるように，以下の設備を設置する設計

とする。 

ａ．再処理施設の外の状況を把握するための監視カメラ 

再処理施設の外の状況を把握するため，暗視機能を有する監

外の状況については，既許可の整理資料「第 20

条 制御室等 補足説明資料 2-1 再処理施設の

外の状況を把握するための設備」において，火

山の影響による降灰の状況や森林（草原）火災

及び近隣工場等の火災（爆発）の発生方角及び

状況，ばい煙の方向等を把握できるとしてい

る。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室において手順に基づき監視カメラで必要な

情報を入手することは既許可の整理資料「第 20

条 制御室等 6.1.4.4.2(6)」に記載されてい

る。 

 公的機関から気象情報を入手できる設備（中央制御

室に設置）及び手順 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-1 再処理施設の外の状況を把握する

ための設備」において，公的機関から気象情報

を入手できる設備の社内ネットワークに接続

されたパソコンを使用することで，公的機関の

情報を入手することが可能な設計とすること

としている。 

 既許可の整理資料「第９条 外部からの衝撃に

よる損傷の防止（火山） 参考資料 10-1-2 噴火

速報及び降灰予報について」では，公的機関で

ある気象庁が発表する噴火速報，降灰予報につ

いて記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室において手順に基づき公的機関から気象情

報を入手できる設備で必要な情報を入手する

ことは既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 

6.1.4.4.2(6)」に記載されている。 

 通信連絡設備を用いた再処理施設内外の必要箇所

との通信連絡 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.9.6 手順等】

において，有毒ガスが発生した場合には，制御

建屋中央制御室換気設備の再循環運転により

運転員への影響を防止する手順を定めるとし

ており，敷地内の可動施設の立会い及び有毒ガ

ス発生時の連絡，敷地外の固定施設での有毒ガ

できる設備により，自然現象等（森林火災，草原火

災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為

事象（故意によるものを除く。），火災又は爆発によ

り発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼ガス），降下火

砕物を検知可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地外

の固定施設からの有毒ガス，化学薬品の漏えいは，

通信連絡設備を用いた有毒ガスの発生（敷地内での

異臭等の異常を含む）を認知した者（敷地内の可動

施設の立会人や外部機関等）からの連絡により検知

可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の固定施設は有毒化学

物質が漏えいし難い構造としていることから，想定

していない。また，影響評価ガイドを参考にした有

毒ガス濃度評価においても，有毒ガスの発生源とな

る敷地内の固定施設はないことから，検出装置は不

要であることを確認している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，

通信連絡設備により中央制御室から必要な情報を

入手することが可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

視カメラは，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣

工場等の火災等）及び人為事象（故意によるものを除く。）の状

況を把握することができる設計とする。 

近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生する可

能性も考慮し，監視カメラは，基準地震動に対して機能を損な

わないよう耐震設計を有する設計とする。 

ｂ．気象観測設備等の表示装置 

風（台風），竜巻，凍結，降水等による再処理事業所の状況を

把握するため，中央制御室に設置した気象観測設備等の計測値

を通信連絡設備により把握する設計とする。 

ｃ．公的機関から気象情報を入手できる設備 

地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施設に影響を及ぼす可能

性がある事象に関する情報は，中央制御室に設置した電話，フ

ァクシミリ，社内ネットワークに接続されたパソコン等の公的

機関から気象情報を入手できる設備からの情報を通信連絡設

備により把握する設計とする。 

(２) 計測制御装置 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設ける運

転の監視，制御及び操作をするための主要な表示及び操作装

置（記録計及び警報を含む。）は，以下のとおりである。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係 

燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，

燃料送出しピット等の運転の監視及び制御をするための表示

及び操作装置 

ｂ．電気設備関係 

電源系統の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

ｃ．放射線管理関係 

放射線監視のための表示装置 

ｄ．火災防護関係 

火災報知のための表示装置 

(３)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気系統

は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備とは独立とし，外気を制

御室フィルタユニットを通して取り入れるか，又は外気との連

絡口を遮断し，制御室フィルタユニットを通して再循環できる

ように設計する（「6.1.5 制御室換気設備」参照）｡ 

(４) 制御室遮蔽 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，従事

ス発生時の外部機関からの連絡，その他再処理

施設内での有毒ガスの発生を認知した場合の

連絡も，当該手順に含んでいる。また，有毒ガ

ス発生時に，中央制御室から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室への伝達及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再

循環運転への切替も，同様に手順を策定する

（詳細は第９条の整理表「有毒ガス」参照）。 

 

・防護対策 

 外気との連絡口の遮断及び再循環運転が可能な設

計 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への地震及び

火災等の影響」では，自然現象である火山の影

響による降下火砕物，人為事象火災・爆発（航

空機落下及び森林火災を含む）の二次的影響で

あるばい煙及び有毒ガス火災，有毒ガスが制御

室内雰囲気の悪化をもたらす事象に対し，再循

環運転により制御室の居住性を確保するとし

て記載されている。 

 再循環運転時の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の居住性については，既許可

の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説明資料

2-6 ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室への影響」で評価

しており，再循環運転時において使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住性が

維持される時間（二酸化炭素濃度が基準値を超

えない時間）を約 163 時間と算出している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室では，設計基準事故時に運転員がとどまり対

処する必要はないため，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備に対し設計基準事故時

の要求はない。 

 再処理事業所内の従事者への必要な操作，作業又は

退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこ

とができる設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等であ

る。 

 既許可の申請書では，発生源に対する防護対策とし

て中央制御室において外気との連絡口の遮断及び

再循環運転を行う。 

 再循環運転では，約 163 時間，居住性を確保するこ

とが可能であり，これは想定される有毒ガスの発生

継続時間よりも長い。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-18 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

者が過度な被ばくを受けないように遮蔽を設ける設計とす

る｡ 

(５)通信連絡設備及び照明設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，通信連

絡設備を設け，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レベ

ル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の従事者

に対し操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計とすると

ともに中央制御室及び緊急時対策所へ通信連絡ができる設計

とする（「9.17 通信連絡設備」参照）。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，

避難用とは別に作業用照明設備を設け，従事者が操作，作業及

び監視を適切に実施できる設計とする（「9.2 電気設備」参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理事業所内の安全機能を維持するための

運転操作に係らない従事者に対しては，通信連

絡設備による有毒ガス発生の連絡及び退避の

指示を行う。 

 化学薬品が他の区画からの流入を防止する設計 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-19 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

制御建屋換気設備 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等(b)制御

室換気設備】（P228） 

（b）制御室換気設備 

設計基準事故が発生した場合において，運転員その他の従事

者が再処理施設の安全性を確保するための措置をとれるよう，

気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガ

スに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための措

置に必要な設備として，制御建屋中央制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，制

御室にとどまるために十分な換気風量を確保できる設計とす

る。 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備，制

御建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備で構成する。 

制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付けるとともに，代替制御建屋中央制御室

換気設備及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

（略） 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台） 

制御建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

１ 系統 

ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）

制御室等」と兼用） 

 １ 系統 

 

 

 

 

・発生源 

 火災又は爆発により発生する有毒ガス 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室への地震及び

火災等の影響」では，火災又は爆発により発生

する有毒ガス以外にも，ばい煙や有毒ガス，降

下火砕物を対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 運転員その他の従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 当該項目は換気設備に係る記載であるため，検知手

段の記載はない。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化

学物質等との反応によって発生するものを対象と

している。 

 既許可の申請書では，第 20 条第３項第２号の要求

に対応する火災又は爆発により発生する有毒ガス

を記載している。 

 既許可の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説明資

料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室への地震及び火災等の影響」

では，上記以外にもばい煙や有毒ガス，降下火砕物

を記載しており，影響評価ガイド以上のものを対象

としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設からの有毒ガスは，硝酸，液化 NOx，アン

モニア，メタノールが想定されること，敷地外の固

定施設に対しては，石油備蓄基地の原油が想定され

ることを確認しているが，これらは「有毒ガス」に

包絡される（詳細は第９条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対

策所の要員を防護対象者と定義しており，第 20 条

では制御室の運転員が該当する。 

 既許可の申請書では，制御室の運転員その他の従事

者を防護対象者としており，影響評価ガイド以上の

要員を対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 検知手段については，「制御室等の設計方針」等にて

影響評価ガイドの対応と比較して新たに設置又は

定めるべき検知手段はないことを確認した。 

制御室建屋換気設備に対する既許可の設計において，

発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影

響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき

事項はないことを確認した。 

なお，既許可の申請書では，第 20 条第３項第２号を

踏まえ，「火災又は爆発により発生する有毒ガス」と記載

している箇所があるが，新規要求である第 20 条第３項

第１号の要求を反映し，当該箇所は「有毒ガス」と記載

を変更する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-20 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 6.1.5 制御室換気設備】（P6-6-131） 

6.1.5.1 概要 

制御室換気設備は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の換気・空調及び雰囲気の浄化を行う

ものであり，制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成する。 

制御建屋中央制御室換気設備系統概要図及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図をそれぞれ第6.1.5

－１図及び第6.1.5－２図に示す。 

・防護対策 

 制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備により，外気との連絡

口の遮断及び再循環運転が可能な設計 

 再循環運転時の中央制御室の居住性について

は，既許可の整理資料「第９条：外部からの衝

撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 補足説

明資料 5-8 有毒ガスに対する制御建屋中央制

御室の居住性について」，「第９条 外部からの

衝撃による損傷の防止（外部火災） 補足説明資

料 8-2 二次的影響の評価（ばい煙及び有毒ガ

ス）について」及び「第 20 条 制御室等 補足説

明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの制御建屋の

中央制御室への影響」で評価しており，再循環

運転時において中央制御室の居住性が維持さ

れる時間（二酸化炭素濃度が基準値を超えない

時間）を約 27 時間と算出している。 

 再循環運転時の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の居住性については，既許可

の整理資料「第 20 条 制御室等 補足説明資料

2-6 ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室への影響」で評価

しており，再循環運転時において使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住性が

維持される時間（二酸化炭素濃度が基準値を超

えない時間）を約 163 時間と算出している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室では，設計基準事故時に運転員がとどまり対

処する必要はないため，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備に対し設計基準事故時

の要求はない。 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等であ

る。 

 既許可の申請書では，発生源に対する防護対策とし

て中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室において外気との連絡口の遮断及び再

循環運転を行う。 

 再循環運転では，中央制御室で約 27 時間，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で約163時

間，居住性を確保することが可能であり，これは想

定される有毒ガスの発生継続時間よりも長い。 

 以上のことから，影響評価ガイドの対応と比較して

新たに対応すべき防護対策はないことを確認した。 

 

【添付書類六 6.1.5.2 設計方針】（P6-6-132） 

6.1.5.2 設計方針 

(１)制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は爆発

により発生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との連絡

口を遮断し，運転員その他の従事者を適切に防護できる設計と

する。 

（略） 

【添付書類六 6.1.5.4 主要設備】（P6-6-134） 

6.1.5.4 主要設備 

制御室換気設備は，給気系，排気系及び空調系で構成し，適

切な換気及び空調を行う設計とするとともに，制御室換気設備

は，気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発

生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員その他の従事者を適切に防護できる設計とする。 

また，制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材

料を使用するとともに，万一の火災に備え，火災区域の耐火

壁を貫通するダクトには，貫通部近傍に防火ダンパを設ける

設計とする。 

なお，制御室換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵

に必要な使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

(１)制御建屋中央制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備は，以下の系統で構成する。 

  ・制御建屋中央制御室給気系 

  ・制御建屋中央制御室排気系 

  ・制御建屋中央制御室空調系 

制御建屋中央制御室換気設備系統概要図を第6.1.5－１図

に，制御建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様を第6.1.5

－１表に示す。 

ａ．制御建屋中央制御室給気系 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-21 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

制御建屋中央制御室給気系は，制御建屋の中央制御室へ外

気を供給するため，中央制御室給気ユニットで構成する。 

ｂ．制御建屋中央制御室排気系 

制御建屋中央制御室排気系は，制御建屋の中央制御室から

排気するため，中央制御室排風機で構成する。 

ｃ．制御建屋中央制御室空調系 

制御建屋中央制御室空調系は，通常時及び設計基準事故時に

制御建屋の中央制御室の雰囲気を所定の条件に維持するため，

中央制御室フィルタユニット，中央制御室空調ユニット及び中

央制御室送風機で構成する。 

制御建屋中央制御室空調系は，設計基準事故時に必要に応じ

て外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を中

央制御室フィルタユニットを通し再循環して浄化運転するこ

とができるとともに，必要に応じて外気を中央制御室フィルタ

ユニットを通して取り入れることができる設計とする。 

制御建屋中央制御室空調系はそれらを構成する動的機器の

単一故障を仮定しても安全機能が確保できるよう多重化し，ま

た，中央制御室送風機は，外部電源喪失時においても安全機能

が確保できるよう非常用所内電源系統に接続できる設計とす

る。 

(２)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，以下の系統

で構成する。 

  ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系 

  ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系 

  ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図を第

6.1.5－２図に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

主要設備の仕様を第6.1.5－２表に示す。 

ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室へ外気を供給するため，制御

室給気ユニットで構成する。 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室から排気するため，制御室排

風機で構成する。 

ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，使用済燃料の
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-22 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の雰囲気を所定の条件に維

持するため， 制御室フィルタユニット，制御室空調ユニット及

び制御室送風機で構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内空気を制御室フィルタユニットを通し再循環し

て浄化運転することができるとともに，必要に応じて外気を制

御室フィルタユニットを通して取り入れることができる設計

とする。 

【添付書類六 6.1.5.6 評価】（P6-6-138） 

6.1.5.6 評価 

(１) 制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び制御室外の

火災又は爆発により発生する有毒ガスに対して，必要に応じて

外気との連絡口を遮断して制御室内空気を中央制御室フィル

タユニット及び制御室フィルタユニットを通して再循環する

ことによって浄化運転し，必要に応じて外気を中央制御室フィ

ルタユニット及び制御室フィルタユニットを通して取り入れ

る設計としていることから，運転員その他の従事者を適切に防

護できる。 

【添付書類六 第6.1.5-１表 制御建屋中央制御室換気設備の

主要設備の仕様】（P6-6-140） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-23 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第6.1.5-２表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の主要設備の仕様】（P6-6-141） 

 

【添付書類六 第6.1.5-１図 制御建屋中央制御室換気設備系

統概要図】（P6-6-142） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 20 条（制御室等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
20-24 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第6.1.5－2 図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備系統概要図】（P6-6-143） 
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別紙 2-2 第 26条 目次 

 

 第 26 条 概要(p26-1) 

【本文 四、Ａ.ロ.(7)(ⅰ)(r)緊急時対策所】(p26-1) 

【添付書類六 1.9.26 緊急時対策所】(p16-1) 

 緊急時対策所の設計方針(p26-3) 

【本文 四、Ａ.リ．(4)(ⅸ) 緊急時対策所】(p26-3) 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.1 設計基準対象の施設】(p26-4) 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.1.2 設計方針】(p26-4) 

【添付書類六 9.16.1 設計基準対象の施設】(p26-5) 

【添付書類六 第 9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様】(p26-6) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 26 条（緊急時対策所）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
26-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 26 条 概要 

【本文 四、Ａ.ロ.(7)(ⅰ)(r)緊急時対策所】（P69） 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮し

た設計とする。 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切

な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設

ける設計とする。 

「緊急時対策所の設計方針」の項目に記載する。 

 

「緊急時対策所の設計方針」の項目に記載する。 

 

「緊急時対策所の設計方針」の項目に記載する。 

 

【添付書類六 1.9.26 緊急時対策所】（P6-1-965） 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故が発生した場合

に適切な措置をとるため、緊急時対策所を制御室以外の場

所に設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の

把握等，適切な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急

時対策所を設ける。緊急時対策所は，異常等に対処するた

めに必要な指示を行うための要員等を収容でき，必要な期

間にわたり安全にとどまることができることを確認する

ため可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故

に対処するために必要な再処理施設の情報を収集する設

備として，データ収集装置及びデータ表示装置を設置す

る。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通

信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝送設備，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備す

る。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 26 条（緊急時対策所）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
26-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

緊急時対策所の設計方針 

【本文 四、A.リ．(4)(ⅸ) 緊急時対策所】（P444） 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切

な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設

ける設計とする。 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室及び全社対策室か

ら構成され，緊急時対策建屋に設置する設計とする。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，地上１階（一部地上２階

建て），地下１階，建築面積約 4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第184図及び第185図

に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備が伝送する事故状

態等の把握に必要なデータ並びに環境モニタリング設備

のモニタリングポスト及びダストモニタのデータを把握

できる設計とする。 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設備」

に，モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．放射

線管理施設の設備」に記載する。 

・発生源 

 ― 

 既許可の整理資料「第 26 条：緊急時対策所 補足

説明資料 1-2 1.2.3 (5)ばい煙等による緊急時

対策所内雰囲気の悪化」において，以下の事象を

考慮している。 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙 

 有毒ガス 

 降下火砕物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 異常等に対処するために必要な指示を行うための要

員等 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 緊急時対策建屋環境測定設備（可搬型窒素酸化物濃度

計） 

 再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行う

ための通信連絡設備（一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置及び専

用回線電話） 

 既許可では，「第 20 条：制御室等」の整理表で整

理のとおり，再処理施設の外の状況を把握するた

めの暗視機能を有する監視カメラにより，火山の

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可では，外部火災により発生する燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物を対象としており，影響

評価ガイド以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定施

設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の可動

施設からの有毒ガスは，硝酸，液化 NOx，アンモニア，

メタノールが想定されること，敷地外の固定施設に対

しては，石油備蓄基地の原油が想定されることを確認

しているが，これらは「有毒ガス」に包絡される（詳

細は第９条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義しており，第 26 条では

緊急時対策所の要員が該当する。 

 既許可の申請書では, 緊急時対策所において異常等

に対処するために必要な指示を行うための要員等を

防護対象者としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可では，「第 20 条（制御室等）」の整理表で整理

のとおり，再処理施設の外の状況を把握するための暗

視機能を有する監視カメラ及び公的機関から気象情

報を入手できる設備により，自然現象等（森林火災，

草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び

人為事象（故意によるものを除く。），火災又は爆発に

より発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼ガス），降下

緊急時対策所に対する既許可の対応において，発生源,

防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイ

ドの対応と比較して新たに考慮すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.1 設計基準

対象の施設】（P6-9-700） 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

 設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報

の把握等，適切な措置をとるため，制御室以外の場所に

緊急時対策所を設ける。緊急時対策所は，異常等に対処

するために必要な指示を行うための要員等を収容でき，

必要な期間にわたり安全にとどまることができることを

確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

 緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事

故に対処するために必要な再処理施設の情報を収集する

設備として，データ収集装置及びデータ表示装置を設置

する。 

 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との

通信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝送

設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 26 条（緊急時対策所）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
26-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ァクシミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又

は配備する。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用

によって再処理施設の安全性が損なわれないよう，十分

な収容人数等を確保した設計とする。 

 

影響による降灰の状況や森林（草原）火災及び近

隣工場等の火災（爆発）の発生方角及び状況，ば

い煙の方向等を把握できる。また，公的機関から

気象情報を入手できる設備により，噴火速報，降

灰予報等の公的機関の情報を入手できる（詳細は

第 20 条の整理表を参照）。緊急時対策所は，通信

連絡設備により中央制御室から必要な情報を入

手することが可能である。 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.9.6 手順等】

において，有毒ガスが発生した場合には，制御建

屋中央制御室換気設備の再循環運転により運転

員への影響を防止する手順を定めるとしており，

敷地内の可動施設の立会い及び有毒ガス発生時

の連絡，敷地外の固定施設での有毒ガス発生時の

外部機関からの連絡，その他再処理施設内での有

毒ガスの発生を認知した場合の連絡も，当該手順

に含んでいる。また，有毒ガス発生時に，中央制

御室から緊急時対策所への伝達及び緊急時対策

所換気設備の再循環運転への切替も，同様に手順

を策定する（詳細は第９条の整理表「有毒ガス」

参照）。 

 

・防護対策 

 換気設備 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒

ガス，降下火砕物による緊急時対策所内の居住性

の悪化に対しては，既許可の整理資料「第２６条：

緊急時対策所 補足説明資料1-2 1.2.3 (5)ばい

煙等による緊急時対策所内雰囲気の悪化」におい

て，外気との連絡口を遮断し，緊急時対策建屋フ

ィルタユニットを通して緊急時対策所の空気を

循環させる再循環運転することで，緊急時対策所

内にとどまる要員を防護できるとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部か

らの衝撃による損傷の防止（外部火災）補足説明

資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及び有毒ガ

ス）について」及び「第２６条：緊急時対策所 補

足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 (9) 緊急時対

火砕物を検知可能である。緊急時対策所は，通信連絡

設備により中央制御室から必要な情報を入手するこ

とが可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地外の

固定施設からの有毒ガスの発生は，通信連絡設備を用

いた有毒ガスの発生（敷地内での異臭等の異常を含

む）を認知した者（敷地内の可動施設の立会人や外部

機関等）からの連絡により検知可能である。緊急時対

策所は，通信連絡設備により中央制御室から必要な情

報を入手することが可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の固定施設は有毒化学物

質が漏えいし難い構造としていることから，想定して

いない。また，影響評価ガイドを参考にした有毒ガス

濃度評価においても，有毒ガスの発生源となる敷地内

の固定施設はないことから，検出装置は不要であるこ

とを確認している。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可では，上記の大気汚染事象に対する防護対策と

して緊急時対策所において外気との連絡口の遮断及

び再循環運転を行う。再循環運転では，緊急時対策所

で約 30 時間居住性を確保することが可能である。 

 既許可において緊急時対策所に配備する防毒フィル

タや全面マスク等の資機材を使用することにより，緊

急時対策所内の要員を防護できる。既許可の申請書で

は，緊急時対策所内の二酸化炭素濃度の上昇のため外

気の取入れ停止を継続できない場合においても，防護

具により緊急時対策所内の要員を防護できる。 

 再処理施設では，適用法規（「消防法」，「労働安全衛

生法」，「毒物及び劇物取締法」，「高圧ガス保安法」等）

や社内規定に基づいた多種多様な防護具を保有して

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.1.2 設計方

針】（P6-9-701） 

9.16.1.2 設計方針 

(１)  緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場合に

おいて，適切な措置を行うために必要な要員を収容

し，必要な期間にわたり安全に滞在できる設計とす

る。 

(２)  緊急時対策所は，必要な指示を行う要員等がとど

まることができることを確認するため，可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸

化物濃度計を配備する。 

(３)  緊急時対策所は，制御室内の運転員を介さず異常

等に対処するために必要な放射線環境の情報及び再

処理施設の情報が収集できる設計とする。 

(４)  緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所

との通信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム，データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装置

及び専用回線電話を設置又は配備する。 

(５)  緊急時対策所は，制御室以外の場所に設け，設計

基準事故が発生した場合においても，対策活動がで

きる設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって再処理施設の安全性が損なわれないよ

う，十分な収容人数等を確保した設計とする。 

【添付書類六 9.16.1 設計基準対象の施設】（P6-9-

703） 

9.16.1.4 主要設備 

(１) 緊急時対策所 

 設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うため
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 26 条（緊急時対策所）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
26-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

の要員が，必要な期間にわたり安全に滞在できるよう，

緊急時対策所を設置する。 

 緊急時対策所は，遮蔽設備及び換気設備を設ける。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

(２) 緊急時対策建屋環境測定設備 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うため

の要員が，対策本部室にとどまることができる環境にあ

ることを確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

(３) 緊急時対策建屋情報把握設備 

 データ収集装置及びデータ表示装置を設置し，制御室

内の運転員を介さずに，異常状態等を正確，かつ，速や

かに把握するために必要な放射線環境の情報及び再処理

施設の情報が収集できる設計とする。データ収集装置及

びデータ表示装置の系統概要図を第 9.16－１図に示す。 

(４) 通信連絡設備 

 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との

通信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝送

設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又

は配備する。 

 設備の詳細は，「9.17 通信連絡設備」にて整理する。 

 

策所の居住性評価（二酸化炭素濃度）」で二酸化

炭素濃度の作業環境への影響を評価し，想定され

る有毒ガスの発生継続時間（過去事例の調査結果

から，周辺へ影響が及ぶ時間は長くても 1 日未

満）よりも長い時間（約 30 時間）居住性を確保

することが可能としている。 

 

・防護対策（防護具） 

 ― 

 既許可の整理資料「第 26 条：緊急時対策所 補足

説明資料 2-2 第 2.2.4－１表 配備する資機材

等」において，緊急時対策所には，防毒フィルタ

や全面マスク等の資機材を配備することとして

いる。 

 上記の防毒フィルタは，支援組織の要員数を考慮

し，1680 セット（支援組織の要員 100 人×２回

×７日間)＋((支援組織の要員 100 人×２回×７

日間)×0.2（予備補正係数）)を配備することと

している。緊急時対策所内の二酸化炭素濃度の上

昇のため外気の取入れ停止を継続できない場合

は，防護具により緊急時対策所内の要員を防護す

る。 

 

おり，必要に応じそれらも使用可能である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

 

【添付書類六 第9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設

備及び仕様】（P6-9-727） 

１．緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ)   可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数   ３（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

測定範囲   0.0～25.0ｖｏｌ％ 

ｂ)   可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台  数   ３（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

測定範囲   0.0～5.0ｖｏｌ％ 

ｃ)  可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 26 条（緊急時対策所）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
26-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

台  数   ３（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

測定範囲   0.0～9.0ｐｐｍ 

 

２．緊急時対策建屋情報把握設備 

ａ)    データ収集装置 

台  数   ２（予備として故障時のバックアップを１

台） 

ｂ)    データ表示装置 

台  数   ２（予備として故障時のバックアップを１

台） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

第 27 条 概要 

【本文 四、A.ロ．(7)(i)(s)通信連絡設備】(P69) 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内デ

ータ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備

から構成する。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合におい

て，再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は

退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができ

る装置及び音声等により行うことができる設備として，警

報装置及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様性

を確保した所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ

を伝送できる設備として，所内データ伝送設備を設ける設

計とする。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合におい

て，国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事

故に係る通信連絡を音声等により行うことができる設備と

して，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援シ

ステム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備とし

て，所外データ伝送設備を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，

有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様性

を確保した構成の専用通信回線に接続し，輻輳等による制

限を受けることなく常時使用可能な設計とする。 

これらの通信連絡設備については，非常用所内電源系

統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，

外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

（略） 

第 27 条では，「通信連絡設備の設計方針」，「所内通信連

絡設備」，「所外通信連絡設備」ごとに既許可の対応を整理

する。第 27 条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 所内通信連絡設備 

 ページング装置 

 所内携帯電話 

 専用回線電話 

 一般加入電話 

 ファクシミリ 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 第

27.1 図 通信連絡設備の概要」に，再処理事業所

内において，所内通信連絡設備を用いて，中央制

御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室，緊急時対策所，現場（屋内及び屋外）で

多様かつ双方向の通信連絡が可能であることを

示している。 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 補足

説明資料 2-1 通信連絡設備の一覧」において，所

内携帯電話の端末約 5000 台を，再処理事業部員

及び協力会社員に配布することを記載している

（台数は必要に応じ見直す）。 

 既許可の整理資料「第 27 条:通信連絡設備 補

足説明資料 2-2 機能ごとに必要な通信連絡設

備」及び「第 27 条：通信連絡設備 補足説明資

料 2-4 現場退避指示について」に，必要な操作，

第 27 条では，「通信連絡設備の設計方針」，「所内通信連

絡設備」，「所外通信連絡設備」ごとに影響評価ガイドの対

応と比較した結果を整理する。第 27 条全体で整理した概

要は以下のとおり。 

 

・発生源 

 発生源については，第９条，第 20 条，第 26 条の整理

表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに対象

とすべき発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，第９条，第 20 条，第 26 条の

整理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに

設定すべき防護対象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，所内通信連絡設備を用いて，有

毒ガスの発生（敷地内での異臭等の異常を含む）を認

知した者（敷地内の可動施設の立会人等），中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，

緊急時対策所，その他屋内外の所員が双方向に情報

を伝達可能である。また，所外通信連絡設備を用い

て，外部機関からの連絡を中央制御室で受けること

が可能である。 

 手順及び体制については，第９条，第 12 条，第 20 条，

第 26条の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較し

て新たに策定すべき手順及び体制はないことを確認

した。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

通信連絡設備に対する既許可の内容において，発生源，

防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガ

イドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はな

いことを確認した。 

【添付書類六 1.9.27 通信連絡設備】(P6-1-966) 

適合のための設計方針 

第１項について 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合におい

て，事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の

指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置

及び音声等により行うことができる設備として，警報装置

及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様性を確保

した所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

を伝送できる設備として，所内データ伝送設備を設ける設

計とする。 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備に

ついては，非常用所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄

電池を内蔵することにより，外部電源が期待できない場合

でも動作可能な設計とする。 

 

第２項について 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合におい

て，国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事

故の発生等に係る通信連絡を音声等により行うことができ

る設備として，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援シ

ステム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備とし

て，所外データ伝送設備を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，有線回線，

無線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した

構成の専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受ける

ことなく常時使用できる設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，非常用所

内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵すること

により，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業又は退避の指示等の連絡を行うために使用

する所内通信連絡設備を整理している。 

 所外通信連絡設備 

 一般加入電話 

 一般携帯電話 

 衛星携帯電話 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 第

27.1 図 通信連絡設備の概要」及び「第 27 条：

通信連絡設備 第 27.7図 多様性を確保した通信

回線の概要」に，再処理事業所内において，所外

通信連絡設備を用いて，中央制御室，緊急時対策

所，再処理事業所外で多様かつ双方向の通信連

絡が可能であることを示している。 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 補足

説明資料 2-1 通信連絡設備の一覧」において，一

般加入電話１台，衛星携帯電話４台を，制御室に

配備している（台数は必要に応じ見直す）。 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対策の記載はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 防護対策については，第９条，第 20 条，第 26 条の整

理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに設

定すべき防護対策はないことを確認した。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

通信連絡設備の設計方針 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内デ

ータ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備

から構成する。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合におい

て，制御室等から再処理事業所内の各所の者への必要な操

作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行

うことができる装置及び音声等により行うことができる所

内通信連絡設備として，ページング装置（警報装置を含

む。），所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び

ファクシミリを設ける設計とする。所内通信連絡設備は，

有線回線又は無線回線による通信方式の多様性を確保した

設計とする。また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必

要なデータを伝送できる所内データ伝送設備として，プロ

セスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サ

ーバ及び総合防災盤を設ける設計とする。 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備に

ついては，非常用所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄

電池を内蔵することにより，外部電源が期待できない場合

でも動作可能な設計とする。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合におい

て，国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事

故に係る通信連絡を音声等により行うことができる所外通

信連絡設備として，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一

般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設ける設計

とする。また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策

支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる所

外データ伝送設備として，データ伝送設備を設ける設計と

する。 

（略） 

詳細は「所内通信連絡設備」，「所外通信連絡設備」にて

整理する。 

詳細は「所内通信連絡設備」，「所外通信連絡設備」にて

整理する。 

詳細は「所内通信連絡設備」，「所外通信連絡設備」にて

整理する。 

【添付書類六 9.17 通信連絡設備】(P6-9-746) 

9.17.1 設計基準対象の施設 

9.17.1.1 概 要 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内

の各所の者に必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡が

できるよう，警報装置及び通信方式の多様性を確保した通
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

信連絡設備を設置する。 

また，再処理事業所外の通信連絡をする必要がある場所

と通信連絡ができるよう，通信方式の多様性を確保した専

用通信回線に接続する。 

通信連絡設備の一部は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設と共用する。 

 

【添付書類六 9.17.1.2 設計方針】(P6-9-747) 

9.17.1.2 設計方針 

(１) 設計基準事故が発生した場合において，再処理事業

所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の

連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声

等により行うことができる設備として，警報装置及び所内

通信連絡設備を設ける設計とする。 

(２) 所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による

通信方式の多様性を確保した設計とする。 

(３) 設計基準事故が発生した場合において，緊急時対策

所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備と

して，所内データ伝送設備を設ける設計とする。 

(４) 設計基準事故が発生した場合において，中央制御室

及び緊急時対策所から再処理事業所外の必要箇所に，事故

に係る通信連絡を音声等により行うことができる設備とし

て，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

所内通信連絡設備 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

(ａ) 所内通信連絡設備 

ページング装置（警報装置を含む。）（廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設と共用）１式 

所内携帯電話（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

と共用）１式 

専用回線電話 １式 

一般加入電話 １式 

ファクシミリ １式 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 所内通信連絡設備 

 ページング装置 

 所内携帯電話 

 専用回線電話 

 一般加入電話 

 ファクシミリ 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 第

27.1 図 通信連絡設備の概要」に，再処理事業所

内において，所内通信連絡設備を用いて，中央制

御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室，緊急時対策所，現場（屋内及び屋外）で

多様かつ双方向の通信連絡が可能であることを

示している。 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 補足

説明資料 2-1 通信連絡設備の一覧」において，所

内携帯電話の端末約 5000 台を，再処理事業部員

及び協力会社員に配布することを記載している

（台数は必要に応じ見直す）。 

 既許可の整理資料「第 27 条:通信連絡設備 補

足説明資料 2-2 機能ごとに必要な通信連絡設

備」及び「第 27 条：通信連絡設備 補足説明資

料 2-4 現場退避指示について」に，必要な操作，

作業又は退避の指示等の連絡を行うために使用

する所内通信連絡設備を整理している。 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

・発生源 

 発生源については，第９条，第 20 条，第 26 条の整理

表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに対象

とすべき発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，第９条，第 20 条，第 26 条の

整理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに

設定すべき防護対象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，所内通信連絡設備を用いて，有

毒ガスの発生（敷地内での異臭等の異常を含む）を認

知した者（敷地内の可動施設の立会人等），中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，

緊急時対策所，その他屋内外の所員が双方向に情報

を伝達可能である。 

 手順及び体制については，第９条，第 12 条，第 20 条，

第 26条の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較し

て新たに策定すべき手順及び体制はないことを確認

した。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 防護対策については，第９条，第 20 条，第 26 条の整

所内通信連絡設備に対する既許可の内容において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

【添付書類六 9.17.1.4 主要設備】（P6-9-750） 

(１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内

の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡

をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等に

より行うことができる設備として，ページング装置，所内

携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリ

を設置する。 

所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信

方式の多様性を確保した構成の回線に接続する設計とす

る。 

警報装置及び所内通信連絡設備は，非常用所内電源系

統，無停電交流電源に接続又は蓄電池を内蔵し，外部電源

が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.1－１表 通信連絡設備の主要設備

の仕様】(P6-9-754) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るため，防護対策の記載はない。 

 

 

 

 

理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに設

定すべき防護対策はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

所外通信連絡設備 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

(ｃ) 所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） １式 

一般加入電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

一般携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

衛星携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

ファクシミリ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 所外通信連絡設備 

 一般加入電話 

 一般携帯電話 

 衛星携帯電話 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 第

27.1 図 通信連絡設備の概要」及び「第 27 条：

通信連絡設備 第 27.7図 多様性を確保した通信

回線の概要」に，所外通信連絡設備を用いて，中

央制御室，緊急時対策所，再処理事業所外で双方

向の通信連絡が可能であることを示している。 

 既許可の整理資料「第 27 条：通信連絡設備 補足

説明資料 2-1 通信連絡設備の一覧」において，一

般加入電話１台，衛星携帯電話４台を，制御室に

配備している（台数は必要に応じ見直す）。 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対策の記載はない。 

 

 

 

 

・発生源 

 発生源については，第９条，第 20 条，第 26 条の整理

表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに対象

とすべき発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，第９条，第 20 条，第 26 条の

整理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに

設定すべき防護対象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，所外通信連絡設備を用いて，外

部機関からの連絡を中央制御室で受けることが可能

である。 

 手順及び体制については，第９条，第 12 条，第 20 条，

第 26条の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較し

て新たに策定すべき手順及び体制はないことを確認

した。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

  

 

 

・防護対策 

 防護対策については，第９条，第 20 条，第 26 条の整

理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに設

定すべき防護対策はないことを確認した。 

 

 

所外通信連絡設備に対する既許可の内容において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

【添付書類六 9.17.1.4 主要設備】（P6-9-750） 

(３) 所外通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所外

の国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故

の発生等に係る連絡を音声等により行うことができる設備

として，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリを設置する。 

所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回線

による通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接続

し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設

計とする。 

また，所外通信連絡設備は，無停電交流電源に接続し，

外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

所外通信連絡設備は，定期的に点検を行うことにより，

専用通信回線の状態を監視し，常時使用できることを確認

する。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 27 条（通信連絡設備）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
27-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.1－１表 通信連絡設備の主要設備

の仕様】(P6-9-754) 
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別紙 2-2 第 28条 目次 

 

 第 28 条，第 34 条，第 35条，第 36 条，第 37 条，第 38 条及び第 39 条 重大事故等の

起因事象 概要(p28-1) 

【本文八、ハ．(3)(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方】(p28-

1) 

 第 28 条 想定事象の抽出(p28-2) 

【本文八、ハ．(3)(ⅰ) (ａ) (イ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方】(p28-

2) 

【添付書類八 6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方】(p28-3) 

【添付書類八 第 6.1－１表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の

要因となる可能性がある自然現象の選定結果】(p28-8) 

【添付書類八 第 6.1－２表 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要

因となる可能性がある人為現象の選定結果】(p28-11) 

 第 28 条 重大事故の同時発生(p28-14) 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）7）ⅰ)ａ） 地震】(p28-14) 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）7）ⅰ)b) 火山の影響】(p28-14) 

【添付書類八 第 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 (７) 同時発生

又は連鎖を仮定する重大事故】(p28-14) 

 第 34 条 臨界事故(p28-16) 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）1)臨界事故】(p28-16) 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果】(p28-16) 

 第 35 条 蒸発乾固(p28-18) 

【本文 八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(ﾊ)2)冷却機能の喪失による蒸発乾固】(p28-18) 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果】(p28-18) 

 第 36 条 水素爆発(p28-20) 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）3）放射線分解により発生する水素による爆発】(p28-

20) 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果】(p28-20) 

 第 37 条 溶媒火災(p28-22) 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）4）有機溶媒等による火災又は爆発】(p28-22) 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果】(p28-22) 

 第 38 条 想定事故１(p28-24) 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)(ﾊ)5)ⅰ)想定事故１】(p28-24) 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果】(p28-24) 

 第 38 条 想定事故２(p28-26) 
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【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)(ﾊ)5) ⅱ)想定事故２】(p28-26) 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果】(p28-26) 

 第 39 条 放射性物質の漏えい(p28-27) 

【本文 八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(ﾊ)6) 放射性物質の漏えい】(p28-27) 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果】(p28-28) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 28 条，第 34 条，第 35 条，第 36 条，第 37 条，第 38 条及び第 39 条 重大事故等の起因事象 概要  

【本文八、ハ．(3)(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評

価の基本的な考え方】（P605） 

(３) 有効性評価 

(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え

方 

重大事故の発生を仮定する際の条件を設定し，これによ

る安全上重要な施設の機能喪失の範囲を整理することで

重大事故の発生を仮定する機器を特定し，重大事故が単独

で，同時に又は連鎖して発生することを仮定する。また，

特定された重大事故の発生を仮定する機器に対し，重大事

故等対策が有効であることを示すため，評価項目を設定し

た上で，評価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有

効性を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 条では重大事故の起因となりえる事象について整理

しているものであり、有毒ガスの影響を考慮するものでは

ない。 

なお，28 条で発生を想定した重大事故等での影響評価

についてはそれぞれの条文にて記載する。 

 

（対象外） （対象外） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 28 条 想定事象の抽出 

【本文八、ハ．(3)(ⅰ) (ａ) (イ) 重大事故の発生を仮定

する際の条件の考え方】（P605） 

(３) 有効性評価 

(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え

方 

（略） 

(ａ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大

事故の発生を仮定する機器の特定 

 (イ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

外部からの影響による機能喪失（以下ハ．(３)(ⅰ)(ａ)

では「外的事象」という。）と動的機器の故障，及び静的

機器の損傷等による機能喪失（以下ハ．(３)(ⅰ)(ａ)では

「内的事象」という。）並びにそれらの同時発生を考慮す

る。 

外的事象の考慮として，安全機能を有する施設の設計に

おいて想定した自然現象等に対して 

・発生頻度が極めて低い自然現象等 

・発生するが，重大事故の起因となる安全上重要な施設

の安全機能の喪失の要因となる規模の発生を想定し

ない自然現象等 

・再処理施設周辺では起こりえない自然現象等 

・発生しても重大事故の起因となる安全上重要な施設

の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えら

れないことが明らかである自然現象等 

を除いた上で，設計基準より厳しい条件の影響を施設に与

えた場合に重大事故の要因となるおそれのある自然現象

等として，地震，火山の影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等），森林火災，草原火災，干ばつ，

積雪，湖若しくは川の水位降下が残り，当該事象によって

機能喪失するおそれのある安全上重要な施設を抽出して，

重大事故の発生の有無を検討する。 

その結果として, 「四、Ａ．ロ．(７)(ⅰ)(ａ) 外部か

らの衝撃による損傷の防止」に示すとおり，積雪に対して

は除雪を行うこと，火山の影響（降下火砕物による積載荷

重）に対しては降下火砕物を除去すること，森林火災及び

草原火災に対しては消火活動を行うこと，並びに干ばつ及

び湖若しくは川の水位降下に対しては工程を停止した上

で必要に応じて外部からの給水を行うことにより，重大事

（対象外） （対象外） （対象外） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

故に至る前までに対処が可能であり，安全上重要な施設の

機能喪失に至ることを防止でき，大気中への放射性物質の

放出に至ることはない。したがって，地震，火山の影響（降

下火砕物によるフィルタの目詰まり等）について，設計基

準より厳しい条件により重大事故の発生を仮定する。 

地震，火山の影響で考慮する重大事故の発生を仮定する

際の安全上重要な施設の条件は，以下のとおりである。 

地震：安全上重要な施設の動的機器及び交流動力電源の機

能は復旧に時間を要することを想定し全て長時間

機能喪失する。また，安全上重要な施設の静的機器

の機能は長時間機能喪失する。ただし，基準地震動

の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計とした安全上重要な施設の静的機器は機能を

維持する。 

火山の影響：交流動力電源及び屋外に設置する安全上重要

な施設の動的機器の機能並びに屋内の外気を吸い

込む安全上重要な施設の動的機器の機能は降下火

砕物によるフィルタ目詰まり等により全て長時間

機能喪失する。上記の前提により，安全上重要な施

設の機能喪失に至り重大事故が発生する。 

【添付書類八 6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条

件の考え方】（P8-6-1） 

6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たり，外部か

らの影響による機能喪失（以下 6.1 では「外的事象」とい

う。）及び動的機器の故障，静的機器の損傷等による機能

喪失（以下 6.1 では「内的事象」という。）並びにそれら

の同時発生について検討し，重大事故の発生を仮定する際

の条件を設定する。 

(１) 外的事象 

自然現象及び再処理施設敷地内又はその周辺の状況を

基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆

発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障

害等のうち再処理施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）（以下「人為事象」という。）（以下これらを「自

然現象等」という。）に対して，設計基準においては，想

定する規模において安全上重要な施設の安全機能が喪失

しない設計としている。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せ

を特定するためには，安全機能を有する施設の設計におい

て想定した規模よりも大きい規模の影響を施設に与える

ことで，安全機能の喪失を仮定する必要がある。 

したがって，重大事故の起因となる安全上重要な施設の

安全機能の喪失の要因となる自然現象等を選定し，安全機

能の喪失により考えられる施設の損傷状態を想定する。 

（略） 

自然現象に関しての選定結果を第 6.1－１表に，人為事

象に関しての選定結果を第 6.1－２表に示す。 

選定の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の

機能喪失の要因となる可能性がある自然現象は，地震，森

林火災，草原火災，干ばつ，火山の影響，積雪及び湖若し

くは川の水位降下である。 

(ｂ) 自然現象等への対処の観点からの選定 

上記(ａ)において，重大事故の起因となる安全上重要な

施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象とし

て選定した地震，森林火災，草原火災，干ばつ，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），

積雪及び湖若しくは川の水位降下について，発生規模を整

理する。 

発生規模に関しては，「設計上の安全余裕により，安全

機能を有する施設の安全機能への影響がない規模」，「設計

上の安全余裕を超え，重大事故に至る規模」，「設計上の安

全余裕をはるかに超え，大規模損壊に至る規模」をそれぞ

れ想定する。 

上記の自然現象のうち，森林火災及び草原火災，積雪並

びに火山の影響（降下火砕物による積載荷重）に関しては，

消火活動，堆積した雪や降下火砕物の除去を行うこと，ま

た，干ばつ及び湖若しくは川の水位降下については，工程

を停止した上で必要に応じて外部からの給水を行うこと

により，設計上の安全余裕を超える規模の自然現象を想定

したとしても設備が機能喪失に至ることを防止できるこ

とから，重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然

現象として選定しない。 

したがって，地震及び火山の影響（降下火砕物によるフ

ィルタの目詰まり等）を重大事故の起因となる安全上重要

な施設の機能喪失の要因となる自然現象として選定する。 

c. 重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

要因となる自然現象の組合せ 

（略） 

（２) 内的事象 

（略） 

（３）重大事故の発生を仮定する際の条件 

前項までにおいて想定した，重大事故の起因となる機能

喪失の要因となる外的事象及び内的事象について，想定す

る機能喪失の状況を詳細化するとともに，機能喪失を想定

する対象設備，また同時に機能喪失を想定する範囲を明確

にすることで，それぞれの外的事象及び内的事象としての

機能喪失の状態を「重大事故の発生を仮定する際の条件」

として設定することにより，重大事故の発生を仮定する機

器を特定するとともに，それぞれの重大事故についての有

効性評価の条件とする。 

ａ．外的事象 

(ａ) 地震 

ⅰ．発生する外力の条件 

基準地震動を超える地震動の地震を想定する。 

ⅱ．発生する外力と施設周辺の状況 

地震により加速度が発生する。地震による加速度は，敷

地内外を問わず，周辺の設備に対しても一様に加わる。し

たがって，送電線の鉄塔が倒壊することにより外部電源が

喪失する可能性がある。 

ⅲ．影響を受ける設備 

全ての設備の安全機能について，外力の影響により喪失

の可能性がある。 

ⅳ．外力の影響により喪失する機能 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計により維持する静的な機能は，地震の外力（加

速度）による機能喪失を想定しない。これら以外の機能は，

全て機能を喪失する（地震の加速度により，機器が損傷し，

機能を喪失する）。 

動的機器については，動力源，制御部，駆動部と多くの

要素から構成され，復旧に要する時間に不確実性を伴うこ

とから，全ての動的機器に対して機能喪失を想定する。 

ⅴ．外力による機能喪失の影響による機能喪失 

外部電源の喪失に加えて，非常用所内電源系統が機能喪

失することにより，電源を必要とする機器は全て機能喪失

に至るものとする。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ⅵ．外力の影響による機能喪失後の施設状況 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計により維持する機能に該当しない静的な機能

の喪失により，溢水，化学薬品漏えいが発生することに加

え，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維

持できる設計により維持する機能に該当しない静的な機

能は，継続して長時間機能喪失を想定する。また，電源を

必要とする機器は全て機能喪失に至るものとすることか

ら，安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能

（非常用所内電源系統，その他再処理設備の附属施設の蒸

気供給設備の安全蒸気系，その他再処理設備の附属施設の

圧縮空気設備の安全圧縮空気系の安全圧縮空気系（以下

6.1 では「安全圧縮空気系」という。）等）についても，

継続して長時間機能喪失を想定する。 

(ｂ) 火山の影響 

ⅰ．想定する条件 

火山の影響により降下火砕物の発生を想定する。 

ⅱ．発生する外力と施設周辺の状況 

火山の影響により降下火砕物が発生する。降下火砕物

は，敷地内外を問わず，周辺の設備に対しても一様に影響

を与える。したがって，送電線の碍子に降下火砕物が堆積

すること等により外部電源が喪失する可能性がある。 

ⅲ．影響を受ける設備 

屋内の動的機器のうち，外気を取り込む機器に関して

は，降下火砕物によりフィルタが目詰まりすることによ

り，機能喪失に至ることを想定する。 

ⅳ．外力の影響により喪失する機能 

外部電源の喪失に加えて，屋外の動的機器であるその他

再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理

設備本体用の安全冷却水系（再処理設備本体用）（以下 6.1 

では「安全冷却水系（再処理設備本体用）」という。）の冷

却塔に対して機能喪失を想定する。また，屋内の動的機器

のうち空気圧縮機，非常用所内電源系統の非常用ディーゼ

ル発電機のフィルタが，降下火砕物により目詰まりするこ

と等により，機能喪失に至ることを想定する。 

ⅴ．外力による機能喪失の影響による機能喪失 

外部電源の喪失に加えて，非常用所内電源系統が機能喪

失することにより，電源を必要とする機器は全て機能喪失

に至るものとする。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ⅵ．外力の影響による機能喪失後の施設状況 

静的機器については機能喪失を想定しないが，電源を必

要とする機器は全て機能喪失に至るものとすることから，

安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（非常

用所内電源系統，その他再処理設備の附属施設の蒸気供給

設備の安全蒸気系，安全圧縮空気系等）についても，継続

して長時間機能喪失を想定する。 

b. 内的事象 

（略） 

以上より，重大事故の発生を仮定する際の安全上重要な

施設の条件として，外的事象と内的事象のそれぞれについ

て，機能喪失を想定する対象設備，また同時に機能喪失を

想定する範囲を以下のとおり設定する。 

ａ．外的事象 

地 震 ：安全上重要な施設の動的機器及び交流動力電源の

機能は復旧に時間を要することを想定し全て長時

間機能喪失する。また，安全上重要な施設の静的

機器の機能は長時間機能喪失する。ただし，基準

地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維

持できる設計とした安全上重要な施設の静的機器

は機能を維持する。 

火山の影響：交流動力電源及び屋外に設置する安全上重要

な施設の動的機器の機能並びに屋内の外気を吸い

込む安全上重要な施設の動的機器の機能は降下火

砕物によるフィルタ目詰まり等により全て長時間

機能喪失する。 

ｂ．内的事象 

配管の全周破断：腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する安全上重要な施設の配管の全周破断と

回収系の単一故障が同時発生する。 

動的機器の多重故障：安全上重要な施設の動的機器の多重

故障により機能喪失する。 

長時間の全交流動力電源の喪失：全交流動力電源の喪失に

より安全上重要な施設の動的機器が全て機能

喪失する。 

(ｃ) 外的事象及び内的事象の同時発生 

外的事象及び内的事象のそれぞれの同時発生について

は，以下のとおり考慮する必要はない。 

ⅰ．外的事象同士の同時発生 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

外的事象はそれぞれ発生頻度が極めて低いことに加え，

火山の影響による機能喪失の範囲は地震による機能喪失

の範囲に包絡されることから考慮する必要はない。 

ⅱ．内的事象同士の同時発生 

内的事象発生時には速やかに対処を行うことに加え，そ

れぞれの内的事象は関連性の認められない偶発的な事象

となることから考慮する必要はない。 

ⅲ．外的事象と内的事象の同時発生 

外的事象は発生頻度が極めて低いことに加え，外的事象

と内的事象は関連性の認められない偶発的な事象となる

ことから考慮する必要はない。 

以上より，外的事象及び内的事象をそれぞれ考慮するこ

とにより，適切に重大事故の発生を仮定する機器を特定す

ることが可能である。 

【添付書類八 第 6.1－１表 重大事故の起因となる安

全上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自

然現象の選定結果】（P8-6-35） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 第 6.1－２表 重大事故の起因となる安全

上重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある人為

現象の選定結果】（P8-6-41） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 28 条 重大事故の同時発生 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）7）ⅰ)ａ） 地震】

（P621） 

ａ） 地震 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生

する水素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事

故２の３つの重大事故が同時に発生することを仮定する。 

 

（対象外） （対象外） （対象外） 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）7）ⅰ)b) 火山の影

響】（P621） 

ｂ） 火山の影響 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生

する水素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事

故１の３つの重大事故が同時に発生することを仮定する。 

【添付書類八 第 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機

器の特定結果 (７) 同時発生又は連鎖を仮定する重大事

故】（P8-6-32） 

(７) 同時発生又は連鎖を仮定する重大事故 

事業指定基準規則の解釈第 28 条に基づき，重大事故が

単独で又は同種の重大事故が複数の機器で同時に発生す

ることの想定に加えて，異種の重大事故が同時に発生する

場合又は発生した重大事故の影響を受けて連鎖して発生

する場合について，以下のとおり仮定する。同種の重大事

故が複数の機器で同時に発生する場合の仮定について，安

全冷却水系（再処理設備本体用）は，複数の機器に内包さ

れる溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベ

ル廃液の冷却を同時に行っていることから，当該系統が機

能喪失した場合には，複数の機器にその影響が及ぶ。同様

に，安全圧縮空気系も，複数の機器内の水素を同時に掃気

していることから，当該系統が機能喪失した場合には，複

数の機器にその影響が及ぶ。したがって，冷却機能の喪失

による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発については，(２）及び(３）にて特定した機器での

同時発生を仮定する。 

異種の重大事故が同一の機器又は複数の機器で同時に

発生する場合については，機能喪失の要因と各重大事故と

の関係を踏まえて， 以下の同時発生を仮定する。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ａ．外的事象 

(ａ) 地震 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生

する水素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事

故２の３つの重大事故が同時に発生することを仮定する。 

(ｂ) 火山の影響 

冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生

する水素爆発及び使用済燃料の著しい損傷のうち想定事

故１の３つの重大事故が同時に発生することを仮定する。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 34 条 臨界事故 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）1)臨界事故】（P609） 

１） 臨界事故 

臨界事故は，臨界が発生することにより，気体状の放射

性物質や放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物

質の放出量が増加するものである。 

ⅰ） 外的事象発生時 

ａ） 地震 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計により形状・寸法の核的制限値等が維持される

ことから事故の発生は想定されない。また，地震発生時に

は工程を停止することからプロセス量に変動は起こらず，

平常運転時において核燃料物質の濃度が未臨界濃度以下，

又は核燃料物質の質量が未臨界質量以下の機器では事故

の発生は想定されない。 

b)  火山の影響 

工程を停止することから，プロセス量に変動は起こら

ず，核的制限値を超えることはないため，事故の発生は想

定されない。 

（略） 

・発生源 

 － 

 地震又は火山の影響により臨界事故は発生しな

い。 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 － 

 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の

特定結果】（P8-6-20） 

6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 

(１) 臨界事故 

臨界事故は，臨界が発生することにより，気体状の放射

性物質や放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物

質の放出量が増加するものである。 

ａ．地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計により形状・寸法の核的制限値等が維持される

ことから事故の発生は想定されない。また，地震発生時に

は工程を停止することからプロセス量に変動は起こらず，

平常運転時において核燃料物質の濃度が未臨界濃度以下，

又は核燃料物質の質量が未臨界質量以下の機器では事故

の発生は想定されない。 

ｂ．火山の影響の場合 

工程を停止することから，プロセス量に変動は起こら

ず，核的制限値を超えることはないため，事故の発生は想

定されない。 （略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 35 条 蒸発乾固 

【本文 八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(ﾊ)2)冷却機能の喪失による

蒸発乾固】（P611） 

２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，その他再処理設備の

附属施設の給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の

安全冷却水系（再処理設備本体用）（以下ハ．(３) (ⅰ)で

は「安全冷却水系（再処理設備本体用）」という。）の冷却

機能の喪失により発生する可能性があり，その後，溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液が沸騰

に至ることで，放射性エアロゾルが発生し，大気中への放

射性物質の放出量が増加するものである。 

ⅰ） 外的事象発生時 

ａ） 地震 

安全冷却水系の冷却水のポンプ，屋外に設置する冷却塔

等の動的機器の直接的な機能喪失及び電源喪失による間

接的な機能喪失により，冷却機能が喪失する。その結果，

第３表(1)に示す溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶

液又は高レベル廃液を内包する 53 の機器を特定し，蒸発

乾固の発生を仮定する。 

ｂ） 火山の影響 

屋外に設置する安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷

却塔の直接的な機能喪失並びに電源喪失による冷却水の

ポンプ，屋外に設置する冷却塔等の間接的な機能喪失によ

り，冷却機能が喪失する。その結果，第３表(1)に示す溶

解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液

を内包する 53 の機器を特定し，蒸発乾固の発生を仮定す

る。 

（略） 

・発生源 

 火山の影響 

 降下火砕物に付着する有毒ガス 

 化学薬品の漏えい 

 地震による配管の全周破断による漏えい 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 － 

 

・防護対策 

 － 

 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の

特定結果】（P8-6-21） 

6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 

(２)冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，安全冷却水系（再処

理設備本体用）の冷却機能の喪失により発生する可能性が

あり，その後，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液

又は高レベル廃液が沸騰に至ることで，放射性エアロゾル

が発生し，大気中への放射性物質の放出量が増加するもの

である。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-18 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ａ．地震の場合 

安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却水のポンプ，

屋外に設置する冷却塔等の直接的な機能喪失及び電源喪

失による間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸

プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 59 の機

器で「崩壊熱除去機能」が喪失する。このうち６機器につ

いては，安全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失し

た安全機能の復旧が可能であるため設計基準として整理

する事象に該当することから，53 の機器を特定し，蒸発

乾固の発生を仮定する。 

機器外の蒸発乾固については，基準地震動の 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる設計により漏えい

は発生しないため事故の発生は想定されない。 

ｂ．火山の影響の場合 

屋外に設置する安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷

却塔の直接的な機能喪失並びに電源喪失による冷却水の

ポンプ，屋外に設置する冷却塔等の間接的な機能喪失によ

り溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル

廃液を内包する 59 の機器で「崩壊熱除去機能」が喪失す

る。このうち６機器については，安全機能の喪失から事故

に至るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能である

ため設計基準として整理する事象に該当することから，53 

の機器を特定し，蒸発乾固の発生を仮定する。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-19 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 36 条 水素爆発 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）3）放射線分解により

発生する水素による爆発】（P612） 

３） 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発は，その他再

処理設備の附属施設の圧縮空気設備の安全圧縮空気系（以

下ハ．(３) (ⅰ)では「安全圧縮空気系」という。）の掃気

機能の喪失により発生する可能性があり，その後，溶解液，

抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包

する機器内の水素濃度が上昇して水素爆発が生じること

で，放射性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の

放出量が増加するものである。 

ⅰ） 外的事象発生時 

ａ） 地震 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並び

に電源喪失及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処

理設備本体用）の機能喪失による間接的な機能喪失によ

り，掃気機能が喪失する。その結果，第４表(1)に示す溶

解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベル廃液

を内包する 49 の機器を特定し，水素爆発の発生を仮定す

る。 

ｂ） 火山の影響 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並び

に電源喪失及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処

理設備本体用）の機能喪失による安全圧縮空気系の空気圧

縮機の間接的な機能喪失により，掃気機能が喪失する。そ

の結果，第４表(1)に示す溶解液，抽出廃液，硝酸プルト

ニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 49 の機器を特

定し，水素爆発の発生を仮定する。 

 

・発生源 

 火山の影響 

 降下火砕物に付着する有毒ガス 

 化学薬品の漏えい 

 地震による配管の全周破断による漏えい 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 － 

 

・防護対策 

 － 

 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の

特定結果】（P8-6-24） 

(３) 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発は，安全圧縮

空気系の掃気機能の喪失により発生する可能性があり，そ

の後，溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レ

ベル廃液を内包する機器内の水素濃度が上昇して水素爆

発が生じることで，放射性エアロゾルが発生し，大気中へ

の放射性物質の放出量が増加するものである。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-20 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ａ．地震の場合 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並び

に空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処理設備本体

用）の外部ループの冷却水のポンプ又は屋外に設置する冷

却塔の機能喪失及び電源喪失による間接的な機能喪失に

より溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液又は高レベ

ル廃液を内包する 86 の機器で「掃気機能」が喪失する。

このうち７機器については安全機能の喪失から事故に至

るまでの間に喪失した安全機能の復旧が可能であるため

設計基準として整理する事象，30 機器については機能喪

失時の公衆への影響が平常運転時と同程度であるため設

計基準として整理する事象に該当することから，49 の機

器を特定し，水素爆発の発生を仮定する。 

機器外の水素爆発については，基準地震動の 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる設計により漏えい

は発生しないため事故の発生は想定されない。 

 

ｂ．火山の影響の場合 

安全圧縮空気系の空気圧縮機の直接的な機能喪失，並び

に電源喪失及び空気圧縮機を冷却する安全冷却水系（再処

理設備本体用）の機能喪失による安全圧縮空気系の空気圧

縮機の間接的な機能喪失により溶解液，抽出廃液，硝酸プ

ルトニウム溶液又は高レベル廃液を内包する 86 の機器

で「掃気機能」が喪失する。このうち７機器については安

全機能の喪失から事故に至るまでの間に喪失した安全機

能の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象，

30 機器については機能喪失時の公衆への影響が平常運転

時と同程度であるため設計基準として整理する事象に該

当することから，49 の機器を特定し，水素爆発の発生を

仮定する。 

（略） 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-21 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 37 条 溶媒火災 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ）4）有機溶媒等による

火災又は爆発】（P614） 

４） 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災又は爆発における重大事故は，有

機溶媒等による火災または爆発が生じることにより，放射

性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の放出量が

増加するものである。 

ⅰ） 外的事象発生時 

ａ） 地震 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶媒の

引火点，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至

ることはない，又は還元炉への水素の供給が停止すること

から，水素濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事

故の発生は想定されない。 

ｂ）火山の影響 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶媒の

引火点，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至

ることはない，又は還元炉への水素の供給が停止すること

から，水素濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事

故の発生は想定されない。 

・発生源 

 － 

 地震又は火山の影響により溶媒火災は発生しな

い。 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 － 

 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の

特定結果】（P8-6-26） 

(４) 有機溶媒等による火災又は爆発 

有機溶媒等による火災又は爆発における重大事故は，有

機溶媒等による火災または爆発が生じることにより，放射

性エアロゾルが発生し，大気中への放射性物質の放出量が

増加するものである。 

ａ．地震の場合 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶媒の

引火点，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至

ることはない，又は還元炉への水素の供給が停止すること

から，水素濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事

故の発生は想定されない。 

ｂ．火山の影響の場合 

工程が停止することで，温度上昇が抑制され有機溶媒の

引火点，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の開始温度に至

ることはない，又は還元炉への水素の供給が停止すること

から，水素濃度は可燃限界濃度に至ることはないため，事
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-22 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

故の発生は想定されない。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-23 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 38 条 想定事故１ 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)（ﾊ)5)ⅰ)想定事故１】（P616） 

５） 使用済燃料の著しい損傷 

ⅰ） 想定事故１ 

ａ） 外的事象発生時 

イ） 地震 

プール水冷却系，その他再処理設備の附属施設の冷却水

設備の安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用）（以下ハ．(３)(ⅰ)では「安全冷却水系（使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設用）」という。）及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の

使用済燃料貯蔵設備の補給水設備（以下「補給水設備」と

いう。）のポンプ，並びに屋外に設置する安全冷却水系（使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却塔の直接的

な機能喪失に加え，電源喪失による間接的な機能喪失によ

り想定事故１が発生するが，同時にプール水の漏えいの発

生と燃料貯蔵プール等の水面の揺動を踏まえ，想定事故２

として発生を仮定する。 

ロ） 火山の影響 

屋外に設置する安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設用）の冷却塔の直接的な機能喪失，並びに電

源喪失によるプール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設用）及び補給水設備のポンプの

間接的な機能喪失により想定事故１の発生を仮定する。 

（略） 

・発生源 

 火山の影響 

 降下火砕物に付着する有毒ガス 

 化学薬品の漏えい 

 地震による配管の全周破断による漏えい 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 － 

 

・防護対策 

 － 

 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の

特定結果】（P8-6-28） 

(５) 使用済燃料の著しい損傷 

ａ．想定事故１ 

(ａ) 地震の場合 

プール水冷却系，その他再処理設備の附属施設の冷却水

設備の安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用）（以下 6.1 では「安全冷却水系（使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設用）」という。）及び使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃

料貯蔵設備の補給水設備（以下「補給水設備」という。）

のポンプ等の動的機器の直接的な機能喪失並びに電源喪

失による間接的な機能喪失により，燃料貯蔵プール等にお

いて「崩壊熱除去機能」が喪失する。ただし，同時に「プ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-24 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ール水の保持機能」も喪失することに加え，燃料貯蔵プー

ル等の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事故

（以下「想定事故１」という。）は燃料貯蔵プール等の水

面が揺動しない事故，「プール水の保持機能」が喪失し，

サイフォン効果及び越流せきからの流出（以下「サイフォ

ン効果等」という。）により，ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料

用，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用の合計３基の燃料貯蔵プ

ール，並びに受け入れた使用済燃料を仮置きする燃料仮置

きピット及び前処理建屋へ使用済燃料を送り出すための

燃料送出しピット内の水の小規模な喪失が発生し，燃料貯

蔵プール等の水位が低下する事故（以下「想定事故２」と

いう。）は燃料貯蔵プール等の水面が揺動をする事故と整

理し，地震によるスロッシングを考慮して想定事故２とし

て発生を仮定する。 

(ｂ) 火山の影響の場合 

屋外に設置する安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設用）の冷却塔の直接的な機能喪失並びに電源

喪失によるプール水冷却系，安全冷却水系（使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設用）及び補給水設備のポンプの間

接的な機能喪失により燃料貯蔵プール等において同時に

「崩壊熱除去機能」が喪失する。その結果，想定事故１の 

発生を仮定する。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-25 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 38 条 想定事故２ 

【本文 八.ハ．（3）（ⅰ）(ａ)(ﾊ)5) ⅱ)想定事故２】（P616） 

ⅱ） 想定事故２ 

ａ） 外的事象発生時 

イ） 地震 

プール水冷却系の配管破断で発生するサイフォン効果

及び越流せきからの流出（以下「サイフォン効果等」とい

う。）並びにプール水のスロッシングにより，燃料貯蔵プ

ール等において想定事故２の発生を仮定する。 

ロ） 火山の影響 

プール水は漏えいしないことから事故の発生は想定さ

れない。 

（略） 

・発生源 

 火山の影響 

 降下火砕物に付着する有毒ガス 

 化学薬品の漏えい 

 地震による配管の全周破断による漏えい 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 － 

 

・防護対策 

 － 

 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

個別の重大事故時の環境条件等に対する有毒ガス防護

は，技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の

特定結果】（P8-6-30） 

(５) 使用済燃料の著しい損傷 

ａ．想定事故２ 

(ａ) 地震の場合 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計としないプール水冷却系の配管が破断するこ

とに加え，地震によるスロッシングにより燃料貯蔵プール

等において想定事故２の発生を仮定する。 

(ｂ) 火山の影響の場合 

プール水冷却系の配管の「プール水の保持機能」は喪失

しないことから事故の発生は想定されない。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-26 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 39 条 放射性物質の漏えい 

【本文 八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(ﾊ)6) 放射性物質の漏えい】

（P619） 

６） 放射性物質の漏えい 

機器から放射性物質が漏えいすることで発生を仮定す

る重大事故のうち，上記１）～５）に掲げる重大事故に関

しては，それぞれの項での検討に包絡されるため，ここで

は，上記１）～５）以外の重大事故の発生の有無について

検討する。 

放射性物質の漏えいによる重大事故については，放射性

物質の保持機能の機能喪失により発生する。液体状又は固

体状の放射性物質の保持機能は，基準地震動の 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることに

より喪失しない，又は喪失する場合であっても工程停止に

より漏えいを収束させることから事故の発生は想定され

ない。火山の影響，機器の多重故障及び長時間の全交流動

力電源喪失においては，機能喪失は考えられないことから

事故の発生は想定されない。 

また，内的事象において，放射性物質を内包する液体の

移送配管の全周破断で液体状の放射性物質の保持機能が

機能喪失し漏えいが発生するが，設計基準対象の施設によ

り漏えいを停止し漏えい液を回収することで事象を収束

できることから，事故の発生は想定されない。その他の内

的事象においては，保持機能の喪失は考えられないことか

ら事故の発生は想定されない。 

気体状の放射性物質の閉じ込め機能（放出経路維持機

能，放射性物質の捕集及び浄化機能並びに排気機能）の機

能喪失は，外的事象（地震及び火山の影響）を想定した場

合，排風機，廃ガス洗浄器へ水を供給するポンプ等の直接

的な機能喪失，電源喪失による間接的な機能喪失により閉

じ込め機能が喪失するが，工程停止により放射性物質の気

相への移行量が減少し，放射性物質の放出が抑制されるこ

とから事故の発生は想定されない。 

内的事象として，長期間にわたり全交流動力電源が喪失

した場合も，外的事象と同様に工程が停止することから事

故の発生は想定されない。また，動的機器の多重故障の場

合は，当該系統の異常を検知し，工程を停止した上で建屋

換気設備（セルからの排気系，汚染のおそれのある区域か

らの排気系）により代替排気を行うことから事故の発生は

 既許可では，39 条に該当する事故の発生は想定されて

いない。 

 

 39 条に該当する事故は想定されていないため，有毒ガ

ス防護の対象外である。 

39 条に該当する事故は想定されていないため，有毒ガ

ス防護の対象外である。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 28 条（重⼤事故等の拡⼤の防⽌等）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
28-27 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

想定されない。 

【添付書類八 6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の

特定結果】（P8-6-31） 

(６) 放射性物質の漏えい 

機器から放射性物質が漏えいすることで発生を仮定す

る重大事故のうち，上記(１)～(５)に掲げる重大事故に関

しては，それぞれの項での検討に包絡されるため，ここで

は，上記(１)～(５)以外の重大事故の発生の有無について

検討する。 

放射性物質の漏えいによる重大事故については，放射性

物質の保持機能の機能喪失により発生する。液体状又は固

体状の放射性物質の保持機能は，基準地震動の 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることによ

り喪失しない，又は喪失する場合であっても工程停止によ

り漏えいを収束させることから事故の発生は想定されな

い。 

火山の影響，機器の多重故障及び長時間の全交流動力電

源喪失においては，機能喪失は考えられないことから事故

の発生は想定されない。 

（略） 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 第 29条 目次 

 

 第 29 条 概要(p29-1) 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ)重大事故等対処施設の火災及び爆発の防止】(p29-1) 

【添付書類六 1.5.2.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針】(p29-1) 

 火災防護計画(p29-3) 

【添付書類六 1.5.2.6 手順】(p29-3) 

 火災防護設備(p29-4) 

【本文 四、A.リ.(4)(ⅲ) 火災防護設備】(p29-4) 

【添付書類六 9.10 火災防護設備】(p29-4) 

 火災感知設備(p29-5) 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)1）火災感知設備】(p29-5) 

【添付書類六 1.5.2.3.1 火災感知設備】(p29-5) 

 消火設備(p29-6) 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)2）消火設備】(p29-6) 

【添付書類六 1.5.2.3.2 消火設備】(p29-6) 

【添付書類六 9.10.2.4 主要設備】(p29-6) 

【添付書類六 9.10―４表 消火設備の主要設備の仕様】(p29-7) 

 その他の設計(p29-8) 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (ｄ) その他】(p29-8) 

【添付書類六 1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項】(p29-8) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 29 条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

第 29 条 概要 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ)重大事故等対処施設の火災及び

爆発の防止】（P24） 

(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及び爆発の防止 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれないよう，火災及

び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知し消火を行

うために，火災防護対策を講ずる設計とする。 

（略） 

第 29 条では，「火災防護計画」，「火災防護設備」，「火災

感知設備」，「消火設備」，「その他の設計」の項目ごとに既

許可の対応を整理する。第 29 条全体での整理の概要は以

下のとおり。 

 

・発生源 

 火災及び爆発発生時の煙（中央制御室又は使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室） 

 消火剤 

 消火時に発生する有毒ガス（フッ化水素等） 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 非常時対策組織の要員 

 自衛消防隊の消火班 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 煙感知器，熱感知器，炎感知器 

 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室，緊急時対策所において火災の発生を監視でき

る火災受信器盤 

 消火設備作動前の警報 

 消火後の制御室等への入室時におけるガス濃度の確

認 

 

 

 

 

 

第 29 条では，「火災防護計画」，「火災防護設備」，「火災

感知設備」，「消火設備」，「その他の設計」の項目ごとに影

響評価ガイドの対応と比較した結果を整理する。第 29 条

全体での整理の概要は以下のとおり。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火災及び爆発により発生する

煙，消火剤，消火時に発生する有毒ガスを記載してお

り，影響評価ガイド以上のものを対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，運転員及び非常時対策組織の要

員に加え，各場所における従事者及び消火活動にあた

る自衛消防隊の消火班を防護対象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，有毒ガスの起因となる火災に対

し，火災感知設備により検知可能である。 

 既許可の申請書では，有毒ガスが発生する可能性があ

る消火設備を使用する場合は事前の警報の発報によ

り検知可能である。 

 既許可の申請書では，有毒ガスが発生している可能性

がある場合はガス濃度の確認により検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

火災及び爆発により発生する有毒ガスに対する既許可

の有毒ガス防護において，発生源，防護対象者，検知手段

及び防護対策について影響評価ガイドの対応と比較した

結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 

【添付書類六 1.5.2.1 火災及び爆発の防止に関する設

計方針】（P6-1-199） 

1.5.2.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故に

至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故を除く。）若しくは重大事故（以下「重大事故等」

という。）に対処するために必要な機能が損なわれないよ

う，重大事故等対処施設を設置する区域を火災区域及び火

災区画に設定し，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及

び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる設計

とする。 

（略） 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 火災防護計画を遂行するための体制（自衛消防隊） 

 火災防護対策を実施するために必要な手順 

 排煙設備 

 防火ダンパ 

 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とな

る場合に固定式消火設備を設置して消火を行う設計 

 防火服，空気呼吸器の資機材の配備 

 消火後の制御室等への入室時における防護服の着用 

 人体に影響を与えない消火剤又は消火方法を使用す

る設計 

 20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設計 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，火災防護計画を策定し，必要な

体制及び手順を策定することとしている。 

 既許可の申請書では，火災発生時の煙に対し，排煙設

備や防火ダンパにより制御室，緊急時対策所の居住性

を確保するとともに，煙の充満等により消火活動が困

難となる場合には固定式消火設備を設置する。 

 既許可の申請書では，消火活動時の防火服及び空気呼

吸器を配備するとともに，消火後の制御室等への入室

時には防護服を着用する。 

 既許可の申請書では，人体に影響を与えない消火剤の

使用や，20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設

計とし，人が消火剤や消火後に発生する有毒ガスと接

触しない設計及び運用としている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

火災防護計画 

【添付書類六 1.5.2.6 手順】（P6-1-235） 

1.5.2.6 手順 

再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，

火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行

するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営

管理，必要な要員の確保，教育訓練，火災防護対策を実施

するために必要な手順等について定めるとともに，重大事

故等対処施設については，火災及び爆発の発生防止，火災

の早期感知及び消火の火災防護対策等について定める。 

このうち，火災防護計画を実施するために必要な手順の

主なものを以下に示す。 

（略） 

(４) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室並びに緊急時対策所における火災及び爆発の発

生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。 

ａ．火災感知器及び高感度煙感知器により火災を感知し，

火災を確認した場合は，常駐する当直（運転員）により制

御盤内では二酸化炭素消火器，それ以外では粉末消火器を

用いた消火活動，運転状況の確認等を行う。 

ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災及

び爆発の発生時の煙を排気するため，排煙設備を起動す

る。 

（略） 

(14) 火災時の消火活動に必要となる防火服，空気呼吸器

の資機材の点検及び配備に係る手順をあらかじめ整備し，

的確に実施する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 火災及び爆発発生時の煙（中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策所） 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 非常時対策組織の要員 

 自衛消防隊の消火班 

 直接的な記載はないが，中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策

所における火災及び爆発発生時の煙を想定して

いるため，防護対象者は非常時対策組織の要員で

ある。また，消火活動時の防火服及び空気呼吸器

を配備するため，自衛消防隊の消火班も防護対象

者である。 

 

・検知手段 

 当該項目は火災防護計画に係る記載であるため，検知

手段の記載はない。 

 

 

・防護対策 

 火災防護計画を遂行するための体制（自衛消防隊） 

 消火活動を行うための体制は，既許可の申請書添

付書類六 1.5.2.5 に定めている（既許可の申請書

添付書類六 1.5.2.5：第 5条で整理した体制に同

じ）。 

 火災防護対策を実施するために必要な手順 

 排煙設備 

 防火服，空気呼吸器の資機材の配備 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火災及び爆発発生時の煙を記載し

ており，影響評価ガイド以上のものを対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，非常時対策組織の要員に加え，

消火活動にあたる自衛消防隊の消火班を防護対象者

としている. 

 以上のことから，影響評価ガイドと比較して新たに対

象とすべき防護対象者はないことを確認した。 

 

 

 

・検知手段 

 検知手段については，「火災感知設備」等にて影響評

価ガイドの対応と比較して新たに設置すべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，火災防護計画を策定し，必要な

体制及び手順を策定することとしている。 

 既許可の申請書では，火災発生時の煙の充満に対し，

排煙設備を起動することで防護している。 

 既許可の申請書では，消火活動時の防火服及び空気呼

吸器を配備する。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

火災防護対策に対する既許可の火災防護計画において，

発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響

評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

火災防護設備 

【本文 四、A.リ.(4)(ⅲ) 火災防護設備】（P420） 

(ⅲ) 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備と重大事故等対処施設に対する火災防護設備で構

成する。 

安全機能を有する施設を火災から防護するための火災

防護設備は，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備

及び火災影響軽減設備で構成する。 

（略） 

詳細は「火災感知設備」，「消火設備」，「その他の設計」

にて整理する。 

詳細は「火災感知設備」，「消火設備」，「その他の設計」

にて整理する。 

詳細は「火災感知設備」，「消火設備」，「その他の設計」

にて整理する。 

【添付書類六 9.10 火災防護設備】（P6-9-587） 

9.10 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備及び重大事故等対処施設に対する火災防護設備で

構成する。 

 

9.10.2 重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

9.10.2.1 概 要 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置する重大

事故等対処施設を火災及び爆発から防護することを目的

として，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火の

それぞれを考慮した火災防護対策を講ずる。 

 

9.10.2.2 設計方針 

(２)火災の感知及び消火 

火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設に対し

て，早期の火災感知及び消火を行うよう設置する設計とする。 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画に，固有の信号を発する異なる種類の火災

感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて設け

る設計とする。 

消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又

は火災区画のうち，煙又は放射線の影響により消火困難と

なる箇所については，自動又は制御室等からの手動操作に

よる固定式消火設備を設置する設計とする。 

また，消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，安

全上重要な施設の安全機能及び放射性物質の貯蔵又は閉

じ込め機能並びに重大事故等対処施設の重大事故等に対

処するために必要な機能を損なわない設計とする。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

火災感知設備 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)1）火災感知設備】（P29） 

1） 火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災の性質を考慮して型式を

選定し，固有の信号を発する異なる種類を組み合わせて設

置する設計とする。 

火災感知設備は，全交流動力電源喪失時においても火災

の感知が可能なように電源を確保し，中央制御室並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策

建屋の建屋管理室にて常時監視できる設計とする。 

・発生源 

 当該項目は火災に対する火災感知設備に係る記載で

あるため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は火災に対する火災感知設備に係る記載で

あるため，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 煙感知器，熱感知器，炎感知器 

 既許可の申請書「1.5.1.3.1(１) 火災感知設備」

において，上記の火災感知設備について記載して

いる（詳細は第５条の整理表「火災感知設備」を

参照）。 

 火災感知設備については，既許可の整理資料「第

29 条：火災等による損傷の防止 補足説明資料 2-

3 火災防護審査基準「2.2 火災の感知消火」のう

ち，火災の感知に係る補足説明資料」において，

種類や機能について詳述している。 

 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室，緊急時対策所において火災の発生を監視でき

る火災受信器盤 

 

・防護対策 

 当該項目は火災に対する火災感知設備に係る記載で

あるため，防護対策の記載はない。 

 

 

・発生源 

 発生源については，「消火設備」等にて影響評価ガイ

ドの対応と比較して新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「消火設備」等にて影響評価

ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護対象

者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，有毒ガスの起因となる火災に対

し，火災感知設備により検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 防護対象者については，「消火設備」等にて影響評価

ガイドの対応と比較して新たに定めるべき防護対策

はないことを確認した。 

 

火災感知設備に対する既許可の設計において，発生源，

防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイ

ドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないこ

とを確認した。 

【添付書類六 1.5.2.3.1 火災感知設備】（P6-1-223） 

1.5.2.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する

設計とする。 

(１) 火災感知設備の環境条件等の考慮及び多様化 

「1.5.1.3.1(１) 火災感知設備」の基本方針を適用す

る。 

（略） 

 (４) 火災受信器盤 

中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室若しくは緊急時対策建屋の建屋管理室に設置す

る火災受信器盤に火災信号を表示するとともに警報を発

することで，適切に監視できる設計とする。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 29 条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

消火設備 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)2）消火設備】（P29） 

2）消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

で，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となるところには，固定式消火設備を設置して消

火を行う設計とする。固定式ガス消火設備は，作動前に従

事者等の退出ができるよう警報を発する設計とする。 

・発生源 

 火災発生時の煙 

 消火剤 

 消火剤による人体への影響については，「第 29

条：火災等による損傷の防止 補足説明資料 2-4

添付資料１重大事故等対処施設の消火に用いる

固定式消火設備について」で考慮している。また，

「第 29 条：火災等による損傷の防止 補足説明資

料 2-4 添付資料３ 別紙１再処理施設における

制御室床下の消火について」において，ハロン

1301 が人体に影響を与えることがないことを記

載している。 

 消火時に発生するフッ化水素 

 既許可の申請書「「1.5.1.3.2(15) 固定式ガス消

火設備等の従事者退避警報」」において，消火時

に生成するフッ化水素が周囲に拡散することを

踏まえ，作動前に退避警報を発する設計とするこ

とを記載している（詳細は第５条の整理表「消火

設備」を参照）。 

 

・防護対象者 

 運転員 

 非常時組織対策要員 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 作動前の警報 

 作動前の退避警報を吹鳴する設計とする消火設

備は，既許可の整理資料「第５条：火災等による

損傷の防止 補足説明資料 2-4 添付資料５ 非常

用ディーゼル発電機室の二酸化炭素消火設備の

作動について」において，二酸化炭素消火設備及

びハロゲン化物消火設備としている。また，当該

整理資料では，人による感知に係る運用（二酸化

炭素消火設備の概略起動フロー）を記載してい

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火災により発生する煙，消火剤，

消火時に発生するフッ化水素を記載しており，影響評

価ガイド以上のものを対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，制御室の運転員及び緊急時対策

所の要員を防護対象者と定義している。 

 既許可の申請書では，運転員及び非常時対策組織の要

員を防護対象者としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，有毒ガスが発生する可能性があ

る消火設備を使用する場合は事前の警報の発報によ

り検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

 

消火設備に対する既許可の設計において，発生源，防護

対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの

対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを

確認した。 

【添付書類六 1.5.2.3.2 消火設備】（P6-1-223） 

1.5.2.3.2 消火設備 

消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を

設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火でき

るように設置する設計とする。 

（略） 

ｂ．可燃性物質を取扱い構造上消火困難となる火災区域又

は火災区画 

制御室等の床下は，制御室内の火災感知器及び人による

感知並びに消火が困難となるおそれを考慮し，火災感知器

に加え，床下に固定式消火設備（全域）を設置する。消火

に当たっては，固有の信号を発する異なる種類の火災感知

設備（煙感知器と熱感知器）により火災を感知した後，制

御室等からの手動起動により早期に消火ができる設計と

する。 

制御室等には常時当直（運転員）が駐在することを考慮

し，人体に影響を与えない消火剤を使用する設計とする。 

（略） 

(13) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

「1.5.1.3.2(15) 固定式ガス消火設備等の従事者退避

警報」の基本方針を適用する。 

（略） 

【添付書類六 9.10.2.4 主要設備】（P6-9-608） 

(３) 消火設備 

消火設備は，消火水供給設備，消火栓設備，固定式消火

設備及び消火器で構成する。 

（略） 

(ｂ) 可燃性物質を取扱い構造上消火困難となる火災区域

又は火災区画 

ⅰ．制御室及び緊急時対策建屋の対策本部室床下 

再処理施設における制御室及び緊急時対策建屋の対策
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 29 条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

本部室の床下は，多量のケーブルが存在するが，フリーア

クセス構造としており消火が困難となるおそれを考慮し，

固定式消火設備を設置する。 

なお，制御室及び緊急時対策建屋の対策本部室には当直

（運転員）又は非常時組織対策要員が駐在することを考慮

し，人体に影響を与えない消火剤を選択する。 

（略） 

る。 

 

・防護対策 

 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とな

る場合に固定式消火設備を設置して消火を行う設計 

 人体に影響を与えない消火剤又は消火方法を使用す

る設計 

 人体に影響を与えない消火剤を使用する設計に

ついては，「第 29 条：火災等による損傷の防止 補

足説明資料 2-4 添付資料３重大事故等対処施設

の消火困難区域に係る消火について」で人体に影

響を与えないことを評価している。 

 20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設計 

 二酸化炭素消火設備に対し，時間差で消火ガスを

放出する設計及び手動起動により人体への影響

を防止する運用については，既許可の整理資料

「第５条：火災等による損傷の防止 補足説明資

料 2-4 添付資料５ 非常用ディーゼル発電機室

の二酸化炭素消火設備の作動について」に記載し

ている。 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，火災発生時の煙の充満に対し，

固定式消火設備を設置し，人による消火活動を不要と

することで防護している。 

 既許可の申請書では，人体に影響を与えない消火剤の

使用や，20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設

計とし，人が消火剤や消火後に発生する有毒ガスと接

触しない設計及び運用とすることにより，人への影響

を防止している。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

 

【添付書類六 9.10―４表 消火設備の主要設備の仕様】

（P6-9-620） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（第 29 条（⽕災等による損傷の防⽌）） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
29-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

その他の設計 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (ｄ) その他】（P30） 

 (ｄ) その他 

「(ｂ) 火災及び爆発の発生防止」～「 (ｃ) 火災の感

知，消火」のほか，重大事故等対処施設のそれぞれの特徴

を考慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

・発生源 

 当該項目は火災に対するその他の設計に係る記載で

あるため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は火災に対するその他の設計に係る記載で

あるため，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 当該項目は火災に対するその他の設計に係る記載で

あるため，検知手段の記載はない。 

 

 

・防護対策 

 防火ダンパ 

 防火ダンパを設ける設計については，既許可の整

理資料「第 29 条：火災等による損傷の防止 補足

説明資料 2-1 添付資料３重大事故等対処施設に

おける火災区域，火災区画の設定について」に記

載している。 

・発生源 

 発生源については，「消火設備」等にて影響評価ガイ

ドの対応と比較して新たに設定すべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「消火設備」等にて影響評価

ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護対象

者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 検知手段については，「火災感知設備」等にて影響評

価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドでは，防護対策として換気空調設備の

隔離を挙げている。 

 既許可の申請書では，火災の伝搬を防止するため，防

火ダンパを設置することにより，運転員を火災発生時

の煙から防護することとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

火災に対するその他の設計に対する既許可の内容にお

いて，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策につい

て影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべ

き事項はないことを確認した。 

【添付書類六 1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画に

おける留意事項】（P6-1-232） 

1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

(５) 中央制御室等 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室並びに緊急時対策建屋の対策本部室は，以下のとおり

設計する。 

ａ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室並びに緊急時対策建屋の対策本部室と他の火災区

域の換気設備の貫通部には，防火ダンパを設置する設計と

する。 

（略） 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 第 33条 目次 

 

 第 33 条 概要(p33-1) 

【本文 四、Ａ．ロ．(7)(ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施設への人の不法な侵入等

の防止，安全避難通路等，制御室，監視測定設備，緊急時対策所及び通信連絡を行うた

めに必要な設備は(ⅰ)安全機能を有する施設に記載）】(p33-1) 

【添付書類六 1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計】(p33-2) 

 多様性・位置的分散(p33-3) 

【本文 四、Ａ．ロ．(7)(ⅱ) (b)（イ）多様性、位置的分散】(p33-3) 

【添付書類六 1.7.18(1) ａ．多様性，位置的分散】(p33-3) 

【添付書類六 1.9.33(1) ａ．多様性，位置的分散（第三十三条第２項，第３項第二号，

第四号，第六号）】(p33-5) 

 環境条件(p33-7) 

【本文 四、Ａ．ロ．(7)(ⅱ) (b)（ハ）１） 環境条件】(p33-7) 

【添付書類六 1.7.18(3)a.環境条件】（p33-8) 

【添付書類六 1.9.33(3)ａ．環境条件（第三十三条第１項第二号）】（p33-10) 

 操作性(p33-11) 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1）ⅳ）再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確

保】(p33-11) 

【添付書類六 1.7.18(4) ａ．操作性の確保】(p33-12) 

【添付書類六 1.9.33(4) ｂ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第三十

三条第３項第五号）】(p33-14) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 33条 概要 

【本文 四、Ａ．ロ．(7)(ⅱ) 重大事故等対処施設（再処

理施設への人の不法な侵入等の防止，安全避難通路等，制

御室，監視測定設備，緊急時対策所及び通信連絡を行うた

めに必要な設備は(ⅰ)安全機能を有する施設に記載）】

（P71） 

(ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施設への人の不法な侵

入等の防止，安全避難通路等，制御室，監視測定設備，緊

急時対策所及び通信連絡を行うために必要な設備は(ⅰ)

安全機能を有する施設に記載） 

重大事故等対処については放射能量，発熱量等に基づい

た対策の優先順位，対処の手順等の検討が重要となるた

め，現実的な使用済燃料の冷却期間として，再処理施設に

受け入れるまでの冷却期間を概ね 12 年，せん断処理する

までの冷却期間を 15 年とし，設計する。 

これにより，使用済燃料の放射能量及び崩壊熱密度が低

減する。 

再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において，重大事故の発生を防止するために，ま

た，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大

を防止するため，及び工場等外への放射性物質の異常な水

準の放出を防止するために，必要な措置を講ずる設計とす

る。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件

を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計とする。ま

た，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系

統（供給源から供給先まで，経路を含む）で構成する。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求され

る技術的要件（重大事故等に対処するために必要な機能）

を満たしつつ，同じ敷地内に設置するＭＯＸ燃料加工施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には

共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共用する場

合には，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等への対処を考慮

した個数及び容量を確保する。また，同時に発生するＭＯ

Ｘ燃料加工施設の重大事故等による環境条件の影響につ

いて考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外部からの影響を受ける事象（以下

第 33条では，「多様性・位置的分散」，「環境条件」，「操

作性」ごとに既許可の対応を整理する。第 33 条全体で整

理した概要は以下のとおり。 

 

・発生源 

共通要因及び環境条件として考慮している以下の事象 

 火山の影響 

 森林火災 

 有毒ガス（ふっ化ウラニル及びふっ化水素） 

 敷地内における化学物質の漏えい 

 近隣工場等の火災及び爆発 

 航空機落下による火災 

 化学薬品の漏えい 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 既許可の 33 条に係る項目は，操作性に係る事項であ

ることから防護対象は，非常時対策組織の要員であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 － 

 なお，既許可の第 33 条に係る項目は，重大事故

等対処設備に係る事項である。重大事故時に有毒

ガスが発生した場合の検知手段は，技術的能力

1.0～1.14の整理表を参照。 

 

 

第 33条では，「多様性・位置的分散」，「環境条件」，「操

作性」ごとに影響評価ガイドの対応と比較した結果を整理

する。第 33条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，有毒ガス発生源として降下火砕

物に付着する有毒ガス，窒素酸化物，化学薬品の漏え

い及びウラン濃縮工場を起因とする有毒ガスを考慮

している。 

 加えて，火災及び爆発の二次的影響を考慮しており，

影響評価ガイド以上のものを対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書の防護対象は，非常時対策組織の要員

であり，実施組織の要員を包含している。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の 33 条に関する部分では，検知手段は明記さ

れていない。 

 重大事故発生時に有毒ガスが発生した場合の検知手

段として， 

 中央制御室と再処理施設内外の必要な箇所で連

重大事故等対処設備に係る既許可の内容において，発生

源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価

ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はな

いことを確認した。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

「外的事象」という。）を要因とする重大事故等に対処す

るものについて，常設のものと可搬型のものがあり，以下

のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち

常設のものをいう。また，常設重大事故等対処設備であっ

て耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する

機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対処設

備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大

事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のう

ち可搬型のものをいう。 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場

所を第７図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する

設計とすること 

 必要に応じて薬品防護具の着用により通行すること 

絡するための通信連絡設備 

 制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの窒素酸化物濃度計 

などがある。詳細は技術的能力 1.0～1.14の整理表を

参照。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，必要に応じて薬品防護具を着用

することとしている。また，迂回路を含めた複数のア

クセスルートを確保することにより，有毒ガス濃度の

高い箇所を避けることが可能である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

 なお，既許可の第 33 条に係る項目は，重大事故

等対処設備に関する設計方針である。重大事故時

に有毒ガスが発生した場合の防護対策の詳細は，

技術的能力 1.0～1.14 の整理表を参照。 

 

【添付書類六 1.7.18 重大事故等対処設備に関する設

計】（P6-1-755） 

再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において，重大事故の発生を防止するために，ま

た，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大

を防止するため，及び工場等外への放射性物質の異常な水

準の放出を防止するために，必要な措置を講じる設計とす

る。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件

を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計とする。ま

た，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系

統（供給源から供給先まで，経路を含む）で構成する。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求され

る技術的要件（重大事故等に対処するために必要な機能）

を満たしつつ，同じ敷地内に設置するＭＯＸ燃料加工施設

と共用することにより安全性が向上し，かつ，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には

共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共用する場

合には，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等への対処を考慮

した個数及び容量を確保する。また，同時に発生するＭＯ

Ｘ燃料加工施設の重大事故等による環境条件の影響につ

いて考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に

対処するものについて，それぞれに常設のものと可搬型の
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ものがあり，以下のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち

常設のものをいう。また，常設重大事故等対処設備であっ

て耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する

機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対処設

備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大

事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のう

ち可搬型のものをいう。 

主要な重大事故等対処設備の設備分類を第 1.7.18－１

表に示す。 

また，主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場

所を第 1.7.18－１図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

多様性・位置的分散 

【本文 四、Ａ．ロ．(7)(ⅱ) (b)（イ）多様性、位置的

分散】（P73） 

１） 多様性，位置的分散 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計

とする。 

共通要因としては，重大事故等における条件，自然現象，

人為事象，周辺機器等からの影響及び「八、ハ．（３） (ⅰ)

（ａ） 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重

大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計基準

より厳しい条件の要因となる事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等における条件については，想

定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風（台風），

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による

荷重の組合せについては，地震，風（台風），積雪及び火

山の影響を考慮する。 

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，

敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場

等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムについては，可搬型重大事故等対処

設備による対策を講ずることとする。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢

水，化学薬品漏えい，火災による波及的影響及び内部発生

飛散物を考慮する。 

・発生源 

 火山の影響 

 森林火災 

 有毒ガス 

 敷地内における化学物質の漏えい 

 近隣工場等の火災及び爆発 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 － 

  

【添付書類六 1.7.18(1) ａ．多様性，位置的分散】（P6-

1-756） 

（略） 

a. 多様性，位置的分散 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計

とする。共通要因としては，重大事故等における条件，自

然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び「添

付書類八 6．6.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の

設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載す

る安全機能を有する施設の設計において想定した規模よ

りも大きい規模（以下「設計基準より厳しい条件」という。）

の要因となる事象を考慮する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

共通要因のうち重大事故等における条件については，想

定される重大故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮する。 

共通要因のうち自然現象については，地震，津波に加え，

敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外

の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害等の事象を考慮する。その

上で，これらの事象のうち，敷地及びその周辺での発生の

可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の

影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然

現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風），

積雪及び火山の影響を考慮する。 

共通要因のうち人為事象については，国内外の文献等か

ら抽出し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示され

る飛来物（航空機落下），有毒ガス，敷地内における化学

物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダ

ムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを考慮する。 

（略） 

【添付書類六 1.9.33(1) ａ．多様性，位置的分散（第三

十三条第２項，第３項第二号，第四号，第六号）】（P6-1-

990） 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計

とする。 

共通要因としては，重大事故等における条件，自然現象，

人為事象，周辺機器等からの影響及び「添付書類八 6．6.1 

重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計基準より厳

しい条件の要因となる事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等における条件については，想

定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風（台風），

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

荷重の組合せについては，地震，風（台風），積雪及び火

山の影響を考慮する。 

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，

敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場

等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムについては，可搬型重大事故等対処

設備による対策を講ずることとする。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，

化学薬品漏えい，火災による波及的影響及び内部発生飛散

物を考慮する。 

共通要因のうち「添付書類八 6．6.重大事故の発生を仮

定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機

器の特定」に記載する設計基準より厳しい条件の要因とな

る事象については，外的事象として地震，火山の影響を考

慮する。また，内的事象として配管の全周破断を考慮する。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

環境条件 

【本文 四、Ａ．ロ．(7)(ⅱ) (b)（ハ）１） 環境条件】

（P84） 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に

対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等におけ

る温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故に

よる環境の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度

による影響，重大事故等時に汽水を供給する系統への影

響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等

からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械

的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自然現象による

荷重を考慮する。また，同時又は連鎖して発生を想定する

重大事故等としては，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び

放射線分解により発生する水素による爆発を考慮する。系

統的な影響を受ける範囲において互いの事象による温度

及び圧力の影響を考慮する。 

自然現象については，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるお

それがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の

組合せについては，地震，風（台風），積雪及び火山の影

響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるお

それのある事象として，電磁的障害を選定する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる「八、ハ．（３） 

(ⅰ)（ａ） 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及

・発生源 

 火山の影響 

 森林火災 

 有毒ガス（ふっ化ウラニル及びふっ化水素） 

 敷地内における化学物質の漏えい 

 近隣工場等の火災及び爆発 

 航空機落下による爆発 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 － 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計

基準より厳しい条件の要因となる事象を環境条件として

考慮する。具体的には，外的事象として，地震，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重）を考慮する。また，内的

事象として，配管の全周破断を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水及び

化学薬品漏えいによる波及的影響及び内部発生飛散物を

考慮する。 

（略） 

【添付書類六 1.7.18(3)a.環境条件】（P6-1-771） 

（略） 

(3) 環境条件等 

ａ．環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に

対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

 重大事故等時の環境条件については，重大事故等におけ

る温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故に

よる環境の変化を考慮した環境圧力，環境湿度による影 

響，重大事故等時に汽水を供給する系統への影響，自然現

象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影響

を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械

的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自然現象による

荷重を考慮する。また，同時に発生を想定する重大事故等

としては，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発を考慮する。系統的な影響

を受ける範囲において互いの事象による温度及び圧力の

影響を考慮する。なお，再処理施設において，重大事故等

が連鎖して発生することはない。 

自然現象の選定に当たっては，地震，津波に加え，敷地

及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。その上で，
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及びその

周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重

大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森

林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せ

については，地震，風（台風），積雪及び火山の影響を考

慮する。 

人為事象としては，国内外の文献等から抽出し，さらに

事業指定基準規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機

落下），有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電

磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の

衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムを考慮する。その上で，これらの事象のうち，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事

故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれのある事象として，電磁的障害を

選定する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる「添付書類八 6．

6.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大

事故の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計基準よ

り厳しい条件の要因となる事象を環境条件として考慮す

る。具体的には，外的事象として，地震，火山の影響（降

下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林

火災，草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降

下を考慮する。また，内的事象として，動的機器の多重故

障，長時間の全交流動力電源の喪失及び配管の全周破断を

考慮する。 

 周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水，化

学薬品漏えいによる波及的影響及び内部発生飛散物を考

慮する。 

また，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等による影響についても考慮する。 

 

(ａ)常設重大事故等対処設備 

（略） 

 有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

する可能性のある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工

場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して発生す

るふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故

等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはないこ

とから，有毒ガスに対して屋外の常設重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。 

化学物質の漏えいについては，機能を損なわない高さへ

の設置，被液防護を行うことにより，機能を損なわない設

計とする。 

（略） 

(ｄ) 自然現象等による条件 

（略） 

有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生

する可能性のある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工

場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して発生す

るふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故

等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはない。 

（略） 

【添付書類六 1.9.33(3)ａ．環境条件（第三十三条第１

項第二号）】（P6-1-1001） 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に

対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

（略） 

自然現象については，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるお

それがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の

組合せについては，地震，風（台風），積雪及び火山の影

響を考慮する。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

操作性 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1）ⅳ）再処理事業所内

の屋外道路及び屋内通路の確保】（P97） 

ⅳ）再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及

び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況の把握のた

め，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスル

ートとして以下の設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含

め，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火

災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

 アクセスルートに対する人為事象については，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与えるおそれ

のある事象として選定する航空機落下，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，

ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のア

クセスルートを確保する設計とする。 

 屋外のアクセスルートは，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等

対処施設の耐震設計」にて考慮する地震の影響（周辺構造

物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その

他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，

積雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響（航空機

落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルートの中から状

況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダを３台使用す

る。ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備と

して故障時及び点検保守による待機除外時のバックアッ

・発生源 

 火山の影響 

 森林火災 

 有毒ガス（ふっ化ウラニル及びふっ化水素） 

 敷地内における化学物質の漏えい 

 近隣工場等の火災及び爆発 

 航空機落下による爆発 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する

設計とすること 

 必要に応じて薬品防護具の着用により通行すること 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

プを４台，合計７台を保有数とし，分散して保管する設計

とする。 

（略） 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍

結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車

両についてはタイヤチェーン等を装着することにより通

行性を確保できる設計とする。敷地内における化学物質の

漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により

通行する。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為

事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消

防車による初期消火活動を行う手順を整備する。 

屋内のアクセスルートは，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等

対処施設の耐震設計」の地震を考慮した建屋等に複数確保

する設計とする。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として

選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場

等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設

計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び

化学薬品漏えいに対してアクセスルートでの非常時対策

組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。また，地震

時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生

防止対策を実施する。 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考

慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬

や移動のため可搬型照明を配備する。 

（略） 

【添付書類六 1.7.18(4) ａ．操作性の確保】（P6-1-792） 

(4) 操作性及び試験・検査性 

a. 操作性の確保 

(a) 操作の確実性 

（略） 

(d) 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及

び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況の把握のた

め，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスル

ートとして以下の設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め

て自然現象，人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火災

を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数確保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む。）に加え，敷地及びその

周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献

等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，塩害等の事象を考慮する。その上で，これらの

事象のうち，重大事故等時における敷地及びその周辺での

発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度

や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルート

に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷

地に遡上する津波を含む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火

災を選定する。 

アクセスルートに対する人為事象については，国内外の

文献等から抽出し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条

に示される飛来物（航空機落下），有毒ガス，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，

爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムを考慮する。その上で，これら

の事象のうち，重大事故等時における敷地及びその周辺で

の発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルー

トに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空

機落下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，

迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計

とする。 

（略） 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 33 条（重大事故等対処設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車

両についてはタイヤチェーン等を装着することにより通

行性を確保できる設計とする。敷地内における化学物質の

漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により

通行する。なお，融雪剤の配備等については，「添付書類

八 5.1.1(２) アクセスルートの確保」に示す。 

（略） 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として

選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場

等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設

計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び

化学薬品漏えいに対してアクセスルートでの非常時対策

組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。 

また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスル

ート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並び

に火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される

場合は迂回する又は乗り越える。 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考

慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬

や移動のため可搬型照明を配備する。 

（略） 

【添付書類六 1.9.33(4) ｂ．再処理事業所内の屋外道路

及び屋内通路の確保（第三十三条第３項第五号）】（P6-1-

1013） 

適合のための設計方針 

（略） 

(4) 操作性及び試験・検査性【第三十三条第１項第三号，

第四号，第五号，第３項第一号，第五号】 

a. 操作性の確保 

（略） 

b. 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第三

十三条第３項第五号） 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況の把握のた

め，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスル

ートとして以下の設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含

め，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火

災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与えるおそれ

のある事象として選定する航空機落下，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，

ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のア

クセスルートを確保する設計とする。 

（略） 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍

結及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車

両についてはタイヤチェーン等を装着することにより通

行性を確保できる設計とする。敷地内における化学物質の

漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の着用により

通行する。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為

事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消

防車による初期消火活動を行う手順を整備する。 

屋内のアクセスルートは，「1.6.2 重大事故等対処施設

の耐震設計」の地震を考慮した建屋等に複数確保する設計

とする。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として

選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
33-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場

等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設

計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び

化学薬品漏えいに対してアクセスルートでの非常時対策

組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。また，地震

時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生

防止対策を実施する。 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考

慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状

況に応じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬

や移動のため可搬型照明を配備する。 
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別紙 2-2 第 40条 目次 

 

 第 40 条 概要(p40-1) 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムへの対応における事項】(p40-1) 

【添付書類八 5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムへの対応における事項】(p40-1) 

 手順書の整備(p40-3) 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ)(a) 大規模損壊発生時に係る手順書の整備】(p40-3) 

【添付書類八 5.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備】(p40-3) 

【添付書類八 5.2.1.2 大規模損壊への対応を行うために必要な手順】(p40-5) 

 大規模損壊発生時の活動拠点について(p40-7) 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ)(b)(ﾆ) 大規模損壊発生時の活動拠点】(p40-7) 

【添付書類八 5.2.2.4 大規模損壊への対応を行うために必要な手順】(p40-7) 

 資機材(p40-9) 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ)(c)(ロ) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な

考え方】(p40-9) 

【添付書類八 5.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備】(p40-9) 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 40 条（大規模損壊）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

第 40条 概要 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ) 大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事

項】(P591) 

(ⅱ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムへの対応における事項 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場

合に備えて，公衆及び従事者を放射線被ばくのリスクから

守ることを最大の目的とし，以下の項目に関する手順書を

整備するとともに，当該手順書に従って活動を行うための

体制及び資機材を整備する。整備に当たっては過酷な大規

模損壊が発生した場合においても，当該手順書等を活用し 

た対策によって事象進展の抑制及び影響の緩和措置を講ず

ることができるよう考慮する。 

・大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場

合における消火活動に関すること 

・大規模損壊発生時における燃料貯蔵プール等の水位を

確保するための対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩

和するための対策に関すること 

・大規模損壊発生時における放射性物質及び放射線の放

出を低減するための対策に関すること 

第 40条では，「手順書の整備」，「大規模損壊発生時の活

動拠点について」，「資機材」ごとに既許可の対応を整理す

る。第 40条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

 

・発生源 

 火山の影響 

 大規模な火災等の発生 

 地震（配管の全周破断による化学薬品の漏えい） 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 実施組織要員 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 対処において作業環境を確認すること 

 再処理施設の内外の連絡に必要な通信手段を確保す

るための複数の多様な通信手段の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 再循環モードによる緊急時対策所の居住性の確保 

第 40条では，「手順書の整備」，「大規模損壊発生時の活

動拠点について」，「資機材」ごとに影響評価ガイドの対応

と比較した結果を整理する。第 40条全体で整理した概要

は以下のとおり。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，降下火砕物による大気汚染及

び火災の二次的影響による大気汚染を有毒ガス発生

源として抽出している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書内では，実施組織要員を防護対象と

している。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，対処において作業環境を確認

することとしている。また，再処理施設の内外への連

絡に必要な通信手段を確保するための複数の多様な

通信手段を配備することとしている。このため，人の

認知によって有毒ガスの発生を検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

大規模損壊に係る既許可の内容において，発生源，防護

対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイド

の対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないこ

とを確認した。 

【添付書類八 5.2 大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事

項】(P8-5-324) 

5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事項 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場

合における体制の整備に関し，次の項目に関する手順書を

適切に整備し，また，当該手順書に従って活動を行うため

の体制及び資機材を整備する。 

・大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場

合における消火活動に関すること 

・大規模損壊発生時における燃料貯蔵プール等の水位を

確保するための対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩

和するための対策に関すること 

・大規模損壊発生時における放射性物質及び放射線の放

出を低減するための対策に関すること 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消火活動を実施するために着用する防護具の配備 

 化学薬品の漏えいを考慮した防護具の配備 

 

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，再循環モードによる緊急時対

策所の居住性の確保することとしている。 

 緊急時対策建屋換気設備の隔離が可能である 

 既許可の申請書では，消火活動及び化学薬品の漏え

いを考慮した防護具を配備することとしている。 

 緊急時対策所及び中央制御室には，酸素呼吸器

が配備されている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

手順書の整備 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ)(a) 大規模損壊発生時に係る手順

書の整備】(P591) 

大規模損壊では，重大事故等時に比べて再処理施設が受

ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲

で不確定なものと想定する。そのため，あらかじめシナリ

オを設定して対応することが困難である。 

したがって，工場等外への放射性物質及び放射線の放出

低減を最優先に考えた対応を行うこととし，重大事故等対

策において整備する手順書等に加えて，可搬型重大事故等

対処設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を有す

るものとして整備する。 

大規模損壊に係る手順書を整備するに当たっては，重大

事故等の要因として考慮した自然現象を超えるような規模

の自然災害が再処理施設の安全性に与える影響，故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる再処理施設

の広範囲にわたる損壊，不特定多数の機器の機能喪失，大

規模な火災等の発生などを考慮する。また，重大事故等対

策が機能せず，重大事故が進展し，工場等外への放射性物

質及び放射線の放出に至る可能性も考慮する。 

・発生源 

 火山の影響 

 大規模な火災等の発生 

 地震（配管の全周破断による化学薬品の漏えい） 

・防護対象者 

 実施組織要員 

・検知手段 

 対処において作業環境を確認すること 

・防護対策 

 必要な装備及び資機材を選定すること 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 

【添付書類八 5.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整

備】(P8-5-324) 

5.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たっては，大

規模損壊の発生によって放射性物質及び放射線が工場等外

に放出されるような万一の事態に至る可能性も想定し，以

下の大規模な自然災害及び故意による大型航空機衝突その

他のテロリズムを考慮する。 

(１) 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害の選 

 定 

自然災害については，多数ある自然現象の中から再処理

施設に大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を選

定する。 

ａ．自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出及び整

理し，自然現象56 事象を抽出した。 

ｂ．特に再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある

自然現象の選定各自然現象については，次の選定基準を

踏まえて想定する再処理施設への影響を考慮し，非常に
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 40 条（大規模損壊）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

過酷な状況を想定した場合に考え得る自然現象について

評価した。 

基準１－１：自然現象の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象そのものは発生するが，大規模損壊

に至る規模の発生を想定しない 

基準１－３：再処理施設周辺では起こり得ない 

基準２ ：発生しても大規模損壊に至るような影響が考え 

られないことが明らかである 

特に再処理施設の安全性に影響を与える可能性がある事

象の影響を整理した結果を第5.2.1－１表及び第5.2.1－１

図にそれぞれ示す。 

検討した結果，地震，竜巻，落雷，森林火災，凍結，干

ばつ，火山の影響，積雪及び隕石を非常に過酷な状況を想

定した場合に大規模損壊の要因として考慮すべき自然現象

として選定する。 

上記の９事象に対し，大規模損壊に至る前に対処が可能

な自然現象は再処理施設に影響を与えないものと考え，特

に再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現

象を選定した結果，地震，竜巻，火山の影響及び隕石を大

規模損壊を発生させる可能性のある自然災害として選 

定する。 

ｃ．大規模損壊の対象シナリオ選定 

非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の要因と

して考慮すべき自然現象について，それぞれで特定した外

的事象及びシナリオを基に，大規模損壊として想定するこ

とが適切な事象を選定する。 

上記ｂ．での整理から，再処理施設の最終状態は以下の

３項目に類型化することができる。 

・大規模損壊で想定しているシナリオ・重大事故等で想

定しているシナリオ 

・設計基準事故で想定しているシナリオ 

事象ごとに再処理施設の最終状態を整理した結果を第 

5.2.1－２表に示す。その結果，再処理施設において大規

模損壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震，竜

巻，火山の影響及び隕石の４事象である。 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象 

のうち，各事象のシナリオについては以下のとおりであ

る。 

(ａ) 地震 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 40 条（大規模損壊）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

最も過酷なケースは電力系統，保安電源設備，安全 

冷却水系，安全圧縮空気系，全交流動力電源，閉じ込め

機能，遮蔽機能等の喪失により発生する冷却機能の喪失

による蒸発乾固，放射線分解により発生する水素による

爆発，燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失，放射性物

質及び放射線の放出によるシナリオの場合となる。 

(ｂ) 竜巻 

最も過酷なケースは全交流動力電源の喪失により発 

生する冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解によ

り発生する水素による爆発，燃料貯蔵プール等の冷却機

能等の喪失によるシナリオの場合となる。 

(ｃ) 火山の影響 

最も過酷なケースは全交流動力電源の喪失により発 

生する冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解によ

り発生する水素による爆発，燃料貯蔵プール等の冷却機

能等の喪失によるシナリオの場合となる。 

（略） 

【添付書類八 5.2.1.2 大規模損壊への対応を行うため

に必要な手順】(P8-5-335) 

5.2.1.2 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 

技術的能力審査基準の「２．大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応にお

ける要求事項」の一～三までの活動を行うための手順書と

して，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順書等

に加えて，事象進展の抑制及びその影響の緩和に資するた

めの多様性を持たせた手順書等を整備する。 

また，技術的能力審査基準の「１．重大事故等対策にお

ける要求事項」における１．１項～１．９項の要求事項に

基づき整備する手順書に加えて，大規模損壊の発生を想定

し，制御室の監視及び制御機能が喪失した場合も対応でき

るよう現場にて再処理施設の状態を監視する手順書，現場

において直接機器を作動させるための手順書等を整備す

る。 

整備に当たっては，重大事故等への対処を考慮した上

で，取り得る対処の内容を整理するとともに，判断基準及

び手順書を整備する。 

具体的には，大規模損壊発生時の対応として再処理施設

の被害状況を速やかに把握し，実施責任者（統括当直長）

が実施すべき対策を決定した上で，取り得る全ての施設状
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 40 条（大規模損壊）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

況の回復操作及び重大事故等対策を実施するとともに，著

しい施設の損壊その他の理由により，それらが成功しない

可能性があると実施責任者（統括当直長）が判断した場合

は，工場等外への放射性物質及び放射線の放出低減対策に

着手する。 

これらの対処においては，実施責任者（統括当直長）が

躊躇せずに的確に判断し対処の指揮を行えるよう，財産

（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づき定めた

判断基準を手順書に明記する。 

また，重大事故等対策を実施する実施組織要員の安全を

確保するため，対処においては作業環境を確認するととも

に，実施責任者（統括当直長）は必要な装備及び資機材を

選定する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 40 条（大規模損壊）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

大規模損壊発生時の活動拠点について 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ)(b)(ﾆ) 大規模損壊発生時の活動拠

点】(P601) 

(ニ) 大規模損壊発生時の活動拠点 

大規模損壊発生時は，「(２)(ⅰ)(ｄ) 手順書の整備，

訓練の実施及び体制の整備」に基づいた体制の整備と同様

に，実施組織は制御建屋，支援組織は緊急時対策所を活動

拠点とする。また，工場等外への放射性物質若しくは放射

線の大量放出のおそれ又は故意による大型航空機の衝突が

生じたことにより，制御建屋が使用できなくなる場合に

は，実施組織要員は緊急時対策所に活動拠点を移行し，対

策活動を実施するが，緊急時対策所が機能喪失する場合も

想定し，緊急時対策所以外に代替可能なスペースも状況に

応じて活用する。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出した場合

は，再処理施設周辺の線量率が上昇する。そのため，気体

状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合は，緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要員

は不要な被ばくを避けるため，再処理事業所構外へ一時退

避する。緊急時対策所については，緊急時対策建屋換気設

備を再循環モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧によって緊急時対策所の居住性を確保し，要員の放射

線影響を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，活動を

再開する。緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要

員の再処理事業所構外への一時退避については，再処理事

業所から離れることで放射線影響を低減させ，気体状の放

射性物質が通過後，再処理事業所へ再参集する。 

・発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 再循環モードによる緊急時対策所の居住性の確保 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 

【添付書類八 5.2.2.4 大規模損壊への対応を行うため

に必要な手順】(P8-5-351) 

5.2.2.4 大規模損壊発生時の活動拠点 

「5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」で

整備する体制と同様に，大規模損壊が発生した場合は，実

施組織は制御建屋，支援組織は緊急時対策所を活動拠点と

する。また，工場等外への放射性物質若しくは放射線の大

量放出のおそれ又は故意による大型航空機の衝突が生じた

ことにより，制御建屋が使用できなくなる場合には，実施

組織要員は緊急時対策所に活動拠点を移行し，対策活動を

実施するが，緊急時対策所が機能喪失する場合も想定し，

緊急時対策所以外に代替可能なスペースも状況に応じて活
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 40 条（大規模損壊）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

用する。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出した場合

は，再処理施設周辺の線量率が上昇する。そのため，気体

状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある

場合は，緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要員

は不要な被ばくを避けるため，再処理事業所構外へ一時退

避する。 

緊急時対策所については，緊急時対策建屋換気設備を再

循環モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧に

よって緊急時対策所の居住性を確保し，要員の放射線影響

を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，活動を再開す

る。緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要員の再

処理事業所構外への一時退避については，再処理事業所か

ら離れることで放射線影響を低減させ，気体状の放射性物

質が通過後，再処理事業所へ再参集する。 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

資機材 

【本文 八、ハ.(2)(ⅱ)(c)(ロ) 大規模損壊に備えた資機

材の配備に関する基本的な考え方】(P603) 

(ｃ) 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順

に従って活動を行うために必要な設備及び資機材は，重大

事故等発生時に使用する重大事故等対処設備及び資機材を

用いることを基本とし，これらは次に示す重大事故等対処

設備の配備の基本的な考え方に基づき配備する。 

（イ）大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムへの対応に必要な設備の配備及び当該

設備の防護の基本的な考え方 

（略） 

（ロ） 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的

な考え方 

資機材については，高い線量率の環境下，大規模な火災

の発生通常の通信手段が使用不能及び外部支援が受けられ

ない状況を想定し，必要な消火活動を実施するために着用

する防護具，消火剤等の資機材，可搬型放水砲等の設備，

放射性物質又は放射線の放出及び化学薬品の漏えいを考慮

した防護具，再処理施設の内外の連絡に必要な通信手段を

確保するための複数の多様な通信手段等を配備する。また，

そのような状況においても資機材の使用が期待できるよ

う，同時に影響を受けることがないように再処理施設から

100ｍ以上離隔をとった場所に分散配置する。 

・発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 再処理施設の内外の連絡に必要な通信手段を確保す

るための複数の多様な通信手段の配備 

・防護対策 

 消火活動を実施するために着用する防護具の配備 

 化学薬品の漏えいを考慮した防護具の配備 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 

【添付書類八 5.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及

び資機材の配備】(P8-5-353) 

5.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順

に従って活動を行うために必要な設備及び資機材は，重大

事故等発生時に使用する重大事故等対処設備及び資機材を

用いることを基本とし，これらは次に示す重大事故等対処

設備の配備の基本的な考え方に基づき配備する。 

(１) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムへの対応に必要な設備の配備及

び当該設備の防護の基本的な考え方 

（２）大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な

考え方 

資機材については，大規模な火災の発生及び外部支
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
40-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

援が受けられない状況を想定し配備する。また，その

ような状況においても使用を期待できるよう，同時に

影響を受けることがないように再処理施設から100ｍ

以上離隔をとった場所に分散配置する。 

資機材の配備に当たっては，以下の点を考慮し，配

備する。 

ａ．大規模な地震による油タンク火災又は故意による大

型航空機の衝突に伴う大規模な航空機燃料火災及び化

学火災の発生時において，必要な消火活動を実施する

ために着用する防護具，消火に必要な消火剤等の資機

材，可搬型放水砲等の設備を配備する。 

ｂ．放射性物質又は放射線の放出による高い線量率の環

境下において事故対応するために着用する防護具を配

備する。 

ｃ．大規模損壊発生時において，実施組織の拠点である

制御建屋，支援組織の拠点である緊急時対策所及び対

策を実施する現場間並びに再処理施設外との連絡に必

要な通信手段を確保するため，多様な通信手段を複数

配備する。 

また，通常の通信手段が使用不能な場合を想定した

通信連絡手段として，可搬型通話装置，可搬型衛星電

話（屋内用及び屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用及び屋外用）を配備するとともに，消火活動に使

用できるよう，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水

槽車及び化学粉末消防車に無線機を搭載する。 

ｄ．化学薬品が流出した場合において，事故対応を行う

ために着用する防護具を配備する。 

ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場

合においても，事故対応を行うための資機材を確保す

る。 

ｆ．全交流動力電源が喪失した環境で対応するために 

必要な照明機能を有する資機材を配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

第 44条 概要 

【本文 四、A.ロ.(7)その他の主要な構造(ｌ)制御室等】

（P62） 

(ｌ)制御室等 

再処理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御するた

め，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

を設ける。 

（略） 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員のマス

クの着用及び交代要員体制を考慮しなくとも，制御室にとど

まる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が７日間で 100ｍＳｖを超えず，

当該重大事故等に対処するために適切な措置が講じられる

よう，実施組織要員が制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御室にとどまり必

要な操作，監視及び措置を行う実施組織要員がとどまるため

に必要な居住性を確保するための重大事故等対処施設を設

置及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設備は，計測制御装置，制

御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

計測制御装置，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室

遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備は，

設計基準事故及び重大事故等を考慮した設計とする。 

第 44条では，「制御室の設計方針」，「制御室換気設備」，

「制御室環境測定設備」ごとに既許可の対応を整理する。

第 44条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

 

・発生源 

 有毒ガス 

 火災又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス

（窒素酸化物） 

 居住性確保に係る手順（詳細は「技術的能力：

制御室の居住性等に関する手順等」で整理する）

では，火災又は爆発により発生する窒素酸化物

を想定している。 

 降下火砕物 

 化学薬品の漏えい 

 既許可の申請書【添付書類六 1.7.18(3)】では，

重大事故等対処時の環境条件を整理しており，

既許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説明資

料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除く）」

及び「第 44条 制御室 補足説明資料 2-12 再処

理の位置、構造及び設備の基準に関する規則第

33条への適合方針」において，制御室内雰囲気

の悪化をもたらす事象として上記が記載されて

いる。 

 この他，人の呼吸に由来する二酸化炭素につい

て，既許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説

明資料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除

く）」において，人体への影響を評価している。 

 

 

 

 

・防護対象者 

 実施組織要員 

 

 

 

 

第 44条では，「制御室の設計方針」，「制御室換気設備」，

「制御室環境測定設備」ごとに影響評価ガイドの対応と

比較した結果を整理する。第 44条全体で整理した概要は

以下のとおり。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，有毒ガスの他，火災又は爆発

により発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼ガス），降

下火砕物，化学薬品の漏えいを記載しており，影響

評価ガイド以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設に対しては，硝酸，液化 NOx，アンモニア，

メタノールが想定されること，敷地外の固定施設に

対しては，石油備蓄基地の原油が想定されることを

確認している。また，敷地内の固定施設については，

基準地震動による地震力を超える地震により，影響

評価ガイドを参考にした有毒ガス濃度評価で機能を

期待していた設備（基準地震動の地震力に対し裕度

を持たない建屋の壁，ダクト等）の損傷等が考えら

れる。この場合，影響評価ガイドを参考にした有毒

ガス濃度評価で主排気筒からの放出を想定している

窒素酸化物が，制御室の居住性に影響を与える可能

性があるが，これらは「有毒ガス」に包絡される（詳

細は第 33条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象者

と定義している。 

 既許可の申請書では，運転・対処要員のうち，中央

制御室を拠点とする実施組織要員を防護対象者とし

ている。 

制御室に対する既許可の内容において，発生源，防護

対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガイド

の対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないこ

とを確認した。 

 

 

【添付書類六 1.9.44 中央制御室】（P6-1-1054） 

1.9.44 中央制御室 

（制御室） 

第四十四条 第二十条第一項の規定により設置される制御室

には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまる

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を講じた設備をいう。 

一 制御室用の電源(空調、照明他)は、代替電源設備から

の給電を可能とすること。 

二 重大事故が発生した場合の制御室の居住性について、
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

以下に掲げる要件を満たすものをいう。 

① 本規程第２８条に規定する重大事故対策のうち、

制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳

しくなる事故を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても良い。ただし、

その場合は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮しても良い。ただし、その場合

は、実施のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が７日間で１００m

Svを超えないこと。 

三 制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において、制御室への汚染の持込みを防止するため、

モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画

を設けること。 

 

適合のための設計方針 

 重大事故等が発生した場合においても，制御室にとどまる

実施組織要員の実効線量が７日間で 100ｍＳｖを超えず，当

該重大事故等に対処するために適切な措置が講じられるよ

う，次に掲げる実施組織要員が制御室にとどまるために必要

な重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

 

第１項について 

重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が制御

室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備とし

て，代替制御建屋中央制御室換気設備，制御建屋中央制御室

換気設備（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），代替使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室」と兼用），中央制御室代替照明設備，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備，

中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），制御室遮

蔽（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用），中央制御室環境測定設備，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備，中央制御室放射線

計測設備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放

射線計測設備を設ける設計とする。代替制御建屋中央制御室

換気設備及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，代替電源設備から給電可能な設計とする。 

 

 

 

・検知手段 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型窒素酸化物濃度計の仕様を，既許可の整

理資料「第 44 条 制御室 補足説明資料 2-9 中

央制御室について（被ばく評価除く）」に記載し

ている。 

 通信連絡設備 

 既許可の申請書【本文 四、A.リ．(4)(x)通信

連絡設備】に，重大事故等が発生した場合にお

いて，再処理事業所の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために，通信連

絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とす

るとしている。 

 既許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説明資

料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除く）」

において，通信連絡設備を重大事故等が発生し

た場合においても中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室に実施組織要員

がとどまるために必要な設備に位置付けてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 制御建屋中央制御室換気設備 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備が使用可能な場合

 以上のことから，新たに対象とすべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 制御室環境測定設備については，「制御室環境測定設

備」にて影響評価ガイドの対応と比較して適切に考

慮されていることを確認した。また，敷地内固定施

設から発生する窒素酸化物についても検知可能であ

る。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地外

の固定施設からの有毒ガスの発生は，通信連絡設備

を用いた有毒ガスの発生（敷地内での異臭等の異常

を含む）を認知した者（敷地内の可動施設の立会人

や外部機関等）からの連絡により検知可能である。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，

通信連絡設備により中央制御室から必要な情報を入

手することが可能である。 

 有毒ガスの発生を認知した者からの連絡は，原則と

して設計基準事象と兼用する通信連絡設備を使用す

るが，地震起因の重大事故等時において使用不可と

なっている場合でも，有毒ガスの発生を認知した者

が中央制御室に直接伝達することにより，重大事故

等対処を開始するまでに情報を入手することが可能

である。なお，地震起因で制御室換気設備が停止し

ている場合は，自動的に外気の取り入れも停止する。 

 万が一，連絡が間に合わない場合でも，有毒ガスの

臭いの閾値は有毒ガス防護判断基準値よりも十分低

いことから，臭気により換気設備の隔離又は防護具

の着用の判断が可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

第二十条第一項の規定により設置される中央制御室は，と

どまる実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮

せずとも，実効線量が各重大事故の有効性評価の対象として

いる事象のうち，中央制御室においては最も厳しい結果を与

える全交流動力電源の喪失を要因とする「放射線分解により

発生する水素による爆発」と「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の重畳において，実施組織要員の実効線量が７日間で10

0ｍＳｖを超えない設計とする。 

同様に，第二十条第一項の規定により設置される使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，とどまる実施組織

要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せずとも,実効

線量が各重大事故の有効性評価の対象としている事象のう

ち，最も厳しい結果をあたえる「臨界事故」において，実施

組織要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計と

する。 

制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて，制御室への汚染の持込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検査並びに除染作

業ができる区画を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，設計基準事象と同様に外気との連絡口の遮

断及び再循環運転を行う。 

 代替制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大

事故等時において，中央制御室換気設備並びに

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備が機能喪

失して外気との遮断が長期にわたり，室内の環

境（酸素濃度，二酸化炭素濃度）が悪化した場

合に，外気を取り入れて居住性を確保するため

の設備である（既許可の整理資料「第 44 条 制

御室 補足説明資料 2-9 中央制御室について

（被ばく評価除く）」より）。従って，有毒ガス

の防護対策ではない。 

 外部火災等により発生する窒素酸化物の濃度が

基準値を超過した場合は，代替制御建屋中央制

御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備での外気の取り入れを停止す

ることにより，制御室内の実施組織要員を防護

する（既許可の申請書【添付書類八 添付１ 

10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中央制御室の窒素酸化物の濃

度測定】，【添付書類八 添付１ 10.b.(a)ⅲ.(ⅳ)

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の窒素酸化物の濃度測定】より）。 

 制御室の居住性評価において，全交流動力電源

喪失により制御建屋中央制御室換気設備，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能

喪失し，代替制御建屋中央制御室換気設備，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

による起動が可能になるまで外気の取り入れが

停止した場合に，制御室内の二酸化炭素濃度が

居住性に影響を与える可能性のある濃度になる

までの時間は，中央制御室で約 26 時間，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で約

163 時間と評価している（既許可の整理資料「第

44 条 制御室 補足説明資料 2-9 中央制御室に

ついて（被ばく評価除く）」より）。 

 防護具 

 既許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説明資

料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除く）」

 既許可の申請書では，制御建屋中央制御室換気設備

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に

おいて，外気との連絡口の遮断及び再循環運転を行

うこととしている。 

 既許可の申請書では，代替制御建屋中央制御室換気

設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備を使用している際にも，外気の取り入れを停止

することにより，制御室内の実施組織要員を防護す

ることとしている。 

 再循環運転又は外気の取り入れ停止の場合，中央制

御室で約 26時間，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で約 163 時間，居住性を確保すること

が可能であり，これは想定される有毒ガスの発生継

続時間よりも長い。 

 既許可の申請書では，制御室内の二酸化炭素濃度の

上昇のため外気の取り入れを停止できない場合にお

いても，防護具により制御室内の実施組織要員を防

護できる。 

 再処理施設では，適用法規（「消防法」，「労働安全衛

生法」，「毒物及び劇物取締法」，「高圧ガス保安法」

等）や社内規定に基づいた多種多様な防護具を保有

しており，必要に応じそれらも使用可能である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

において，重大事故等対応にあたる中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

での実施組織要員 164名（待機要員含む。MOX燃

料加工施設の要員 21人を除く）を考慮し，再処

理施設用として原則 170 名分以上の数量を備

えると記載しており，制御室内の二酸化炭素濃

度の上昇のため外気の取り入れを停止できない

場合は，防護具により制御室内の実施組織要員

を防護する。配備する防護具については，既許

可の整理資料「技術的能力 補足説明資料 1.0-2

支援に係わる要求事項補足説明」の第 2-3表,第

2-7表にも記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

制御室の設計方針 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等】

（P214） 

(i)制御室等 

再処理施設には，運転時において，運転員その他の従事者

が施設の運転又は工程等の管理を行い，事故時において，適

切な事故対策を構ずる場所として，制御建屋に中央制御室を

設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

（略） 

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている

事象のうち，最も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸発乾固」と「放射線

分解により発生する水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せず，制御

室換気設備の代替制御建屋中央制御室換気設備による外気

取入れにて換気を実施している状況下において評価し，中央

制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の

実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，各重大

事故の有効性評価の対象としている事象のうち，最も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施組織要員のマスクの

着用及び交代要員体制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による外気取入れ

にて換気を実施している状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操作

及び措置を行う実施組織要員の実効線量が，７日間で100ｍ

Ｓｖを超えない設計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，実施組織要員が中央制御

室の外側から中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込

むことを防止するため，出入管理建屋から中央制御室に連絡

する通路上又は制御建屋の外から中央制御室に連絡する通

路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」とい

う。）を設ける設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が

放射性物質により汚染したような状況下において，実施組織

・発生源 

 有毒ガス 

 火災又は爆発により発生するばい煙及び有毒ガス

（燃焼ガス） 

 降下火砕物 

 化学薬品の漏えい 

 既許可の申請書添付書類六 1.7.18(3)では，重

大事故等対処時の環境条件を整理しており，既

許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説明資料

2-9 中央制御室について（被ばく評価除く）」及

び「第 44条 制御室 補足説明資料 2-12 再処理

の位置、構造及び設備の基準に関する規則第 33

条への適合方針」において，制御室内雰囲気の

悪化をもたらす事象として上記が記載されてい

る。 

 この他，人の呼吸に由来する二酸化炭素につい

て，既許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説

明資料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除

く）」において，人体への影響を評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 実施組織要員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，有毒ガスの他，火災又は爆発

により発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼ガス），降

下火砕物，化学薬品の漏えいを記載しており，影響

評価ガイド以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設に対しては，硝酸，液化 NOx，アンモニア，

メタノールが想定されること，敷地外の固定施設に

対しては，石油備蓄基地の原油が想定されることを

確認している。また，敷地内の固定施設については，

基準地震動による地震力を超える地震により，影響

評価ガイドを参考にした有毒ガス濃度評価で機能を

期待していた設備（基準地震動の地震力に対し裕度

を持たない建屋の壁，ダクト等）の損傷等が考えら

れる。この場合，影響評価ガイドを参考にした有毒

ガス濃度評価で主排気筒からの放出を想定している

窒素酸化物が，制御室の居住性に影響を与える可能

性があるが，これらは「有毒ガス」に包絡される（詳

細は第 33条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象者

と定義している。 

 既許可の申請書では，運転・対処要員のうち，中央

制御室を拠点とする実施組織要員を防護対象者とし

ている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

 

 

制御室に対する既許可の設計方針において，発生源，

防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評価ガ

イドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項はな

いことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外

側から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出入管理区画を設け

る設計とする。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置する場所の

近傍に予備品を含め必要数以上を配備する。 

制御室にとどまるために必要な居住性を確保するための

設備は，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

また，重大事故等が発生した場合において，制御室に重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに

記録できる設備として計測制御装置を設ける設計とする。 

・検知手段 

 制御室環境測定設備 

 詳細は「制御室環境測定設備」で整理する。 

 通信連絡設備 

 既許可の申請書本文「四、A.リ．(4)(x)通信連

絡設備」に，重大事故等が発生した場合におい

て，再処理事業所の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために，通信連絡

設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする

としている。 

 既許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説明資

料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除く）」

において，通信連絡設備を重大事故等が発生し

た場合においても中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室に実施組織要員

がとどまるために必要な設に位置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 制御室換気設備 

 詳細は「制御室換気設備」で整理する。 

 防護具 

 既許可の整理資料「第 44条 制御室 補足説明資

料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除く）」

において，重大事故等対応にあたる中央制御室，

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 制御室環境測定設備については，「制御室環境測定設

備」にて影響評価ガイドの対応と比較して適切に考

慮されていることを確認した。また，敷地内固定施

設から発生する窒素酸化物についても検知可能であ

る。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地外

の固定施設からの有毒ガスの発生は，通信連絡設備

を用いた有毒ガスの発生（敷地内での異臭等の異常

を含む）を認知した者（敷地内の可動施設の立会人

や外部機関等）からの連絡により検知可能である。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，

通信連絡設備により中央制御室から必要な情報を入

手することが可能である。 

 有毒ガスの発生を認知した者からの連絡は，原則と

して設計基準事象と兼用する通信連絡設備を使用す

るが，地震起因の重大事故等時において使用不可と

なっている場合でも，有毒ガスの発生を認知した者

が中央制御室に直接伝達することにより，重大事故

等対処を開始するまでに情報を入手することが可能

である。なお，地震起因で制御室換気設備が停止し

ている場合は，自動的に外気の取り入れも停止する。 

 万が一，連絡が間に合わない場合でも，有毒ガスの

臭いの閾値は有毒ガス防護判断基準値よりも十分低

いことから，臭気により換気設備の隔離又は防護具

の着用の判断が可能である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 換気設備の隔離については，「制御室換気設備」にて

影響評価ガイドの対応と比較して適切に考慮されて

いることを確認した。 

 既許可の申請書では，制御室内の二酸化炭素濃度の

【添付書類六 6.2.5 制御室 6.2.5.1 概要】（P6-6-401） 

6.2.5.1 概要 

各重大事故が発生した場合において，制御室にて必要な操

作及び措置を行う実施組織要員がとどまるために必要な重

大事故等対処施設を配備又は位置付ける。 

制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設備並びに制

御室換気設備の制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設

備として位置付けるとともに，制御室換気設備の代替制御建

屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備，制御室照明設備，制御室環境測定設備及び制

御室放射線計測設備を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

（略） 

【添付書類六 6.2.5.2 設計方針】（P6-6-402） 

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている事象

のうち，最も厳しい結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せず，中

央制御室は代替制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備による外気取入れにて換気を実施し

ている状況下において評価し，制御室にとどまり必要な操作

及び措置を行う実施組織要員の実効線量が，７日間で 100ｍ

Ｓｖを超えない設計とする。 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

実施組織要員が，制御室にとどまるために必要な居住性を

確保するための設備は，制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

（略） 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18（３） 環境条件等」に示

す。 

（略） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

での実施組織要員 164名（待機要員含む。MOX燃

料加工施設の要員 21人を除く）を考慮し，再処

理施設用として原則 170 名分以上の数量を備

えると記載しており，制御室内の二酸化炭素濃

度の上昇のため外気の取り入れを停止できない

場合は，防護具により制御室内の実施組織要員

を防護する。配備する防護具については，既許

可の整理資料「技術的能力 補足説明資料 1.0-2

支援に係わる要求事項補足説明」にも記載され

ている。 

 

 

上昇のため外気の取り入れを停止できない場合にお

いても，防護具により制御室内の実施組織要員を防

護できる。 

 再処理施設では，適用法規（「消防法」，「労働安全衛

生法」，「毒物及び劇物取締法」，「高圧ガス保安法」

等）や社内規定に基づいた多種多様な防護具を保有

しており，必要に応じそれらも使用可能である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

 【添付書類六 6.2.5.4.1 中央制御室】（P6-6-429） 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合において，中央制御室にて必要

な操作及び措置を行う実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために必要な居住性を確保するための設備は，計測制御装置，

制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

（略） 

【添付書類六 6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室】（P6-6-442） 

重大事故等が発生した場合において，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操作及び措置を

行う実施組織要員がとどまるために必要な居住性を確保する

ための設備は，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮

蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構

成する。 

（略） 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

制御室換気設備 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等】 

（P214） 

（b）制御室換気設備 

設計基準事故が発生した場合において，運転員その他の従

事者が再処理施設の安全性を確保するための措置をとれる

よう，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する

有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護する

ための措置に必要な設備として，制御建屋中央制御室換気設

備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を設ける

設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，

制御室にとどまるために十分な換気風量を確保できる設計

とする。 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備，

制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備で構成する。 

制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故

等対処設備として位置付けるとともに，代替制御建屋中央

制御室換気設備及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

（略） 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台） 

制御建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用） 

１ 系統 

ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備制御室送

風機（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） 

 １ 系統 

 

・発生源 

 当該項目は制御室換気設備に係る記載であるため，

発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は制御室換気設備に係る記載であるため，

防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 当該項目は制御室換気設備に係る記載であるため，

検知手段の記載はない。 

 

 

・防護対策 

 制御建屋中央制御室換気設備 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備が使用可能な場合

は，設計基準事象と同様に外気との連絡口の遮

断及び再循環運転を行う。 

 代替制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大

事故等時において，中央制御室換気設備並びに

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備が機能喪

失して外気との遮断が長期にわたり，室内の環

境（酸素濃度，二酸化炭素濃度）が悪化した場

合に，外気を取り入れて居住性を確保するため

の設備である（既許可の整理資料「第 44 条 制

御室 補足説明資料 2-9 中央制御室について

（被ばく評価除く）」より）。従って，有毒ガス

の防護対策ではない。 

 外部火災等により発生する窒素酸化物の濃度が

基準値を超過した場合は，代替制御建屋中央制

御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備での外気の取り入れを停止す

ることにより，制御室内の実施組織要員を防護

する（既許可の申請書【添付書類八 添付 1 

・発生源 

 発生源については，「制御室の設計方針」にて影響評

価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき発生源

はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「制御室の設計方針」にて影

響評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防

護対象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 検知手段については，「制御室の設計方針」にて影響

評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき検知

手段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，制御建屋中央制御室換気設備

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に

おいて，外気との連絡口の遮断及び再循環運転を行

うこととしている。 

 既許可の申請書では，代替制御建屋中央制御室換気

設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備を使用している際にも，外気の取り入れを停止

することにより，制御室内の実施組織要員を防護す

ることとしている。 

 再循環運転又は外気の取り入れ停止の場合，中央制

御室で約 26時間，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で約 163 時間，居住性を確保すること

が可能であり，これは想定される有毒ガスの発生継

続時間よりも長い。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

 

 

 

制御室換気設備に対する既許可の内容において，発生

源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 6.2.5.2 設計方針】（P6-6-402） 

6.2.5.2 設計方針 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とするとともに，動的機

器の単一故障を考慮した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風

機は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な

換気風量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を有する設計とする。 

10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中央制御室の窒素酸化物の濃

度測定】，【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅲ.(ⅳ)

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の窒素酸化物の濃度測定】より）。 

 制御室の居住性評価において，全交流動力電源

喪失により制御建屋中央制御室換気設備，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能

喪失し，代替制御建屋中央制御室換気設備，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

による起動が可能になるまで外気の取り入れが

停止した場合に，制御室内の二酸化炭素濃度が

居住性に影響を与える可能性のある濃度になる

までの時間は，中央制御室で約 26 時間，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で約

163 時間と評価している（既許可の整理資料「第

44 条 制御室 補足説明資料 2-9 中央制御室に

ついて（被ばく評価除く）」より）。 

【添付書類六 6.2.5.4.1 中央制御室】（P6-6-429） 

6.2.5.4.1 中央制御室 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備及び

制御建屋中央制御室換気設備で構成する。 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備を可

搬型重大事故等対処設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

a.代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，代替中央制御室送風

機及び制御建屋の可搬型ダクトで構成する。 

代替中央制御室送風機は，重大事故等発生時において，制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機の機能喪失

後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化して二酸化

炭素濃度等の許容限界に達する前に制御建屋内に設置し，中

央制御室内の換気が可能な設計とする。 

（略） 

ｂ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央制御室送風機及び制

御建屋の換気ダクトで構成する。 

制御建屋中央制御室換気設備は，重大事故等の発生の起因

となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機能の喪失を要因とし

た全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時に
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

は，設計基準対象の施設の一部を兼用し，同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ)制御建屋中央制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼用） 

制御建屋の換気ダクト（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼用） 

（略） 

【添付書類六 6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室】（P6-6-442） 

6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を可搬型重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。 

a.代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，代替

制御室送風機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトで構成する。 

代替制御室送風機は，重大事故等発生時において，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化して二

酸化炭素濃度等の許容限界に達する前に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の換気が可能な設計とする。 

（略） 

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，制御室送

風機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダク

トで構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大事故

等の発生の起因となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事象による安全機能の

喪失を要因とした全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用し，同じ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室」と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダクト

（「6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

（略） 

【添付書類六 第 6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）

の設備仕様(4/8)】（P6-6-459） 

b )制御建屋中央制御室換気設備 

i )常設重大事故等対処設備 

b-1)中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼用） 

台数 ２（うち予備１台） 

容量 約11万m3/h/台 

b-2)制御建屋の換気ダクト（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼

用) 

系統 １ 

【添付書類六 第 6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）

の設備仕様(5/8)】（P6-6-460） 

d )使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

i )常設重大事故等対処設備 

d-1)制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室」と兼用） 

台数 ２（うち予備１台） 

容量 約６万 m3/h/台 

d-2)使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダクト

（「6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

系統 １ 

 

 

 

 

 

 

 

183



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第 6.2.5－10図 中央制御室（重大事故等時） 

系統概要図（その１）】（P6-6-483） 

 

【添付書類六 第 6.2.5－11図 中央制御室（重大事故等時） 

系統概要図（その２）】（P6-6-484） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第 6.2.5－16 図 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室（重大事故等時） 系統概要図(その１)】

（P6-6-489） 

 

【添付書類六 第 6.2.5－17 図 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室（重大事故等時） 系統概要図(その２)】

（P6-6-490） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

制御室環境測定設備 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等】

（P214） 

（e）制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設

備は，制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できる設

計とする。 

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備

で構成する。 

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型

二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定

設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。 

（略） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを２台） 

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境

測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを２台） 

・発生源 

 窒素酸化物 

 居住性確保に係る手順（詳細は「技術的能力：

制御室の居住性等に関する手順等」で整理する）

では，火災又は爆発により発生する窒素酸化物

を想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は制御室環境測定設備に係る記載であるた

め，防護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型窒素酸化物濃度計の仕様を，既許可の整

理資料「第 44 条 制御室 補足説明資料 2-9 中

央制御室について（被ばく評価除く）」に記載し

ている。 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 当該項目は制御室環境測定設備に係る記載であるた

め，防護対策の記載はない。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，火災又は爆発により発生する

窒素酸化物を記載しており，影響評価ガイド以上の

ものを対象としている。 

 なお，火災又は爆発により発生する窒素酸化物以外

の有毒ガスについては，「制御室の設計方針」で整理

している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「制御室の設計方針」にて影

響評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防

護対象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，可搬型窒素酸化物濃度計によ

り火災又は爆発により発生する窒素酸化物を検知可

能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

 

・防護対策 

 防護対象者については，「制御室の設計方針」にて影

響評価ガイドの対応と比較して新たに定めるべき防

護対策はないことを確認した。 

 

 

 

制御室環境測定設備に対する既許可の内容において，

発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影

響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき

事項はないことを確認した。 

【添付書類六 6.2.5.2 設計方針】（P6-6-402） 

6.2.5.2 設計方針 

(3) 個数及び容量 

４）制御室環境測定設備 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 44 条（制御室）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障

がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要数として各１個を１

セットとして，予備として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３セット以上を確保す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障がない範囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として

各１個を１セットとして，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを２セットの合計３セット以

上を確保する。 

（略） 

【添付書類六 6.2.5.4.1 中央制御室】（P6-6-429） 

6.2.5.4.1 中央制御室 

（５）制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備で構成す

る。 

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二

酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計は，重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲にあることを把握できる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

i)中央制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

（略） 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類六 6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室】（P6-6-442） 

（５）制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備で構成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計は，重大事故等が発生した場合においても，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とする。 

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

 備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

（略） 

【添付書類六 第 6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）

の設備仕様(7/8)】（P6-6-462） 

5 .制御室環境測定設備 

a)中央制御室環境測定設備 

i)可搬型重大事故等対処設備 

a-1)可搬型酸素濃度計 

台数 ３（予備として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを２台） 

a-2)可搬型二酸化炭素濃度計 

台数 ３（予備として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを２台） 

a-3)可搬型窒素酸化物濃度計 

台数 ３（予備として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを２台） 

b)使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備 

i)可搬型重大事故等対処設備 

b-1)可搬型酸素濃度計 

台数 ３（予備として故障時及び待機除外時のバックアッ
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
44-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

プを２台） 

b-2)可搬型二酸化炭素濃度計 

台数 ３（予備として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを２台） 

b-3)可搬型窒素酸化物濃度計 

台数 ３（予備として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを２台） 
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【本文 四、A. リ．(4)(ⅸ)(ｂ) 緊急時対策建屋換気設備】(p46-6) 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.2 設計方針】(p46-7) 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成及び主要設備】(p46-8) 

【添付書類六 第 9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様】(p46-9) 

【添付書類六 第 9.16－４図 緊急時対策建屋換気設備の系統概要図】(p46-10) 

 緊急時対策建屋環境測定設備(p46-11) 

【本文 四、A. リ．(4)(ⅸ)(ｃ) 緊急時対策建屋環境測定設備】(p46-11) 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.2 設計方針】(p46-12) 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成及び主要設備】(p46-12) 

【添付書類六 第 9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様】(p46-13) 

 通信連絡設備(p46-13) 

【本文 四、A．リ．(4)(ⅸ)(f)  通信連絡設備】(p46-14) 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成及び主要設備】(p46-14) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-1 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

第 46条 概要 

【本文 四、A. ロ．(7)(ⅰ) (r)緊急時対策所】（P69） 

(r)緊急時対策所 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮した

設計とする。 

（略） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員がとどまることができるよう，適切な措置を講じた設計

とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報

を把握できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置

又は配備する。また，重大事故等に対処するために必要な

数の原子力防災組織又は非常時対策組織（以下「非常時対

策組織」という。）の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において，

マスクの着用，交代要員体制等による被ばく線量の低減措

置を考慮しなくても，緊急時対策所にとどまる非常時対策

組織の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計

とする。 

第 46 条では，「緊急時対策所の設計方針」，「緊急時対

策建屋換気設備」，「緊急時対策建屋環境測定設備」，「通

信連絡設備」ごとに既許可の対応を整理する。第 46条全

体での整理の概要は以下のとおり。 

 

 

・発生源 

 －（申請書に記載なし） 

 既許可の整理資料「第 46 条：緊急時対策所 補

足説明資料 1-1 1.1.3 (5)ばい煙等による緊急

時対策所内雰囲気の悪化」において，以下の事

象を考慮している。 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙 

 有毒ガス 

 降下火砕物 

 窒素酸化物 

 「技術的能力：制御室の居住性等に関する手順

等」では，火災又は爆発により発生する窒素酸

化物を想定し，可搬型窒素酸化物濃度計により

窒素酸化物濃度を測定することとしており，緊

急時対策所についても同様に想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 

 重大事故等の対策活動を行う実施組織の要員 

 ＭＯＸ燃料加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員 

第 46 条では，「緊急時対策所の設計方針」，「緊急時対

策建屋換気設備」，「緊急時対策建屋環境測定設備」，「通

信連絡設備」ごとに影響評価ガイドの対応と比較した結

果を整理する。第 46条全体での整理の概要は以下のとお

り。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，有毒ガスの他，火災又は爆発

により発生するばい煙及び有毒ガス（燃焼ガス），降

下火砕物，化学薬品の漏えいを記載しており，影響

評価ガイド以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設に対しては，硝酸，液化 NOx，アンモニア及

びメタノールが想定されること，敷地外の固定施設

に対しては，石油備蓄基地の原油が想定されること

を確認している。また，敷地内の固定施設について

は，基準地震動による地震力を超える地震により，

影響評価ガイドを参考にした有毒ガス濃度評価で機

能を期待していた設備（基準地震動の地震力に対し

裕度を持たない建屋の壁，ダクト等）の損傷等が考

えられる。この場合，影響評価ガイドを参考にした

有毒ガス濃度評価で主排気筒からの放出を想定して

いる窒素酸化物が，制御室の居住性に影響を与える

可能性があるが，これらは「有毒ガス」に包絡され

る（詳細は第 33条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象者

と定義している。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員及び緊急時対策所を拠点とす

緊急時対策所に対する既許可の設計方針において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響

評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事

項はないことを確認した。 

 

【添付書類六 1.9.46 緊急時対策所】（P6-1-1060） 

1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定により設置される緊急時対策

所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事

故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次

に掲げるものでなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう、適切な措置を講じたものである

こと。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備

を設けたものであること。 

三 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容することができるものでなければならない。 

 

（解釈） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-2 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を講じた設備を整えたものをいう。 

一 基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊

急時対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準

津波の影響を受けないこと。 

二 緊急時対策所と制御室は共通要因により同時に機能喪失

しないこと。 

三 緊急時対策所は、代替電源設備からの給電を可能とする

こと。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電

源設備は、多重性又は多様性を有すること。 

四 居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設

計を行うこと。 

五 緊急時対策所の居住性については、以下に掲げる要件を

満たすものをいう。 

① 想定する放射性物質の放出量等は、想定される重大事故

に対して十分な保守性を見込んで設定すること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除

き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとし

て評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮

しても良い。ただし、その場合は、実施のための体制を整

備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖ

を超えないこと。 

六 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において、緊急時対策所への汚染の持込みを防止す

るため、モニタリング、作業服の着替え等を行うための区

画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な

数の要員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員」に加え、少なくと

も重大事故等による工場等外への放射性物質及び放射線の

放出を抑制するための必要な数の要員を含むものをいう。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に

対処するために適切な措置が講じられるよう，次に掲げる

重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

・検知手段 

 緊急時対策建屋環境測定設備（可搬型窒素酸化物濃

度計） 

 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うための設備（所内通信連絡設備，

所外通信連絡設備，代替通信連絡設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（換気設備） 

 居住性を確保するための設備として適切な換気設備

を設ける等の措置を講じた設計 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

る実施組織要員を防護対象者としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可では，可搬型窒素酸化物濃度計により火災又

は爆発により発生する窒素酸化物を検知可能であ

る。また，敷地内固定施設から発生する窒素酸化物

についても検知可能である。 

 既許可では，敷地内の可動施設及び敷地外の固定施

設からの有毒ガス，化学薬品の漏えいは，通信連絡

設備を用いた有毒ガスの発生を認知した者（敷地内

の可動施設の立会人や外部機関等）からの連絡によ

り，中央制御室にて検知可能である。緊急時対策所

は，通信連絡設備により中央制御室から必要な情報

を入手することが可能である。 

 有毒ガスの発生を認知した者からの連絡は，原則と

して設計基準事象と兼用する通信連絡設備を使用す

るが，地震起因の重大事故等時において使用不可と

なっている場合でも，有毒ガスの発生を認知した者

が中央制御室に直接伝達することにより，重大事故

等対処を開始するまでに情報を入手することが可能

である。緊急時対策所は，代替通信連絡設備により

中央制御室から必要な情報を入手することが可能で

ある。 

 万が一，連絡が間に合わない場合でも，有毒ガスの

臭いの閾値は有毒ガス防護判断基準値よりも十分低

いことから，臭気により換気設備の隔離又は防護具

の着用の判断が可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策（換気設備） 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-3 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がとどまることがで

きるよう，居住性を確保するための設備として，緊急時対

策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備を設

置又は配備する。また，緊急時対策所の機能を維持するた

めに必要な設備に電源を供給するため，多重性を有する電

源設備を設置する。 

 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対し，耐震

構造とする緊急時対策建屋内に設けることにより，その機

能を喪失しない設計とする。また，緊急時対策建屋は，大

きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して必要な機能が

損なわれることがないよう，標高約55ｍ及び海岸からの距

離約５ｋｍの地点に設置する設計とする。 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因により制御

室と同時にその機能を喪失しないよう，制御室に対し独立

性を有する設計とするとともに，制御室からの離隔距離を

確保した場所に設置又は配備する設計とする。 

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮蔽設備及び緊急時

対策建屋換気設備の機能とあいまって，緊急時対策所にと

どまる非常時対策組織の要員の実効線量が７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，現場作業に従事した要員によ

る緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，作業

服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検査並びに

除染作業ができる区画を設ける設計とする。 

第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる緊急

時対策建屋情報把握設備を設置する。 

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡できるようにするため，通信連絡設備を設置又は配

備する。 

第２項について 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指

毒ガス，降下火砕物による緊急時対策所内の居

住性の悪化に対しては，既許可の整理資料「第

46 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-1 1.1.3 

(5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲気の悪

化」において，外気との連絡口を遮断し，緊急

時対策建屋フィルタユニットを通して緊急時対

策所の空気を循環させる再循環運転すること

で，緊急時対策所内にとどまる要員を防護でき

るとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補足

説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及び

有毒ガス）について」及び「第 46条：緊急時対

策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 (9) 

緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃度）」

で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を評価し

ている。 

 

・防護対策（防護具） 

 放射線管理に使用する資機材等の配備 

 緊急時対策所には，「第 46条：緊急時対策所 補

足説明資料 2-2 第 2.2.4－１表 配備する資機

材等」で防毒フィルタや全面マスク等の資機材

を配備することとしている。 

 上記の防毒フィルタは，支援組織の要員数を考

慮し，1680セット（支援組織の要員 100人×２

回×７日間)＋((支援組織の要員 100 人×２回

×７日間)×0.2（予備補正係数）)を配備するこ

ととしている。緊急時対策所内の二酸化炭素濃

度の上昇のため外気の取入れ停止を継続できな

い場合は，防護具により緊急時対策所内の要員

を防護する。 

 

 既許可では，上記の大気汚染事象に対する防護対策

として緊急時対策所において外気との連絡口の遮断

及び再循環運転を行う。再循環運転では，緊急時対

策所で約 30 時間居住性を確保することが可能であ

り，これは想定される有毒ガスの発生継続時間（過

去事例の調査結果から，周辺へ影響が及ぶ時間は長

くても 1日未満※）よりも長い。 

 既許可の申請書では，緊急時対策所内の二酸化炭素

濃度の上昇のため外気の取入れ停止を継続できない

場合においても，必要に応じ防護具により緊急時対

策所内の要員を防護できる。 

 再処理施設では，適用法規（「消防法」，「労働安全衛

生法」，「毒物及び劇物取締法」，「高圧ガス保安法」

等）や社内規定に基づいた多種多様な防護具を保有

しており，必要に応じそれらも使用可能である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-4 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

示を行う支援組織の要員に加え，重大事故等の対策活動を

行う実施組織の要員を収容できる設計とする。 

ここでいう支援組織は実施組織に対して技術的助言を行

う「技術支援組織」及び実施組織が重大事故等対策に専念

できる環境を整える 

「運営支援組織」であり，以下「支援組織」という。 

緊急時対策所の設計方針 

【本文 四、A.リ．(4)(ⅸ) 緊急時対策所】（P444） 

(ⅸ) 緊急時対策所 

（略） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員がとどまることができるよう，居住性を確保するための

設備として適切な遮蔽設備及び換気設備を設ける等の措置

を講じた設計とするとともに，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握できる設備及び再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要

な設備を設置又は配備する。また，重大事故等に対処する

ために必要な数の非常時対策組織の要員を収容できる設計

とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対し，耐震

構造とする緊急時対策建屋内に設けることにより，その機

能を喪失しない設計とする。また，緊急時対策建屋は，大

きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して必要な機能が

損なわれることがないよう，標高約55ｍ及び海岸からの距

離約５ｋｍの地点に設置する設計とする。 

緊急時対策所は，独立性を有することにより，共通要因

によって制御室と同時に機能喪失しない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，現場作業に従事した要員によ

る緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，作業

服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検査並びに

除染作業ができる区画を設ける設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等に対して十分な

保守性を見込み，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射

線分解により発生する水素による爆発の同時発生におい

て，多段の重大事故等の拡大防止対策が機能しないことを

仮定した場合において，かつ，マスクの着用，交代要員体

制等による被ばく線量の低減措置を考慮しない場合におい

・発生源 

 ―（申請書に記載なし） 

 既許可の整理資料「第 46 条：緊急時対策所 補

足説明資料 1-1 1.1.3 (5)ばい煙等による緊急

時対策所内雰囲気の悪化」において，以下の事

象を考慮している。 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙 

 有毒ガス 

 降下火砕物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 

 重大事故等に対処するために必要な数の非常時対策

組織の要員 

 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可では，外部火災により発生する燃焼ガスやば

い煙，有毒ガス及び降下火砕物を対象としており，

影響評価ガイド以上のものを対象としている。 

 影響評価ガイドに基づく評価により，敷地内の固定

施設からの有毒ガスは想定されないこと，敷地内の

可動施設に対しては，硝酸，液化 NOx，アンモニア，

メタノールが想定されること，敷地外の固定施設に

対しては，石油備蓄基地の原油が想定されることを

確認している。また，敷地内の固定施設については，

基準地震動による地震力を超える地震により，影響

評価ガイドを参考にした有毒ガス濃度評価で機能を

期待していた設備（基準地震動の地震力に対し裕度

を持たない建屋の壁，ダクト等）の損傷等が考えら

れる。この場合，影響評価ガイドを参考にした有毒

ガス濃度評価で主排気筒からの放出を想定している

窒素酸化物が，緊急時対策所の居住性に影響を与え

る可能性があるが，これらは「有毒ガス」に包絡さ

れる（詳細は第 33条の整理表参照）。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象者

と定義している。 

 既許可の申請書では, 重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員及び重大事故等の対策活動を

行う実施組織の要員を防護対象者としている。 

緊急時対策所に対する既許可の設計方針において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響

評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事

項はないことを確認した。 

 

194



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-5 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

ても，緊急時対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換気

設備の機能があいまって，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用に

よって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，

重大事故等による工場等外への放射性物質及び放射線の放

出を抑制するために必要な非常時対策組織の要員並びにＭ

ＯＸ燃料加工施設において事故が同時に発生した場合に対

処する要員として，最大360人を収容できる設計とする。ま

た，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出すること

により居住性が確保できなくなるおそれがある場合は，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員など，約

50人の要員がとどまることができる設計とする。 

 

 

 

・検知手段 

 緊急時対策建屋環境測定設備（可搬型窒素酸化物濃

度計） 

 詳細は「制御室環境測定設備」で整理する。 

 再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行う

ための通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（換気設備） 

 居住性を確保するための設備として適切な換気設備

を設ける等の措置を講じた設計 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

毒ガス，降下火砕物による緊急時対策所内の居

住性の悪化に対しては，既許可の整理資料「第

46 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-1 1.1.3 

(5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲気の悪

 以上のことから，新たに対象とすべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 緊急時対策建屋環境測定設備については，「緊急時対

策建屋環境測定設備」にて影響評価ガイドの対応と

比較して適切に考慮されていることを確認した。ま

た，敷地内固定施設から発生する窒素酸化物につい

ても検知可能である。 

 既許可では，敷地内の可動施設及び敷地外の固定施

設からの有毒ガス，化学薬品の漏えいは，通信連絡

設備を用いた有毒ガスの発生を認知した者（敷地内

の可動施設の立会人や外部機関等）からの連絡によ

り，中央制御室にて検知可能である。緊急時対策所

は，通信連絡設備により中央制御室から必要な情報

を入手することが可能である。 

 有毒ガスの発生を認知した者からの連絡は，原則と

して設計基準事象と兼用する通信連絡設備を使用す

るが，地震起因の重大事故等時において使用不可と

なっている場合でも，有毒ガスの発生を認知した者

が中央制御室に直接伝達することにより，重大事故

等対処を開始するまでに情報を入手することが可能

である。緊急時対策所は，通信連絡設備により中央

制御室から必要な情報を入手することが可能であ

る。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策（換気設備） 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可では，上記の大気汚染事象に対する防護対策

として緊急時対策所において外気との連絡口の遮断

及び再循環運転を行う。再循環運転では，緊急時対

策所で約 30 時間居住性を確保することが可能であ

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2 重大事故等

対処設備】（P6-9-705） 

9.16.2.1 概要 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員がとどまることができるよう，居住性を確保するための

設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等の措

置を講じた設計とするとともに，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備及び再処理施設の内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は配備する。また，重大事故等に対処す

るために必要な数の非常時対策組織の要員を収容できる設

計とする。 

緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋

の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環

境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備を設置又は配

備する。 

重大事故等に対処するために必要な情報を把握すること

ができるよう，緊急時対策建屋情報把握設備を設置する。

また，重大事故等が発生した場合においても再処理施設の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

めの設備として通信連絡設備を設置又は配備する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-6 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

外部電源が喪失した場合に，重大事故等に対処するため

に必要な電源を確保するため，緊急時対策建屋電源設備を

設置する。 

緊急時対策所は，非常時対策組織の要員等が緊急時対策

所に７日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数

量の食料，その他の消耗品及び汚染防護服等並びにその他

の放射線管理に使用する資機材等（以下「放射線管理用資

機材」という。）を配備する。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

化」において，外気との連絡口を遮断し，緊急

時対策建屋フィルタユニットを通して緊急時対

策所の空気を循環させる再循環運転すること

で，緊急時対策所内にとどまる要員を防護でき

るとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補足

説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及び

有毒ガス）について」及び「第 46条：緊急時対

策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 (9) 

緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃度）」

で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を評価し

ている。 

 

・防護対策（防護具） 

 放射線管理に使用する資機材等の配備 

 緊急時対策所には，「第 46条：緊急時対策所 補

足説明資料 2-2 第 2.2.4－１表 配備する資機

材等」で防毒フィルタや全面マスク等の資機材

を配備することとしている。 

 上記の防毒フィルタは，支援組織の要員数を考

慮し，1,680 セット（支援組織の要員 100 人×

２回×７日間)＋((支援組織の要員 100 人×２

回×７日間)×0.2（予備補正係数）)を配備する

こととしている。緊急時対策所内の二酸化炭素

濃度の上昇のため外気の取入れ停止を継続でき

ない場合は，防護具により緊急時対策所内の要

員を防護する。 

り，これは想定される有毒ガスの発生継続時間（過

去事例の調査結果から，周辺へ影響が及ぶ時間は長

くても１日未満※）よりも長い。 

 既許可の申請書では，緊急時対策所内の二酸化炭素

濃度の上昇のため外気の取入れ停止を継続できない

場合においても，必要に応じ防護具により緊急時対

策所内の実施組織要員を防護できる。 

 再処理施設では，適用法規（「消防法」，「労働安全衛

生法」，「毒物及び劇物取締法」，「高圧ガス保安法」

等）や社内規定に基づいた多種多様な防護具を保有

しており，必要に応じそれらも使用可能である。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

※既許可の整理資料「第９条：外部からの衝撃による損

傷の防止（その他外部衝撃） 補足説明資料 5-8 有毒ガ

スに対する制御建屋中央制御室の居住性について」にお

いて，車両事故等による有毒ガス又は化学物質流出の過

去事例の調査結果から，周辺へ影響が及ぶ時間は長くて

も１日未満としている。 

 

 

 

 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成

及び主要設備】（P6-9-716） 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

（略） 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備は，緊急時対策建屋

の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋

情報把握設備，通信連絡設備及び緊急時対策建屋電源設備で

構成する。 

（略） 

 

緊急時対策建屋換気設備 

【本文 四、A.リ．(4)(ⅸ)(ｂ) 緊急時対策建屋換気設備】

（P447） 

(b) 緊急時対策建屋換気設備 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，緊急時対策建屋換気設備を常設重大事故等対処設備

として設置する。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射

性物質の放出を確認した場合には，外気の取り入れを遮断

・発生源 

 当該項目は換気設備に係る記載であるため，発生源

の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 

 重大事故等による工場等外への放射性物質及び放射

線の放出を抑制するために必要な非常時対策組織の

・発生源 

 発生源については，「緊急時対策所の設計方針」にて

影響評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき

発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「緊急時対策所の設計方針」

にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに設定す

べき防護対象者はないことを確認した。 

緊急時対策建屋換気設備に対する既許可の設計方針に

おいて，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策に

ついて影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考

慮すべき事項はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-7 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

し，緊急時対策建屋内の空気を再循環できる設計とする。ま

た，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれ

がある場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットにより待機室内

を加圧し，放射性物質の流入を防止できる設計とする。また，

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれが

ある場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットにより待機室内を

加圧し，放射性物質の流入を防止できる設計とする。 

（略） 

ａ） 緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

４ 台（予備として故障時のバックアップを２台） 

緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

４ 台（予備として故障時のバックアップを２台） 

緊急時対策建屋フィルタユニット（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

６ 基（予備として故障時のバックアップを１基） 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

１ 式 

緊急時対策建屋加圧ユニット（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

4,900 ｍ３以上 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

１ 式 

対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

１ 基 

待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

１ 基 

監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

１ 面 

要員 

 ＭＯＸ燃料加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員 

 

・検知手段 

 当該項目は換気設備に係る記載であるため，検知手

段の記載はない。 

 

 

・防護対策 

 外気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋内の空気

を再循環できる設計 

 外部火災により発生する燃焼ガスやばい煙，有

毒ガス，降下火砕物による緊急時対策所内の居

住性の悪化に対しては，既許可の整理資料「第

46 条：緊急時対策所 補足説明資料 1-1 1.1.3 

(5)ばい煙等による緊急時対策所内雰囲気の悪

化」において，外気との連絡口を遮断し，緊急

時対策建屋フィルタユニットを通して緊急時対

策所の空気を循環させる再循環運転すること

で，緊急時対策所内にとどまる要員を防護でき

るとしている。 

 緊急時対策所換気設備の再循環運転時の居住性

については，既許可の整理資料「第９条：外部

からの衝撃による損傷の防止（外部火災）補足

説明資料 8-3 二次的影響の評価（ばい煙及び

有毒ガス）について」及び「第 46条：緊急時対

策所 補足説明資料 2-1 2.1.4 換気設備 (9) 

緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃度）」

で二酸化炭素濃度の作業環境への影響を評価し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 検知手段については，「緊急時対策所の設計方針」に

て影響評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべ

き検知手段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可では，上記の大気汚染事象に対する防護対策

として緊急時対策所において外気との連絡口の遮断

及び再循環運転を行う。再循環運転では，緊急時対

策所で約 30 時間居住性を確保することが可能であ

り，これは想定される有毒ガスの発生継続時間（過

去事例の調査結果から，周辺へ影響が及ぶ時間は長

くても１日未満※）よりも長い。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

※既許可の整理資料「第９条：外部からの衝撃による損

傷の防止（その他外部衝撃） 補足説明資料 5-8 有毒ガ

スに対する制御建屋中央制御室の居住性について」にお

いて，車両事故等による有毒ガス又は化学物質流出の過

去事例の調査結果から，周辺へ影響が及ぶ時間は長くて

も１日未満としている。 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.2 設計方針】

（P6-9-706） 

9.16.2.2 設計方針 

（略） 

(３) 個数及び容量 

「1.7.18 (２) 個数及び容量」に示す基本方針を踏まえ

以下のとおり設計する。 

ａ．常設重大事故等対処設備 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-8 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，

重大事故等による工場等外への放射性物質及び放射線の放

出を抑制するために必要な非常時対策組織の要員並びにＭ

ＯＸ燃料加工施設において事故が同時に発生した場合に対

処する要員として，最大360人を収容できる設計とする。 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出する

おそれがある場合は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員等，約50人の要員がとどまることができる

設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備

の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，緊

急時対策所内の居住性を確保するために必要な２台を有す

る設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた４台以上を有する設計とする。また，緊急時対

策建屋フィルタユニットは，緊急時対策所内の居住性を確

保するために必要な５基を有する設計とするとともに，故

障時バックアップを含めた６基以上を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備

の緊急時対策建屋加圧ユニットは，気体状の放射性物質が

大気中へ大規模に放出するおそれがある場合において，待

機室の居住性を確保するため，待機室を正圧化し，待機室

内へ気体状の放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素

濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持す

るために必要となる4,900ｍ３以上を有する設計とする。 

（略） 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成

及び主要設備】（P6-9-718） 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

（略） 

 (２) 主要設備 

（略） 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等に対処するため

に必要な非常時対策組織の要員がとどまることができるよ

う，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，緊急

時対策建屋フィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対策

建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差圧計，待機室差
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-9 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

圧計及び監視制御盤を常設重大事故等対処設備として設置

する設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保するため，外

気取入加圧モードとして，放射性物質の取り込みを低減で

きるよう緊急時対策建屋フィルタユニットを経て外気を取

り入れるとともに，緊急時対策所を加圧し，放射性物質の

流入を低減できる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射

性物質の放出を確認した場合には，再循環モードとして，緊

急時対策建屋換気設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

後，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋フィルタユニ

ットを通して緊急時対策建屋の空気を再循環できる設計と

する。 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するお

それがある場合には，緊急時対策建屋加圧ユニットから空

気を供給することで待機室内を加圧し，放射性物質の流入

を防止できる設計とする。 

緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作業による二酸化炭

素発生量及び「労働安全衛生規則」で定める二酸化炭素の

許容濃度を考慮して算出した必要換気量を踏まえ，約 50人

の非常時対策組織の要員が２日間とどまるために必要とな

る容量を有する設計とする。 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急時対策所の

各部屋が正圧を維持した状態であることを監視できる設計

とする。 

本系統の流路として，緊急時対策建屋換気設備ダクト・

ダンパ及び緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁を常設重

大事故等対処設備として使用する。 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起動状態及び差圧が確

保されていること等を確認するため，監視制御盤を常設重

大事故等対処設備として使用する。 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図を第 9.16－４図に

示す。 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-10 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

 

【添付書類六 第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備

及び仕様】（P6-9-730） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-11 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類六 第9.16－４図 緊急時対策建屋換気設備の

系統概要図】（P6-9-742） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-12 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備 

【本文 四、A.リ．(4)(ⅸ)(ｃ) 緊急時対策建屋環境測定設

備】（P450） 

（ｃ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，緊急時対策建屋環境測定設備を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

（略） 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定

設備は，緊急時対策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定を

するために必要な１台を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを２台の合計３台以上を確保

する。 

（略） 

ａ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設

計基準対象の施設と兼用） 

３台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

３台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

３台（予備として故障時及び待機除 

外時のバックアップを２台） 

・発生源 

 窒素酸化物 

 「技術的能力：制御室の居住性等に関する手順

等」では，火災又は爆発により発生する窒素酸

化物を想定し，可搬型窒素酸化物濃度計により

窒素酸化物濃度を測定することとしており，緊

急時対策所についても同様に想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員 

 

 

・検知手段 

 緊急時対策建屋環境測定設備（可搬型窒素酸化物濃

度計） 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，火災又は爆発により発生する

窒素酸化物を記載しており，影響評価ガイド以上の

ものを対象としている。 

 なお，火災又は爆発により発生する窒素酸化物以外

の有毒ガスについては，「緊急時対策所の設計方針」

で整理している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「緊急時対策所の設計方針」

にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに設定す

べき防護対象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，可搬型窒素酸化物濃度計によ

り火災又は爆発により発生する窒素酸化物を検知可

能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

緊急時対策建屋環境測定設備に対する既許可の内容に

おいて，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策に

ついて影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考

慮すべき事項はないことを確認した。 

 

202



別紙 2-2 
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-13 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.2 設計方針】

（P6-9-706） 

9.16.2.2 設計方針 

（略） 

(３) 個数及び容量 

「1.7.18 (２) 個数及び容量」に示す基本方針を踏まえ

以下のとおり設計する。 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定

設備は，緊急時対策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定を

するために必要な１台を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを２台の合計３台以上を確保

する。 

（略） 

 当該項目は環境測定設備に係る記載であるため，防

護対策の記載はない。 

 

 

 

 防護対策については，「緊急時対策所の設計方針」に

て影響評価ガイドの対応と比較して新たに定めるべ

き防護対策はないことを確認した。 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成

及び主要設備】（P6-9-718） 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

（略） 

 (２) 主要設備 

（略） 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員が，緊急時対策所にとどまる

ことができることを確認するため，可搬型酸素濃度計，可 

搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬

型重大事故等対処設備として配備する設計とする。 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場

合においても緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障ない範囲にあることを把握

できる設計とする。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-14 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類六 第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備

及び仕様】（P6-9-730） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 46 条（緊急時対策所）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
46-15 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備 

【本文 四、A．リ．(4)(ⅸ)(f)  通信連絡設備】（P459） 

（ｆ） 通信連絡設備 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うため，通信連絡設備を重大事故等対処設備とし

て設置又は配備する。 

通信連絡設備は，「四、Ａ．リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設備」

に記載する。 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備に係る記載であるため，発

生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備に係る記載であるため，防

護対象者の記載はない。 

 

 

・検知手段 

 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うための設備（所内通信連絡設備，

所外通信連絡設備，代替通信連絡設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備に係る記載であるため，防

護対策の記載はない。 

 

・発生源 

 発生源については，「緊急時対策所の設計方針」にて

影響評価ガイドの対応と比較して新たに定めるべき

発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，「緊急時対策所の設計方針」

にて影響評価ガイドの対応と比較して新たに定める

べき防護対象者はないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生について人に

よる認知や異常の確認について，通信連絡設備によ

る連絡を挙げている。 

 既許可では，敷地内の可動施設及び敷地外の固定施

設からの有毒ガス，化学薬品の漏えいは，通信連絡

設備を用いた有毒ガスの発生を認知した者（敷地内

の可動施設の立会人や外部機関等）からの連絡によ

り，中央制御室にて検知可能である。緊急時対策所

は，既許可の通信連絡設備により中央制御室から必

要な情報を入手することが可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 防護対策については，「緊急時対策所の設計方針」に

て影響評価ガイドの対応と比較して新たに定めるべ

き防護対策はないことを確認した。 

 

通信連絡設備に対する既許可の設計方針において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響

評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事

項はないことを確認した。 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成

及び主要設備】（P6-9-718） 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

（略） 

 (２) 主要設備 

（略） 

ｆ．通信連絡設備 

通信連絡設備は，重大事故等が発生した場合においても再

処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うための設備として，所内通信連絡設備，所外通信連

絡設備及び所外データ伝送設備を重大事故等対処設備とし

て位置付ける。また，代替通信連絡設備を設置又は配備する

設計とする。 

（略） 
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別紙 2-2 第 47条 目次 

 

 第 47 条 概要(p47-1) 

【本文 四、A.ロ．(7)(i)(s)通信連絡設備】(p47-1) 

【添付書類六 1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備】(p47-1) 

 通信連絡設備の設計方針(p47-4) 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(p47-4) 

【添付書類六 9.17.2 重大事故等対処設備】(p47-5) 

【添付書類六 9.17.2.2 設計方針】(p47-5) 

 所内通信連絡設備(p47-7) 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(p47-7) 

【添付書類六 9.17.2.4 系統構成及び主要設備】(p47-7) 

【添付書類六 第 9.17.2－１表（1） 通信連絡設備の一覧】(p47-8) 

【添付書類六 第 9.17.2－３表（１） 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機

器仕様】(p47-9) 

【添付書類六 第 9.17.2－１図 通信連絡設備の系統概要図】(p47-9) 

 所外通信連絡設備(p47-10) 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(p47-10) 

【添付書類六 9.17.2.4 系統構成及び主要設備】(p47-10) 

【添付書類六 第 9.17.2－１表（２） 通信連絡設備の一覧】(p47-11) 

【添付書類六 第 9.17.2－３表(1) 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機器

仕様】(p47-12) 

【添付書類六 第 9.17.2－１図 通信連絡設備の系統概要図】(p47-13) 

 代替通信連絡設備(p47-14) 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(p47-14) 

【添付書類六 9.17.2.4 系統構成及び主要設備】(p47-14) 

【添付書類六 第 9.17.2－２表 代替通信連絡設備の一覧】(p47-15) 

【添付書類六 第 9.17.2－３表(1) 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機器

仕様】(p47-16) 

【添付書類六 第 9.17.2－２図 代替通信連絡設備の系統概要図 通信連絡設備】

(p47-17) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-1 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

第 47条 概要 

【本文 四、A.ロ．(7)(i)(s)通信連絡設備】(P69) 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内デ

ータ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備

から構成する。 

（略） 

再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において

再処理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備として，通信連絡設備及び

代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源

設備を含む。）からの給電を可能とした設計とする。 

第 47条では，通信連絡設備の設計方針，所内通信連絡

設備，所外通信連絡設備，代替通信連絡設備の項目ごとに

既許可の対応を整理する。第 47条全体で整理した概要は

以下のとおり。 

 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

 

・検知手段 

 所内通信連絡設備（設計基準事象の施設と兼用） 

 ページング装置 

 所内携帯電話 

 専用回線電話 

 一般加入電話 

 ファクシミリ 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2-1 図 通

信連絡設備の系統概要図」に，再処理事業所内に

おいて，所内通信連絡設備を用いて，中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室，緊急時対策所，現場（屋内及び屋外）で多

様かつ双方向の通信連絡が可能であることを示

している。 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2－１表（1） 

通信連絡設備の一覧」において，所内通信連絡設

備を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室，緊急時対策所に配備するこ

とを記載している。 

 所外通信連絡設備（設計基準事象の施設と兼用） 

 一般加入電話 

第 47条では，通信連絡設備の設計方針，所内通信連絡

設備，所外通信連絡設備，代替通信連絡設備の項目ごとに

影響評価ガイドの対応と比較した結果を整理する。第 47

条全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

・発生源 

 発生源については，第 28条，第 33条，第 44条及び

第 46条の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較し

て新たに対象とすべき発生源はないことを確認し

た。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，第 28条，第 33条，第 44条，

第 46条及び技術的能力の整理表にて影響評価ガイド

の対応と比較して新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，設計基準事象の施設と兼用す

る所内通信連絡設備を用いて，有毒ガスの発生（敷地

内での異臭等の異常を含む）を認知した者（敷地内の

可動施設の立会人等），中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策所，その

他屋内外の所員が双方向に情報を伝達可能である。

また，設計基準事象の施設と兼用する所外通信連絡

設備を用いて，外部機関からの連絡を中央制御室で

受けることが可能である。 

 地震起因の重大事故等時において設計基準事象の施

設の通信連絡設備が使用不可となっている場合で

も，有毒ガスの発生を認知した者が中央制御室及び

緊急時対策所に直接伝達することにより，重大事故

等対処を開始するまでに情報を入手することが可能

である。また，万が一，連絡が間に合わない場合でも，

有毒ガスの臭いの閾値は有毒ガス防護判断基準値よ

りも十分低いことから，臭気により換気設備の隔離

所内通信連絡設備に対する既許可の内容において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

【添付書類六 1.9.47 通信連絡を行うために必要な設

備】(6-1-1064) 

適合のための設計方針 

再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において

再処理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備として，通信連絡設備及び

代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源

設備を含む。）からの給電を可能とした設計とする。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-2 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般携帯電話 

 衛星携帯電話 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2-1 図 通

信連絡設備の系統概要図」に，所外通信連絡設備

を用いて，中央制御室，緊急時対策所及び再処理

事業所外で双方向の通信連絡が可能であること

を示している。 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2－１表（2） 

通信連絡設備の一覧」において，所内通信連絡設

備を中央制御室，緊急時対策所に配備すること

を記載している。 

 代替通信連絡設備（再処理事業所内での通信連絡用） 

 可搬型通話装置 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 代替通信連絡設備（再処理事業所外への通信連絡用） 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 代替通信連絡設備は，地震起因の重大事故等対

処時において，設計基準事象と兼用する通信連

絡設備が使用できない場合に，代替通信連絡設

備を用いて通信連絡をする手順に着手する（既

許可の申請書本文「第 5-1表 重大事故等対処に

おける手順の概要（15／15）」より）。 

 代替通信連絡設備を用いた所内での通信連絡の

うち，屋内（現場）等における通信連絡，屋外（現

場）における通信連絡は，作業に要する時間はな

く，直ぐ使用可能である。一方，制御建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対策建屋におけ

る通信連絡は，設備の敷設に１時間～１時間 30

分を要する（既許可の申請書本文「第 5-2表 重

大事故等対策における操作の成立性より）。 

 代替通信連絡設備を用いた所外への通信連絡の

うち，中央制御室における通信連絡は，作業に要

する時間はなく，直ぐ使用可能である。一方，緊

急時対策所における通信連絡は，設備の敷設に 1

時間 20分を要する（既許可の申請書本文「第 5-

又は防護具の着用の判断が可能である。従って，代替

通信連絡設備が使用できない場合でも，有毒ガスの

検知は可能である（代替通信連絡設備の敷設後に有

毒ガスの発生を認知した場合は，代替通信連絡設備

を用いる）。 

 手順及び体制については，技術的能力の整理表にて

影響評価ガイドの対応と比較して新たに策定すべき

手順及び体制はないことを確認した。 

 以上のことから，新たに設置すべき検知手段はない

ことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-3 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 表 重大事故等対策における操作の成立性よ

り）。 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対策の記載はない。 

 

 

 

・防護対策 

 防護対策については，技術的能力の整理表にて影響

評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護

対策はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-4 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

通信連絡設備の設計方針 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内デ

ータ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備

から構成する。 

（略） 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源

設備を含む。）からの給電を可能とした設計とする。 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設

備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成す

る。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，及

び計測等を行ったパラメータを再処理事業所内の必要な場

所で共有するために，所内通信連絡設備，所内データ伝送

設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，代替通話系統を設置する。 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデー

タを伝送するための設備として，「ヘ．（４）（ⅰ）

（ａ） 計測制御装置」の情報把握計装設備の一部である

情報把握計装設備用屋内伝送系統等を設置する。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）を配備

する。 

（略） 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，及

び計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場

所で共有するために，所外通信連絡設備，所外データ伝送

設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

詳細は「所内通信連絡設備」，「所外通信連絡設備」，「代

替通信連絡設備」にて整理する。 

詳細は「所内通信連絡設備」，「所外通信連絡設備」，「代

替通信連絡設備」にて整理する。 

詳細は「所内通信連絡設備」，「所外通信連絡設備」，「代

替通信連絡設備」にて整理する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-5 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備を設置する。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための代

替通信連絡設備として，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用）を配備する。 

（略） 

【添付書類六 9.17.2 重大事故等対処設備】(P6-9-756) 

9.17.2.1 概 要 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設

備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。 

代替通信連絡設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 

 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の系統概要図を第

9.17.2－１図及び第 9.17.2－２図に示す。 

また，代替通信連絡設備の機器配置図を第 9.17.2－３図

～第 9.17.2－36図に示す。 

【添付書類六 9.17.2.2 設計方針】(P6-9-756) 

9.17.2.2 設計方針 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，

及び計測等を行ったパラメータを再処理事業所内外の必要

な場所で共有するために，所内通信連絡設備，所内データ

伝送設備，所外通信連絡設備，所外データ伝送設備及び代

替通信連絡設備を設ける設計とする。 

所内通信連絡設備として，ページング装置，所内携帯電

話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリを設け

る設計とする。 

所内データ伝送設備として，プロセスデータ伝送サーバ，

放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設

ける設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-6 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設け

る設計とする。 

所外データ伝送設備として，データ伝送サーバを設ける

設計とする。 

代替通信連絡設備として，代替通話系統，可搬型通話装

置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシー

バ（屋外用），統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災

ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設備を設け

る設計とする。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-7 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

所内通信連絡設備 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

(ａ) 所内通信連絡設備 

ページング装置（警報装置を含む。）（廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設と共用）１式 

所内携帯電話（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

と共用）１式 

専用回線電話 １式 

一般加入電話 １式 

ファクシミリ １式 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

 

・検知手段 

 所内通信連絡設備（設計基準事象の施設と兼用） 

 ページング装置 

 所内携帯電話 

 専用回線電話 

 一般加入電話 

 ファクシミリ 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2-1 図 通

信連絡設備の系統概要図」に，再処理事業所内に

おいて，所内通信連絡設備を用いて，中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室，緊急時対策所，現場（屋内及び屋外）で多

様かつ双方向の通信連絡が可能であることを示

している。 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2－１表（1） 

通信連絡設備の一覧」において，所内通信連絡設

備を，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室，緊急時対策所に配備するこ

とを記載している。 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対策の記載はない。 

 

 

 

 

・発生源 

 発生源については，第 28条，第 33条，第 44条，第

46 条の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較して

新たに対象とすべき発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，第 28条，第 33条，第 44条，

第 46条，技術的能力の整理表にて影響評価ガイドの

対応と比較して新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，設計基準事象の施設と兼用す

る所内通信連絡設備を用いて，有毒ガスの発生（敷地

内での異臭等の異常を含む）を認知した者（敷地内の

可動施設の立会人等），中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策所，その

他屋内外の所員が双方向に情報を伝達可能である。

また，設計基準事象の施設と兼用する所外通信連絡

設備を用いて，外部機関からの連絡を中央制御室で

受けることが可能である。 

 手順及び体制については，技術的能力の整理表にて

影響評価ガイドの対応と比較して新たに策定すべき

手順及び体制はないことを確認した。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

 

・防護対策 

 防護対策については，技術的能力の整理表にて影響

評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護

対策はないことを確認した。 

 

 

所内通信連絡設備に対する既許可の内容において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

【添付書類六 9.17.2.4 系統構成及び主要設備】(P6-9-

768) 

(１) 再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 

ａ．所内通信連絡設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-8 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－１表（1） 通信連絡設備の一

覧】(P6-9-778) 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-9 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－３表（１） 通信連絡設備及び

代替通信連絡設備の主要機器仕様】(P6-9-781) 

(１) 通信連絡設備 

ａ．所内通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

(ａ) ページング装置（ 設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線 

(ｂ) 所内携帯電話（ 設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 無線 

(ｃ) 専用回線電話（ 設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線 

(ｄ) 一般加入電話（ 設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線 

(ｅ) ファクシミリ（ 設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線 

【添付書類六 第9.17.2－１図 通信連絡設備の系統概要

図】(6-9-794) 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-10 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

所外通信連絡設備 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

(ｃ) 所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） １式 

一般加入電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

一般携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

衛星携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

ファクシミリ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

 

・検知手段 

 所外通信連絡設備（設計基準事象の施設と兼用） 

 一般加入電話 

 一般携帯電話 

 衛星携帯電話 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2-1 図 通

信連絡設備の系統概要図」に，所外通信連絡設備

を用いて，中央制御室，緊急時対策所，再処理事

業所外で双方向の通信連絡が可能であることを

示している。 

 既許可の申請書添付書類六「第 9.17.2－１表（2） 

通信連絡設備の一覧」において，所内通信連絡設

備を，中央制御室，緊急時対策所に配備すること

を記載している。 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対策の記載はない。 

 

 

 

 

・発生源 

 発生源については第 28条，第 33条，第 44条，第 46

条の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新

たに対象とすべき発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，第 28条，第 33条，第 44条，

第 46条，技術的能力の整理表にて影響評価ガイドの

対応と比較して新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，設計基準事象の施設と兼用す

る所外通信連絡設備を用いて，外部機関からの連絡

を中央制御室で受けることが可能である。 

 手順及び体制については，技術的能力の整理表にて

影響評価ガイドの対応と比較して新たに策定すべき

手順及び体制はないことを確認した。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した 

 

 

 

・防護対策 

 防護対策については，第 44条，第 46条，技術的能力

の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較して新た

に設定すべき防護対策はないことを確認した。 

 

 

所外通信連絡設備に対する既許可の内容において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

【添付書類六 9.17.2.4 系統構成及び主要設備】(P6-9-

768) 

(２)再処理事業所外への通信連絡を行うために必要な設備 

ａ．所外通信連絡設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の

施設と兼用） 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対

象の施設と兼用） 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基

準対象の施設と兼用） 

一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-11 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－１表（２） 通信連絡設備の一

覧】(P6-9-778) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-12 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－３表(1) 通信連絡設備及び代

替通信連絡設備の主要機器仕様】(P6-9-781) 

(１) 通信連絡設備 

ｃ．所外通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

(ａ)統合原子力防災ネットワークＩ Ｐ 電話（設計基準対

象の施設と兼用） 

通信回線 有線， 衛星（通信事業者回線） 

(ｂ)統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準

対象の施設と兼用） 

通信回線 有線，衛星（通信事業者回線） 

(ｃ)統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計

基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線，衛星（通信事業者回線） 

(ｄ)一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線（通信事業者回線） 

(ｅ)一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 無線（通信事業者回線） 

(ｆ)衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 衛星（通信事業者回線） 

(ｇ)ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線（通信事業者回線） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-13 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－１図 通信連絡設備の系統概要

図】(P6-9-794) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-14 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

代替通信連絡設備 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

(ｅ) 代替通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替通話系統 １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の

施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対

象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基

準対象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １

式 

データ伝送設備（設計基準対象の施設と兼用） １式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型通話装置 １式 

可搬型衛星電話（屋内用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

１式 

可搬型トランシーバ（屋内用） １式 

可搬型衛星電話（屋外用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

１式 

可搬型トランシーバ（屋外用） １式 

・発生源 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，発生源の記載はない。 

 

 

・防護対象者 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対象者の記載はない。 

 

 

 

・検知手段 

 代替通信連絡設備（再処理事業所内での通信連絡用） 

 可搬型通話装置 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 代替通信連絡設備（再処理事業所外への通信連絡用） 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 代替通信連絡設備は，地震起因の重大事故等対

処時において，設計基準事象と兼用する通信連

絡設備が使用できない場合に，代替通信連絡設

備を用いて通信連絡をする手順に着手する（既

許可の申請書本文「第 5-1表 重大事故等対処に

おける手順の概要（15／15）」より）。 

 代替通信連絡設備を用いた所内での通信連絡の

うち，屋内（現場）等における通信連絡，屋外（現

場）における通信連絡は，作業に要する時間はな

く，速やかに使用可能である。一方，制御建屋，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，緊急時対策建屋に

おける通信連絡は，設備の敷設に 1時間～1時間

30 分を要する（既許可の申請書本文「第 5-2 表 

重大事故等対策における操作の成立性より）。 

 代替通信連絡設備を用いた所外への通信連絡の

うち，中央制御室における通信連絡は，作業に要

する時間はなく，速やかに使用可能である。一

・発生源 

 発生源については，第 28条，第 33条，第 44条，第

46 条の整理表にて影響評価ガイドの対応と比較して

新たに対象とすべき発生源はないことを確認した。 

 

・防護対象者 

 防護対象者については，第 28条，第 33条，第 44条，

第 46条，技術的能力の整理表にて影響評価ガイドの

対応と比較して新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 地震起因の重大事故等時において設計基準事象の施

設の通信連絡設備が使用不可となっている場合で

も，有毒ガスの発生を認知した者が中央制御室及び

緊急時対策所に直接伝達することにより，重大事故

等対処を開始するまでに情報を入手することが可能

である。また，万が一，連絡が間に合わない場合でも，

有毒ガスの臭いの閾値は有毒ガス防護判断基準値よ

りも十分低いことから，臭気により換気設備の隔離

又は防護具の着用の判断が可能である。従って，代替

通信連絡設備が使用できない場合でも，有毒ガスの

検知は可能である（代替通信連絡設備の敷設後に有

毒ガスの発生を認知した場合は，代替通信連絡設備

を用いる）。 

 手順及び体制については，技術的能力の整理表にて

影響評価ガイドの対応と比較して新たに策定すべき

手順及び体制はないことを確認した。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備に対する既許可の内容において，発

生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影響評

価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき事項

はないことを確認した。 

【添付書類六 9.17.2.4 系統構成及び主要設備】(6-9-

768) 

(１)再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 

c. 代替通信連絡設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

代替通話系統 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型通話装置 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

 

(２)再処理事業所外への通信連絡を行うために必要な設備 

ｃ．代替通信連絡設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の

施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-15 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対

象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基

準対象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

データ伝送設備（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型衛星電話（屋内用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

可搬型衛星電話（屋外用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

方，緊急時対策所における通信連絡は，設備の敷

設に 1時間 20分を要する（既許可の申請書本文

「第 5-2表 重大事故等対策における操作の成立

性より）。 

 

・防護対策 

 当該項目は通信連絡設備の設計方針に係る記載であ

るため，防護対策の記載はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 防護対策については，技術的能力の整理表にて影響

評価ガイドの対応と比較して新たに設定すべき防護

対策はないことを確認した。 

 

 

【添付書類六 第9.17.2－２表 代替通信連絡設備の一

覧】(P6-9-780) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-16 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－３表(1) 通信連絡設備及び代

替通信連絡設備の主要機器仕様】(P6-9-781) 

(２) 代替通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．代替通話系統 

通信回線 有線 系統 ２ 

ｂ．統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象

の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

通信回線 有線，衛星（通信事業者回線） 

ｃ．統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準

対象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

通信回線 有線，衛星（通信事業者回線） 

ｄ．統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計

基準対象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

通信回線 有線，衛星（通信事業者回線） 

ｅ．データ伝送設備（設計基準対象の施設と兼用） 

通信回線 有線，衛星（通信事業者回線） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型通話装置 

通信回線 有線 台数 240台（予備として故障時のバック

アップを 120台） 

ｂ．可搬型衛星電話（屋内用）※１（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

通信回線 衛星（通信事業者回線） 台数 32 台（予備と

して故障時のバックアップを 16 台） 

※１可搬型衛星電話（屋内用）のうち，６台をＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

ｃ．可搬型トランシーバ（屋内用） 

通信回線 無線 台数 16 台（予備として故障時のバック

アップを８台） 

ｄ．可搬型衛星電話（屋外用）※２（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

通信回線 衛星（通信事業者回線） 台数 60 台（予備と

して故障時のバックアップを 30 台） 

※２可搬型衛星電話（屋外用）のうち，２台をＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

ｅ．可搬型トランシーバ（屋外用） 

通信回線 無線 台数 78 台（予備として故障時のバック

アップを 39台） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第 47 条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
47-17 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－２図 代替通信連絡設備の系統

概要図 通信連絡設備】(P6-9-795) 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.0 目次 

 

 技術的能力 概要(p 技-1) 

【本文 八、ハ.(2) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力】(p技-1) 

【添付書類八 5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力】(p技-2) 

 手順の概要(p 技-6) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（1／15）】(p技-6) 

【添付書類八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（1／15）】(p技-6) 

 アクセスルートの確保に係る事項(p 技-7) 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ａ) 重大事故等対処設備に係る事項 (ロ) アクセスルート

の確保】(p技-7) 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ａ) (ロ) 1) 屋外のアクセスルート】(p技-8) 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ａ) (ロ) 2) 屋内のアクセスルート】(p技-8) 

【添付書類八 5.1.1 重大事故等対処設備に係る事項】(p技-9) 

 手順書の整備，訓練の実施，体制の整備(p 技-14) 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備】(p技-14) 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備】(p技-14) 

【添付書類八 5.1.4－２図 平常運転時の監視から対策の開始までの基本的な流れ】

(p技-15) 

【添付書類八 5.1.4－４図 自然災害における対策の開始までの流れ】(p技-16) 

【添付書類八 5.1.4－５図 地震発生における対策の開始までの流れ】(p技-17) 

 手順書の整備(p 技-18) 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 (イ) 手

順書の整備】(p技-18) 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 (３) 手順書の整

備】(p技-18) 

【添付書類八 5.1.4－６図 文書体系図】(p技-20) 

 教育及び訓練の実施(p技-21) 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 (ロ) 教

育及び訓練の実施】(p技-21) 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 (４) 訓練の実施】

(p技-21) 

 体制の整備(p 技-23) 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 (ハ) 体
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制の整備】(p技-23) 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 (５) 体制の整備】

(p技-26) 

【添付書類八 5.1.4－２表 非常時対策組織の構成】(p技-32) 

【添付書類八 5.1.4－３表 実施組織の構成】(p技-33) 

【添付書類八 5.1.4－４表 支援組織の構成】(p技-34) 

【添付書類八 5.1.4－５表 宿直者の構成】(p技-35) 

【添付書類八 5.1.4－７図 非常時対策組織の体制図】(p技-36) 

【添付書類八 5.1.4－８図 非常時対策組織の初動体制及び全体体制の構成】(p 技-

36) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

技術的能力 概要 

【本文 八、ハ.(2) 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力】（P560） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえた

重大事故等対策の設備強化等の対策に加え，重大事故等が発生した場

合，大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な損壊が発生した場合（以下「大規

模損壊」という。）若しくは大規模損壊が発生するおそれがある場合

における以下の重大事故等対処設備に係る事項，復旧作業に係る事

項，支援に係る事項，手順書の整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するために必要な手順書の整備，教育，

訓練の実施及び体制の整備等運用面での対策を行う。 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」については，重大事故等対策の

ための手順を整備し，重大事故等の対応を実施する。「ハ．(２) (ⅱ) 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における事項」については，「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故

等対策」の対応手順を基に，大規模な損壊が発生した場合の様々な状

況においても，事象進展の抑制及び緩和を行うための手順を整備し，

大規模な損壊が発生した場合の対応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対処し得る体制においても技術

的能力を維持管理していくために必要な事項を,「原子炉等規制法」

に基づく再処理施設保安規定等において規定する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置については，「使用済 

燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査

基準」（以下「技術的能力審査基準」という。）で規定する内容に加え，

「事業指定基準規則」に基づいて整備する設備の運用手順等について

も考慮した「重大事故等対策の手順の概要」，「重大事故等対策におけ

る操作の成立性」及び「事故対処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対策の手順の概要を第５表，重大

事故等対策における操作の成立性を第６表, 事故対処するために必

要な設備を第７表に示す。 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) ６） 放射性物質の漏えい」に示

すとおり，液体状，固体状及び気体状の放射性物質に関する閉じ込め

機能の喪失が発生した場合においても，放射性物質の漏えいは発生が

想定されないことから，放射性物質の漏えいに対処するための手順等

は不要である。 

技術的能力 1.0 では，「手順の概要」，「アクセスルー

トの確保に係る事項」，「支援に係る事項」，「手順書の整

備，訓練の実施，体制の整備」，「手順書の整備」，「教育

及び訓練の実施」，「体制の整備」ごとに既許可の対応を

整理する。技術的能力 1.0 全体で整理した概要は以下の

とおり。 

 

・発生源 

 化学薬品の漏えい 

 森林火災 

 近隣工場等の火災 

 火山の影響 

 有毒ガス 

 火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条

件として以下の発生源を考慮する必要がある（28 条

の整理表にて抽出した）。 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断

による漏えい） 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 非常時対策組織の要員 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術的能力 1.0 では，「手順の概要」，「アクセスルー

トの確保に係る事項」，「支援に係る事項」，「手順書の

整備，訓練の実施，体制の整備」，「手順書の整備」，「教

育及び訓練の実施」，「体制の整備」ごとに影響評価ガ

イドの対応と比較した結果を整理する。技術的能力

1.0 全体で整理した概要は以下のとおり。 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有

毒化学物質の揮発等により発生するもの及び他の

化学物質等との反応によって発生するものを対象

としている。 

 既許可の申請書では，窒素酸化物，化学薬品の漏

えい及びウラン濃縮工場を起因とする有毒ガスを

考慮している。 

 加えて，火災及び爆発の二次的影響を有毒ガス発

生源としており，影響評価ガイド以上のものを考

慮している。 

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とす

るものがある。このため，重大事故時の作業環境

として，配管の全周破断による化学物質の漏えい

及び降下火砕物による大気汚染が発生源として考

慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象

としている。 

 既許可の申請書では，非常時対策組織の要員を防

護対象としており，実施組織の要員を包含してい

る。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者は

ないことを確認した。 

 

 

技術的能力に係る既許可の内容において，発生

源，防護対象者，検知手段及び防護対策について影

響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮す

べき事項はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力】（P8-5-1） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえた

重大事故の発生防止対策及び重大事故の拡大防止対策（以下「重大事

故等対策」という。）の設備強化等の対策に加え，重大事故に至るお

それがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）

若しくは重大事故（以下「重大事故等」という。）が発生した場合，

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる再処理施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊が発生するおそれがある場合に

おける以下の重大事故等対処設備に係る事項，復旧作業に係る事項，

支援に係る事項及び手順書の整備，教育，訓練の実施及び体制の整備

を考慮し，当該事故等に対処するために必要な手順書の整備，教育，

訓練の実施及び体制の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，常圧で運転していることから，

重大事故に至るおそれのある安全機能の喪失から重大事故発生まで

の事象進展が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下等のパラメータの変

動までに一定程度の時間を要する）である。したがって，重大事故に

至るおそれのある安全機能の喪失と判断した後に，現場の状況を把握

し，その状況に応じた対策の準備とその後の対策を確実に実施するこ

とが可能である。このため，要求事項に加え，重大事故に至るおそれ

のある安全機能の喪失時の初動対応に係る事項について手順の整備

等の運用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」については，重大事故等対策のための手順

を整備し，重大事故等の対応を実施する。「5.2 大規模な自然災害又

は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応におけ

る事項」については，「5.1 重大事故等対策」の対応手順を基に，大

規模損壊が発生した場合の様々な状況においても，事象進展の抑制及

び緩和を行うための手順を整備し，大規模損壊が発生した場合の対応

を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に対処し得る体制においても技術

的能力を維持管理していくために必要な事項を，「核原料物質，核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく再処理施設保安規定

等において規定する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置については，「使用済

燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査

基準」（以下「技術的能力審査基準」という。）で規定する内容に加

え，「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下

・検知手段 

 屋内アクセスルートの確認 

 可搬型通話装置の設置 

 アクセスルート通行時の通信連絡設備 

 降灰予報の確認 

 監視カメラによる屋外の状況の確認 

 社員及び協力会社社員による屋内外の状況の確認 

 中央制御室と所内の必要箇所にて連絡を行うため

の通信連絡設備の整備 

 再処理事業所内の従事者に対して，既許可の通

信連絡設備により「大気（作業環境）の汚染事

象」の発生について連絡できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）③に関する事項） 

 緊急時対策所と所内外の必要箇所にて連絡を行う

ための通信連絡設備の整備 

 

・防護対策（アクセスルート） 

 被害状況に応じてルートを選定することができる

ように，迂回路も含めた複数のルートを確保するこ

と 

 屋外アクセスルートを通行する際の薬品防護具等

の適切な防護具の着用 

 屋内アクセスルートを通行する際の薬品防護具等

の適切な防護具の着用 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処す

る要員に対し，想定される作業環境に応じて適

切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有

毒ガス防護具を以下のとおり例示する。 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた

検出装置及び人による認知や異常の確認を挙げて

いる。 

 既許可の申請書では，降灰予報の確認，監視カメ

ラによる屋外の状況の確認，社員及び協力会社社

員による屋内外の状況の確認により，降下火砕物

並びに森林火災及び近隣工場等の火災の発生を検

知可能である。 

 既許可の申請書では，敷地内の可動施設及び敷地

外の固定施設からの有毒ガス及び化学薬品の漏え

いは，通信連絡設備を用いた有毒ガスの発生を認

知した者からの連絡により検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可の申請書では，以下のような対策を取るこ

ととしている。 

 重大事故に対処するための手順の整備 

 幅広い状況に応じた幅広い対策を実施するた

めの教育及び訓練 

 重大事故に対処するための体制の整備 

 他の事業者から要員及び資機材の貸与を受け

るための体制の構築 

 支援拠点への必要な資機材の配備 

 既許可の申請書では，屋外のアクセスルートにつ

いて，以下のような対策を取ることとしている。 

 屋外アクセスルートを通行する際の防護具の

整備 

 複数のアクセスルートの確保 

 既許可の申請書では，屋内のアクセスルートにつ

いて，以下のような対策を取ることとしている。 

 屋内アクセスルートを通行する際の防護具の
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

「事業指定基準規則」という。）に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対策の手順の概要」，「重大事故

等対策における操作の成立性」及び「事故対処するために必要な設備」

を含めて手順等を適切に整備する。重大事故等対策の手順の概要を第

５－１表，重大事故等対策における操作の成立性を第５－２表，事故

対処するために必要な設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質の漏えいに対処するための手順

等」に示すとおり，液体状，固体状及び気体状の放射性物質に関する

閉じ込め機能の喪失が発生した場合においても，放射性物質の漏えい

は発生が想定されないことから，放射性物質の漏えいに対処するため

の手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（支援） 

 必要な支援及び要員の運搬並びに資機材の輸送に

ついて支援を迅速に得られるように支援計画を定

めること 

 緊急時対策建屋への７日間の活動に必要な資機材

の配備 

 支援拠点への必要な資機材の配備 

 

・防護対策（手順書・訓練・体制） 

整備 

 複数のアクセスルートの確保 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 

228



別紙 2-2 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 重大事故に対処するための手順の整備 

 非常時対策組織等の体制が既に整備されてい

るほか，上記の防護に係る各手順についても整

備することとしている。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 

 個別の手順に関する評価は，技術的能力 1.1～

1.14 の整理表を参照。 

なお，技術的能力 1.11 にて中央制御室の換気

設備の隔離に関する手順，技術的能力 1.13 に

て緊急時対策建屋の換気設備の隔離に関する

手順が整備されている。 

 「大気（作業環境）の汚染事象」に対し，制御

室等について，換気設備の外気との連絡口の遮

断（取入れの停止）により運転員等を防護でき

る。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 

 幅広い状況に応じた幅広い対策を実施するための

教育及び訓練 

 重大事故に対処するための体制の整備 

 非常時対策組織等の体制が既に整備されてい

るほか，上記の防護に係る各手順についても整

備することとしている。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 

 地震起因の重大事故の場合には，化学薬品の漏えい

等を考慮した装備とすること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処す

る要員に対し，想定される作業環境に応じて適

切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有

毒ガス防護具を以下のとおり例示する。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

既許可の対応は，技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 

（４） 【解釈】 １ g）に関して満足していることを確

認した。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

手順の概要 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（1／15）】（P805） 

 

その他の手順は個別の整理表（技術的能力 1.1～1.14）にて整理す

る。 

・発生源 

 － 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 屋内アクセスルートの確認 

 可搬型通話装置の設置 

 

・防護対策 

 － 

 

その他の手順は個別の整理表（技術的能力 1.1～1.14）

にて整理する。 

概要にて評価する。 

その他の手順は個別の整理表（技術的能力 1.1～

1.14）にて整理する。 

概要にて評価する。 

その他の手順は個別の整理表（技術的能力 1.1～

1.14）にて整理する。 

【添付書類八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（1／

15）】（P8-5-3） 

 

その他の手順は個別の整理表（技術的能力 1.1～1.14）にて整理する。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

アクセスルートの確保に係る事項 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ａ) 重大事故等対処設備に係る事項 (ロ) 

アクセスルートの確保】（P561～） 

(i) 重大事故等対策 

(a) 重大事故等対処設備に係る事項 

（略） 

(ロ) アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等

対処設備を保管場所から設置場所へ運搬し，又は他の設備の被害状況

を把握するためのアクセスルートが確保できるように，以下の実効性

のある運用管理を実施する。 

 アクセスルートは，自然現象，再処理施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水，化学薬品

の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことがな

いよう，被害状況に応じてルートを選定することができるように, 迂

回路も含めた複数のルートを確保する。 

 アクセスルートに対する自然現象については，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む）に加え，敷地及びその周辺での発生実績の有無

に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。 

 その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルートへの影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外のアクセスルー

トに影響を与えるおそれがある事象としては,地震，津波（敷地に遡

上する津波を含む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する敷地又はその周辺において想定する人為

事象については，国内外の文献等から抽出し，さらに事業指定基準規

則の解釈第９条に示される飛来物（航空機落下），有毒ガス，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，

ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズム等の事象を考慮する。 

 その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルートへの影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外のアクセスルー

トに影響を与えるおそれがある事象としては，航空機落下，有毒ガス，

敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，

爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その

・発生源 

 化学薬品の漏えい 

 森林火災 

 近隣工場等の火災 

 火山の影響 

 有毒ガス 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 中央制御室との連絡手段 

 

・防護対策 

 被害状況に応じてルートを選定することができる

ように，迂回路も含めた複数のルートを確保する 

 屋外アクセスルートを通行する際の薬品防護具等

の適切な防護具 

 屋内アクセスルートを通行する際の薬品防護具等

の適切な防護具の着用 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処す

る要員に対し，想定される作業環境に応じて適

切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

他のテロリズムを選定する。 

 可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設計基準事故に

対処するための設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置

的分散を図る。屋外の可搬型重大事故等対処設備は複数箇所に分散し

て保管する。 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ａ) (ロ) 1) 屋外のアクセスルート】（P563） 

１） 屋外のアクセスルート 

（略） 

屋外のアクセスルートは，人為事象のうち，飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災及び有毒ガスに対して，迂回路も含めた複数

のアクセスルートを確保する。なお，有毒ガスについては複数のアク

セスルートを確保することに加え，薬品防護具等の適切な防護具を装

備するため通行に影響はない。 

（略） 

屋外のアクセスルートにおける森林火災及び近隣工場等の火災発

生時は，消防車による初期消火活動を実施する。 

屋外のアクセスルートの移動時及び作業時においては，放射線被ば

くを考慮し，放射線防護具の配備を行うとともに，移動時及び作業時

の状況に応じて着用する。 

また，地震による化学物質の漏えいに対しては，必要に応じて薬

品防護具の配備を行うとともに，移動時及び作業時の状況に応じて

着用する。 

 屋外のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように,可

搬型照明を配備する。 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ａ) (ロ) 2) 屋内のアクセスルート】

（P565） 

２） 屋内のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，屋内の可搬型重大事故等対処設備を

操作場所に移動するためのアクセスルートの状況確認を行う。あわ

せて，その他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

 屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，敷地内におけ

る化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害

に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確

保する。 

屋内のアクセスルートは，重大事故等対策時に必要となる現場操作
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

を実施する場所まで移動可能なルートを選定する。 

屋内のアクセスルートの移動時及び作業時においては，放射線被ば

くを考慮し，放射線防護具の配備を行うとともに，移動時及び作業時

の状況に応じて着用する。 

屋内のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

機器からの溢水や化学物質の漏えいが発生した場合については，薬

品防護具等の適切な防護具を着用することにより，屋内のアクセスル

ートを通行する。 

【添付書類八 5.1.1 重大事故等対処設備に係る事項】（P8-5-195

～） 

5.1.1 重大事故等対処設備に係る事項 

（略） 

（２） アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故

等対処設備を保管場所から設置場所へ運搬し，又は他の設備の被害

状況を把握するため，アクセスルートが確保できるように，以下の

実効性のある運用管理を実施する。 

アクセスルートは，自然現象，再処理施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水，化学

薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすこ

とがないよう，被害状況に応じてルートを選定することができるよ

うに, 迂回路も含めた複数のルートを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む）に加え，敷地及びその周辺での発生実績の

有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の

影響，生物学的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及び

その周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルートへの影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外のアクセ

スルートに影響を与えるおそれがある事象としては，地震，津波

（敷地に遡上する津波を含む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定

する。 

アクセスルートに対する敷地又はその周辺において想定する再処

理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれのある事象であって
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

人為によるもの（以下「人為事象」という。）については,国内外の

文献等から抽出し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示され

る飛来物（航空機落下），有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の

衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象

を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における敷地及び

その周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルートへの影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外のアクセ

スルートに影響を与えるおそれがある事象としては，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工

場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設計基準事故

に対処するための設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位

置的分散を図る。屋外の可搬型重大事故等対処設備は複数箇所に分

散して保管する。 

ａ．屋外のアクセスルート 

（略） 

屋外のアクセスルートは，人為事象のうち，飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災及び有毒ガスに対して，迂回路も含めた複数

のアクセスルートを確保する。なお，有毒ガスについては複数のアク

セスルートを確保することに加え，薬品防護具等の適切な防護具を装

備するため通行に影響はない。 

（略） 

屋外のアクセスルートにおける森林火災及び近隣工場等の火災発

生時は，消防車による初期消火活動を実施する。 

（略） 

また，地震による化学物質の漏えいに対しては，必要に応じて薬

品防護具の配備を行うとともに，移動時及び作業時の状況に応じて

着用する。 

 屋外のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央制御

室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。屋外のアクセスルート図を第 5.1.1－１図に示

す。 

ｂ．屋内のアクセスルート 

 重大事故等が発生した場合，屋内の可搬型重大事故等対処設備を

操作場所に移動するためのアクセスルートの状況確認を行う。あわ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

せて，その他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

 屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，敷地内におけ

る化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害

に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確

保する。 

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセス

ルートへの影響はない。 

屋内のアクセスルートは，重大事故等対策時に必要となる現場操

作を実施する場所まで移動可能なルートを選定する。 

 屋内のアクセスルートは，地震の影響，溢水，化学薬品の漏え

い，火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことがないよ

う，迂回路も含め可能な限り複数のアクセスルートを確保する。 

（略） 

屋内のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央制御

室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

機器からの溢水や化学物質の漏えいが発生した場合については，薬

品防護具等の適切な防護具を着用することにより，屋内のアクセスル

ートを通行する。 

また，地震を要因とする安全機能の喪失が発生した場合において

は，屋内の可搬型重大事故等対処設備を操作場所に移動するためのア

クセスルートの状況確認を行い，あわせて，その他の屋内設備の被害

状況を把握するため, 現場環境確認を行う。現場環境確認に用いる

アクセスルート設定の基本方針を第 5.1.1－２図に示す。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

支援に係る事項 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｃ)支援に係る事項 (イ) 概要】（P568

～） 

(c) 支援に係る事項 

(ｲ) 概要 

重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，再処理施設内で

あらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）

により，重大事故等対策を実施し，重大事故等発生後７日間は継続し

て事故収束対応を維持できるようにする。 

 プラントメーカ，協力会社，燃料供給会社及び他の原子力事業者等

関係機関とは平常時から必要な連絡体制を整備する等の協力関係を

構築するとともに，重大事故等発生に備え，あらかじめ協議及び合意

の上，事故収束手段及び復旧対策に関する技術支援や要員派遣等の支

援並びに燃料の供給の覚書又は協定等を締結し，再処理施設を支援す

る体制を整備する。 

 重大事故等発生後に必要な支援及び要員の運搬並びに資機材の輸

送について支援を迅速に得られるように支援計画を定める。 

（略） 

 また，原子力事業所災害対策支援拠点から，再処理施設の支援に必

要な資機材として，食料，その他の消耗品及び汚染防護服等及びその

他の放射線管理に使用する資機材等を継続的に再処理施設へ供給で

きる体制を整備する。 

・発生源 

 － 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 － 

 

・防護対策 

 必要な支援及び要員の運搬並びに資機材の輸送に

ついて支援を迅速に得られるように支援計画を定

めること 

 緊急時対策建屋への７日間の活動に必要な資機材

の配備 

 支援拠点への必要な資機材の配備 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 

【添付書類八 5.1.3 支援に係る事項】（P8-5-238～） 

(１) 概要 

 重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，再処理施設内で

あらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃料等）

により，重大事故等対策を実施し，重大事故等発生後７日間は継続し

て事故収束対応を維持できるようにする。 

 プラントメーカ，協力会社，燃料供給会社及び他の原子力事業者と

は平常時から必要な連絡体制を整備する等の協力関係を構築すると

ともに，重大事故等発生に備え，あらかじめ協議及び合意の上，事故

収束手段及び復旧対策に関する技術支援や要員派遣等の支援並びに

燃料の供給の覚書又は協定等を締結し，再処理施設を支援する体制を

整備する。 

（略） 

(2) 事故終息対応を維持するために必要な燃料，資機材 

a.  重大事故等発生後７日間の対応 

再処理施設では，重大事故等が発生した場合において，重大事故等

に対処するためにあらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

予備品及び燃料等）により，重大事故等発生後７日間における事故収

束対応を実施する。重大事故等対処設備については，第 5－１表に示

す「1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等」から「1.14 通信

連絡に関する手順等」にて示す。 

再処理施設内で保有する燃料については，重大事故等発生から７日

間において，重大事故等の対応における各設備の使用開始から連続運

転した場合に必要となる燃料を上回る量を確保する。 

放射線管理用資機材，出入管理区画用資機材，その他資機材及び原

子力災害対策活動で使用する資料については，重大事故等対策を実施

する要員が放射線環境に応じた作業を実施することを考慮し，外部か

らの支援なしに，重大事故等発生後７日間の活動に必要となる数量を

中央制御室及び緊急時対策建屋に配備する。 

b.  重大事故等発生後７日間以降の体制の整備 

 重大事故等発生後７日間以降の事故収束対応を維持するため，重大

事故等発生後６日間後までに，あらかじめ選定している第一千歳平寮

に支援拠点を設置し，再処理施設の事故収束対応を維持するための支

援を受けられる体制を整備する。 

支援拠点には，再処理施設内に配備している重大事故等対処設備に

不具合があった場合の代替手段として，重大事故等対処設備と同種の

設備（通信連絡設備，放射線測定装置等），放射線管理に使用する資

機材，予備品，消耗品等を保有する。 

これらの物品を重大事故等発生後７日間以降の事故収束対応を維

持するため，重大事故等発生後６日間後までに，再処理施設へ供給で

きる体制を整備する。 

さらに，他の原子力事業者と，原子力災害発生時における設備及び

資機材の融通に向けて，各社が保有する主な設備及び資機材のデータ

ベースを整備する。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

手順書の整備，訓練の実施，体制の整備 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制

の整備】（P569～） 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように，手順書を整備

し，教育及び訓練を実施するとともに，必要な体制を整備する。 

・発生源 

 火山の影響 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 降灰予報の確認 

 屋外カメラによる屋外の状況の確認 

 社員及び協力会社社員による屋内外の状況の確認 

 

・防護対策 

 重大事故に対処するための手順の整備 

 非常時対策組織等の体制が既に整備されてい

るほか，上記の防護に係る各手順についても整

備することとしている。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 

 個別の手順に関する評価は，別紙 2-2 技術的能

力 1.1～1.14 にて整理する。 

なお，技術的能力 1.11 にて中央制御室の換気

設備の隔離に関する手順，技術的能力 1.13 に

て緊急時対策建屋の換気設備の隔離に関する

手順が整備されている。 

 「大気（作業環境）の汚染事象」に対し，制御

室等について，換気設備の外気との連絡口の遮

断（取入れの停止）により運転員等を防護でき

る。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 

 重大事故に対処するための体制の整備 

 非常時対策組織等の体制が既に整備されてい

るほか，上記の防護に係る各手順についても整

備することとしている。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 

 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備】

（P8-5-251～） 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように，手順書を整備

し，教育及び訓練を実施するとともに，必要な体制を整備する。 

(１)再処理施設の重大事故の特徴 

（略） 

(2) 平常運転時の監視から対策開始までの流れ 

平常運転時の監視から対策開始までの基本的な流れを第 5.1.4－

２図，第 5.1.4－３図に示す。自然災害については，前兆事象を確認

した時点で手順書に基づき対応を実施する。自然災害における対策の

開始までの流れを第 5.1.4－４図，第 5.1.4－５図に示す。 

a．平常運転時の監視 

平常運転時の監視は，制御室の安全監視制御盤及び監視制御盤にて

流量，温度等のパラメータが適切な範囲内であること，機器の起動状

態及び受電状態を定期的に確認し，記録する。 

また，機能喪失により事故に至る可能性がある安全機能について，

対処の制限時間を常時把握する。 

ｂ．異常の検知 

(ａ) 異常の検知は，制御室での状態監視及び巡視点検結果から，警

報発報，運転状態の変動，動的機器の故障及び静的機器の損傷等の異

常の発生により行う。 

臨界警報の発報を確認した場合は，臨界事故発生と判断し，第 5－

１表に示す「1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等」へ移行す

る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生による警報の発報を確認

した場合は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生と判断し，第 5

－１表に示す「1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための

手順等」へ移行する。 

(ｂ) 地震時においては，揺れが収まったことを確認してから，速や

かに監視制御盤等にて警報発報を確認する。 

(ｃ) 火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，設備の運転状態の監視を強化するとともに，事前の対応作業と

して，手順書に基づき，可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中

型移送ポンプ等の建屋内への移動，可搬型建屋外ホースの敷設及び除
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

（略） 

【添付書類八 5.1.4－２図 平常運転時の監視から対策の開始まで

の基本的な流れ】（P8-5-295） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－４図 自然災害における対策の開始までの流

れ】（P8-5-297） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－５図 地震発生における対策の開始までの流

れ】（P8-5-298） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-18 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

手順書の整備 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制

の整備 (イ) 手順書の整備】（P570） 

 (イ) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の種類及び事象の進展に応じて重

大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように重大事故等発生時対

応手順書を整備する。 

１）全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失，安全機能を有

する施設の機器若しくは計測器類の多重故障が，単独で，同時に又は

連鎖して発生した状態において，限られた時間の中で，再処理施設の

状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため，必要な情報

の種類，その入手の方法及び判断基準を明確にし，重大事故等発生時

対応手順書に整備する。 

重大事故等の対処のために把握することが必要なパラメータのう

ち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを再処理施設の状態

を監視するパラメータの中からあらかじめ選定し，計器の故障時に再

処理施設の状態を把握するための手順及び計測に必要な計器電源が

喪失した場合の手順を重大事故等発生時対応手順書に整備する。 

また，選定した直接監視するパラメータが計器の故障等により計測

できない場合は，可搬型計器を現場に設置し，定期的にパラメータ確

認を行うことを重大事故等発生時対応手順書に明記する。 

具体的には，第５表に示す「重大事故等対策における手順の概要」

のうち「事故時の計装に関する手順等」の内容を含むものとする。 

中央制御室には，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等(森林火災，草原火災，航空機落下，近隣工場等の

火災等)の発生を確認するための暗視機能を有する監視カメラの表示

装置並びに敷地内の気象観測関係の表示装置を設ける。また, 火災

発生等を確認した場合に消火活動等の対策着手するための判断基準

を明確にした手順書を整備する。 

（略） 

・発生源 

 森林火災 

 草原火災 

 近隣工場等の火災 

 

・防護対象者 

 － 

 

・検知手段 

 中央制御室における監視カメラによる屋外の確認 

 

・防護対策 

 － 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 

(３) 手順書の整備】（P8-5-256） 

(３) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の種類及び事象の進展に応じて重

大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように重大事故等発生時対

応手順書を整備する。 

ａ．全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失，安全機能を有

する施設の機器若しくは計測器類の多重故障が，単独で，同時に又は

連鎖して発生した状態において，限られた時間の中で，再処理施設の
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-19 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため，必要な情報

の種類，その入手の方法及び判断基準を明確にし，重大事故等発生時

対応手順書に整備する。 

重大事故等の対処のために把握することが必要なパラメータのう

ち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを再処理施設の状態

を監視するパラメータの中からあらかじめ選定し，計器の故障時に再

処理施設の状態を把握するための手順及び計測に必要な計器電源が

喪失した場合の手順を重大事故等発生時対応手順書に整備する。 

また，選定した直接監視するパラメータが計器の故障等により計測

できない場合は，可搬型計器を現場に設置し，定期的にパラメータ確

認を行うことを重大事故等発生時対応手順書に明記する。 

具体的には，第 5－１表に示す「1.10 事故時の計装に関する手順

等」の内容を含むものとする。 

中央制御室には，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等(森林火災，草原火災，航空機落下，近隣工場等の

火災等)の発生を確認するための暗視機能を有する監視カメラの表示

装置並びに敷地内の気象観測関係の表示装置を設ける。また，火災発

生等を確認した場合に消火活動等の対策に着手するための判断基準

を明確にした手順書を整備する。 

ｂ．重大事故等の発生及び拡大を防ぐために 優先すべき操作等の判

断基準をあらかじめ明確にし，限られた時間の中で実施すべき重大事

故等への対処について各役割に応じて対処できるよう，以下のとおり

重大事故等発生時対応手順書を整備する。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-20 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－６図 文書体系図】（P8-5-299） 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-21 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

教育及び訓練の実施 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制

の整備 (ロ) 教育及び訓練の実施】（P576） 

(ロ) 教育及び訓練の実施 

重大事故等対策を実施する要員に対し，重大事故等対策時における

事故の種類及び事故の進展に応じて的確，かつ，柔軟に対処するため

に必要な力量を確保するため，教育及び訓練を計画的に実施する。 

必要な力量の確保については，平常運転時の実務経験を通じて付与

される力量を考慮する。 

また, 事故時対応の知識及び技能について，重大事故等対策を実施

する要員の役割に応じた教育及び訓練を定められた頻度及び内容で

計画的に実施することにより，重大事故等対策を実施する要員の力量

の維持及び向上を図る。 

教育及び訓練の頻度と力量評価の考え方は，以下の基本方針に基づ

き教育訓練の計画を定め，実施する。 

重大事故等対策における制御室での操作及び動作状況確認等の短

時間で実施できる操作以外の作業や操作については，第６表に示す

「重大事故等対策における操作の成立性」の必要な重大事故等に対処

する要員数及び想定時間にて対応できるように，教育及び訓練により

効果的, かつ, 確実に実施できることを確認する。 

重大事故等対策を実施する要員に対して，重大事故等対策時におけ

る事故の種類及び事故の進展に応じて的確, かつ, 柔軟に対処でき

るように，重大事故等対策を実施する要員の役割に応じた教育及び訓

練を実施し，計画的に評価することにより力量を付与し，運転開始前

までに力量を付与された重大事故等対策を実施する要員を必要人数

配置する。 

重大事故等対策を実施する要員を確保するため，以下の基本方針に

基づき教育及び訓練を実施する。 

１） 重大事故等対策は，再処理施設の幅広い状況に応じた幅広い対

策が必要であることを踏まえ，重大事故等対策を実施する要員の役割

に応じて，重大事故等時の再処理施設の挙動に関する知識の向上を図

る教育及び訓練を実施する。 

（略） 

・発生源 

 － 

 

・防護対象者 

 重大事故等対策を実施する要員 

 

・検知手段 

 － 

 

・防護対策 

 重大事故等対策における幅広い状況に応じた幅広

い対策を実施する要員に対する教育及び訓練 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 

(４) 訓練の実施】（P8-5-269） 

重大事故等対策を実施する要員に対し，重大事故等対策時における

事故の種類及び事故の進展に応じて的確, かつ，柔軟に対処するた

めに必要な力量を確保するため，教育及び訓練を計画的に実施する。 

必要な力量の確保については，平常運転時の実務経験を通じて付与
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-22 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

される力量を考慮する。 

また， 事故時対応の知識及び技能について，重大事故等対策を実

施する要員の役割に応じた教育及び訓練を定められた頻度及び内容

で計画的に実施することにより，重大事故等対策を実施する要員の力

量の維持及び向上を図る。 

教育及び訓練の頻度と力量評価の考え方は，以下の基本方針に基づ

き教育訓練の計画を定め，実施する。 

ａ．基本方針 

（略） 

ｂ．教育及び訓練の実施 

(ａ) 重大事故等対策は，再処理施設の状況に応じた幅広い対策が必

要であることを踏まえ，重大事故等対策を実施する要員の役割に応じ

て，重大事故等時の再処理施設の挙動に関する知識の向上を図る教育

及び訓練を実施する。 

重大事故等対策時に再処理施設の状態を早期に安全が確保できる

状態に導くための的確な状況把握，確実及び迅速な対応を実施するた

めに必要な知識について，重大事故等対策を実施する要員の役割に応

じた，教育及び訓練を計画的に実施する。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-23 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

体制の整備 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制

の整備 (ハ) 体制の整備】（P578） 

(ハ) 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故等に対応するための体制とし

て，以下の方針に基づき整備する。 

１）重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担及び責任者を定め，指揮命令系統を明確に

し，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれがある場合

又は発生した場合に，事故原因の除去，原子力災害の拡大防止及びそ

の他の必要な活動を迅速，かつ，円滑に行うため，再処理事業部長（原

子力防災管理者）は，事象に応じて非常事態を発令し，非常時対策組

織の非常招集及び通報連絡を行い，非常時対策組織を設置して対処す

る。 

 非常時対策組織は，再処理施設内の各工程で同時に重大事故等が発

生した場合においても対応できるようにする。 

 再処理事業部長（原子力防災管理者）は，非常時対策組織本部の本

部長として，非常時対策組織の統括管理を行い，責任を持って原子力

防災の活動方針を決定する。 

 非常時対策組織における指揮命令系統を明確にするとともに，指揮

者である非常時対策組織本部の本部長（原子力防災管理者）が不在の

場合は，あらかじめ定めた順位に従い，副原子力防災管理者がその職

務を代行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部長，再処理工場長，核燃料取扱

主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構成する非常時対策組織

本部，重大事故等対策を実施する実施組織，実施組織に対して技術的

助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故対策に専念できる

環境を整える運営支援組織で構成する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時発災の場合においては，非常時

対策組織本部の副本部長として燃料製造事業部長及びＭＯＸ燃料加

工施設の核燃料取扱主任者を非常時対策組織本部に加え，非常時対策

組織本部の本部長が両施設の原子力防災の方針を決定する。 

平常運転時の体制下での運転，日常保守点検活動の実施経験が非常

時対策組織での事故対応，復旧活動に活かすことができ，組織が効果

的に重大事故等対策を実施できるように，専門性及び経験を考慮した

作業班の構成を行う。 

２）非常時対策組織本部は，本部長，副本部長，再処理工場長，核燃

料取扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構成し，緊急時対

・発生源 

 － 

 

・防護対象者 

 非常時対策組織 

 非常時対策組織本部 

 実施組織 

 支援組織（技術支援組織，運営支援組織） 

 

・検知手段 

 中央制御室と所内の必要箇所にて連絡を行うため

の通信連絡設備の整備 

 緊急時対策所と所内外の必要箇所にて連絡を行う

ための通信連絡設備の整備 

 

・防護対策 

 指揮命令系統を明確にし，効果的な重大事故等対策

を実施し得る体制の整備 

 社外からの支援を受けることができるような支援

体制の整備 

 地震起因の重大事故の場合には，化学薬品の漏えい

等を考慮した装備とすること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処す

る要員に対し，想定される作業環境に応じて適

切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

概要にて評価する。 概要にて評価する。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-24 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

策所を活動拠点として，施設状況の把握等の活動を統括管理し，非常

時対策組織の活動を統括管理する。 

（略） 

３）実施組織は，当直（運転員）等により構成され，重大事故等対策

を円滑に実施できる体制とし，役割に応じて責任者を配置する。 

（略） 

４）支援組織として，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組

織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支

援組織を設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組織要員は，非常時対策組織本部

の本部長の指示に基づき中央制御室へ派遣する者を除き，緊急時対策

所を活動拠点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設のそれぞれの必要要員を

確保することにより，両施設の同時発災時においても，重大事故等対

応を兼務して対応できる体制を整備する。 

（略） 

５）再処理事業部長（原子力防災管理者）は，警戒事象（その時点で

は，公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではない

が，原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第 10 条第

１項に基づく特定事象に至るおそれがある事象）においては警戒事態

を，特定事象が発生した場合には第１次緊急時態勢を，第 15 条第１

項に該当する事象が発生した場合には第２次緊急時態勢を発令し，非

常時対策組織要員の非常招集及び通報連絡を行い，非常時対策組織を

設置する。その中に再処理事業部長（原子力防災管理者）を本部長と

する非常時対策組織本部，実施組織及び支援組織を設置し，重大事故

等対策を実施する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発

生した場合でも，速やかに対策を行えるように，再処理事業所内に必

要な重大事故等に対処する要員を常時確保する。 

非常時対策組織（全体体制）が構築されるまでの間，宿直している

非常時対策組織本部の本部長代行者（副原子力防災管理者）の指揮の

下，非常時対策組織本部要員（宿直者及び電話待機者），支援組織要

員（当直員及び宿直者）及び実施組織要員（当直員及び宿直者）によ

る初動体制を確保し，迅速な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速に対応するため，再処理施設の重

大事故等に対処する非常時対策組織（初動体制）の要員として，統括

管理及び全体指揮を行う非常時対策組織本部の本部長代行者（副原子

力防災管理者）１人，社内外関係各所への通報連絡に係る連絡補助を

行う連絡責任補助者２人，電話待機する再処理施設の核燃料取扱主任
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-25 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

者１人，電話待機するＭＯＸ燃料加工施設の核燃料取扱主任者１人，

支援組織要員 12 人，実施組織要員 185 人の合計 202 人を確保する。 

非常時対策組織（初動体制）の非常時対策組織本部の本部長代行者

（副原子力防災管理者）１人，社内外関係各所への通報連絡に係る連

絡補助を行う連絡責任補助者２人，重大事故等への対処に係る情報の

把握及び社内外関係各所への通報連絡に係る役割を持つ支援組織要

員４人，防災班８人，建屋外対応班の班員２人，制御建屋対策班の対

策作業員 10 人は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における

宿直及び当直とする。 

非常時対策組織本部及び支援組織の当直員及び宿直者は，大きな揺

れを伴う地震の発生又は実施責任者（統括当直長）の連絡を受け，緊

急時対策所に移動し，非常時対策組織の初動体制を立ち上げ，施設状

態の把握及び社内外関係各所への通報連絡を行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを伴う地震の発生又は実施責任者

（統括当直長）の連絡を受け，中央制御室へ移動し，重大事故等対策

を実施する。 

重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，再処理施設の

重大事故等に対処する非常時対策組織の実施組織について, 実施責

任者（統括当直長）１人，建屋対策班長７人，現場管理者６人，要員

管理班３人，情報管理班３人，通信班長１人，放射線対応班 15 人，

建屋外対応班 20 人，再処理施設の各建屋対策作業員 105 人の合計

161 人で対応を行う。ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等に対処する非

常時対策組織の実施組織については，建屋対策班長１人，ＭＯＸ燃料

加工施設現場管理者１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，放

射線対応班２人，建屋対策作業員 16 人の合計 21 人で対応を行う。

また，予備要員として再処理施設に３人を確保する。再処理施設とＭ

ＯＸ燃料加工施設が同時に発災した場合には，それぞれの施設の実施

組織要員 182 人で重大事故対応を行う。再処理施設は，夜間及び休

日を問わず，予備要員を含め 164 人が駐在し，ＭＯＸ燃料加工施設

では，夜間及び休日を問わず，21 人が駐在する。両施設を合わせた

実施組織の必要要員数は 182 人で，これに予備要員３人を加えた 185 

人が夜間及び休日を問わず駐在する。 

（略） 

８） 非常時対策組織要員が実効的に活動するための施設及び設備等

を整備する。 

重大事故等が発生した場合において，実施組織及び支援組織が定め

られた役割を遂行するために，関係各所との連携を図り，迅速な対応

により事故対応を円滑に実施することが必要となることから，以下の

施設及び設備を整備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-26 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

実施組織は，中央制御室，中央制御室内の中央安全監視室，現場及

び緊急時対策所間の連携を図るため，所内携帯電話の使用可否の確認

結果により，可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内

用）等を整備する。 

支援組織は，再処理施設内外と通信連絡を行い，関係各所と連携を

図るための統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等

（テレビ会議システムを含む）を備えた緊急時対策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場への移動，

操作及び作業を実施し，作業内容及び現場状況の情報共有を実施でき

るように可搬型照明を整備する。 

（略） 

10）重大事故等発生時に，社外からの支援を受けることができるよう

に支援体制を整備する。 

（略） 

11） 重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備えて，

全社対策本部が中心となり，プラントメーカ，協力会社，燃料供給会

社及び他の原子力事業者を含めた社内外の関係各所と連携し，適切，

かつ，効果的な対応を検討できる体制を整備する。 

重大事故等への対応や作業が長期間にわたる場合に備えて，機能喪

失した設備の部品取替による復旧手段を整備するとともに，主要な設

備の取替部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪失した設備の復旧を実施するた

めの作業環境の線量低減対策や，放射性物質を含んだ水が発生した場

合の対応等について，事故収束対応を円滑に実施するため，平常時か

ら必要な対応を検討できる協力体制を継続して構築する。 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 

(５) 体制の整備】（P8-5-269） 

(５) 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故等に対応するための体制とし

て，以下の方針に基づき整備する。 

ａ．重大事故等対策を実施する実施組織及び支援組織の役割分担及び

責任者などを定め，指揮命令系統を明確にし,効果的な重大事故等対

策を実施し得る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれがある場合

又は発生した場合に，事故原因の除去，原子力災害の拡大防止及びそ

の他の必要な活動を迅速，かつ，円滑に行うため，再処理事業部長（原

子力防災管理者）は，事象に応じて非常事態を発令し，非常時対策組

織の非常招集及び通報連絡を行い，非常時対策組織を設置して対処す

る。 
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-27 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

非常時対策組織は，再処理施設内の各工程で同時に重大事故等に至

るおそれのある事故が発生した場合においても対応できるようにす

る。 

 再処理事業部長（原子力防災管理者）は，非常時対策組織本部の本

部長として，非常時対策組織の統括管理を行い，責任を持って原子力

防災の活動方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令系統を明確にするとともに，指揮

者である非常時対策組織本部の本部長（原子力防災管理者）が不在の

場合は，あらかじめ定めた順位に従い，副原子力防災管理者がその職

務を代行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部長，再処理工場長，核燃料取扱

主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構成する非常時対策組織

本部，重大事故等対策を実施する実施組織，実施組織に対して技術的

助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故対策に専念できる

環境を整える運営支援組織で構成する。 

非常時対策組織において，指揮命令は非常時対策組織本部の本部長

を 上位に置き，階層構造の上位から下位に向かってなされる。一方，

下位から上位へは，実施事項等が報告される。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時発災の場合においては，非常時

対策組織本部の副本部長として燃料製造事業部長及びＭＯＸ燃料加

工施設の核燃料取扱主任者を非常時対策組織本部に加え，非常時対策

組織本部の本部長が両施設の原子力防災の方針を決定する。非常時対

策組織の構成を第 5.1.4－２表，非常時対策組織の体制図を第 5.1.4

－７，８図に示す。 

平常運転時の体制下での運転，日常保守点検活動の実施経験が非常

時対策組織での事故対応，復旧活動に活かすことができ，組織が効果

的に重大事故等対策を実施できるように，専門性及び経験を考慮した

作業班の構成を行う。 

火災発生時の消火活動は，非常時対策組織とは別組織の自衛消防組

織（第 5.1.4－８図参照）のうち，消火班及び消火専門隊が実施する。 

b．非常時対策組織本部は，本部長，副本部長，再処理工場長，核燃

料取扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構成し，緊急時対

策所を活動拠点として，施設状況の把握等の活動を統括管理し，非常

時対策組織の活動を統括管理する。 

 （略） 

c．実施組織は，当直（運転員）等により構成され，重大事故等対策

を円滑に実施できる体制とし，役割に応じて責任者を配置する。 

(ａ) 実施組織 

実施組織は，統括当直長を実施責任者とする。実施責任者（統括当
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-28 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

直長）は，重大事故等対策の指揮を執る。 

実施組織は，建屋対策班，建屋外対応班，通信班，放射線対応班，

要員管理班及び情報管理班で構成する。 

実施責任者（統括当直長）は，実施組織の建屋対策班の各班長，通

信班長，放射線対応班長，要員管理班長，情報管理班長を任命し，重

大事故等対策の指揮を執るとともに，対策活動の実施状況に応じ，支

援組織に支援を要請する。 

また，実施責任者（統括当直長）又はあらかじめ指名された者は，

実施組織の連絡責任者として，事象発生時における対外連絡を行う。 

実施責任者（統括当直長）及び実施責任者（統括当直長）が任命し

た各班長は，制御建屋を活動拠点としているが，制御建屋が使用でき

なくなる場合には緊急時対策所に活動拠点を移す。 

ⅰ. 実施組織の各班の役割 

（略） 

ⅱ．建屋対策班の要員ごとの役割 

(ⅰ) 地震を要因とする全交流動力電源喪失による安全機能の喪失又

は安全系監視制御盤の機能喪失の場合 

安全系監視制御盤の機能喪失の場合 

建屋対策班の対策作業員は，建屋対策班長の指示に基づき，対策実

施の時間余裕の算出，作業開始目安時間の算出を行う。 

また，建屋対策班長は，対策作業に先立ち実施する現場環境確認の

ため，実施責任者（統括当直長）の指示に基づき要員管理班が割り当

てた要員に対して現場環境確認（屋内のアクセスルートの確認），可

搬型通話装置の設置及び手動圧縮空気ユニットの弁操作を指示する。 

建屋対策班の現場管理者は，初動対応として，担当建屋近傍におい

て，各建屋周辺の線量率確認，可搬型発電機，可搬型排風機及び可搬

型空気圧縮機の起動確認を行う。 

地震を要因とする溢水及び化学薬品の漏えいに対しては，破損を想

定する機器について耐震対策を実施することにより基準地震動によ

る地震力に対して耐震性を確保する。 

しかしながら，現場環境確認時の建屋対策班の対策作業員の防護装

備については，現場環境が悪化している可能性も考慮し，溢水，化学

薬品の漏えい等を考慮した装備とする。現場環境確認により施設状況

を把握した後の建屋対策班の対策作業員の防護装備については，手順

書に定めた判断基準に基づき適切な防護装備を選定し，建屋対策班長

と放射線対応班長が協議の上，実施責任者（統括当直長）が判断し，

放射線防護装備を決定する。 

（略） 

d．支援組織として，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-29 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支

援組織を設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組織要員は，非常時対策組織の本

部長の指示に基づき中央制御室へ派遣する者を除き，緊急時対策所を

活動拠点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設のそれぞれの必要要員を

確保することにより，両施設の同時発災時においても，重大事故等対

応を兼務して対応できる体制を整備する。 

（略） 

e．再処理事業部長（原子力防災管理者）は，警戒事象（その時点で

は，公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではない

が，原災法第 10 条第１項に基づく特定事象に至るおそれがある事象）

においては警戒事態を，特定事象が発生した場合には第１次緊急時態

勢を，原災法第 15 条第１項に該当する事象が発生した場合には第２

次緊急時態勢を発令し，非常時対策組織要員の非常招集及び通報連絡

を行い，非常時対策組織を設置する。その中に再処理事業部長（原子

力防災管理者）を本部長とする非常時対策組織本部，実施組織及び支

援組織を設置し，重大事故等対策を実施する。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，重大事故等が発 

生した場合でも，速やかに対策を行えるよう，再処理事業所内に必要

な重大事故等に対処する要員を常時確保する。 

非常時対策組織（全体体制）が構築されるまでの間，宿直している 

非常時対策組織本部の本部長代行者（副原子力防災管理者）の指揮の

下，非常時対策組織本部要員（宿直者及び電話待機者），支援組織要

員（当直員及び宿直者）及び実施組織要員（当直員及び宿直者）によ

る初動体制を確保し，迅速な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速に対応するため，再処理施設の重

大事故等に対処する非常時対策組織（初動体制）の要員として，統括

管理及び全体指揮を行う非常時対策組織本部の本部長代行者（副原子

力防災管理者）１人，社内外関係各所への通報連絡に係る連絡補助を

行う連絡責任補助者２人，電話待機する再処理施設の核燃料取扱主任

者１人，電話待機するＭＯＸ燃料加工施設の核燃料取扱主任者１人，

支援組織要員 12 人，実施組織要員 185 人の合計 202 人を確保する。 

非常時対策組織（初動体制）の非常時対策組織本部の本部長代行者

（副原子力防災管理者）１人，社内外関係各所への通報連絡に係る連

絡補助を行う連絡責任補助者２人，重大事故等への対処に係る情報の

把握及び社内外関係各所への通報連絡に係る役割を持つ支援組織要

員４人，防災班８人，建屋外対応班の班員２人，制御建屋対策班の対

策作業員 10 人は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における
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発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-30 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

宿直及び当直とする。 

宿直者の構成を第 5.1.4－５表に示す。 

非常時対策組織本部及び支援組織の当直員及び宿直者は，大きな揺

れを伴う地震の発生又は実施責任者（統括当直長）の連絡を受け，緊

急時対策所に移動し，非常時対策組織の初動体制を立ち上げ，施設状

態の把握及び社内外関係各所への通報連絡を行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを伴う地震の発生又は実施責任者

（統括当直長）の連絡を受け，中央制御室へ移動し，重大事故等対策

を実施する。 

重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，再処理施設の

重大事故等に対処する非常時対策組織の実施組織について， 実施責

任者（統括当直長）１人，建屋対策班長７人，現場管理者６人，要員

管理班３人，情報管理班３人，通信班長１人，放射線対応班 15 人，

建屋外対応班20人，再処理施設の各建屋対策作業員105人の合計161

人で対応を行う。ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等に対処する非常時

対策組織の実施組織については, 建屋対策班長１人，ＭＯＸ燃料加

工施設現場管理者１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理班長１人，放射

線対応班２人，建屋対策作業員 16 人の合計 21 人で対応を行う。ま

た，予備要員として再処理施設に３人を確保する。再処理施設とＭＯ

Ｘ燃料加工施設が同時に発災した場合には，それぞれの施設の実施組

織要員 182 人で重大事故対応を行う。再処理施設は，夜間及び休日を

問わず，予備要員を含め 164 人が駐在し，ＭＯＸ燃料加工施設では，

夜間及び休日を問わず，21 人が駐在する。両施設を合わせた実施組

織の必要要員数は 182 人で，これに予備要員３人を加えた 185 人が夜

間及び休日を問わず駐在する。重大事故等への対処に係る要員配置を

記載したタイムチャートを第 5.1.4－９図に示す。 

（略） 

h．非常時対策組織要員が実効的に活動するための施設及び設備等を

整備する。 

重大事故等が発生した場合，実施組織及び支援組織が定められた役

割を遂行するために，関係各所との連携を図り，迅速な対応により事

故対応を円滑に実施することが必要となることから，以下の施設及び

設備を整備する。 

実施組織は，中央制御室，中央制御室内の中央安全監視室，現場及

び緊急時対策所間の連携を図るため，所内携帯電話の使用可否を確認

し，その結果に基づき，可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用）等を整備する。 

支援組織は，再処理施設内外と通信連絡を行い，関係各所と連携を

図るための統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-31 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

（テレビ会議システムを含む。）を備えた緊急時対策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場への移動，

操作及び作業を実施し，作業内容及び現場状況の情報共有を実施する

ため可搬型照明を整備する。 

これらは，重大事故等対策時において，初期に使用する施設及び設

備であり，これらの施設又は設備を使用することによって再処理施設

の状態を確認し，必要な社内外関係機関への通報連絡を行う。 

また重大事故等対策のため，夜間においても速やかに現場へ移動す

る。 

i．支援組織は，再処理施設の状態及び重大事故等対策の実施状況に

ついて，全社対策本部，国，関係地方公共団体等の社内外関係機関へ

の通報連絡が実施できるように衛星電話設備及び統合原子力防災ネ

ットワークを用いた通信連絡設備等を配備し，広く情報提供を行う。 

j．重大事故等発生時に，社外からの支援を受けることができるよう

に支援体制を整備する。外部からの支援計画を定めるために，あらか

じめ支援を受けることができるようにプラントメーカ，協力会社，燃

料供給会社及び他の原子力事業者との重大事故等発生時の支援活動

に係る覚書又は協定等の締結を行う。 

（略） 

ｋ．重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備えて，

全社対策本部が中心となり，プラントメーカ，協力会社，燃料供給会

社及び他の原子力事業者を含めた社内外の関係各所と連携し，適切，

かつ，効果的な対応を検討できる体制を整備する。 

重大事故等への対応や作業が長期間にわたる場合に備えて，機能喪

失した設備の部品取替による復旧手段を整備するとともに，主要な設

備の取替部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪失した設備の復旧を実施するた

めの作業環境の線量低減対策や，放射性物質を含んだ汚染水が発生し

た場合の対応等について，事故収束対応を円滑に実施するため，平常

時から必要な対応を検討できる協力体制を継続して構築する。 

ⅼ．全社対策本部は，再処理施設において重大事故等が発生した際に，

当社施設の六ヶ所ウラン濃縮工場加工施設及び廃棄物埋設施設で同

時期に事象が発生した場合においても，ｊ.項及びｋ.項に記載した対

応を行う。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-32 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－２表 非常時対策組織の構成】（P8-5-290） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-33 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－３表 実施組織の構成】（P8-5-291） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-34 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－４表 支援組織の構成】（P8-5-292） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-35 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－５表 宿直者の構成】（P8-5-293） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項⽬の整理表（技術的能⼒ 1.0） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護対策 
技-36 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.1.4－７図 非常時対策組織の体制図】（P8-5-300） 

 

【添付書類八 5.1.4－８図 非常時対策組織の初動体制及び全体体

制の構成】（P8-5-301） 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.1 目次 

 

 技術的能力（1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等）(p 技術 1.1-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（2／15）】(p技術 1.1-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（2／15）】(p技術 1.1-

2) 

【添付書類八 1.b.(a)i.可溶性中性子吸収剤の自動供給】(p技術 1.1-2) 

【添付書類八 1.b.(a)ⅱ. 可溶性中性子吸収材の手動供給】(p技術 1.1-3) 

【添付書類八 1.b.(a)ⅳ. 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気】(p 技術

1.1-3) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.1） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.1-1 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

技術的能力（1.1臨界事故の拡大を防止するための手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（2

／15）】（P807） 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 － 

 地震又は火山の影響により臨界事故は発生しな

い。 

 28条に係る別紙 2-2にて抽出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許可

の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋内で対処する要員に対

し，想定される作業環境に応じて適切な防護具の

配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，本手順において個別に有毒化学

物質の発生源を特定していない。 

 臨界事故に関しては，地震及び火山の影響を起因とす

るものではないため，本事象の際に想定する発生源は

無い。 

 ただし，予期せず発生する有毒ガスの防護がなされて

いるかという観点から，有毒ガス防護対策を確認す

る。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員であ

る，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央制

御室へ連絡するための手段を確保することにより，有

毒ガスの発生を検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととしている。 

臨界事故の拡大を防止する手順等に係る既許可の内容

において，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策に

ついて影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮

すべき事項はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.1） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.1-2 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（2／15）】（P8-5-5） 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

 

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

【添付書類八 1.b.(a)i.可溶性中性子吸収剤の自動供

給】（P8-添 1-20） 

ｂ．重大事故時の手順 

(ａ) 臨界事故の拡大防止対策の対応手順 

ⅰ．可溶性中性子吸収材の自動供給 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

 （略） 

 重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.1） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.1-3 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手

段を確保する。 

夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【添付書類八 1.b.(a)ⅱ. 可溶性中性子吸収材の手動供

給】（P8-添 1-25） 

ⅱ．可溶性中性子吸収材の手動供給 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手

段を確保する。 

夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 

【添付書類八 1.b.(a)ⅳ. 臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気】（P8-添 1-25） 

ⅳ. 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性重大事故の対処においては，通常の安

全対策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手

段を確保する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.1） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.1-4 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.2 目次 

 

 技術的能力（1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等）(p技術 1.2-

1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（3／15）】(p技術 1.2-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（3／15）】(p技術 1.2-

2) 

【添付書類八 2.b.(a)i. 内部ループへの通水による冷却】(p技術 1.2-2) 

【添付書類八 2.b.(a)ⅲ. 安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却】(p

技術 1.2-3) 

【添付書類八 2.b.(a)ⅳ. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系

による冷却】(p技術 1.2-3) 

【添付書類八 2.b.(a) ⅴ．運転予備負荷用一般冷却水系による冷却】(p技術 1.2-4) 

【添付書類八 2.b.(b) ⅰ．貯槽等への注水】(p技術 1.2-4) 

【添付書類八 2.b.(b) ⅱ．冷却コイル等への通水による冷却】(p技術 1.2-5) 

【添付書類八 2.b.(b) ⅲ．給水処理設備等から貯槽等への注水】(p技術 1.2-5) 

【添付書類八 2.b.(b) ⅳ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応】

(p技術 1.2-6) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.2） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.2-1 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

技術的能力（1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（3／

15）】（P814） 

1.1 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 火山の影響 

 本手順は，蒸発乾固に対処するための手順である。

火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条

件として以下の発生源を考慮する必要がある。（28

条に係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断

による漏えい） 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許

可の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 現場環境確認を行った後に対処を開始するととも

に，機器の損傷による漏えいの発生の有無を確認す

ること 

 降灰予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化

学物質等との反応によって発生するものを対象と

している。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕物

による大気汚染を発生源として考慮している。  

 蒸発乾固は，地震又は火山の影響を起因とするもの

である。このため，重大事故時の作業環境として，

配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降下

火砕物による大気汚染を発生源として考慮してい

る。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象と

している。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員で

ある，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はい

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，現場環境確認を行った後に対

処を開始するとともに，機器の損傷による漏えいの

発生の有無を確認することとなっている。これによ

り異常を検知した作業員が中央制御室へ連絡する

ための手段を確保することにより，有毒ガスの発生

を検知可能である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の

可能性について，降灰予報により検知することが可

能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等に係る既許可の内容において，発生源，防護対象者，

検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応

と比較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確

認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.2） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.2-2 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の

概要（3／15）】（P8-5-12） 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処す

る要員に対し，想定される作業環境に応じて適

切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有

毒ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等であ

る。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

【添付書類八 2.b.(a)i. 内部ループへの通水による冷却】

（P8-添 1-115） 

ⅰ．内部ループへの通水による冷却 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，代替安全冷却

水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース，可搬型建

屋内ホースを敷設，接続し，可搬型建屋内ホースと代替安全冷

却水系の内部ループ配管を接続した後，第１貯水槽の水を内部

ループに通水することにより，貯槽等に内包する高レベル廃液

等の温度を低下させる手段がある。 

なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，対処が可能である。

外的事象の「地震」による冷却機能喪失の場合は，現場環境確

認を行った後に対処を開始するとともに，機器の損傷による漏

えいの発生の有無を確認する。外的事象の「火山の影響」によ

り，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対

応作業として，可搬型中型移送ポンプの建屋内への移動及び除

灰作業の準備を実施する。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.2） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.2-3 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段

を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

 

 

【添付書類八 2.b.(a)ⅲ. 安全冷却水系の中間熱交換器バ

イパス操作による冷却】（P8-添 1-123） 

ⅲ．安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とするこ

とを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【添付書類八 2.b.(a)ⅳ. 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用の安全冷却水系による冷却】（P8-添 1-126） 

ⅳ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系

による冷却 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは

別に，本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を

行うこととしているため，重大事故等対処設備を用いた対処に

悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.2） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.2-4 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とするこ

とを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【添付書類八 2.b.(a) ⅴ．運転予備負荷用一般冷却水系に

よる冷却】（P8-添 1-126） 

ⅴ．運転予備負荷用一般冷却水系による冷却 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは

別に，本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を

行うこととしているため，重大事故等対処設備を用いた対処に

悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とするこ

とを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【添付書類八 2.b.(b) ⅰ．貯槽等への注水】（P8-添 1-136） 

ⅰ．貯槽等への注水 

（略） 

(ⅱ) 操作手順 

「貯槽等への注水」の手順の概要は以下のとおり。本手順の

成否は，貯槽等液位から，貯槽等に注水されていることにより

確認する。手順の対応フローを第２－３図，概要図を第２－20 

図，タイムチャートを第２－21 図に示す。外的事象の「火山の

影響」により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応作業として，可搬型中型移送ポンプの建屋内への移

動及び除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.2） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.2-5 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とするこ

とを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段

を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 2.b.(b) ⅱ．冷却コイル等への通水による冷

却】（P8-添 1-142） 

ⅱ．冷却コイル等への通水による冷却 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とするこ

とを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段

を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 2.b.(b) ⅲ．給水処理設備等から貯槽等への

注水】（P8-添 1-147） 

ⅲ．給水処理設備等から貯槽等への注水 

（略） 

本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは

別に，本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を

行うこととしているため，重大事故等対処設備を用いた対処に

悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.2） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.2-6 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

【添付書類八 2.b.(b) ⅳ．セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応】（P8-添 1-151） 

ⅳ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

（略） 

(ⅱ) 操作手順 

「セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」

の手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第２－３

図，概要図を第２－30 図，タイムチャートを第２－21 図に示

す。外的事象の「火山の影響」により，降灰予報（「やや多量」

以上）を確認した場合は，事前の対応作業として，可搬型中型

移送ポンプ及び可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業

の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とするこ

とを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段

を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.3 目次 

 

 技術的能力（1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等）

(p 技術 1.3-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（4／15）】(p技術 1.3-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（4／15）】(p技術 1.3-

2) 

【添付書類八 3.b.(a)i. 水素爆発を未然に防止するための空気の供給】(p技術 1.3-

3) 

【添付書類八 3.b.(b)i. 水素爆発を未然に防止するための空気の供給】(p技術 1.3-

3) 

【添付書類八 3.b.(b)ⅱ. セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応】

(p技術 1.3-3) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.3） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.3-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

技術的能力（1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（4

／15）】（P825） 

1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処す

るための手順等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 火山の影響 

 本手順は，水素爆発に対処するための手順である。火

山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条件と

して以下の発生源を考慮する必要がある。（28条に係

る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断に

よる漏えい） 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許可

の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 現場環境確認を行った後に対処を開始するとともに，

機器の損傷による漏えいの発生の有無を確認するこ

と 

 降灰予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕物に

よる大気汚染を発生源として考慮している。  

 水素爆発は，地震又は火山の影響を起因とするもので

ある。このため，重大事故時の作業環境として，配管

の全周破断による化学物質の漏えい及び降下火砕物

による大気汚染を発生源として考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員であ

る，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，現場環境確認を行った後に対処

を開始するとともに，機器の損傷による漏えいの発生

の有無を確認することとなっている。これにより異常

を検知した作業員が中央制御室へ連絡するための手

段を確保することにより，有毒ガスの発生を検知可能

である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の可

能性について，降灰予報により検知することが可能で

ある。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順

等に係る既許可の内容において，発生源，防護対象者，検

知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と比

較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認し

た。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.3） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.3-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（4／15）】（P8-5-23） 

1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処す

るための手順等 

 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する

要員に対し，想定される作業環境に応じて適切な

防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

【添付書類八 3.b.(a)i. 水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給】（P8-添 1-335） 

ｂ．重大事故等時の手順 

（a） 水素爆発の発生防止対策の対応手順 

ⅰ．水素爆発を未然に防止するための空気の供給 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等時の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等時の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.3） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.3-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

【添付書類八 3.b.(b)i. 水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給】（P8-添 1-347） 

(b) 水素爆発の拡大防止対策の対応手順 

ⅰ．水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合に，可搬

型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを可搬型空気圧

縮機へ接続し，貯槽等へ圧縮空気を供給することにより，

水素掃気機能を回復させる手段がある。 

外的事象の「地震」による水素掃気機能喪失の場合は，

現場環境確認を行った後に対処を開始する。また，外的事

象の「火山の影響」により， 降灰予報（「やや多量」以上）

が確認された場合は，事前の対応作業として，可搬型空気

圧縮機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。

また，降灰が確認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施

する。 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡

手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

【添付書類八 3.b.(b)ⅱ. セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応】（P8-添 1-355） 

ⅱ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.3） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.3-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡

手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.4 目次 

 

 技術的能力（1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等）(p技術 1.4-

1) 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（5／15）】(p技術 1.4-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（5／15）】(p技術 1.4-

2) 

【添付書類八 4.b.(a)i. プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止】(p技術 1.4-2) 

【添付書類八 4.b.(a)ⅱ. プルトニウム濃縮缶の加熱の停止】(p技術 1.4-3) 

【添付書類八 4.b.(a)ⅲ. 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留】(p技術 1.4-3) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.4） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.4-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

技術的能力（1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（5／

15）】（P837） 

1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 － 

 地震又は火山の影響により臨界事故は発生しな

い。 

 28条に係る別紙 2-2にて抽出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許

可の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋内で対処する要員に

対し，想定される作業環境に応じて適切な防護

具の配備等で防護できる。 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，本手順において個別に有毒化

学物質の発生源を特定していない。 

 臨界事故に関しては，地震及び火山の影響を起因と

するものではないため，本事象の際に想定する発生

源は無い。 

 ただし，予期せず発生する有毒ガスの防護がなされ

ているかという観点から，有毒ガス防護対策を確認

する。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象と

している。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員で

ある，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央

制御室へ連絡するための手段を確保することによ

り，有毒ガスの発生を検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用す

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順

等に係る既許可の内容において，発生源，防護対象者，検

知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と比

較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認し

た。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.4） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.4-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順

の概要（5／15）】（P8-5-35） 

1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順

等 

 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

ることとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

【添付書類八 4.b.(a)i. プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給停止】（P8-添 1-494） 

ｂ．重大事故時の手順 

(ａ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の対

応手順 

ⅰ．プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.4） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.4-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業におい

ては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段

を確保する。 

【添付書類八 4.b.(a)ⅱ. プルトニウム濃縮缶の加熱の停

止】（P8-添 1-497） 

ⅱ．プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業におい

ては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段

を確保する。 

【添付書類八 4.b.(a)ⅲ. 廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留】（P8-添 1-497） 

ⅲ．廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

（略） 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業におい

ては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段

を確保する。 

 

282



  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.5 目次 

 

 技術的能力（1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等）(p 技術 1.5-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（6／15）】(p技術 1.5-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（6／15）】(p技術 1.5-
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【添付書類八 5.b.(b) ⅱ．資機材によるプール水の漏えい緩和】(p技術 1.5-3) 

【添付書類八 5.b.(c) ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい発生時の状況監視並びに監視設備の保護】

(p技術 1.5-4) 

【添付書類八 5.b.(c) ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の状況

監視及び監視設備の保護】(p技術 1.5-5) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.5） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.5-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

技術的能力（1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（6／15）】

（P843） 

1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

 

・発生源 

 火山の影響 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順であ

る。火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環

境条件として以下の発生源を考慮する必要があ

る。（28条に係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破

断による漏えい） 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許

可の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 現場環境確認を行った後に対処を開始するととも

に，機器の損傷による漏えいの発生の有無を確認

すること 

 降灰予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有

毒化学物質の揮発等により発生するもの及び他の

化学物質等との反応によって発生するものを対象

としている。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕

物による大気汚染を発生源として考慮している。  

 想定事故１又は２は，地震及び火山の影響を起因

とするものである。このため，重大事故時の作業環

境として，配管の全周破断による化学物質の漏え

い及び降下火砕物による大気汚染を発生源として

考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象と

している。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員

である，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，設定すべき防護対象者はいない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた

検出装置及び人による認知や異常の確認を挙げて

いる。 

 既許可の申請書では，現場環境確認を行った後に

対処を開始するとともに，機器の損傷による漏え

いの発生の有無を確認することとなっている。こ

れにより異常を検知した作業員が中央制御室へ連

絡するための手段を確保することにより，有毒ガ

スの発生を検知することが可能である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染

の可能性について，降灰予報により検知すること

が可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等に係る既

許可の内容において，発生源，防護対象者，検知手段及

び防護対策について影響評価ガイドの対応と比較した

結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要

（6／15）】（P8-5-41） 

1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.5） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.5-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 5.b.(a)i. プルトニウム濃縮缶への供給液の供給

停止】（P8-添 1-548） 

ｂ．重大事故等時の手順 

(ａ) 燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい発生時の対応手順 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への注水 

燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は燃料

貯蔵プール等からの水の小規模な漏えい発生時においても，第 1 

貯水槽を水源として代替注水設備により燃料貯蔵プール等へ注水

することで，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線

を遮蔽する手段がある。なお，第２貯水槽を水源とした場合でも，

対処が可能である。 

外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環

境確認を行った後に対処を開始する。 

外的事象の「火山の影響」により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応作業として，可搬型中型移送ポン

プの建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を

確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処

する要員に対し，想定される作業環境に応じ

て適切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有

毒ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の

配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等で

ある。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 

【添付書類八 5.b.(b)i. 燃料貯蔵プール等への水のスプレイ】

（P8-添 1-554） 

(ｂ) 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時の対応

手順 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.5） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.5-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，代替注水設備により燃

料貯蔵プール等へ注水しても水位が維持できない場合において，

第１貯水槽を水源としてスプレイ設備により燃料貯蔵プール等へ

水をスプレイすることで，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著

しい損傷の進行を緩和し，使用済燃料の損傷時に，できる限り大

気中への放射性物質の放出を低減する手段がある。なお，第２貯

水槽を水源とした場合でも，対処が可能である。 

外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環

境確認を行った後に対処を開始する。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を

確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 5.b.(b) ⅱ．資機材によるプール水の漏えい緩和】

（P8-添 1-557） 

ⅱ．資機材によるプール水の漏えい緩和 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.5） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.5-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 5.b.(c) ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注

水機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏え

い発生時の状況監視並びに監視設備の保護】（P8-添 1-560） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等の冷却機能及び注水機能の喪失時，又は

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい発生時の状況監視並

びに監視設備の保護 

計測機器（非常用のものを含む）の直流電源の喪失その他機器

の故障により，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要な情報を把握することが困難となった場合に，燃料貯蔵プー

ル等の監視に 

使用する設備により，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料

貯蔵プール等上部の空間線量率について，変動する可能性のある

範囲にわたり測定し，並びに燃料貯蔵プール等の状態を監視する

手段がある。 

また，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の温度が上昇した場合においても，燃料貯蔵プール等

の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率の測定並び

に燃料貯蔵プール等の状態監視を継続できるよう，監視に使用す

る設備を保護する設備により，監視カメラ等へ冷却空気を供給し

保護する。 

外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環

境確認を行った後に対処を開始する。 

外的事象の「火山の影響」により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応作業として，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機の建屋内への移動，可搬型空冷ユニットへのフィルタの設置

及び除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.5） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.5-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を

確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 5.b.(c) ⅱ．燃料貯蔵プール等からの大量の水の

漏えい発生時の状況監視及び監視設備の保護】（P8-添 1-565） 

計測機器（非常用のものを含む）の直流電源の喪失その他機器

の故障により，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要な情報を把握することが困難となった場合に，燃料貯蔵プー

ル等の監視に使用する設備により，燃料貯蔵プール等の水位，水

温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，変動する可

能性のある範囲にわたり測定し，並びに燃料貯蔵プール等の状態

を監視する手段がある。 

また，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の温度が上昇した場合においても，燃料貯蔵プール等

の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率の測定並び

に燃料貯蔵プール等の状態監視を継続できるよう，監視に使用す

る設備を保護する設備により，監視カメラ等へ冷却空気を供給し

保護する。 

外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，現場環

境確認を行った後に対処を開始する。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略）重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を

確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.7） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.7-1 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

技術的能力（1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（8

／15）】（P856） 

1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 航空機燃料火災 

 化学火災 

 火山の影響 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順である。

火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条件

として以下の発生源を考慮する必要がある。（40条に

係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断に

よる漏えい） 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は大規模損壊時の手順である。このため，既許

可の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 降灰予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕物に

よる大気汚染を発生源として考慮している。  

 また，既許可の申請書では，本手順において火災の二

次的影響による大気汚染を考慮している。なお，火災

による有毒ガスは，影響評価ガイドの対象外である。 

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とするも

のがある。このため，重大事故時の作業環境として，

配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降下火

砕物による大気汚染を発生源として考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員であ

る，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はいな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央制

御室へ連絡するための手段を確保することにより，有

毒ガスの発生を検知することが可能である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の可

能性について，降灰予報により検知することが可能で

ある。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手

順等に係る既許可の内容において，発生源，防護対象者，

検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と

比較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認し

た。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.7） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.7-2 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（8／15）】（P8-5-54） 

1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等 

 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する

要員に対し，想定される作業環境に応じて適切な

防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

【添付書類八 6.b.(a)i. 放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制】（P8-添 1-642） 

ｂ．重大事故等時の手順 

(ａ) 大気中への放射性物質の放出を抑制するための対

応手順 

ⅰ．放水設備による大気中への放射性物質の放出抑制 

可搬型放水砲による建物への放水は，以下の考え方を基

本とする。 

・重大事故が進展して継続的に生じる有意な放射性物

質の放出経路以外の経路からの放出に繋がる事象が生じ

た建物への対処を最優先に実施する。 

・可搬型放水砲による放水開始後は，第１貯水槽を水源

として水の供給が途切れることなく，放水を継続するた

め，第２貯水槽及び敷地外水源から水の補給を実施する

（水の補給については，「7.重大事故等への対処に必要と

なる水の供給手順等」にて整備する。）。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.7） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.7-3 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

重大事故等時，大気中へ放射性物質が放出されることを

想定し，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍及びアクセス

ルート上に，可搬型放水砲を放水対象の建屋近傍に設置

し，大型移送ポンプ車から可搬型放水砲まで可搬型建屋外

ホースを敷設し，可搬型放水砲との接続を行い，大型移送

ポンプ車で第１貯水槽の水を取水し，中継用の大型移送ポ

ンプ車を経由して，可搬型放水砲により建物へ放水する手

段がある。また，放水設備の一部を使用し，セル又は建物

へ注水する手段がある。 

可搬型放水砲の設置場所は，建物放水の対象となる建物

の開口部及び風向きにより決定する。 

建物への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあら

かじめ考慮し，実施する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確

認された場合は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホ

ースの敷設を行い，除灰作業の準備を実施する。また，降

灰が確認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 

【添付書類八 6.b.(a) ⅱ．主排気筒内への散水】（P8-添

1-647） 

ⅱ．主排気筒内への散水 

（略） 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，代替注

水設備により燃料貯蔵プール等へ注水しても水位が維持

できない場合において，第１貯水槽を水源としてスプレイ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.7） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.7-4 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

設備により燃料貯蔵プール等へ水をスプレイすることで，

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著しい損傷の進行を

緩和し，使用済燃料の損傷時に，できる限り大気中への放

射性物質の放出を低減する手段がある。なお，第２貯水槽

を水源とした場合でも，対処が可能である。 

外的事象の「地震」による冷却等の機能喪失の場合は，

現場環境確認を行った後に対処を開始する。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

なお，本対策は，重大事故等対処設備を用いた対処に係

る要員及び時間に加えて，本対策を実施するための要員及

び時間を確保可能な場合に着手することとしているため，

重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 

【添付書類八 6.b.(b) ⅰ．燃料貯蔵プール等への大容量

の注水による工場等外への放射線の放出抑制】（P8-添 1-

647） 

ⅰ．燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外

への放射線の放出抑制 

重大事故等時，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から工場等

外へ放射線が放出されることを想定し，大型移送ポンプ車

を第１貯水槽近傍及びアクセスルート上に設置し，可搬型

建屋外ホース及び建屋内ホースを燃料貯蔵プール等まで

敷設し，大型移送ポンプ車で第１貯水槽の水を取水し，中

継用の大型移送ポンプ車を経由して，燃料貯蔵プール等へ

注水する手段がある。 

293



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.7） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.7-5 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確

認された場合は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホ

ースの敷設を行い，除灰作業の準備を実施する。また，降

灰が確認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等外へ

の放射線の放出抑制の対応は，実施責任者等の要員６人，

建屋外対応班の班員 14 人，建屋対策班の班員８人の合計

28 人にて作業を実施した場合，燃料貯蔵プール等への注

水は，本対策の実施判断後５時間 30 分以内で対処可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 

【添付書類八 6.b.(c) ⅰ．海洋，河川，湖沼等への放射

性物質の流出抑制】（P8-添 1-657） 

(ｃ) 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制

するための対応手順 

ⅰ．海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出抑制 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.7） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.7-6 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 

【添付書類八 6.b.(d) ⅰ．初期対応における延焼防止措

置】（P8-添 1-662） 

(ｄ) 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災，化学火災に対応するための対応手順 

ⅰ．初期対応における延焼防止措置 

（略） 

 (ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対時においては，中央制御室等と

の連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 6.b.(d) ⅱ．再処理施設の各建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災の対応】

（P8-添 1-664） 

ⅱ．再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災，化学火災の対応 

重大事故等時，再処理施設の各建物周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災，化学火災が発生した場合を想

定し，大型移送ポンプ車を第１貯水槽近傍に設置し，可搬

型建屋外ホースを再処理施設の各建物周辺における火災

の発生箇所近傍まで敷設し，可搬型放水砲との接続を行

い，可搬型放水砲による泡消火及び放水による消火活動を

行う。 

可搬型放水砲の設置場所は，再処理施設の各建物周辺に

おける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災の発生

場所及びに風向きにより決定する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.7） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.7-7 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

建物及び建物周辺の状況確認の結果から，泡消火又は放

水による消火活動を行うのかを決定する。 

建物及び建物周辺の状況確認の結果から，消火活動に使

用する消火剤を決定する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）が確

認された場合は，事前の対応作業として，可搬型建屋外ホ

ースの敷設を行い，除灰作業の準備を実施する。また，降

灰が確認されたのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備す

る。 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.8 目次 

 

 技術的能力（1.8. 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等）(p 技術 1.8-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（9／15）】(p技術 1.8-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（9／15）】(p技術 1.8-

1) 

【添付書類八 7.b.(a) ⅰ．水源の確保】(p技術 1.8-2) 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．第１貯水槽へ水を補給するための対応】(p技術 1.8-2) 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．（ⅱ）第１貯水槽へ水を補給するための対応】(p技術 1.8-

3) 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．（ⅲ）第１貯水槽へ水を補給するための対応】(p技術 1.8-

4) 

【添付書類八 7.b.(c) ⅰ．第２ 貯水槽から敷地外水源に第１ 貯水槽への水の補給

源の切り替え】(p技術 1.8-4) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.8-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

技術的能力（1.8. 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（9

／15）】（P860） 

1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

 

・発生源 

 火山の影響 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順である。

火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条件

として以下の発生源を考慮する必要がある。（28条に

係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断に

よる漏えい） 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許可

の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 降灰予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕物に

よる大気汚染を発生源として考慮している。  

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とするも

のがある。このため，重大事故時の作業環境として，

配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降下火

砕物による大気汚染を発生源として考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員であ

る，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央制

御室へ連絡するための手段を確保することにより，有

毒ガスの発生を検知可能である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の可

能性について，降灰予報により検知することが可能で

ある。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手

順等に係る既許可の内容において，発生源，防護対象者，

検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と

比較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認し

た。 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（9／15）】（P8-5-58） 

1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.8-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類八 7.b.(a) ⅰ．水源の確保】（P8-添 1-709） 

ｂ．重大事故等時の手順 

(a) 水源の確保の対応手順 

ⅰ．水源の確保 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加え

て， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い， 

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については， 個人線量計を着用し，１ 作業当たり

1 0ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管理する。さらに， 

実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては， 

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこ

とにより， 実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時においては， 中央制御室等と

の連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては， 確

実に運搬及び移動ができるように， 可搬型照明を配備す

る。 

要員に対し，想定される作業環境に応じて適切な

防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．第１貯水槽へ水を補給するた

めの対応】（P8-添 1-709） 

(b) 水源へ水を補給するための対応手順 

ⅰ．第１貯水槽へ水を補給するための対応 

(ⅰ) 第２貯水槽を水の補給源とした， 第１貯水槽への水

の補給 

重大事故等時， 第１ 貯水槽を水源とした対処を継続す

るために， 第２ 貯水槽から第１ 貯水槽へ水を補給する

ことを想定し， 大型移送ポンプ車を第２ 貯水槽近傍に移

動し， 設置する。可搬型建屋外ホースを第２ 貯水槽から

第１貯水槽まで敷設し， 可搬型建屋外ホースを第１ 貯水

槽の取水箇所に設置した後， 大型移送ポンプ車を起動し， 

第１貯水槽へ水を補給する手段がある。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上） が確

認された場合は， 重大事故等の進展状況に応じて事前の

対応作業として， 可搬型建屋外ホースの敷設を行い除灰

作業の準備を実施する。また， 降灰が確認されたのち必

要に応じ， 除灰作業を実施する。 

（略） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.8-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

３）操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加え

て， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い， 

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 1 

0ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管理する。さらに，実施

組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場

所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことによ

り， 実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては， 中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運

搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．（ⅱ）第１貯水槽へ水を補給

するための対応】（P8-添 1-709） 

(ⅱ) 敷地外水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への

水の補給 

重大事故等時， 第１貯水槽を水源とした対処を継続す

るために， 敷地外水源から第１貯水槽へ水を補給するこ

とを想定し， 大型移送ポンプ車を敷地外水源に移動及び

設置し， 可搬型建屋外ホースを敷地外水源から第１ 貯水

槽まで敷設し， 可搬型建屋外ホースを第１ 貯水槽の取水

箇所に設置した後， 大型移送ポンプ車を起動し， 第１ 貯

水槽へ水を補給する手段がある。 

火山の影響により， 降灰予報（「やや多量」以上） が

確認された場合は， 重大事故等の進展状況に応じて事前

の対応作業として， 可搬型建屋外ホースの敷設を行い除

灰作業の準備を実施する。また， 降灰が確認されたのち

必要に応じ， 除灰作業を実施する。 

（略） 

３） 操作の成立性 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加え

て， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い， 

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については， 個人線量計を着用し，１ 作業当たり

10ｍSｖ 以下とすることを目安に管理する。さらに， 実

施組織要員の作業場所への移動及び作業においては， 作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により， 実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.8-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

る。重大事故等の対処時においては， 中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては， 確実

に運搬及び移動ができるように， 可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 7.b.(b) ⅰ．（ⅲ）第１貯水槽へ水を補給

するための対応】（P8-添 1-723） 

(ⅲ) 淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への

水の補給 

（略） 

３） 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加え

て， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い， 

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については， 個人線量計を着用し，１ 作業当たり

10ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管理する。さらに， 実

施組織要員の作業場所への移動及び作業においては， 作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により， 実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては， 中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては， 確実

に運搬及び移動ができるように， 可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 7.b.(c) ⅰ．第２ 貯水槽から敷地外水源

に第１ 貯水槽への水の補給源の切り替え】（P8-添 1-728） 

重大事故等時， 第２ 貯水槽から敷地外水源に第１ 貯

水槽への水の補給源を切り替えることを想定し， 第２ 貯

水槽近傍に設置していた大型移送ポンプ車を敷地外水源

近傍に移動及び設置し， 敷地外水源近傍に敷設された可

搬型建屋外ホースと大型移送ポンプ車を接続する手段が

ある。 

火山の影響により， 降灰予報（「やや多量」以上） が

確認された場合は， 重大事故等の進展状況に応じて事前

の対応作業として， 可搬型建屋外ホースの敷設を行い除

灰作業の準備を実施する。また， 降灰が確認されたのち

必要に応じ， 除灰作業を実施する。 

(ⅲ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加え

て， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い， 

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.8） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.8-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

量管理については， 個人線量計を着用し，１ 作業当たり

10ｍ Sｖ 以下とすることを目安に管理する。さらに， 実

施組織要員の作業場所への移動及び作業においては， 作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うこと

により， 実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては， 中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては， 確実

に運搬及び移動ができるように， 可搬型照明を配備する。 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.9 目次 

 

 技術的能力（9.電源の確保に関する手順等）(p 技術 1.9-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（10／15）】(p技術 1.9-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（10／15）】(p 技術

1.9-1) 

【添付書類八 添付 1 8.b.(a)i. 可搬型発電機による給電】(p技術 1.9-2) 

【添付書類八 添付 1 8.b.(a)ⅱ.  共通電源車による給電】(p技術 1.9-2) 

【添付書類八 添付 1 8.b.(b)i. 設計基準対象の施設と一部を兼用する重大事故等

対処設備からの給電】(p技術 1.9-3) 

【添付書類八 添付 1 8.b.(c)i.  重大事故等の対処に用いる設備に対する補機駆

動用燃料補給設備による給油手順】(p技術 1.9-4) 

【添付書類八 添付 1 8.b.(c)ⅱ. 共通電源車に対する燃料給油のための手順】(p技

術 1.9-4) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.9) 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.9-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

技術的能力（9.電源の確保に関する手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（10

／15）】（P864） 

1.9 電源の確保に関する手順等 

 

・発生源 

 火山の影響 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順である。

火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条件

として以下の発生源を考慮する必要がある。（28条に

係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断に

よる漏えい） 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許可

の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 降灰予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕物に

よる大気汚染を発生源として考慮している。  

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とするも

のがある。このため，重大事故時の作業環境として，

配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降下火

砕物による大気汚染を発生源として考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員であ

る，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央制

御室へ連絡するための手段を確保することにより，有

毒ガスの発生を検知可能である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の可

能性について，降灰予報により検知することが可能で

ある。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

電源の確保に関する手順等に係る既許可の内容におい

て，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策について

影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮すべき

事項はないことを確認した。 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（10／15）】（P8-5-62） 

1.9 電源の確保に関する手順等 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.9) 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.9-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類八 添付1 8.b.(a)i. 可搬型発電機による

給電】(P8-添1-783) 

ⅰ ． 可搬型発電機による給電 

（略） 

全交流動力電源喪失の場合は， 現場環境確認を行った 

後に対処を開始する。 

火山の影響により， 降灰予報(「やや多量」以上)を確

認した場合は， 事前の対応作業として， 可搬型発電機

の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。 

また， 降灰を確認したのち必要に応じ， 除灰作業を実

施する。 

（略） 

 ( ⅲ ) 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加え

て， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い， 移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については個人線量計を着用し， １ 作業当

たり 1 0ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに， 実施組織要員の作業場所への移動及び作業に 

おいては， 作業場所の線量率の把握及び状況に応じた 

対応を行うことにより， 実施組織要員の被ばく線量を 

可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては， 中央制御室等との連

絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては， 確実に運搬， 移動がで

きるように， 可搬型照明を配備する。 

 

要員に対し，想定される作業環境に応じて適切な

防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

【添付書類八 添付1 8.b.(a)ⅱ.  共通電源車による

給電】(P8-添1-793) 

ⅱ ． 共通電源車による給電 

（略） 

(ⅱ) 操作手順 

（略） 

本対応は， 対処に用いる系統の健全性を確認し， 対処

に必要となる要員が確保できた場合に着手を行うことと

しているため， 重大事故等対処設備を用いた対処に悪影

響を及ぼすことはない。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.9) 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.9-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加 

えて， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い， 移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については個人線量計を着用し， １ 作業当 

たり 1 0ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに， 実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては， 作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより， 実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては， 中央制御室等との連

絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては， 確実に運搬， 移動ができ

るように， 可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 8.b.(b)i. 設計基準対象の施設

と一部を兼用する重大事故等対処設備からの給電】(P8-添

1-805) 

( ｂ ) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大

事故等の対処に必要な電源の確保に関する対応手順 

ⅰ ． 設計基準対象の施設と一部を兼用する重大事故等対

処設備からの給電 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重大事故等

の対処は，制御室の監視制御盤にて速やかに確認する。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１ 作業当た

り 1 0ｍ Ｓ ｖ 以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行う

ことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡

手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ 

るように， 可搬型照明を配備する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.9) 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.9-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４. 既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 8.b.(c)i.  重大事故等の対処

に用いる設備に対する補機駆動用燃料補給設備による給

油手順】(P8-添 1-808) 

ⅰ ． 重大事故等の対処に用いる設備に対する補機駆動用

燃料補給設備による給油手順 

３ ） 操作の成立性 

作業に当たっては， 円滑に作業できるように移動経路

を確保した上で， 可搬型照明により必要な照明設備を確

保し， 代替通信連絡設備により通信連絡手段を確保して

作業を行う。また， 定期的に周辺環境の放射線測定を行

い， 作業環境に応じた防護具を着用し作業を行う。 

なお， 代替通信連絡設備の詳細は， 「1 3． 通信連絡

に関する手順等」に示す。 

【添付書類八 添付 1 8.b.(c)ⅱ. 共通電源車に対する

燃料給油のための手順】(P8-添 1-820) 

ⅱ ． 共通電源車に対する燃料給油のための手順 

（略） 

３） 操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１ 作業当たり 1 

0ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡

手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように， 可搬型照明を配備する。 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.10 目次 

 

 技術的能力（1.10 事故時の計装に関する手順等）(p 技術 1.10-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（11／15）】(p技術 1.10-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（11／15）】(p 技術

1.10-2) 

【添付書類八 添付 1 9.b.(a)i.  外的事象による安全機能の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合の手順】(p技術 1.10-2) 

【添付書類八 添付 1 9.b.(a)ⅱ. 内的事象による安全機能の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合の手順】(p技術 1.10-3) 

【添付書類八 添付 1 9.b.(c)i. 外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のう

ち全交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合の手段】(p技術 1.10-

3) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.10) 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.10-1 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

技術的能力（1.10 事故時の計装に関する手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（11

／15）】（P871）  

1.10 事故時の計装に関する手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順である。

火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条件

として以下の発生源を考慮する必要がある。（28条に

係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断に

よる漏えい） 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許可

の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する

要員に対し，想定される作業環境に応じて適切な

防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，本手順において個別に有毒化学

物質の発生源を特定していない。 

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とするも

のがある。このため，重大事故時の作業環境として，

配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降下火

砕物による大気汚染を発生源として考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員であ

る，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はない

ことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央制

御室へ連絡するための手段を確保することにより，有

毒ガスの発生を検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととしている。 

事故時の計装に関する手順等の放出を抑制するための

手順等に係る既許可の内容において，発生源，防護対象者，

検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と

比較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認し

た。 

309



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.10) 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.10-2 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（11／15）】（P8-5-62） 

1.10 事故時の計装に関する手順等 

 

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 

【添付書類八 添付1 9.b.(a)i.  外的事象による安全

機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合の手

順】(P8-添1-894) 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合の手順 

（略） 

(ⅳ) 操作の成立性 

本手順に係る操作の成立性は第５－２表に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。

線量管理については， 個人線量計を着用し，１作業当た

り 1 0ｍＳv以下とすることを目安に管理する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.10) 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.10-3 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4.既許可への反映事項 

るように， 可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 9.b.(a)ⅱ. 内的事象による安

全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合の

手順】(P8-添 1-911) 

ⅱ．内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合の手順 

（略） 

(ⅳ) 操作の成立性 

本手順に係る操作の成立性は第５ － ２ 表に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については， 個人線量計を着用し， １ 作業当た

り 1 0ｍＳ v 以下とすることを目安に管理する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる 

ように， 可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 9.b.(c)i. 外的事象による安全

機能の喪失及び内的事象のうち全交流動力電源の喪失を

要因として重大事故等が発生した場合の手段】(P8-添 1-

930) 

(c) 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全

交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した

場合の手段 

（略） 

(ⅳ) 操作の成立性 

重大事故等の対処においては， 通常の安全対策に加え 

て， 放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行 

い， 移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす 

る。線量管理については， 個人線量計を着用し， １ 作

業当たり 1 0ｍＳv以下とすることを目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手

段を確保する。 

夜間及び停電時においては， 確実に運搬， 移動ができ

るように， 可搬型照明を配備する。 
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別紙 2-2 技術的能力 1.11 目次 

 

 技術的能力（1.11 制御室の居住性等に関する手順等）(p 技術 1.11-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15）】(p技術 1.11-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（12／15）】(p 技術

1.11-5) 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)i.(i)代替中央制御室送風機による中央制御室の換気

の確保】(p技術 1.11-7) 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)i.(ⅱ) 代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の換気の確保】(p技術 1.11-7) 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅱ.(ⅰ) 可搬型代替照明による中央制御室の照明の

確保】(p技術 1.11-7) 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅱ.(ⅱ) 可搬型代替照明による使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の照明の確保】(p技術 1.11-7) 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅲ.(ⅱ) 中央制御室の窒素酸化物の濃度測定】(p 技

術 1.11-8) 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅲ.(ⅳ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の窒素酸化物の濃度測定】(p技術 1.11-9) 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅶ.(ⅴ) 防護具の着装の手順等】(p技術 1.11-10) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-1表 対策活動における防護具選定基準】(p技術 1.11-

11) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-4表 各対策での判断基準(1/4)】(p技術 1.11-12) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-4表 各対策での判断基準(2/4)】(p技術 1.11-13) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-4表 各対策での判断基準(4/4)】(p技術 1.11-14) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-5 表 中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備の時間余裕】(p技術 1.11-15) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-5図 中央制御室の居住性確保の手順の概要】(p技術

1.11-15) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-6 図 タイムチャート（居住性確保）】(p 技術 1.11-

16) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-7 図 中央制御室の居住性確保の手順の概要タイムチ

ャート（居住性確保）（降灰予報発令時）】(p技術 1.11-16) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-8図 代替制御建屋中央制御室換気設備概要図】(p技

術 1.11-17) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-9 図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の居住性確保の手順の概要】(p技術 1.11-18) 
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【添付書類八 添付 1 10.第 10-10図 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備概要図】(p技術 1.11-19) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-17 図 制御建屋中央制御室換気設備概要図】(p 技術

1.11-20) 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-20図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備概

要図】(p技術 1.11-21) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

技術的能力（1.11 制御室の居住性等に関する手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15）】

（P881） 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方針目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 （火災又は爆発による）窒素酸化物 

 薬品 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順であ

る。火山の影響又は地震に起因する重大事故は，

環境条件として以下の発生源を考慮する必要があ

る。（28条に係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破

断による漏えい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既

許可の申請書の防護対象は，制御室にとどまる実

施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 可搬型窒素酸化物濃度測定 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有

毒化学物質の揮発等により発生するもの及び他の

化学物質等との反応によって発生するものを対象

としている。 

 既許可では，有毒ガスの発生源として，再処理施

設内の薬品及び硝酸の反応等により発生する窒素

酸化物を考慮している。 

 また，既許可の申請書では，本手順において火災

の二次的影響による大気汚染を考慮している。な

お，火災による有毒ガスは，影響評価ガイドの対

象外である。 

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とす

るものがある。このため，重大事故時の作業環境

として，配管の全周破断による化学物質の漏えい

及び降下火砕物による大気汚染を発生源として考

慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はな

いことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象

としており，制御室においては実施組織要員が対

象となる。 

 既許可の申請書では，制御室にとどまる実施組織

要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者は

いないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた

検出装置及び人による認知や異常の確認を挙げて

いる。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中

央制御室へ連絡するための手段を確保することに

より，有毒ガスの発生を検知可能である。 

 窒素酸化物の発生が予想される場合に，窒素酸化

物濃度計により制御室内部の窒素酸化物濃度を測

制御室の居住性等に関する手順等に係る既許可の内

容において，発生源，防護対象者，検知手段及び防護

対策について影響評価ガイドの対応と比較した結果，

新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策（防護具） 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用すること 

 防護具（汚染防護衣（化学物質）・耐薬品用長靴・

酸素呼吸器）の着装手順 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処

する要員に対し，想定される作業環境に応じ

て適切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室に配備される有毒ガス防護具を以

下のとおり例示する。 

 

 

・防護対策（換気設備の隔離） 

 制御建屋中央制御室換気設備の再循環ラインの外

気遮断ダンパ及び排気遮断ダンパの閉操作並びに

還気遮断ダンパの開操作に係る手順 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再

循環ラインの外気取入れ隔離ダンパ及び排気隔離

ダンパの閉操作並びに再循環切替ダンパの開操作

定するための設備及び手順があるため，窒素酸化

物の発生を検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知

手段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換

気空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器

の配備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等

である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとしている。 

 中央制御室及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室内部の窒素酸化物濃度が0.2 ppmを超えた場合，

換気設備の隔離を行い，外気の取り入れを停止す

るための手順が存在する。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はな

いことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に係る手順 

 「大気（作業環境）の汚染事象」に対し，制御

室等について，換気設備の外気との連絡口の

遮断（取入れの停止）により運転員等を防護

できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要

（12／15）】（P8-5-79） 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-7 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)i.(i)代替中央制御室送風機によ

る中央制御室の換気の確保】（P8-添 1-1077） 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)i.(ⅱ) 代替制御室送風機による

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気の確保】（P8-

添 1-1083） 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅱ.(ⅰ) 可搬型代替照明による中

央制御室の照明の確保】（P8-添 1-1086） 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅱ.(ⅱ) 可搬型代替照明による使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明の確保】（P8-添

1-1089） 

3）操作の成立性 

（略） 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて， 放射線

環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半面マスク等）の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 1 0 

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組織要員の

作業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量率の把握及
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量

を可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，中央制御

室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に

運搬及び移動ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッ

ドライトを配備する。 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅲ.(ⅱ) 中央制御室の窒素酸化物

の濃度測定】（P8-添 1-1091） 

ⅲ．制御室の酸素等濃度測定に関する措置の対応手順 

(ⅱ) 中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予測さ

れると実施責任者が判断してから， 中央制御室内の居住性確保の

観点より， 可搬型窒素酸化物濃度計により窒素酸化物濃度を測定

する。 

１）手順着手の判断基準 

再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予測さ

れると実施責任者が判断した場合（第 10－４表）。 

２）操作手順 

中央制御室の窒素酸化物の濃度を測定する手順の概要は以下の

とおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班に中央

制御室の窒素酸化物の濃度測定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内

の窒素酸化物濃度の測定を行う（測定範囲は，第 10－13図を参照） 。 

3）操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，建屋外対応班長を除く実施責任者等

の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10 人にて作業を実施し

た場合，窒素酸化物の発生が予測され，実施責任者が窒素酸化物濃

度の測定を必要と判断してから約 10 分以内に測定可能であり，代

替中央制御室送風機の換気によって中央制御室内の雰囲気が最も

早く置換される２時間以内に対応可能である。 

また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室の窒素酸化物

の濃度に関する報告を受け，窒素酸化物濃度が 0.2 ｐｐｍを上回る

場合には，窒素酸化物を含んだ外気の取入れを停止するため，建屋

対策班に制御建屋中央制御室換気設備の再循環ラインの外気遮断

ダンパ及び排気遮断ダンパの閉操作並びに還気遮断ダンパの開操

作を指示する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅲ.(ⅳ) 使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃度測定】（P8-添 1-1095） 

(ⅳ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素 

酸化物の濃度測定 

再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予測さ

れると実施責任者が判断してから， 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室内の居住性確保の観点より， 可搬型窒素酸化物

濃度計により窒素酸化物濃度 

を測定する。 

１）手順着手の判断基準 

再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が予測され

ると実施責任者が判断した場合（ 第 10－４表）。 

２）操作手順 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃

度を測定する手順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班に使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物濃度の測

定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物濃度の測定を行う

（測定範囲は，第 10－14図を参照） 。 

3）操作の成立性 

上記の可搬型窒素酸化物濃度計による測定は，建屋外対応班長を

除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10 人

にて作業を実施した場合，窒素酸化物の発生が予測され実施責任者

が窒素酸化物濃度の測定を必要と判断してから約 10 分以内に測定

可能であり， 代替制御室送風機の換気によって使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲気が最も早く置換される約

17 分以内に対応可能である。 

また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃度に関する報告を受け，窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には， 窒素酸化物を含んだ

外気の取入れを停止するため，建屋対策班に使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の再循環ラインの外気取入れ隔離ダンパ及

び排気隔離ダンパの閉操作並びに再循環切替ダンパの開操作を指

示する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.b.(a)ⅶ.(ⅴ) 防護具の着装の手順等】

（P8-添 1-1113） 

ⅶ．自主対策に関する措置の対応手順 

(ⅴ) 防護具の着装の手順等 

１）手順着手の判断基準 

a）対処にあたる現場環境において，実施責任者が第 10－1 表に記

載の対処の阻害要因である酸欠，溢水，薬品，汚染及びその他（内

部被ばく防止を考慮）の発生が予測されると判断した場合。 

b） 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

にて，制御室の放射線計測に関する措置の対応手順にて実施する放

射線計測にて，2.6μＳｖ／ｈ以上を計測し，実施責任者が必要と判

断した場合。 

２） 操作手順 

第 10－1表に記載の対処の阻害要因である酸欠，溢水，薬品，汚

染及びその他（内部被ばく防止を考慮）に適合する防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）を選定し，着装する。着装の手順の概要は

以下のとおり。 

a） 汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放射性物質）の着装

手順 

① 実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対策班に管理

区域用管理服の着装を指示する。 

② 建屋対策班は管理区域用管理服を着装する 。 

③ 建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放射性物

質）の健全性を確認する。 

④ 建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（ 放射性

物質）を管理区域用管理服の上に着装する。 

必要に応じて，酸素呼吸器の面体，耐薬品用長靴及び耐薬品用グ

ローブをテープで固定する。 

b ）耐薬品用長靴の着装手順 

① 実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対策班に耐薬

品用長靴の着装を指示する。 

② 建屋対策班は耐薬品用長靴を着装する。 

③ 建屋対策班 a)の手順で着装した汚染防護衣（化学物質） 又は汚

染防護衣（放射性物質）を耐薬品用長靴の上に被せてテープで固定

する。 

c ）酸素呼吸器の着装手順 

① 建屋対策班は酸素呼吸器及び酸素呼吸器の面体を点検する。 

② 建屋対策班は酸素呼吸器の面体を着装し，酸素呼吸器を背負う。 

③ 建屋対策班は酸素呼吸器と酸素呼吸器の面体を接続して給気バ
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-11 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

ルブを開き，呼吸ができることを確認する。 

 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-1 表 対策活動における防護具選

定基準】（P8-添 1-1119） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-4 表 各対策での判断基準(1/4)】

（P8-添 1-1119） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-4 表 各対策での判断基準(2/4)】

（P8-添 1-1134） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-4 表 各対策での判断基準(4/4)】

（P8-添 1-1136） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-5表 中央制御室換気設備，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の時間余裕】（P8-添 1-1137） 

 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-5 図 中央制御室の居住性確保の

手順の概要】（P8-添 1-1156） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-6 図 タイムチャート（居住性確

保）】（P8-添 1-1157） 

 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-7 図 中央制御室の居住性確保の

手順の概要タイムチャート（居住性確保）（降灰予報発令時）】（P8-

添 1-1158） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-8 図 代替制御建屋中央制御室換

気設備概要図】（P8-添 1-1159） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-18 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-9 図 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の居住性確保の手順の概要】（P8-添 1-1160） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-19 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-10 図 代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備概要図】（P8-添 1-1161） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-20 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-17 図 制御建屋中央制御室換気設

備概要図】（P8-添 1-1168） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.11） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.11-21 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 10.第 10-20 図 使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備概要図】（P8-添 1-1171） 
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別紙 2-2 技術的能力 1.12 目次 

 

 技術的能力（1.12 監視測定等に関する手順等）(p 技術 1.12-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（13／15）】(p技術 1.12-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（13／15）】(p 技術

1.12-2) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(i)2)  可搬型排気モニタリング設備による主排

気筒から放出される放射性物質の濃度の代替測定】(p技術 1.12-3) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(i)3)  放出管理分析設備による主排気筒から放

出される放射性物質の濃度の測定】(p技術 1.12-4) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(i)4)  可搬型試料分析設備による主排気筒から

放出される放射性物質の濃度の代替測定】(p技術 1.12-4) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(ⅱ)2)  可搬型排気モニタリング設備による北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測

定】(p技術 1.12-5) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(ⅱ)3)  放出管理分析設備による北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定】(p技術 1.12-

6) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(ⅱ)4)  可搬型試料分析設備による北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定】(p技

術 1.12-6) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅱ)  可搬型環境モニタリング設備による空気

中の放射性物質の濃度及び線量の代替測定】(p技術 1.12-7)  

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅲ)  可搬型建屋周辺モニタリング設備による

空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定】(p技術 1.12-8) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅳ)  放射能観測車による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の測定】(p技術 1.12-8) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅴ)  可搬型放射能観測設備による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の代替測定】(p技術 1.12-9) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅵ)  環境試料測定設備による空気中の放射性

物質の濃度の測定】(p技術 1.12-9) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅶ)  環境試料測定設備による水中及び土壌中

の放射性物質の濃度の測定】(p技術 1.12-10) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅷ)  可搬型試料分析設備による空気中の放射

性物質の濃度の代替測定】(p技術 1.12-11) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅸ)  可搬型試料分析設備による水中及び土壌
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中の放射性物質の濃度の測定】(p技術 1.12-11) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(b)ⅱ. 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替

測定】(p技術 1.12-12) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(b)ⅲ. 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定】(p

技術 1.12-12) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(c)i. 環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニ

タリング設備への給電】(p技術 1.12-13) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(d) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携

体制】(p技術 1.12-14) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(e)i. モニタリングポストのバックグラウンド低減対策】

(p技術 1.12-14) 

【添付書類八 添付 1 11.b.(e)ⅱ. 可搬型環境モニタリング設備のバックグラウン

ド低減対策】(p技術 1.12-15) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-1 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

技術的能力（1.12 監視測定等に関する手順等） 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（13／15）】

（P892） 

1.12 監視測定等に関する手順等 

 

 

・発生源 

 火山の影響 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順である。

火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条件

として以下の発生源を考慮する必要がある。（28条に

係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断に

よる漏えい） 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許可

の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 中央制御室等との連絡手段を確保すること 

 降灰予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒化

学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学物

質等との反応によって発生するものを対象としてい

る。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕物に

よる大気汚染を発生源として挙げている。  

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とするも

のがある。このため，重大事故時の作業環境として，

配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降下火

砕物による大気汚染を発生源として考慮している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はないこ

とを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員であ

る，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに対象とすべき防護対象者はい

ないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検出

装置及び人による認知や異常の確認を挙げている。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央制

御室へ連絡するための手段を確保することにより，有

毒ガスの発生を検知することが可能である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の可

能性について，降灰予報により検知することが可能で

ある。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手段

はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気空

調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配備，

敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

監視測定等に関する手順等の放出を抑制するための手

順等に対する既許可の内容において，発生源，防護対象者，

検知手段及び防護対策について影響評価ガイドの対応と

比較した結果，新たに考慮すべき事項はないことを確認し

た。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-2 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手

順の概要（13／15）】（P8-5-90） 

1.12 監視測定等に関する手順等 

 

要員に対し，想定される作業環境に応じて適切な

防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 【解

釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ

ととしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はないこ

とを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-3 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

 
 

 

 

【添付書類八 添付1 11.b.(a)i.(i)2)  可搬型排気モ

ニタリング設備による主排気筒から放出される放射性物

質の濃度の代替測定】(P8-添1-1195) 

ｂ．重大事故等時の手順等 

(ａ) 放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等 

（略） 

ⅰ．排気口における放射性物質の濃度の測定 

(ⅰ) 主排気筒における放射性物質の濃度の測定 

（略） 

２） 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放

出される放射性物質の濃度の代替測定 

（略） 

ｃ） 操作の成立性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-4 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

る。線量管理については個人線量計を着用し，１作業当

たり10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業において

は，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減する。重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配

備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(i)3)  放出管理分

析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃度

の測定】(P8-添 1-1199) 

３） 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の測定 

（略） 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並

びに放射線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気

サンプリング設備の試料採取実施判断後１時間以内で可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(i)4)  可搬型試料

分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃

度の代替測定】(P8-添 1-1201) 

４） 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定 

（略） 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-5 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

対応班長の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対

応班の班員３人の合計８人にて実施し，排気サンプリング

設備の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(ⅱ)2)  可搬型排気

モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測

定】(P8-添 1-1206) 

２） 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物

質の濃度の代替測定 

（略） 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外

対応班長の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対

応班の班員３人の合計 12 人にて実施し，対策の制限時間

（燃料貯蔵プールの小規模な漏えい並びに冷却機能及び

注水機能の喪失による燃料貯蔵プール等の沸騰開始）35 

時間に対し，事象発生から可搬型排気モニタリング設備に

よる放射性物質の濃度の測定は 23 時間以内で可能であ 

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-6 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(ⅱ)3)  放出管理分

析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）から放出される放射性物質の濃度の測定】(P8-添 1-

1211) 

３） 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の

測定 

（略） 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並

びに放射線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気

サンプリング設備の試料採取実施判断後１時間以内で可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)i.(ⅱ)4)  可搬型試料

分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定】(P8-

添 1-1213) 

４） 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の代替測定 

（略） 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外

対応班長の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対

応班の班員３人の合計８人にて実施し，排気サンプリング
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-7 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

設備の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅱ)  可搬型環境

モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及 

び線量の代替測定】(P8-添 1-1218) 

ⅱ．周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測

定 

（略） 

(ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の代替測定 

（略） 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認

した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬

型環境モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に

応じ，除灰作業を実施する。 

（略） 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外

対応班長の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対

応班の班員３人の合計 12 人にて実施し，対策の制限時間

（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プルトニ

ウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，事象発生から可搬

型環境モニタリング設備（９台）による空気中の放射性物

質の濃度及び線量の測定は５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-8 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅲ)  可搬型建屋

周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定】(P8-添 1-1222) 

(ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定 

（略） 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人，

放射線対応班及び建屋対策班の班員８人並びに現場管理

者及び建屋対策班の班員 10 人の合計 20 人にて実施し，

事象発生から可搬型建屋周辺モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線量の測定は１時間以内で

可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅳ)  放射能観測

車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定】 

(P8-添 1-1225) 

(ⅳ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び

線量の測定 

（略） 

３） 操作の成立性 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-9 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並

びに放射線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対

策実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅴ)  可搬型放射

能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の

代替測定】(P8-添 1-1227) 

(ⅴ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の

濃度及び線量の代替測定 

（略） 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並

びに放射線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対

策実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅵ)  環境試料測

定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定】(P8-添

1-1229) 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-10 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

（略） 

(ⅵ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度

の測定 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の

班員２人の合計３人にて実施し，ダストモニタの試料採取

実施判断後２時間 50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，支援組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅶ)  環境試料測

定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定】

(P8-添 1-1231) 

(ⅶ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物

質の濃度の測定 

（略） 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の

班員２人の合計３人にて実施し，水試料及び土壌試料の試

料採取実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，支援組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-11 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅷ)  可搬型試料

分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定】 

(P8-添 1-1233) 

(ⅷ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃

度の代替測定 

（略） 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２

人，放射線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３

人の合計７人にて実施し，ダストモニタの試料採取実施判

断後２時間 50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，支援組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(a)ⅱ.(ⅸ)  可搬型試料

分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定】(P8-添 1-1236) 

(ⅸ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性

物質の濃度の測定 

（略） 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２

人，放射線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３

人の合計７人にて実施し，水中又は土壌中の放射性物質の

濃度の測定は，水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後

２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，支援組
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-12 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより， 

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(b)ⅱ. 可搬型気象観測設

備による気象観測項目の代替測定】(P8-添 1-1241) 

ⅱ．可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

（略） 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確

認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測設備，

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用

発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施す

る。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外

対応班長の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対

応班の班員３人の合計８人にて実施し，可搬型排気モニタ

リング設備の設置完了後，作業を開始してから２時間以内

で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所 

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(b)ⅲ. 可搬型風向風速計

による風向及び風速の測定】(P8-添 1-1244) 

ⅲ．可搬型風向風速計による風向及び風速の測定 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-13 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並

びに放射線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，事象

発生から可搬型風向風速計による風向及び風速の測定は

30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所 

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(c)i. 環境モニタリング用

可搬型発電機による環境モニタリング設備への給電】(P8-

添 1-1246) 

ⅰ．環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリ

ング設備への給電 

（略） 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確

認した場合は，事前の対応として，環境モニタリング用可

搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施

する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を

実施する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電するための

手順を整備する。この手順のフローチャートを第 11－12 

図に示す。 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外

対応班長の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対

応班の班員３人の合計 12 人にて実施し，作業開始を判断

してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-14 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，実施組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所 

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(d) 敷地外でのモニタリン

グにおける他の機関との連携体制】(P8-添 1-1249) 

(ｄ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携

体制 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立ち上

げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が地方公共

団体と連携して策定するモニタリング計画に従い，資機

材，要員及び放出源情報を提供するとともにモニタリング

に協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者と

の協力体制を構築するため原子力事業者間協力協定を締

結し，環境放射線モニタリング等への要員の派遣，資機材

の貸与等を受けることが可能である。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(e)i. モニタリングポスト

のバックグラウンド低減対策】(P8-添 1-1249) 

ⅰ．モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の

班員２人の合計３人にて実施し，モニタリングポスト９台

分の検出器カバーの養生作業は，作業開始を判断してから

５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，支援組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所 

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.12） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.12-15 

 

１．事業指定申請書（既許可） ２．既許可の対応 ３．影響評価ガイドに基づく確認 ４．既許可への反映事項 

できるように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 添付 1 11.b.(e)ⅱ. 可搬型環境モニタ

リング設備のバックグラウンド低減対策】(P8-添 1-1251) 

ⅱ．可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減

対策 

（略） 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の

班員２人の合計３人にて実施し，可搬型環境モニタリング

設備９台分の検出器カバーの養生作業は，作業開始を判断

してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さらに，支援組

織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所 

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事

故等の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確

保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動が

できるように，可搬型照明を配備する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-1 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

技術的能力：1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（14／

15）】（P913） 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生源 

 窒素酸化物 

 火山の影響 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順であ

る。火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環

境条件として以下の発生源を考慮する必要がある。

（28条に係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断

による漏えい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 非常時対策組織の要員 

 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うための設備（所内通信連絡設

備，所外通信連絡設備，代替通信連絡設備）により

通信連絡を行うための手順の整備 

 緊急時対策建屋環境測定設備（窒素酸化物濃度計）

により窒素酸化物濃度を測定する手順の整備 

 降灰予報 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化

学物質等との反応によって発生するものを対象と

している。 

 既許可では，有毒ガスの発生源として，再処理施設

内の薬品及び硝酸の反応等により発生する窒素酸

化物及び火山の影響による降下火砕物による大気

汚染を考慮している。 

 また，既許可の申請書では，本手順において火災の

二次的影響による大気汚染を考慮している。なお，

火災による有毒ガスは，影響評価ガイドの対象外で

ある。 

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とする

ものがある。このため，重大事故時の作業環境とし

て，配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降

下火砕物による大気汚染を発生源として考慮して

いる。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象と

している。 

 既許可の申請書では，非常時対策組織の要員を防護

対象としており，実施組織の要員を包含している。 

 以上のことから，新たに対象とすべき防護対象者は

いないことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源に応じた検

出装置及び人による認知や異常の確認を挙げてい

る。 

 既許可の申請書では，異常を検知した作業員が中央

制御室へ連絡するための手段を確保することによ

り，有毒ガスの発生を検知可能である。 

 既許可の申請書では，窒素酸化物濃度計を配備し，

使用に係る手順を整備することにより，緊急時対策

緊急時対策所の居住性等に関する手順等に係る既許

可の内容において，発生源，防護対象者，検知手段及び

防護対策について影響評価ガイドの対応と比較した結

果，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-2 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・防護対策 

 緊急時対策建屋換気設備による再循環運転及びそ

のための手順の整備 

 「大気（作業環境）の汚染事象」に対し，制御

室等について，換気設備の外気との連絡口の遮

断（取入れの停止）により運転員等を防護でき

る。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①に関する事項） 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処す

る要員に対し，想定される作業環境に応じて適

切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 緊急時対策所に配備される有毒ガス防護具を

以下のとおり例示する。 

 

所内部の窒素酸化物を検知可能である。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の

可能性について，降灰予報により検知可能である。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等であ

る。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとしている。 

 既許可の申請書では，緊急時対策所は換気設備の隔

離を行い，再循環運転を行うことにより，外気の取

り入れを停止しつつ居住性を保つことができる。 

 以上のことから，影響評価ガイドの対応と比較し

て，新たに対応すべき防護対策はないことを確認し

た。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-3 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-4 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-5 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-6 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概

要（14／15）】（P8-5-111） 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-7 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項

359



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-8 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-9 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-10 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-11 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項

【添付書類八 添付１ 12.b.(a)居住性を確保するための措

置】（P8-添1-1330） 

(ａ) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で100

ｍＳｖを超えないようにするために必要な対処手段として，緊

急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対

策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急

時対策建屋電源設備により，緊急時対策所にとどまるために必

要な居住性を確保する。 

（略） 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等に対処するための活動

に影響がない酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の

範囲にあることを把握する。 

【添付書類八 添付１ 12.b.(a)i. (ⅰ) 緊急時対策建屋換気

設備の起動確認手順】（P8-添1-1330） 

(ⅰ) 緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋電源設備より受

電したのち，緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機

及び緊急時対策建屋排風機が自動起動する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認

した場合は，「ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射線防護等

に関する手順等」に基づき居住性を確保するため，緊急時対策

建屋換気設備の切替手順を整備する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認した

場合は，事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，

緊急時対策建屋換気設備に影響を及ぼすおそれがある場合は，

再循環モードに切り替える。 

【添付書類八 添付１ 12.b.(a)i. (ⅱ) 緊急時対策所内の酸

素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定手順】（P8-

添1-1331） 

(ⅱ) 緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用を開始した場

合，緊急時対策所の居住性確保の観点から，緊急時対策所内の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する手順

を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-12 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

にも使用する。 

１)手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立ち上げを判断した場

合。 

２)操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物

濃度の測定手順の概要は以下のとおり。 

①非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭

素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を指示する。 

②非常時対策組織の要員は，対策本部室にて可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を配置，

起動し，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度の測定を行う（測定範囲は，第12－７図を参照）。 

３)操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で

行い，10分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処

することができる。 

【添付書類八 添付１ 12.b.(a)ⅱ. (ⅰ) 緊急時対策建屋放

射線計測設備（可搬型環境モニタリング設備）の測定手順】（P8-

添1-1333） 

(ⅱ) 緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタリング

設備）の測定手順 

（略） 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，実施責任者，放射線対応班長及び建屋

外対応班長の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応

班の班員３人の合計８人で行い，１時間以内に対処可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，非常時対策組織の要員の被ばく線量を可能な限
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-13 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡手段を

確保する。 

【添付書類八 添付１ 12.b.(a)ⅲ. (ⅱ) 緊急時対策建屋換

気設備の再循環モード切替手順】（P8-添1-1336） 

(ⅱ) 緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認

した場合，窒素酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影

響を及ぼすと判断した場合又は火山の影響による降灰により緊

急時対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼすおそれがある場合

に，緊急時対策建屋換気設備を再循環モードへ切り替える手順

を整備する。 

１） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認

した場合又は重大事故等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質

が放出するおそれがあると判断した場合，窒素酸化物の発生に

より緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそれがあると判断

した場合又は火山の影響による降灰により緊急時対策建屋換気

設備の運転に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再循環モード切替判断のフロ

ーチャートを第12－９図に示す。 

２）操作手順 

再循環モードへの切替手順の概要は以下のとおり。 

再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第12－10図に示

す。 

①非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循環モ

ードへの切り替えを指示する。 

②非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤に

て緊急時対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を確認後，ダン

パ開閉操作（給気側及び排気側のダンパを閉操作並びに再循環

ラインのダンパを開操作すること。）をするとともに，緊急時

対策建屋排風機の停止により，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モードへ切り替える。 

③その後，停止した緊急時対策建屋排風機の弁及びダンパの閉

操作を行い，設備監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時対策

建屋換気設備の運転状態及び差圧を確認する。 

④再循環モードでの運転状態において，酸素濃度の低下，二酸

化炭素濃度の上昇又は対策本部室の差圧の低下により居住性が
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-14 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

確保できなくなるおそれがある場合は，外気取入加圧モードに

切り替え，居住性を確保する。 

また，再循環モードでの運転状態において，気体状の放射性

物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合で，酸素濃

度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又

は緊急時対策所内の線量当量率の上昇により居住性の確保がで

きなくなるおそれがある場合は，緊急時対策建屋加圧ユニット

による加圧により，緊急時対策所への放射性物質の流入を防止

し，非常時対策組織の要員の被ばくを低減する。 

３）操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対

策建屋換気設備の再循環モードへの切り替えを指示してから，

非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，１時間40分以内に対処可能である。 

 

【添付書類八 添付１ 12.b.(b) 重大事故等に対処するため

に必要な指示及び通信連絡に関する措置】（P8-添1-1344） 

(ｂ) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に

関する措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情報把握設

備及び通信連絡設備により，必要なパラメータを監視又は収集

し，重大事故等に対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討を行う。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を

緊急時対策建屋に整備する。 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備により，

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電によ

り，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を使用する。 

【添付書類八 添付１ 12.b.(b) ⅳ.通信連絡に関する手順

等】（P8-添1-1341） 

ⅳ．通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央制御室，屋

内外の作業場所，国，原子力規制委員会，青森県，六ヶ所村等

の再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うための手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧を第12－４表に，通信
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-15 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

連絡設備の系統概要図を第12－13図に示す。 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うための通信連絡設備の使用方法等，必要な手順の詳細は

「13. 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

【添付書類八 添付１ 12.ⅱ.(d) ⅱ．緊急時対策建屋用電源

車（自主対策設備）による給電手順】（P8-添1-1351） 

ⅱ．緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）による給電手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対策所に給電する手

順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋用電源車による給電手順のタイムチャートを第

12－19図に示す。 

(ⅲ) 操作の成立性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとする。 

（略） 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡手段を

確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-16 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付１ 12. 第12－５図 緊急時対策建屋換気

設備の切替概要図】（P8-添1-1364） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-17 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付１ 12. 第12－９図 緊急時対策建屋換気

設備によるモード切替判断のフローチャート】（P8-添1-1368） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-18 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付１ 12. 第12－10図 緊急時対策建屋換気

設備の再循環モード切り替えのタイムチャート】（P8-添1-1369） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-19 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付１ 12. 第12－13図 通信連絡設備の系統

概要図】（P8-添1-1372） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.13-20 

 

１.事業指定申請書（既許可） ２.既許可の対応 ３.影響評価ガイドに基づく確認 ４.既許可への反映事項 

【添付書類八 添付１ 12. 第12－15図 緊急時対策建屋換気

設備の切り替えのタイムチャート】（P8-添1-1374） 
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  別紙 2-2 

別紙 2-2 技術的能力 1.14 目次 

 

 技術的能力（1.14 通信連絡設備に関する手順等）(p 技 1.14-1) 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（15／15）】(p技 1.14-1) 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（15／15）】(p技 1.14-

2) 

【添付書類八 13.b.(a)i.  再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うための手順等】(p技 1.14-4) 

【添付書類八 13.b.(a)i.(i)  所内通信連絡設備を用いる場合の手段】(p 技 1.14-

4) 

【添付書類八 13.b.(a)i.(ⅱ)1)  屋内（現場）等における通信連絡】(p技 1.14-5) 

【添付書類八 13.b.(a)i.(ⅱ)２)  屋内（中央制御室，緊急時対策所等）における通

信連絡】(p技 1.14-6) 

【添付書類八 13.b.(a)i.(ⅱ)3)  屋内（中央制御室，緊急時対策所等）における通信

連絡】(p技 1.14-7) 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(i)1)  事業所内の通信連絡】(p技 1.14-8) 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(i)2)  緊急時対策所へのデータ伝送】(p技 1.14-9) 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(ⅱ)1)  屋内（現場）等からの通信連絡】(p技 1.14-10) 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(ⅱ)2)  屋外（現場）からの通信連絡】(p技 1.14-11) 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(ⅱ)3)  屋内（中央制御室，緊急時対策所等）からの連絡】

(p技 1.14-12) 

【添付書類八 13.b.(b)i.(i)  所外通信連絡設備を用いる場合の手段】(p技 1.14-13) 

【添付書類八 13.b.(b)i.(ⅱ)1)  中央制御室における通信連絡】(p技 1.14-16) 

【添付書類八 13.b.(b)i.(ⅱ)2)  緊急時対策所における通信連絡】(p技 1.14-17) 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所外の必

要な場所と共有するための手順等】(p技 1.14-20) 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(i)1)  事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）

への連絡】(p技 1.14-20) 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(i)2)  事業所外（緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ））

へのデータ伝送】(p技 1.14-22) 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(ⅱ)1)  中央制御室から事業所外（国，地方公共団体，そ

の他関係機関等）への連絡】(p技 1.14-22) 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(ⅱ)2)  緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，

その他関係機関等）への通信連絡】(p技 1.14-23) 

【添付書類八 13.b.(c)(i)  制御建屋可搬型発電機による可搬型衛星電話（屋内用）

等への給電】(p技 1.14-25) 
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【添付書類八 13.b.(c)(ⅱ)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

よる可搬型衛星電話（屋内用）等への給電】(p技 1.14-25) 

【添付書類八 13.b.(c)(ⅲ)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

よる可搬型衛星電話（屋内用）等への給電】(p技 1.14-26) 

【添付書類八 13.第 13-1 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設

備，手順書一覧（再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡）】(p

技 1.14-27) 

【添付書類八 13.第 13-2 表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設

備，手順書一覧（再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡）】(p

技 1.14-28) 

【添付書類八 13.第 13-3 表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備】(p 技

1.14-28) 

【添付書類八 13.第 13-4表 通信連絡を行うために必要な設備】(p技 1.14-29) 

【添付書類八 13.第 13-1図 屋内（現場）における再処理事業所内への通信連絡手順

の概要】(p技 1.14-29) 

【添付書類八 13.第 13-2図 屋外（現場）における再処理事業所内への通信連絡手順

の概要】(p技 1.14-30) 

【添付書類八 13.第 13-3図 屋内（中央制御室及び緊急時対策所等）における再処理

事業所内への通信連絡手順の概要】(p技 1.14-30) 

【添付書類八 13.第 13-4 図 中央制御室における再処理事業所外への通信連絡手順

の概要】(p技 1.14-31) 

【添付書類八 13.第 13-5 図 緊急時対策所における再処理事業所外への通信連絡手

順の概要】(p技 1.14-31) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-1 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

技術的能力（1.14 通信連絡設備に関する手順等） 

【本文 第５表 重大事故等対処における手順の概要（15

／15）】（P924） 

1.14 通信連絡に関する手順等 

 

 
 

・発生源 

 火山の影響 

 本手順は，重大事故等に対処するための手順である。

火山の影響又は地震に起因する重大事故は，環境条

件として以下の発生源を考慮する必要がある。（28条

に係る別紙 2-2にて抽出） 

 降下火砕物に付着する有毒ガス（火山の影響） 

 化学薬品の漏えい（地震による配管の全周破断

による漏えい） 

 

 

 

 

 

 

・防護対象者 

 本手順は重大事故時の手順である。このため，既許可

の申請書の防護対象は，実施組織の要員である。 

 

 

 

 

 

・検知手段 

 所内通信連絡設備 

 所外通信連絡設備 

 代替通信連絡設備 

 再処理事業所内の従事者に対して，既許可の通

信連絡設備により「大気（作業環境）の汚染事象」

の発生について連絡できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）③に関する事項） 

 降灰予報 

 

 

 

 

・発生源 

 影響評価ガイドでは，有毒ガスの発生源として有毒

化学物質の揮発等により発生するもの及び他の化学

物質等との反応によって発生するものを対象として

いる。 

 既許可の申請書では，火山の影響による降下火砕物

による大気汚染を発生源として挙げている。 

 重大事故等には，地震又は火山の影響を起因とする

ものがある。このため，重大事故時の作業環境とし

て，配管の全周破断による化学物質の漏えい及び降

下火砕物による大気汚染を発生源として考慮してい

る。 

 以上のことから，新たに対象とすべき発生源はない

ことを確認した。 

 

・防護対象者 

 影響評価ガイドでは，運転・対処要員を防護対象とし

ている。 

 既許可の申請書では，重大事故等に対処する要員で

ある，実施組織の要員を防護対象としている。 

 以上のことから，新たに設定すべき防護対象者はな

いことを確認した。 

 

・検知手段 

 影響評価ガイドでは，人による認知や異常の確認を

検知手段として挙げている。 

 既許可の申請書では，火山の影響による大気汚染の

可能性について，降灰予報により検知することが可

能である。 

 既許可の申請書では，所内外の必要な箇所と通信連

絡を行うことができる設計となっている。このため，

通信連絡設備を用いることにより，敷地内の可動施

設及び敷地外の固定施設からの有毒ガス及び化学薬

品の漏えいは，有毒ガスの発生を認知したものが連

絡することにより検知可能な設計となっている。 

 以上のことから，新たに設置又は定めるべき検知手

段はないことを確認した。 

通信連絡設備に関する手順等に係る既許可の内容にお

いて，発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策につい

て影響評価ガイドの対応と比較した結果，新たに考慮す

べき事項はないことを確認した。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-2 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

 

 

・防護対策 

 通信連絡の手順を整備すること 

 作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用すること 

 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処す

る要員に対し，想定される作業環境に応じて適

切な防護具の配備等で防護できる。 

（技術的能力に係る審査基準 Ⅲ1.0 （４） 

【解釈】 １ g）①及び②に関する事項） 

 中央制御室及び緊急時対策所に配備される有毒

ガス防護具を以下のとおり例示する。 

 

 

 

・防護対策 

 影響評価ガイドに例示されている防護措置は，換気

空調設備の隔離，制御室の正圧化，空気呼吸器の配

備，敷地内の有毒化学物質の中和等の措置等である。 

 既許可の申請書では，作業環境に応じた防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとしている。 

 以上のことから，新たに対応すべき防護対策はない

ことを確認した。 

【添付資料八 第５－１表 重大事故等対処における手順

の概要（15／15）】（P8-5-122） 

1.14 通信連絡に関する手順等 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-3 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-4 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

 

 

【添付書類八 13.b.(a)i.  再処理事業所内の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等】

(P8-添1-1393) 

ｂ．重大事故等時の手順 

(ａ) 再処理事業所内の通信連絡 

ⅰ．再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うための手順等 

重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備

及び代替通信連絡設備により再処理事業所内の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うため，以下の手段を

用いた手順を整備する。 

【添付書類八 13.b.(a)i.(i)  所内通信連絡設備を用い

る場合の手段】(P8-添1-1393) 

(ⅰ) 所内通信連絡設備を用いる場合の手段 

重大事故等への体制に移行した際に，所内携帯電話が使

用できる場合は，ページング装置，所内携帯電話，専用回

線電話，一般加入電話及びファクシミリを用いて通信連絡

を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋内と前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-5 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の屋外における通信連絡の手順を整備す

る。 

（略） 

４） 操作の成立性 

ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加

入電話及びファクシミリは，設計基準の範囲内において使

用している設備であり，特別な技量を要することなく，容

易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(a)i.(ⅱ)1)  屋内（現場）等におけ

る通信連絡】(P8-添1-1396) 

(ⅱ) 所内通信連絡設備が損傷した場合の手段 

１） 屋内（現場）等における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に所内携帯電話が機能

喪失した場合，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の屋内で作業を行う実施組織の建屋対策班の班員と，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の近傍で建屋

内状況の確認をする実施組織の現場管理者は，代替通話系

統及び可搬型通話装置を用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の屋内及び近傍における通信連絡の手順を整備

する。 

（略） 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型通話装置による通信連絡については，代替通話系
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-6 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

統が前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に常設

重大事故等対処設備として敷設されているため，設置作業

に要する時間はなく，可搬型通話装置を接続することによ

り通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(a)i.(ⅱ)２)  屋内（中央制御室，緊

急時対策所等）における通信連絡】(P8-添 1-1402) 

２） 屋外（現場）における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に所内携帯電話が機能

喪失した場合，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外から実施組織の放

射線対応班の班員，建屋外対応班の班員，建屋対策班の班

員及び支援組織の放射線管理班の班員が中央制御室又は緊

急時対策所へ連絡を行う際並びに前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋

外間で実施組織の放射線対応班の班員，建屋外対応班の班

員，建屋対策班の班員及び支援組織の放射線管理班の班員

は，可搬型衛星電話（屋外用）又は可搬型トランシーバ（屋

外用）を用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外における

通信連絡の手順を整備する。 

（略） 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-7 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

外用）は，配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(a)i.(ⅱ)3)  屋内（中央制御室，緊

急時対策所等）における通信連絡】(P8-添 1-1402) 

３） 屋内（中央制御室，緊急時対策所等）における通信連

絡 

重大事故等への体制に移行した際にページング装置，所

内携帯電話及び専用回線電話が機能喪失した場合，中央制

御室又は緊急時対策所から実施組織の制御建屋班長，建屋

外対応班長，放射線対応班長又は支援組織の放射線管理班

の班員が前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の屋

外へ連絡を行う際及び中央制御室，緊急時対策所並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室間で実施組織

の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋班長，制御建屋班長，建屋

外対応班長，建屋外対応班の班員又は支援組織の総括班の

班員が連絡を行う際は，可搬型衛星電話（屋内用）及び可

搬型トランシーバ（屋内用）を用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央制御室，緊急時対策所並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の屋内にお

ける通信連絡の手順を整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）の制御建屋への配備分については，実施責任者１人，

要員管理班の班員３人，情報管理班の班員３人，通信班長

１人，建屋外対応班長１人及び建屋対策班の班員 12人の合

計 21人体制にて作業を実施した場合，事象発生後，現場環

境確認が完了する１時間 30 分以内に配備可能である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への配備分については，実
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-8 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

施責任者１人，要員管理班の班員３人，情報管理班の班員

３人，通信班長１人，建屋外対応班長１人及び放射線対応

班の班員３人の合計 12 人体制にて，作業開始から１時間

以内に，事象発生後から 24 時間以内に配備可能である。 

緊急時対策建屋への配備分については，非常時対策組織

の本部長 1 人，支援組織要員８人の合計 9 人にて，事象発

生後，作業開始から１時間 20 分以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）のタイムチャートを第 13－６図～第 13－８図に示

す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(i)1)  事業所内の通信連絡】

(P8-添1-1409)  

ⅱ．計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の

必要な場所で共有するための手順等 

（略） 

(ⅰ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備を用いる

場合の手段 

１） 事業所内の通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

場合のうち，全交流動力電源の喪失を伴わない場合。 

ｂ） 使用する設備 

事業所内の連絡において使用する設備は以下のとおり。 

ｉ） 所内通信連絡設備 

・ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

・所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-9 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅰ) 所内通信連絡設備を用いる

場合の手段」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装

に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加

入電話及びファクシミリは，設計基準の範囲内において使

用している設備であり，特別な技量を要することなく，容

易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(i)2)  緊急時対策所へのデー

タ伝送】(P8-添 1-1410) 

２） 緊急時対策所へのデータ伝送 

（略） 

ｄ） 操作の成立性 

プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境

中継サーバ及び総合防災盤は，設計基準の範囲内において

使用している設備であり，特別な技量を要することなく，

容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

383



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-10 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(ⅱ)1)  屋内（現場）等からの

通信連絡】(P8-添 1-1412) 

(ⅱ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷し

た場合の手段 

１） 屋内（現場）等からの通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

際に，中央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて

他建屋の要員に連絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡

ができず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機

能喪失等により所内携帯電話が機能喪失したと判断した場

合。 

ｂ） 使用する設備 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋内か

ら各建屋の屋外への通信連絡において使用する設備は以下

のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・代替通話系統 

・可搬型通話装置 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ) １） 屋内（現場）等にお

ける通信連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計

装に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型通話装置による通信連絡については，代替通話系

統が前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に常設

重大事故等対処設備として敷設されているため，設置作業

に要する時間はなく，可搬型通話装置を接続することによ

り通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-11 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(ⅱ)2)  屋外（現場）からの通

信連絡】(P8-添 1-1414) 

２） 屋外（現場）からの通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

際に，中央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて

他建屋の要員に連絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡

ができず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機

能喪失等により所内携帯電話が機能喪失したと判断した場

合。 

ｂ） 使用する設備 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外から各建屋の屋外への通信連

絡において使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ)２） 屋外（現場）における

通信連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計

装に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-12 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

 

【添付書類八 13.b.(a)ⅱ.(ⅱ)3)  屋内（中央制御室，

緊急時対策所等）からの連絡】(P8-添1-1415) 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

際に，中央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて

他建屋の要員に連絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡

ができず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機

能喪失等により所内携帯電話が機能喪失したと判断した場

合。 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室，緊急時対策所及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の屋内からの連絡において使用する設備は以下のとお

り。 

ⅰ） 通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ)３） 屋内（中央制御室，緊

急時対策所等）における通信連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計

装に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）の制御建屋への配備分については，実施責任者１人，

要員管理班の班員３人，情報管理班の班員３人，通信班長

１人，建屋外対応班長１人及び建屋対策班の班員 12 人の

合計 21 人体制にて作業を実施した場合，事象発生後，現
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-13 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

場環境確認が完了する１時間 30 分以内に配備可能であ

る。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への配備分については，実

施責任者１人，要員管理班の班員３人，情報管理班の班員

３人，通信班長１人，建屋外対応班長１人及び放射線対応

班の班員３人の合計 12 人体制にて，作業開始から１時間

以内に，事象発生後から 24 時間以内に配備可能である。 

緊急時対策建屋への配備分については，非常時対策組織

の本部長１人，支援組織要員８人の合計９人にて，事象発

生後，作業開始から１時間 20 分以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(b)i.(i)  所外通信連絡設備を用い

る場合の手段】(P8-添 1-1419) 

(ｂ) 再処理事業所外への通信連絡 

ⅰ．再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うための手順等 

重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備

により再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うため，以下の手段を用いた手順を整備する。 

(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場合の手段 

重大事故等への体制に移行した際に，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話等が使用できる場合は，統合原子力防

災ネットワークＩＰ電話等の所外通信連絡設備を用いて重

大事故等の対策の準備を行う。所外における通信連絡とし

ては，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力

防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛

星携帯電話及びファクシミリを用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央制御室及び緊急時対策所にお
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-14 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

ける通信連絡の手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

場合のうち，全交流動力電源の喪失を伴わない場合。 

２） 使用する設備 

所外の通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 

ａ） 所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象

の施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準

対象の施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計

基準対象の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

３） 操作手順 

所外通信連絡設備による所外の通信連絡の概要は以下の

とおり。 

また，再処理事業所外への通信連絡手順の概要を第 13－

４図及び第 13－５図に示す。 

ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組

織要員に対して統合原子力防災ネットワークＩＰ電話の通

信を指示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話を用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組

織要員に対して統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ

の通信を指示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸを用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組

織要員に対して統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テムの通信を指示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＴＶ会
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-15 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

議システムを起動し，通信状態の確認を行う。 

③支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システムを用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡を

する。 

ｄ） 一般加入電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組

織要員又は支援組織要員に対して一般加入電話の通信を指

示する。 

②実施組織要員は，一般加入電話の端末を用いて，中央

制御室から事業所外へ連絡をする。支援組織要員は，一般

加入電話の端末を用いて緊急時対策所から事業所外へ連絡

をする。 

ｅ） 一般携帯電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組

織要員に対して一般携帯電話の通信を指示する。 

②支援組織要員は，一般携帯電話の端末を用いて，緊急

時対策所から事業所外へ連絡をする。 

ｆ） 衛星携帯電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組

織要員又は支援組織要員に対して衛星携帯電話の通信を指

示する。 

②実施組織要員は，衛星携帯電話の端末を用いて，中央

制御室から事業所外へ連絡をする。支援組織要員は，衛星

携帯電話の端末を用いて，緊急時対策所から事業所外へ連

絡をする。 

ｇ） ファクシミリ 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組

織要員又は支援組織要員に対してファクシミリの通信を指

示する。 

②実施組織要員は，ファクシミリを用いて，中央制御室

から事業所外へ連絡をする。支援組織要員は，ファクシミ

リを用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

４） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話及びファクシミリは，設計基準の範囲内において使

用している設備であり，特別な技量を要することなく，容

易に操作が可能である。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-16 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(b)i.(ⅱ)1)  中央制御室における通

信連絡】(P8-添 1-1422) 

(ⅱ) 所外通信連絡設備が損傷した場合の手段 

１） 中央制御室における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に中央制御室の一般加

入電話及び衛星携帯電話が機能喪失した場合，中央制御室

の屋外から実施組織の連絡責任者（実施責任者又はあらか

じめ指名された者）が再処理事業所外への連絡を行う際は，

可搬型衛星電話（屋外用）を用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央制御室における通信連絡の手

順を整備する。 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

際に，中央制御室の一般加入電話等から外部へ発信を行い，

発信音が確認できず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源

系統等の機能喪失等により一般加入電話等が機能喪失した

と判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室から事業所外（国，地方公共団体，その他関

係機関等）への通信連絡において使用する設備は以下のと

おり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

ｃ） 操作手順 

可搬型衛星電話（屋外用）による再処理事業所外への通

信連絡の概要は以下のとおり。 

また，中央制御室における再処理事業所外への通信連絡

手順の概要を第 13－４図に示す。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-17 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

ⅰ） 可搬型衛星電話（屋外用）の配備 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組

織の中央制御室に滞在する建屋外対応班の班員へ可搬型衛

星電話（屋外用）を配備する。 

②可搬型衛星電話（屋外用）を使用する要員は，中央制

御室の屋外へ可搬型衛星電話（屋外用）の端末を持参し，

使用する際に電源を入外へ連絡を行う際の通信連絡手段と

する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 

③可搬型衛星電話（屋外用）の電源は，充電池から給電

を行う。この場合，充電池給電で 10 時間使用することが

可能である。使用開始から 10 時間を目安に充電池の残容

量を適宜確認し，残容量が少なくなったことを確認後，充

電池の交換を行う。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(b)i.(ⅱ)2)  緊急時対策所における

通信連絡】(P8-添 1-1424) 

２） 緊急時対策所における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に緊急時対策所の一般

加入電話等が機能喪失した場合，緊急時対策所から支援組

織要員が再処理事業所外への連絡を行う際は，統合原子力

防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス

テム及び可搬型衛星電話（屋内用）を用いて通信連絡を行
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-18 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

う。 

これらの設備を用いた緊急時対策所における通信連絡の

手順を整備する。 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

際に，緊急時対策所の一般加入電話等から外部へ発信を行

い，発信音が確認できず，外部電源喪失に伴う非常用所内

電源系統等の機能喪失等により一般加入電話等が機能喪失

したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，その他

関係機関等）への通信連絡において使用する設備は以下の

とおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象

の施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準

対象の施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計

基準対象の施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

ｃ） 操作手順 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システムの電源は代替電源から給電し使用す

る。 

電源を代替電源から給電する手順は，「(ｃ) 電源を代替

電源から給電する手順等」にて整備する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システム及び可搬型衛星電話（屋内用）による再

処理事業所外への通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，緊急時対策所における再処理事業所外への通信連

絡手順の概要を第 13－５図に示す。代替通信連絡設備のア

クセスルートを第 13－22 図～第 13－24 図に示す。 

ⅰ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる

場合の手段」にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-19 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源車による統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電」にて整備す

る。 

ⅱ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる

場合の手段」にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時

対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源車による統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電」にて整備す

る。 

ⅲ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる

場合の手段」にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時

対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源車による統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電」にて整備す

る。 

ⅳ） 可搬型衛星電話（屋内用）の配備 

①非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基

づき，支援組織の緊急時対策所に滞在する総括班の班員へ

可搬型衛星電話（屋内用）を配備する。 

②可搬型衛星電話（屋内用）を使用する要員は，アンテ

ナ及びレシーバを緊急時対策所の屋外に配備し，アンテナ

とレシーバ間をアンテナケーブルで接続する。その後，ハ

ンドセットを緊急時対策所に配備し，レシーバとハンドセ

ット間をＬＡＮケーブルで接続する。火山の影響により，

降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対

応作業として，除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

③通話可能となった可搬型衛星電話（屋内用）を用い，

緊急時対策所から再処理事業所外へ連絡を行う際の通信連

絡手段とする。 

④可搬型衛星電話（屋内用）の電源は，緊急時対策所で

使用する 

場合は緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電

源車から給電を行う。 

ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-20 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

ＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話及びファクシミリは，設計基準対象の施設として使

用している設備であり，特別な技量を要することなく，容

易に操作が可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策所への配備分

については，非常時対策組織の本部長１人及び支援組織要

員８人の合計９人にて，事象発生後，作業開始から１時間

20 分以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）のタイムチャートを第 13－８

図に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.計測等を行った重要なパラメ

ータを再処理事業所外の必要な場所と共有するための手順

等】(P8-添 1-1428) 

ⅱ．計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所外の

必要な場所と共有するための手順等 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業所外

の必要な場所と共有するため，所外通信連絡設備，所外デ

ータ伝送設備及び代替通信連絡設備（以下「所外通信連絡

設備等」という。）を使用する。 

直流電源喪失時等，可搬型の計測器等にて，重大事故等

の対処に必要なパラメータのうち，貯槽等温度や再処理施

設周辺の放射線線量率等の重要なパラメータを計測し，そ

の結果を所外通信連絡設備等により共有する場合は，以下

の設備を使用する。 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(i)1)  事業所外（国，地方公

共団体，その他関係機関等）への連絡】(P8-添 1-1428) 

(ⅰ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備を用いる

場合の手段 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-21 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

１） 事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）へ

の連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室又は緊急時対策所から事業所外（国，地方公

共団体，その他関係機関等）への連絡において使用する設

備は以下のとおり。 

ⅰ） 所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の

施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対

象の施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基

準対象の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場

合の手段」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装

に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話及びファクシミリは，設計基準の範囲内において使

用している設備であり，特別な技量を要することなく，容

易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお
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発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-22 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(i)2)  事業所外（緊急時対策

支援システム（ＥＲＳＳ））へのデータ伝送】 

(P8-添1-1430) 

２） 事業所外（緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ））へ

のデータ伝送 

（略） 

ｄ） 操作の成立性 

データ伝送設備は，設計基準の範囲内において使用して

いる設備であり，特別な技量を要することなく，容易に操

作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(ⅱ)1)  中央制御室から事業

所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）への連絡】 

(P8-添1-1432)  

(ⅱ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷し

た場合の手段 

１） 中央制御室から事業所外（国，地方公共団体，その他

関係機関等）への連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

際に，中央制御室の一般加入電話等から外部へ発信を行い，

発信音が確認できず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源

系統等の機能喪失等により一般加入電話等が機能喪失した

と判断した場合。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-23 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室から事業所外（国，地方公共団体，その他関

係機関等）への連絡において使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)１) 中央制御室における通信

連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計

装に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

なお，可搬型衛星電話（屋外用）を使用する場合は，中

央制御室から屋外へ出て連絡を行う。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(b)ⅱ.(ⅱ)2)  緊急時対策所から事

業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）への通信

連絡】(P8-添1-1433) 

２） 緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，その

他関係機関等）への通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した

際に，中央制御室の一般加入電話等から外部へ発信を行い，

発信音が確認できず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源

系統等の機能喪失等により一般加入電話等が機能喪失した

と判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-24 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，その他

関係機関等）への通信連絡において使用する設備は以下の

とおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の

施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対

象の施設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基

準対象の施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

ｃ） 操作手順 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システムの電源は代替電源から給電し使用す

る。 

電源を代替電源から給電する手順は，「(ｃ) 電源を代替

電源から給電する手順等」にて整備する。 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)２） 緊急時対策所における

通信連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装

に関する手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」

にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システムは，設計基準の範囲内において使用し

ている設備であり，特別な技量を要することなく，容易に

操作が可能である。 

また，可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策所への

配備分については，非常時対策組織の本部長１人及び支援

組織要員８人の合計９人にて，事象発生後，作業開始から

１時間 20 分以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-25 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類八 13.b.(c)(i)  制御建屋可搬型発電機によ

る可搬型衛星電話（屋内用）等への給電】(P8-添1-1436) 

(ｃ) 電源を代替電源から給電する手順等 

（略） 

(ⅰ) 制御建屋可搬型発電機による可搬型衛星電話（屋内

用）等への給電 

（略） 

４） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者１人，要員管理班の班員３人，

情報管理班の班員３人，通信班長１人，建屋外対応班長１

人及び建屋対策班の班員６人の合計 15 人体制にて，作業

開始から２時間 30 分以内に，事象発生後から 11 時間以

内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機による

給電については，実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員４人の合計 12人にて，事象発生から代替電源設備の一

部である制御建屋可搬型発電機の起動完了までを，事象発

生後から４時間５分以内に実施し，その後，可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給電を

行う。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.b.(c)(ⅱ)  使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機による可搬型衛星電話（屋内用）

等への給電】(P8-添1-1439) 

(ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

による可搬型衛星電話（屋内用）等への給電 

（略） 

４） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者１人，要員管理班の班員３人，
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-26 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

情報管理班の班員３人，通信班長１人，建屋外対応班長１

人及び放射線対応班の班員３人の合計 12 人体制にて，作

業開始から１時間 30 分以内に，事象発生後から 28 時間

以内に配備可能である。 

代替電源設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機による給電については，実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員 26 人の合計 34 人にて，

事象発生から代替電源設備の一部である使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の起動完了までを，事象

発生後から 22 時間 10 分以内に実施し，その後，可搬型衛

星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給

電を行う。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【添付書類八 13.b.(c)(ⅲ)  使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機による可搬型衛星電話（屋内用）

等への給電】(P8-添1-1441) 

（ⅲ） 緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源

車による統合原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電 

（略） 

４） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋代替電源設備の一

部である緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電

源車が準備されてから速やかに実施が可能である。 

緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建

屋用発電機による給電の確認は，緊急時対策建屋内におい

て，自動起動した緊急時対策建屋代替電源設備の一部であ

る緊急時対策建屋用発電機から給電されていることの確認

を指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対

策組織の要員２人の合計３人で行い，５分以内に対処可能

である。 

緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建

屋用電源車による給電は，緊急時対策建屋代替電源設備の

一部である緊急時対策建屋用電源車による給電準備を指示

してから，緊急時対策建屋において緊急時対策組織の本部

長１人，非常時対策組織の要員６人の合計７人で行い，可

搬型燃料供給ホースの接続口への接続まで２時間以内に対

処可能である。本対処は，時間及び要員数に余裕がある際

400



別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-27 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

に実施するため，重大事故等対処設備を用いた対応に悪影

響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り

低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。 

【添付書類八 13.第13-1表 機能喪失を想定する設備と

整備する対応手段，対処設備，手順書一覧（再処理事業所

内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡）】(P8-

添1-1445) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-28 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類八 13.第13-2表 機能喪失を想定する設備と

整備する対応手段，対処設備，手順書一覧（再処理事業所

外の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡）】(P8-

添1-1446) 

 

【添付書類八 13.第13-3表 審査基準における要求事項

ごとの給電対象設備】(P8-添1-1447) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-29 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類八 13.第13-4表 通信連絡を行うために必要

な設備】(P8-添1-1448) 

 

【添付書類八 13.第13-1図 屋内（現場）における再処

理事業所内への通信連絡手順の概要】(P8-添1-1449) 
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別紙 2-2 
有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-30 

 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項 

【添付書類八 13.第13-2図 屋外（現場）における再処

理事業所内への通信連絡手順の概要】(P8-添1-1450) 

 

【添付書類八 13.第13-3図 屋内（中央制御室及び緊急

時対策所等）における再処理事業所内への通信連絡手順の

概要】(P8-添1-1451) 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力 1.14） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 
技 1.14-31 

1.事業指定申請書（既許可） 2.既許可の対応 3.影響評価ガイドに基づく確認 4. 既許可への反映事項

【添付書類八 13.第13-4図 中央制御室における再処理

事業所外への通信連絡手順の概要】(P8-添1-1452) 

【添付書類八 13.第13-5図 緊急時対策所における再処

理事業所外への通信連絡手順の概要】(P8-添1-1453) 
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